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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月１日（木曜日）

開 会 午後６時１分

散 会 午後６時23分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

（３月１日付託）

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成30年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成30年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成30年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成30年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成30年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成30年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成30年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成30年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成30年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

20 甲第20号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成30年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

22 甲第22号議案 平成30年度沖縄県病院事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成30年度沖縄県水道事業会

計予算

24 甲第24号議案 平成30年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

25 甲第25号議案 平成29年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

26 甲第26号議案 平成29年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

27 甲第27号議案 平成29年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第３号）

28 甲第28号議案 平成29年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

29 甲第29号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

30 甲第30号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

31 甲第31号議案 平成29年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第１号）

32 甲第32号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

33 甲第33号議案 平成29年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

委員の選任

平成30年３月１日、本委員会の委員は議長の指名で

次のとおり選任された。

新 垣 新君 末 松 文 信君

具志堅 透君 座喜味 一 幸君

仲 田 弘 毅君 翁 長 政 俊君

当 山 勝 利君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君

予算特別委員会記録（第１号）
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大 城 一 馬君 新 垣 光 栄君

平 良 昭 一君 新 垣 清 涼君

比 嘉 瑞 己君 西 銘 純 恵さん

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 予算特別委員会運営要領について

４ 理事の選任

委員長、副委員長の互選

平成30年３月１日、当山勝利君が委員長に、新垣新

君が副委員長に選任された。

理事の選任

平成30年３月１日、理事に具志堅透君、亀濱玲子

さん、平良昭一君、西銘純恵さん及び上原章君が選

任された。

出席委員

委員長 当 山 勝 利君

副委員長 新 垣 新君

委 員 具志堅 透君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君

大 城 一 馬君 新 垣 光 栄君

平 良 昭 一君 新 垣 清 涼君

比 嘉 瑞 己君 西 銘 純 恵さん

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

欠席委員

末 松 文 信君 座喜味 一 幸君
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○前田敦議会事務局政務調査課副参事 予算特別委

員会設置後、初めての委員会でありますので、委員

長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、糸洲朝則委員が年長者であります。

よって、この際、糸洲朝則委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

糸洲朝則委員、委員長席に御着席願います。

（糸洲朝則委員、委員長席に着席）

○糸洲朝則年長委員 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推選

人を当山勝利委員とし、指名は委員長の職

務を行う委員が行う旨の協議があった。）

○糸洲朝則年長委員 再開いたします。

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○糸洲朝則年長委員 御異議なしと認めます。

よって、当山勝利君を委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○糸洲朝則年長委員 御異議なしと認めます。

よって、当山勝利君が委員長に選任されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○当山勝利委員長 再開いたします。

このたび、委員各位の御推挙により予算特別委員

長に就任いたしました当山勝利でございます。

委員会の運営につきましては、公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員

各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。
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○当山勝利委員長 次に、副委員長の互選を行いま

す。

副委員長の互選は指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推選

人を新垣新委員とし、指名は委員長が行う

旨の協議があった。）

○当山勝利委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた
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しましたとおり、指名推選の方法により私から指名

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、新垣新君を副委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、新垣新君が副委員長に選任されました。

ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

を自席でお願いいたします。

○新垣新副委員長 副委員長に指名していただき、

ありがとうございます。

委員各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。

○当山勝利委員長 以上で、委員長及び副委員長の

互選は終わりました。

3ii4

○当山勝利委員長 次に、予算特別委員会運営要領

等についてを議題といたします。

お手元に予算特別委員会運営要領案を配付してあ

りますので、この案に基づき御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要説明後に、協議があった。）

○当山勝利委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

予算特別委員会運営要領につきましては、お手元

に配付してあります案のとおり決することとし、そ

の他は先例等によることにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○当山勝利委員長 次に、ただいま決定されました

予算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任

が必要であります。

理事５人の選任について御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

○当山勝利委員長 再開いたします。

理事５人の選任についてお諮りいたします。

理事に具志堅透委員、亀濱玲子委員、平良昭一委

員、西銘純恵委員及び上原章委員の５人を指名いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願い申し上げます。

以上で、予定の議題を全て終了いたしました。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月２日 金曜日 午前10時から委

員会を開き、補正予算の審査を行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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予算特別委員会運営要領

この要領は、「予算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼について）」（平成30年２

月19日議会運営委員会決定）に定めるもののほか、予算特別委員会の運営及び審査等に関し必要な事項を下記

のとおり定めることにより、予算特別委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 委員席の配置について

委員席は別紙１のとおりとする。

２ 審査日程について

審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、予算特別委員会に諮り

変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼について

（１）当初予算の審査は、予算特別委員会において概要説明等を聴取した後、様式１により所管の常任委員会

に調査を依頼するものとする。

（２）常任委員会は調査終了後、様式２により予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）を予算特別委員

会に提出するものとする。

４ 説明員について

（１）補正予算の概要説明は総務部長が行うものとする。

（２）当初予算の概要説明は総務部長が行い、所管の室部局長出席の上、質疑を行うものとする。

５ 質疑の要領について

（１）補正予算

① 質疑の時間は委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡をする

委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告する。また、譲渡をする委

員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならないものとする。

③ 質疑の時間には答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑤ 質疑は一問一答方式により、自席から起立の上行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

（２）当初予算の概要説明

① 質疑は会派代表の委員１人が行うものとする。

② 質疑の時間は７分とする。

③ 質疑は大局的な観点から、予算編成の基本的考え方、室部局の予算体系及び主な事業の概要などについて

行うものとする。

④ その他の質疑の要領については、上記（１）の規定を準用する。

６ 調査報告書に対する質疑について

（１）予算特別委員長は、調査報告書に関し予算特別委員から質疑の通告がなされた場合には、様式３により
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当該常任委員長の出席を求めるものとする。

（２）常任委員長に対する質疑の通告は、様式４により政務調査課に提出するものとする。

（３）常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないものとする。

７ 要調査事項に対する質疑について

（１）要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等に出席を求めることが決定され

た場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、予算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休

日を除く。）の午後３時とし、様式４により政務調査課に提出するものとする。

（２）予算特別委員長の代表質疑及び知事等の答弁聴取後に行う各委員等の質疑の時間は、委員長が委員会に諮っ

て定めるものとする。

８ 理事会について

（１）理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

（２）理事は、委員長が委員会に諮って指名する。

（３）理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定めるものとする。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員

當 山 勝 利

委 員 長

亀濱玲子委員 照屋大河委員 具志堅透委員 末松文信委員 新垣 新委員

大城一馬委員 崎山嗣幸委員 翁長政俊委員 仲田弘毅委員 座喜味一幸委員

新垣清涼委員 平良昭一委員 新垣光栄委員 大城憲幸委員 糸洲朝則委員 上原 章委員

西銘純恵委員 比嘉瑞己委員
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別紙２

予算議案の審査日程

年月日 曜日 時 間 事 項 関係室部局等
予算特別委員会

本会 議及
・委員長及び副委員長の互選

平成30年
木 び各 委員

・委員会運営要領の件
３月１日

会終了後
・理事の選任
・各常任委員会に対する調査依頼の件（当初
予算）

知 事 公 室
総 務 部
企 画 部
環 境 部
子ども生活福祉部
保 健 医 療 部

３月２日 金 午前10時
予算特別委員会 農 林 水 産 部
・平成 29年度補正予算審査 商 工 労 働 部

文化観光スポーツ部
土 木 建 築 部
教 育 委 員 会
公 安 委 員 会
労 働 委 員 会

３月５日 月
常任 委員 予算特別委員会
会終了後 ・平成 29年度補正予算採決

午前10時
本会議
・補正予算委員長報告・採決

３月７日 水
本 会 議

予算特別委員会

終 了 後
・平成 30年 度一般会計・特別会計予算及び企 関 係 室 部 局
業会計予算(概要説明）

３月８日 木 午前10時
各常任委員会

関 係 室 部 局

・
所管事務に係る予算議案の調査

各常任委員会
３月９日 金 午前10時 ・所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月12日 月 ・予算調査報告書整理日

３月13日 火 ・予算調査報告書整理日

・予算特別委員に対する予算調査報告書の配付
報 告 書 配 付 時 刻

３月14日 水
：正午

・常任委員長に対する質疑の通告締め切り 質 疑 通 告 締 め 切
り時刻：午後３時

予算特別委員会
３月15日 木 午前10時 ・予算調査報告書等について

・総括質疑の取り扱いについての協議

３月16日 金 午前10時
予算特別委員会 知 事 等
・総括質疑 関 係 室 部 局

３月23日 金 午前10時
予算特別委員会
・採決
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様式１

平成 年 月 日

○○○○委員長

○ ○ ○ ○ 殿

予算特別委員長

○ ○ ○ ○

予算議案の調査依頼について

本委員会に付託された予算議案のうち、下記について貴委員会において

調査を行っていただくようお取り計らい願います。

なお、調査結果につきましては、 月 日までに御報告くださいますよう

あわせてお願い申し上げます。

記

（例）

甲第○号議案 平成○年度沖縄県一般会計予算（○○○○委員会所管分）

甲第○号議案 平成○年度沖縄県○○○○○○特別会計予算

甲第○号議案 平成○年度沖縄県○○○○○○事業会計予算

様式２

平成 年 月 日

予算特別委員長

○ ○ ○ ○ 殿

○○○○委員長

○ ○ ○ ○

予算調査報告書

月 日に依頼のあった予算議案の調査について、委員会における

調査の結果を下記のとおり報告します。

記

１ 委員会における質疑・答弁の主な内容

２ 要調査事項

３ 特記事項

様式３

平成 年 月 日

○○○○委員長

○ ○ ○ ○ 殿

予算特別委員長

○ ○ ○ ○

予算特別委員会への出席について

貴職から報告のあった予算調査報告書に関し、質疑の通告があった

ので、下記のとおり出席を求めます。

記

１ 日 時 平成 年 月 日（ 曜日） 午前・午後 時

２ 場 所 第７委員会室

様式４

平成 年 月 日 午前・午後 時 分 受付

質 疑 発 言 通 告

種 別 常任委員長 ・ 知事等

質

疑

の

要

旨

上記により質疑したいので、予算特別委員会運営要領の規定により

通告します。

平成 年 月 日

予算特別委員 印

予算特別委員長 殿
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（平成30年２月19日議会運営委員会決定）

予算議案の審査等に関する基本的事項

（常任委員会に対する調査依頼について）

予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任委員会において予

算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に係る予算事項を調査する方式としたところで

ある。こうした予算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、予算特別委員会

及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 予算議案の審査について

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初予算の審査については、概要説明

を予算特別委員会で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委員会に依頼して調査を行うものとす

る。

２ 予算特別委員会の開催場所について

予算特別委員会は、第７委員会室で行うものとする。

３ 審査日程について

予算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な予算特別委員会の審査日程は同委員会にお

いて決定するものとする。

４ 調査依頼事項について

（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係る予算事項と

する。

（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

５ 各常任委員会における調査について

（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。

（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡する委員

はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡を

する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第１多数会派は最

後に行うものとする。

（６）各常任委員会での採決は行わないものとする。

６ 予算調査報告書の作成及び配付について

（１）予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での協議に基づき各常任委員長が作成

するものとする。この場合、各常任委員会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任す

ることができるものとする。
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（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な内容、予算特別委員会においてさら

に調査が必要とされる事項（以下「要調査事項」という。）及び特記事項とする。

（３） 要調査事項について

ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする委員は、その該当事項を要調査

事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委員が要調査事項とする理由等を

説明した後、予算特別委員会における調査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上

で、要調査事項を予算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査事項として報告することについ

て反対の意見が述べられた場合には、予算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するもの

とする。

（４） 調査報告書は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く。）の正午までに

予算特別委員に配付するものとする。

（５） 調査報告書の様式は別に定めるものとする。

７ 調査報告書に対する質疑について

（１）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、当該常任委員長の出席を求めるも

のとする。

（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の

休日を除く。）の午後３時とする。

８ 要調査事項に対する質疑について

（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等の出席を求める

場合には、予算特別委員会において質疑を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定する

ものとする。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項についてまず予算特別委員長が代表して行

い、答弁を聴取した後、各委員からの質疑を行うものとする。

９ 質疑の時間及び方法等について

予算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は同委員会において決定するものとする。

10 理事会について

予算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同委員会に理事会を設置するものとする。
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別紙１

予算議案の審査日程

年月日 委員会等 時 間 事 項 関係室部局等

２月 本会議及 ○委員長及び副委員長の互選

定例
予算特別委員会

び各委員 ○委員会運営要領の件

会期中 会終了後 ○理事の選任

(１日目) ○各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

以降

開会中 予算特別委員会 午前10時 ○平成29年度補正予算審査 関 係 室 部 局

(２日目)

各常任委

(３日目) 予算特別委員会 員会終了 ○平成29年度補正予算採決

後

(４日目) ○議案整理日

本 会 議 午前10時 ○補正予算委員長報告・採決

(５日目) 予算特別委員会 本 会 議 ○平成 30 年度一般会計・特別会計予算及び企業 総 務 部

終 了 後 会計予算（概要説明） 関 係 室 部 局

(６日目) 常 任 委 員 会 午前10時 ○所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

(７日目) 常 任 委 員 会 午前10時
○所管事務に係る予算議案の調査

関 係 室 部 局
○予算調査報告書記載内容等についての協議

(８日目) ○予算調査報告書整理日

(９日目) ○予算調査報告書整理日

報告書配付時刻：

○予算特別委員への予算調査報告書の配付
正午

(10日目)
○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

質疑通告締め切

り時刻：午後３

時

○常任委員長に対する質疑

(11日目) 予算特別委員会 午前10時
○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等

についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(12日目) 予算特別委員会 午前10時 ○総括質疑
知 事 等

関 係 室 部 局

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

(13日目) 予算特別委員会 午前10時 ○採決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 糸 洲 朝 則

委 員 長 当 山 勝 利
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月２日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後６時20分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 平成29年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

２ 甲第26号議案 平成29年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

３ 甲第27号議案 平成29年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第３号）

４ 甲第28号議案 平成29年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

５ 甲第29号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

６ 甲第30号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 平成29年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 平成29年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

出席委員

委員長 当 山 勝 利君

副委員長 新 垣 新君

委 員 末 松 文 信君 具志堅 透君

座喜味 一 幸君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君

大 城 一 馬君 新 垣 光 栄君

平 良 昭 一君 新 垣 清 涼君

比 嘉 瑞 己君 西 銘 純 恵さん

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 謝 花 喜一郎君

防 災 危 機 管 理 課 長 上 原 孝 夫君

総 務 部 長 金 城 武君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉君

税 務 課 長 千 早 清 一君

企 画 部 長 川 満 誠 一君

参 事 立 津 さとみさん

交 通 政 策 課 長 座 安 治君

環 境 部 長 大 浜 浩 志君

環 境 保 全 課 長 仲宗根 一 哉君

環 境 整 備 課 長 松 田 了君

自 然 保 護 課 長 金 城 賢君

環 境 再 生 課 長 安 里 修君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 金 城 弘 昌君

福祉政策課福祉支援監 宮 城 和一郎君

高齢者福祉介護課長 長 浜 広 明君

青少年・子ども家庭課長 友 利 公 子さん

子 育 て 支 援 課 長 大 城 清 二君

障 害 福 祉 課 長 與那嶺 武君

平和援護・男女参画課長 大 濱 靖君

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

医 療 政 策 課 長 諸見里 真君

地 域 保 健 課 長 山 川 宗 貞君

国 民 健 康 保 険 課 長 名 城 政 弘君

農 林 水 産 部 長 島 尻 勝 広君

農 政 経 済 課 長 仲宗根 智君

営 農 支 援 課 長 屋 冝 宣 由君

園 芸 振 興 課 長 前 門 尚 美さん

畜 産 課 長 池 村 薫君

農 地 農 村 整 備 課 長 本 原 康太郎君

森 林 管 理 課 長 崎 洋 一君

水 産 課 長 平安名 盛 正君

漁 港 漁 場 課 長 島 袋 均君

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

アジア経済戦略課長 仲栄真 均君

文化観光スポーツ部長 嘉手苅 孝 夫君

観 光 整 備 課 長 平 敷 達 也君

土 木 建 築 部 長 宮 城 理君

土 木 総 務 課 長 上運天 先 一君

道 路 街 路 課 長 玉 城 佳 卓君

予算特別委員会記録（第２号）
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港 湾 課 長 照 屋 寛 志君

教 育 長 平 敷 昭 人君

教 育 支 援 課 長 登 川 安 政君

施 設 課 長 佐次田 薫君

学 校 人 事 課 長 古 堅 圭 一君

警 察 本 部 長 筒 井 洋 樹君

労働委員会参事監兼事務局長 金 良 多恵子さん

3ii4

○当山勝利委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第25号議案から甲第33号議案までの補正予算議

案９件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企

画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療

部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポー

ツ部長、土木建築部長、教育長、警察本部長及び労

働委員会事務局長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、昨日、決定い

たしました予算特別委員会運営要領に従って行うこ

とにいたします。

まず初めに、甲第25号議案から甲第33号議案まで

の補正予算議案について総務部長から概要説明を聴

取し、その後、質疑を行います。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

金城武総務部長。

○金城武総務部長 平成29年度２月補正予算概要に

ついて御説明します。

ただいま議題となりました甲第25号議案平成29年

度沖縄県一般会計補正予算（第５号）及び甲第26号

議案から甲第33号議案までの、８件の特別会計補正

予算について、その概要を御説明いたします。

まず初めに、甲第25号議案平成29年度沖縄県一般

会計補正予算（第５号）の主な内容につきまして、

お手元にお配りしております平成29年度一般会計補

正予算（第５号）説明資料により、御説明いたしま

す。

今回の補正予算は、扶助費等の義務的経費及び国

の補正予算関連経費並びに11月補正予算編成後の事

情変更により緊急に予算措置が必要な経費を計上す

るとともに、事業の執行状況等に応じた所要の補正

予算を計上しております。

説明資料の１ページをごらんください。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ４億5474万

9000円で、これを既決予算額に加えた改予算額は

7442億9059万1000円となります。

歳入、歳出の主な内容については、後ほど御説明

いたします。

２ページをごらんください。

２ページは、歳入歳出の財源内訳となっておりま

す。

３ページをごらんください。

歳入内訳につきまして、その主なものを御説明い

たします。

県税は、55億2800万1000円で、その内訳は上から

１つ目の県民税が14億5189万1000円、４つ下の事業

税が16億6836万7000円などとなっております。

左側区分欄で２つ目の地方消費税清算金の17億

5050万円は、全国における地方消費税収入の増によ

る同清算金収入の増となっております。

４ページをごらんください。

区分欄で４つ目の地方交付税の30億516万1000円

は、普通交付税の交付決定額のうち未計上分などで

あります。

区分欄で一番下の国庫支出金のマイナス31億

2799万8000円は、事業費の減や内示減による減額分

となっております。

７ページをごらんください。

区分欄で３つ目の繰入金のマイナス53億7278万

4000円は、特定目的基金を活用した事業の減に伴う

繰入額の減などによるものであります。

８ページをごらんください。

区分欄で一番上の繰越金の19億7547万9000円は、

平成28年度決算剰余金の未計上分であります。

区分欄で一番下の県債のマイナス26億3430万円は、

事業費の減などによるものであります。

以上、歳入合計は、９ページの一番下にあります

とおり４億5474万9000円となっております。

10ページをごらんください。

歳出内訳につきまして、主な事項を御説明いたし

ます。

一番下の総務部の私立学校等教育振興費は、私立

学校の改築等に対する補助に要する経費等の減であ

ります。

11ページをごらんください。

下から３番目の財政調整基金積立金は、地方財政

法に基づく平成28年度決算剰余金の積み立て、並び

に県税及び地方交付税の増等に伴う積み立てに要す

る経費であります。

12ページをごらんください。

下から２番目の企画部の駐留軍用地跡地利用促進

費は、普天間飛行場及び西普天間住宅地区跡地内の
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土地取得に係る基金積立金及び委託費の減でありま

す。

13ページをごらんください。

一番下の沖縄振興特別推進交付金（市町村）は、

沖縄振興特別推進交付金の県分の一部を市町村分に

流用することによる増であります。

17ページをごらんください。

一番下の子ども生活福祉部の保育対策事業費は、

市町村が実施する保育所等の整備補助に要する経費

の減及び待機児童解消支援基金への積み立てに要す

る経費の増等であります。

19ページをごらんください。

下から３番目の保健医療部の国民健康保険指導費

は、国民健康保険財政安定化基金への積み立てに要

する経費等であります。

23ページをごらんください。

下から３番目の農林水産部の水利施設整備事業は、

国の補正予算に伴う畑地かんがい施設の整備に要す

る経費であります。

24ページをごらんください。

下から２番目の水産生産基盤整備事業は、国の補

正予算に伴う漁港の施設整備に要する経費でありま

す。

26ページをごらんください。

一番下の商工労働部の貿易対策費は、県産品の海

外販路拡大に要する経費等であります。

28ページをごらんください。

下から２番目の文化観光スポーツ部のコンベン

ション振興対策費は、大型ＭＩＣＥ施設の基本設計

に要する経費の減であります。

32ページをごらんください。

上から２番目の土木建築部の公共離島空港整備事

業費は、国の補正予算に伴う宮古空港の滑走路、南

大東空港の場周柵の整備に要する経費等であります。

１つ下の河川等災害復旧事業費から港湾災害復旧

事業費までは、災害発生が想定を下回ったことによ

る災害復旧事業費の減であります。

以上、歳出合計も、35ページの一番下にあります

とおり４億5474万9000円となっております。

36ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正の追加であります。

今回の繰越明許費は、予算編成後の事由により、

年度内に完了しない見込みのある事業について、翌

年度に繰り越して実施するため計上するものであり

ます。

繰越明許費の追加の合計は、37ページの一番下に

ありますとおり307億2342万7000円となっておりま

す。

38ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正の変更であります。

これまでに繰越明許費として計上した事業につい

て、新たに繰り越しが必要となる箇所が生じたこと

などにより、変更するものであります。

繰越明許費の変更の合計は、39ページの一番下に

ありますとおり189億2434万円を457億6685万4000円

に変更するものであります。

40ページをごらんください。

債務負担行為に関する補正であります。

航空機整備施設指定管理料及びうるま地区内賃貸

工場等指定管理料については、平成30年度からそれ

ぞれ指定管理を行うため、債務負担行為を設定する

ものであります。

41ページをごらんください。

地方債に関する補正であります。

地方債補正は、事業費が増減したことなどにより、

一番下にありますとおり合計でマイナス26億3430万

円となっております。

以上が、一般会計補正予算（第５号）の概要であ

ります。

次に、特別会計について御説明いたします。

議案書平成30年第３回沖縄県議会（定例会）議案

（その２）により御説明します。

19ページをごらんください。

甲第26号議案平成29年度沖縄県下地島空港特別会

計補正予算（第２号）は、構内道路等の整備費の減

及び繰越明許費に係る補正であります。

23ページをごらんください。

甲第27号議案平成29年度沖縄県下水道事業特別会

計補正予算（第３号）は、国庫配分額の減等に伴う

事業費の減や、中部流域下水道建設費等の繰越明許

費、中城湾流域下水道建設費等の債務負担行為に係

る補正であります。

28ページをごらんください。

甲第28号議案平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金

特別会計補正予算（第１号）は、貸し付け実績が当

初見込み額を下回ったことに伴う、貸付金の減によ

る補正であります。

30ページをごらんください。

甲第29号議案平成29年度沖縄県中城湾港（新港地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、借り入れ利率が見込み利率を下回ったことに伴

う長期債利子の減や土地売り払いが進捗したことに
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伴う財源振替（県債と土地売り払い代）等に係る補

正であります。

33ページをごらんください。

甲第30号議案平成29年度沖縄県中城湾港（新港地

区）整備事業特別会計補正予算（第１号）は、中城

湾港機能施設整備費の繰越明許費に係る補正であり

ます。

35ページをごらんください。

甲第31号議案平成29年度沖縄県中城湾港マリン・

タウン特別会計補正予算（第１号）は、中城湾港マ

リン・タウン土地造成事業の繰越明許費に係る補正

であります。

37ページをごらんください。

甲第32号議案平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、泡瀬地区臨海部土地造成費の繰越明許費に係る

補正であります。

39ページをごらんください。

甲第33号議案平成29年度沖縄県公債管理特別会計

補正予算（第１号）は、借り入れ利率が見込み利率

を下回ったこと等に伴う長期債利子の減による補正

であります。

以上が、特別会計補正予算の概要であります。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○当山勝利委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第25号議案から甲第33号議案までの

補正予算議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員

長の許可を得てから、自席で起立の上行い、重複す

ることがないよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 今回、補正額が４億5400万円余りの

補正予算になっています。

３ページ、限られた時間でありますので、県民税

について３点ほど伺います。

まず、県民たばこ税が減少した理由をお聞かせく

ださい。２点目、ゴルフ場利用税の対前年度比をお

聞かせください。３点目、軽油取引税。これは観光

客が年々ふえていく中で、対前年度比の状況等をお

聞かせください。

○千早清一税務課長 まず、たばこ税ですが、平成

29年度の県たばこ税の収入見込み額は17億9165万

9000円で、当初予算額18億3000万円に比べて、3834万

1000円、率にして2.1％の減になっています。その理

由として、近年、国による禁煙を推進する取り組み

が強化されているということを踏まえて、たばこの

消費数量が年々減少傾向にあります。それに加えて、

うるまやバイオレット、旧３級品の税率引き上げが

昨年の４月に行われたのですが、その前の駆け込み

需要があって、その分の落ち込み分というものがあっ

て、当初予算額を下回っているものと見ております。

次に、ゴルフ場利用税の補正増については、平成

29年度のゴルフ場利用税の収入見込み額は７億

9930万6000円で、当初予算額７億6500万円に比べて

3430万6000円、率にして4.5％の増になっております。

その理由として考えられるものが、ゴルフ場利用者

が増加したことに伴って調定額も増になっているわ

けです。１つは、入域観光客数が過去最高という部

分とか、昨年は年間降水量が少なく天候に恵まれた

こととかが要因として考えられます。

軽油引取税の補正増については、平成29年度の軽

油取引税の収入見込み額は、78億2217万1000円となっ

ております。当初予算額72億2200万円と比較して、

金額で６億17万1000円、率にして8.3％の増となって

おります。補正増の主な理由は、軽油を燃料とする

自動車、これはバスであったり、大型トラック等の

保有台数が増加しております。あわせてダンプトラッ

クとか、大型車両や重機を使用する公共事業の請負

高が増加していることなどによって、軽油の消費量

が伸びていると見ております。

○新垣新委員 今、この軽油税の問題について、少

しだけ指摘しておきます。

市町村の一括交付金が減額されて、市町村の公共

事業等が減っています。これは沖縄県の成果ではな

くて、民間事業、民間の力によって牽引されたとい

うことなのです。新年度は一括交付金が減額されて

いますが、執行部におかれては、さらなる増額を目

指して頑張っていただきたいと思います。

また、この軽油取引税に満足しないでください。

公共事業が終わったら減るということも、観光客で
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牽引されているというもろもろもぜひ理解してほし

いということを指摘しておきます。

11ページ、財政調整基金の積立額が99億7000万円。

対前年度比はどうなっていますか、お聞かせくださ

い。

○宮城嗣吉財政課長 財政調整基金については、平

成28年度末の現在高が235億9000万円になります。今

回の積み立てと当初の取り崩し等を勘案しますと、

現時点における平成29年度末の現在高の見込みは、

207億7900万円になります。

○新垣新委員 この問題におきまして、各都道府県、

類似する県と比較して、貯金と言われていること等

におきまして、沖縄県はどういう状況になっていま

すか、お聞かせください。

○宮城嗣吉財政課長 全国と比較できる財政調整基

金と減債基金、これらの全国平均と九州平均とを比

較しますと、平成28年度末で億単位で、沖縄県が530億

円。全国平均、これは東京都も含めたもので573億円。

それから九州平均が324億円ということで、現時点に

おきましては、全国並みの基金残高が確保できてい

るものと認識しております。

○新垣新委員 ぜひ必要な形で、ためるものはため

る、出すものは出す、しっかりとした財政運営をお

願いしたいと思います。

次に、19ページ、生活保護事務費で3800万円余り、

ケースワーカー等に対する経費が上がっています。

これはどういった形で上がったのか、お聞かせくだ

さい。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 第５号説明資

料の19ページ、生活保護事務費に関する御質疑につ

いて御説明いたします。

これは生活保護事務費となっておりますが、生活

保護だけに限らず、生活困窮者自立支援事業とか、

その他の地域福祉関連の予算が含まれており、この

補正予算額3884万7000円については、平成28年度に

おける生活困窮者自立支援事業費等負担金及び、生

活困窮者就労準備支援事業費等補助金の受け入れ超

過額を―前年度受け入れたものを国に返還する償還

金となっております。その内容としては、介護サー

ビス事業や保育事業などを行う社会福祉法人の経営

労務管理を改善する事業において、補助事業者数が

当初予定を下回ったことによる執行残などといった

内容となっております。

○新垣新委員 これに関連する生活保護費で２億

2000万円余り増額になっている理由についてお聞か

せください。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 これは生活保

護関連でありまして、生活保護援護費に係る補正予

算額２億2144万1000円は、平成28年度に国庫負担金

について、年度終了後に清算を行った結果、概算で

国から受け入れた国庫負担金が実績額を上回ったこ

とから、受け入れ超過額を国に返還する償還金となっ

ております。この受け入れ超過となった主な理由と

して、平成28年度においてインフルエンザの流行な

どが大規模にあるのではないかということで、それ

に伴う医療扶助費や生活扶助費の増額を見込んで所

要額を計上しましたが、結果として執行残が生じて

国庫の受入超過となったことから、今回、返還する

ための償還金となっております。

○新垣新委員 この生活保護費の一部に、例えばこ

の生活保護者の中に―私は全て悪とは言っていませ

ん。一部という可能性が否定できない、拭えないと

いうことを認識しながら、例えば、酒を飲んだり、

パチンコをしたり―返還金の一部に不正受給による

減額というものが入っていないか。市町村単位の関

係者と連携をとっていますが、その要因の一部が、

わずかでも入っていませんかという指摘をさせてい

ただきたいのですが、いかがですか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 この予算の中

に、いわゆる不正受給があったことから、これを返

納、国に返してというものは、この中には含まれて

いません。確かに不正受給は、委員がおっしゃるよ

うに一部ですがあります。県は当然そういうものが

あることによって、さまざまな誤解や偏見が、この

制度に生じることはとても残念なことですので、そ

ういったものの対策をこれまでも行ってきましたが、

今後もしっかりと行っていくという考え方でおりま

す。

○新垣新委員 ぜひこの問題において、県民は汗水

垂らして働いています。この不正受給等において、

沖縄県から市町村に指導、助言、強い警告も含めて、

ぜひ汗水垂らして働いているということ、弱ってい

る人は仕方がない、そういったセーフティーネット

としていただくと。しかし、そういった一部の関係

者に対しては、厳しく指導していただくようお願い

いたします。

24ページ、担い手への農地集積推進事業が減額さ

れた理由について、もっと細かくわかりやすく教え

てください。

○仲宗根智農政経済課長 担い手への農地集積推進

事業については、１つ目に、人・農地プランの話し

合いの中で、農地中間管理機構にまとまって農地の
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貸し付けを行った地域。２つ目は、農地中間管理機

構に対する貸し付けに伴って、離農、経営転換する

農業者等に対して、市町村を通じて集積協力金を交

付することで担い手への農地集積、集約化を推進す

る事業になっており、貸し手の背中を押す事業になっ

ております。今回、減額補正の理由としましては、

当初の計画では11地区において、地域集積協力金を

交付するものとしておりましたが、平成29年度中に

交付要件を達成できる見込みが２地区となっており、

その実施計画に対して事業量が減少したため、減額

補正する必要が出てきております。

○新垣新委員 今後、農家の担い手等々を含めて、

個人に対する貸し付け、ニーズがふえてくる可能性

がありますので、ぜひ強い農業をつくる、サポート

する立場で頑張っていただくことをお願いします。

続きまして、26ページの貿易対策費に関して説明

を求めます。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 この経費は、従来

からコンテナスペースを活用している企業に加えて

新規参入企業もあって、ＡＮＡハブ、国際ハブ物流

の取り扱いが増大していますので、その旺盛なニー

ズに応えるための経費でございます。

○新垣新委員 国際物流ハブ拠点の経費についてお

聞きしましたが、県内でもこういった物流拠点等に

関して、今、足りないといった状況が指摘事項とし

てあります。国内、国際が連動しているということ

についてどのように考えますか。私は、予算が少な

いのではないかと思いますが、いかがですか。ニー

ズはもっと大きいと思っていますが、いかがですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 これはコンテナ事

業に係るものですか。

○新垣新委員 このハブ事業に関して、コンテナも

含めた販路拡大についてです。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 おっしゃるように

ニーズが高い、旺盛な需要があるということで、今

年度予算については、前年度予算の当初予算額では

なくて、決算額と同程度の予算を確保したところで

ございます。予算を確保したのですが、さらに年度

途中、11月以降に、また大幅な実績増がございまし

て、特に活用の多い企業にヒアリング等を行って、

年末に向けてより一層、計画を確認したところ、さ

らなる旺盛なニーズがあるということで、今回の補

正になっています。今後もこのような感じで、ニー

ズに応えて、景気が腰折れしないように取り組んで

いきたいと思っています。

○新垣新委員 これは年々増加していきます。観光

客がふえるとこれも連動しますので、そういったこ

となどもあって、この物流拠点を県内各地にふやす

ように、足りないのが現実ですので、規制緩和等々

を含めて、沖縄県一体となって雇用の拡大、税収の

増、そういった形で沖縄21世紀ビジョンに沿った形

で頑張っていただくようエールを送ります。

続きまして、28ページのコンベンション振興対策

費について、減額した理由をお聞かせください。

○平敷達也観光整備課長 コンベンション振興対策

費の減額は、全て大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業に

係るものでございます。大型ＭＩＣＥ施設の整備に

当たっては、沖縄振興特別推進交付金を活用し、今

年度中に基本設計を実施する予定でございましたが、

現時点において交付決定を得られておらず、年度内

の予算の執行が困難となったため、基本設計に係る

予算を減額するものでございます。なお、基本設計

に係る費用については、平成30年度当初予算に計上

し、引き続き内閣府と協議を続けていきたいと考え

ています。

○新垣新委員 確かにＭＩＣＥは必要ですが、一般

質問、代表質問でいろいろな角度から多くの与野党

の議員が指摘していると思います。その問題におい

て、はっきり言って、新年度に繰り越しになるとい

うことも含めて、ことしは国とどういった協議をさ

れてきましたか。減額もしましたし、当局としては

内閣府にどういった働きかけを行ってきましたか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 本会議でも御

答弁させていただきましたが、内閣府からは事業収

支の見込みと受け入れ環境の整備という大きな２つ

の課題を御指摘いただきました。当初、いろいろな

資料を出して御説明させていただきましたが、なか

なか整理がついていないという御指摘があったもの

ですから、専門の機関や専門の方々からいろいろな

アドバイスをいただきながら、資料の精度を高めて、

今年度21回やりとりをした中で、残念ながら、まだ

交付決定には至っておりません。引き続き、内閣府

とやりとりしていきたいと思っています。

○新垣新委員 平成29年度、指摘されていると思い

ますが、自民党、政府と一体となった与党の会議の

中で、このＭＩＣＥにおける沖縄振興会議といいま

すか、統合型リゾート、ＩＲでやったらいいという

指摘が沖縄県知事の目の前でされています。我が党

の国会議員も目の前で聞いています。ですから、しっ

かりとした形で―費用対効果があるのです。シンガ

ポールと横浜は同じ人口で、同じ観光客数、来客者

数という形です。2000万人を超えていると。そういっ
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た形で時期尚早という言葉も、前大臣や江崎沖縄担

当大臣からも言われていますし、そこら辺について

は、大局的な観点に立って、少し塩漬けにしておい

たほうがいいのではないかと。ただし、諦めてはい

ないと。塩漬けにしておくという形で考えたらどう

ですか。ずっと平行線に見える議論で―確かに必要

であるということはわかります。しかし、沖縄県の

説明力、交通渋滞といったさまざまなことが、県の

言い分が全く国でクリアされていないのです。全て

が現実なのです。私もＭＩＣＥを見てきています。

赤字なのです。世界的に、年によっては黒字になる

ときもありますし、赤字もあると。そこら辺を含め

て、大局的な観点になって、一旦塩漬けにしたほう

がよいのではないですか。やるべきことはたくさん

ありますから、そこら辺はどうですか。検討してい

ただけませんか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ

施設につきましては、アジアの経済が勃興する中で、

ＭＩＣＥ需要がアジア全体でも高まっている。また、

そのアジアとも非常に地理的な近接性もございまし

て、週に200便ほど航空路もある中で、やはり沖縄県

がリゾート性という自然特性も生かしながら、全国

の中でもＭＩＣＥを生かしていける優位性があると

いうことを見込んでいます。他方、ＭＩＣＥ需要に

きちんと応えられないという、コンベンションセン

ターでも年間を通して50件ほどお断りしなければい

けないということからすると、機会損失も大きいの

ではないのかと。そういった意味では、沖縄経済を

さらに高めるためには、大変重要な施設であると考

えておりますし、おっしゃるようにＭＩＣＥ施設の

みでは、なかなか収支が厳しい部分は確かにあるの

ですが、その周辺に収益施設、関連する利便施設を

複合的に立地させることによって、地域全体、エリ

ア全体で経済的に潤うといった、一つの地域おこし

の部分もございますので、私どもとしては、何とか

大型ＭＩＣＥ施設を一日でも早く建設したいという

意気込みで頑張っているところです。そのことにつ

いて御理解ください。

○新垣新委員 シンガポールに３回行っていますが、

国が単体で持っているＭＩＣＥは赤字です。観光客

が2000万人を超えていても。沖縄県はきちんとした

データを述べてないのです。横浜も赤字はあります。

千葉県の新しい―名前は忘れましたが、イオンモー

ルと一緒にくっついているものを見に行きました。

そういったもろもろも単年度で赤字が出るのです。

民間、周辺のおかげといっても、依然観光客が2000万

人を超えていないのです。それからがスタートだと

思っているやさき、ＩＲであればどうかという指摘

も沖縄県と国はかみ合いません。基本的に民間でで

きるものは民間にやらせればいい。やるべき課題は

もっとたくさんある。そういった意味で、塩漬けに

して、ゼロベースからもう一回考えたらどうかと。

確かに必要ではあります。ただし、交通渋滞もクリ

アできていない、何もクリアできていないのです。

交通渋滞を解消するには30年かかります。道を広げ

るために、土地取得の同意から。これは簡単なもの

ではないのです。そこら辺を県知事に伝えて、文化

観光スポーツ部も、塩漬けにしないかということに

ついてはどうですか。それを知事に上げたらどうで

すか、いかがですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ

施設の建設や必要性を御理解いただいていることに

ついて感謝申し上げます。繰り返しになりますが、

沖縄経済をさらに高めるためには、どうしても必要

な施設ではないかと理解しておりますので、私ども

としましては、何とか内閣府にきちんと説明申し上

げまして、御理解を得たいと思っているところでご

ざいます。

○新垣新委員 見解の違いです。正直に言って残念

です。国は、基本的に民間でできるのであれば民間

でやれと、知事の目の前で言っているのです。誰が

知事になっても国からは同じ意見が出てくると思い

ます。ですから、そこら辺を現実に沿った―今、大

事な子供の貧困対策や待機児童対策など、取り組む

べき課題がたくさんあるのです。ＭＩＣＥとかサッ

カーのＪ１とかもわかります。身の丈に合った考え

方、沖縄の観光客数もぜひ考えていただきたいと。

再度、塩漬けでゼロベースからもう一回、慌てない

で考えたほうがいいと。これは厳しい状況であり、

沖縄県は一括交付金でなければやらないと言ってい

ますから、ぜひ再検討を求めます。

○当山勝利委員長 末松文信委員。

○末松文信委員 まず２ページの地方交付税が30億

円程度補正されていますが、その理由について教え

てください。

○宮城嗣吉財政課長 今回、30億500万円増額してお

りますが、普通交付税の交付決定額と特別交付税の

交付決定額。それから３月分の交付決定見込み額と

既決予算額との差額分を増額補正として計上してお

ります。内訳としましては、普通交付税が26億800万

円、特別交付税が３億2000万円で合計30億500万円の

増額となっております。
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○末松文信委員 結果としてはわかりますが、なぜ

そうなったのかということについて教えてください。

○宮城嗣吉財政課長 当初予算を編成する場合に、

当初見込んだ一般財源が不足することがないように、

歳入予算をできるだけ慎重に固めに見込んでいると

ころであり、普通交付税の場合は７月、特別交付税

は３月まで交付決定時期がずれることから慎重に見

込んだ結果でございます。一方、歳出は年間所要額

をしっかりと見込まなければいけないことから、そ

ういう形になっています。

○末松文信委員 次に、国庫支出金ですが、これも

同じく30億円くらい減額になっています。これはど

ういう理由によるものでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 今回の補正については、国の

補正予算における増がある一方で、事情変更により

減となっているものの差し引きによって31億2000万

円の減という形になっております。主なものとしま

しては、沖縄振興特別推進交付金、いわゆるソフト

交付金が37億5700万円の減。社会資本整備総合交付

金が９億6600万円の減。一方で、国の補正予算に係

る国庫が19億9400万円の増ということで、差し引き

31億円の減となっています。

○末松文信委員 関連するかどうかわかりませんが、

５ページの国庫補助金の沖縄振興特別推進交付金。

これは総務部のところで30億円ぐらいの減額となっ

ていますが、この中身はどのようなものなのでしょ

うか。

○宮城嗣吉財政課長 ソフト交付金の減については、

３事業で増額、26事業で減額という形になっており

ます。増額分については、沖縄離島住民等交通コス

ト負担軽減事業が国庫ベースで１億8500万円、ほか

２事業で合わせて２億2600万円の増になっています。

減については、一番大きいのが特定駐留軍用地で、

西普天間地区の土地取得の関係ですが、それが33億

8000万円の減。それから事業進捗を考慮した形で、

合わせて25事業で44億8400万円の減。一方で、県か

ら市町村に５億円委譲する形になっておりますので、

それを考慮して、全体で37億5800万円の減額補正に

なっております。

○末松文信委員 西普天間地区の件については、後

日、質疑することにして、その下にある国民健康保

険財政安定化基金が逆に30億円くらいふえています。

これは例年そういう状況ですか。

○砂川靖保健医療部長 これは例年でなくて、平成

30年度の制度改革に向けて安定化基金をつくるとい

うことで、全額国費で手だてされるわけです。これ

が今回27億円入ってきますので、その分を補正で計

上いたしました。

○末松文信委員 この安定化基金は、県分だけです

か。それとも市町村にも配分されるのですか。

○砂川靖保健医療部長 これは配分されるというよ

りも基金として持っておいて、平成30年度以降、県

が国保の入りと出を管理するわけです。例えば、医

療費が急激に増加して収支が合わなくなった場合と

か、景気の落ち込み等によって保険料が予期せぬ収

入不足に陥ったといった場合に基金を取り崩して、

それを補塡するという形で活用される基金になりま

す。

○末松文信委員 次に33ページ、教育委員会に質疑

します。人材育成推進費で、２億3000万円ほどの減

額がありますが、この理由についてお答えください。

○登川安政教育支援課長 人材育成推進費の２億

3179万7000円を減額する理由は２つあります。１つ

目が、公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団

―人材育成財団が実施する高校生に対する貸与型奨

学金に対する補助金の減で、これが9913万1000円で

す。これは貸与を受ける生徒が少なくなったことに

よる減でございます。２つ目が、高等学校等就学の

ための給付金事業があり、これは授業料以外の教育

費に充てるために、返済が要らない給付金でござい

ます。これが当初の予定よりも給付人数が減りまし

て、１億3266万6000円の減ということでございます。

○末松文信委員 9900万円の就学資金の利用者が少

なかったということですが、その背景としてどうい

うことが考えられますか。

○登川安政教育支援課長 先ほど御説明した、２つ

目の高校生に対する返済が要らない給付金事業、授

業料以外の教育費に充てる事業などといった給付金

事業が始まったことによって、人材育成財団の貸与

型奨学金を借りる生徒が減ってきております。それ

が一番大きな理由でございます。

○末松文信委員 次に36ページ、（款）４の衛生費の

ところの環境衛生費ですが、公共関与事業推進費が

４億7000万円。これについて先の本会議でお尋ねし

たときに、平成31年度の供用開始を目指していると

いうことでしたが、これだけ繰り越して大丈夫です

か。これについて説明してください。

○松田了環境整備課長 現在、名護市安和区に建設

中の公共関与による産業廃棄物管理型の最終処分場

の建設につきましては、平成29年９月に４社を構成

員とする企業体と契約を行っておりますが、工事業

者決定後の現場事務所の設置場所の選定及び開発許
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可の再申請に時間を要し、工事着工におくれが生じ

たため、予定していた出来高に達することができな

い見込みとなりました。このため工事の一部を繰り

越すものでございます。今後、工期短縮に向け、工

法の再検討を行うなど、当初の目標である平成31年

度の供用開始に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○末松文信委員 次に37ページ、（款）10の教育費で

すが、教育総務費の中で22億円、それから高等学校

費で18億円が繰り越されていますが、この中身につ

いて教えてください。

○佐次田薫施設課長 公立学校教育振興費ですが、

公立義務教育学校施設―市町村の小・中学校を主に

して、幼稚園施設、共同利用場、僻地教員宿舎等の

整備に係る経費を対象とした事業となっております。

県立高校の事業の内容としては、老朽校舎の改築と

か、新増築、防衛省の補助事業による騒音事業など

を対象としている事業でございます。

○末松文信委員 これだけの繰越明許費があります

が、実態としてどういう状況にありますか。

○佐次田薫施設課長 まず、市町村分の繰り越しで

すが、これについては那覇市ほか11市町村から30カ

所について繰り越しの要望が出ております。主な繰

り越し理由としては、市町村において学校校舎等の

配置計画、工法、工期の見直しとか、あとは学校や

土地の地権者との調整に不測の日数を要したことな

どから契約内容を変更したことで、繰り越しが30カ

所上がっている状況でございます。

○末松文信委員 同じく高等学校の説明もお願いし

ます。

○佐次田薫施設課長 高等学校についても、繰越明

許費で18億2799万円上げており、当面、繰り越しは

14カ所を想定しております。その中で、主な理由と

しては、学校と関係機関との調整に時間を要したこ

とがあります。あと、解体工事をやる際に、アスベ

スト処理の工法とかといったことに検討を要したと

か、敷地内に出土物が出たために、追加工事等を工

程に入れていくということで繰り越しとなっている

ケースがございます。

○末松文信委員 次に、高等学校の寮ですが、北部

における高等学校の寮の位置といいますか、これは

各学校にあると思いますが、どこに設置されている

のか伺います。

○平敷昭人教育長 北部は、辺土名高校、北山高校、

名護高校、宜野座高校など、全部で11ございます。

○末松文信委員 辺土名高校、北山高校、名護高校、

宜野座高校ということでしたが、これは以前、北部

振興事業で市町村が設置した寮、群星寮があると思

いますが、そこは教育委員会の管理下にはないので

すか。

〇当山勝利委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から名護市にあるさくら

寮のことか確認があり、末松委員も同意し

た。）

〇当山勝利委員長 再開いたします。

登川安政教育支援課長。

○登川安政教育支援課長 さくら寮につきましては、

設立当初から北部振興のための高校生が利用する寮

ということで、県では運営する北部の自治体や構成

する団体に対して、運営費に関して補助金を交付し

ております。また、舎監も１名配置していると聞い

ております。

○末松文信委員 寮の状況ですが、これは当初、入っ

ていた子供たちが退寮する状況について、どの程度

の割合で何名退寮しているのか、わかれば教えてく

ださい。

○登川安政教育支援課長 申しわけありませんが、

この寮は県で運営しておりませんので、退寮関係に

ついて、県教育委員会では把握しておりません。

○末松文信委員 那覇市に群星寮というものがある

そうですが、実は、伊是名村とか伊江村あたりから

来ている子供たちがここに入寮したのだけど、いろ

いろなことがあって退寮したということがあるよう

です。この実情について、おわかりであれば説明を

お願いします。

○登川安政教育支援課長 群星寮は、平成29年度に

２期生といいますか、現在それが入って、合計で85名

の生徒が入寮しています。定員40名の寮で、毎年40名

ずつ入ってきます。昨年度、今年度もさまざまな事

情があり、例えば入寮者の弟が沖縄本島の学校に来

たのでアパートを借りることによる退寮とか、学校

自体を退学することによる退寮などがあります。平

成28年度に19名、今年度も19名の退寮者がいますが、

これもさまざまな理由があります。ただ、ここの中

で明確にいじめという形での退寮というものについ

ては把握していません。ただし、寮の中での生活で

すので、そういったいじめがないような形での指導、

生徒に対するアンケート形式での調査をするなどの

対応をとらせていただいております。

○末松文信委員 事実関係として、父母からも話が

あって、この寮の中でやはりいじめがあるのではな

いかと。それが原因でやめているのではないかとい
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うような指摘があります。今、この寮について、舎

監はどのような状況になっていますか。

○登川安政教育支援課長 舎監が３名、それから指

導員という形で５名配置しています。夜も最低２人

で対応する形にしていて、子供たちの日々の生活指

導や学習指導等を行っております。

○末松文信委員 舎監が３名いれば、常時、子供た

ちを管理しているという状況にあると思いますが、

それでもこれだけのいじめがあるということについ

て、県教育委員会としてどのように考えていますか。

○平敷昭人教育長 事実関係については、確認する

必要があると思いますが、群星寮は、ほかの学校の

寮と違って、さまざまな学校の生徒が集まっている

ということもあり、生徒の関係というものも、同じ

学校内にある同一の学校の生徒が集まる寮とは、い

ろいろな事情、少し人間関係的なことで異なるもの

があるのかと思います。その辺の寮の中での生活と

か、丁寧に把握しながら、課題等があればしっかり

と、どのような対応ができるのか、調査して対応方

法を考えてまいりたいと思っております。

○末松文信委員 特に、離島から沖縄本島に来て学

校に通っている。しかも親元を離れて寮に入って勉

強する。その中で友達同士がしっかりと仲よく連携

して勉強できる体制であれば非常にいいと思います。

私も伊是名島から那覇で高校を出たので、その子供

たちの気持ちがよくわかります。そういった中で、

こういうところでいじめがあると、これはいかんと

もしがたい。入寮した時期はみんなホームシックに

かかったり、いろいろな状況があるわけです。その

中に追い打ちをかけて、こういうことがあるという

ことは、ゆゆしき事態だと思っております。そういっ

たことで、ぜひ県教育委員会としても調査していた

だいて、今後どういう対策をとるのかということに

ついて、しっかりと検討していただきたいと思いま

す。もう一度答弁をお願いします。

○平敷昭人教育長 まずは事実関係をしっかりと把

握するために、調査させていただいてから、適切に

対応してまいりたいと思っております。

○末松文信委員 予算全般について申し上げますと、

やはり繰越明許費などが毎年あるということは、こ

れは必然性があるのかもしれませんが、これが事故

繰越になったりするケースがあるので、そういうこ

とがないようにぜひ気をつけていただきたいと思い

ます。

○当山勝利委員長 具志堅透委員。

○具志堅透委員 末松委員の質疑に関連して、群星

寮の件ですが、今、本格的にスタートして２年目で

そういう状況が寄せられているということに対して、

ぜひ危機感を持って、しっかりと対応していただき

たい。教育長の答弁の中で、調査するということで

したので、しっかりと調査して、それを明らかにし、

対策をとっていただきたいと思います。

もう一点、当然、寮ですから規則等があって、厳

しい門限とか、いろいろなことがあると思います。

例えば、入寮している方が部活に入ったり、部活の

マネージャーをしたり、大会前になると練習時間が

長くなったりする状況の中で、なかなか門限を守れ

ない。それに対しては、舎監など管理する方々に前

もって申し入れをすれば、許可を得られることがあっ

たと。しかしここにきて、そういったことも厳しく

なって、これはだめだというようなことになってい

る状況が、現に我々のところに相談があるのです。

教育庁ともいろいろと前もって意見交換もさせてい

ただいて、その状況について調査しています。その

点は、しっかりと寮であるがゆえに今後も継続して

やっていただきたい。先ほど末松委員からもあった

ように、離島から来ている子供たちは非常に心細く、

あるいはやる気などいろいろな思いを持って来るは

ずです。寮は家と一緒ですから、そういったことを

しっかりとやっていただきたいと思います。その辺

も含めて体制の整備をお願いします。

○当山勝利委員長 先ほど、末松委員の質疑に対す

る答弁で、教育支援課長から答弁を訂正したいとの

申し出がありますので、発言を許します。

登川安政教育支援課長。

○登川安政教育支援課長 先ほど末松委員に、退寮

者人数を19名と19名であるとお答えさせていただき

ましたが、これは13名と13名ですので、答弁を訂正

させていただきます。

○平敷昭人教育長 今の門限のお話とか、寮の規則、

規則というものは寮の規律を守って、子供たちの安

全・安心を守るために設けているものでございます。

それでやむを得ない事情があれば、それは適切に対

応すべきであると思います。ただ、部活で遅くなる

といった場合に、門限に間に合わないような活動と

いうものがいいのかどうかということもあるかと思

いますので、これは実情をしっかりと把握した上で、

認める必要があるものは寮の舎監で対応していく必

要があると思います。その辺は実態を把握して、適

切に運営していくように指導していきたいと思って

います。

○具志堅透委員 中身についての議論は別の機会で
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やるとして、まずはしっかりと調査し、把握するこ

とからスタートしていただきたいと思います。

次に28ページ、ＭＩＣＥ、コンベンション振興対

策事業ですが、中身の件は詳しく理解しております。

今回、全額減額補正という形になっていて、新年度

の当初予算で議論すべきであることかもしれないの

ですが、その予算計上のあり方について、交付決定

が決まらない中で予算を計上する。そして年末には

また減額補正をする。またこれを新年度に予算計上

すると。国からの交付決定の見込みがあるのかどう

かについても、我々としてはまだ感じられない。そ

ういう状況の中での予算計上のあり方を見ると、こ

ういうことでいいのですか。これは単独予算でもや

ります、国庫補助に関係なくやりますという状況で

あれば、まだ理解できますが、その見込みもない。

交付決定に至らない状況での予算計上のあり方とい

うものはどうなのですか。

○金城武総務部長 御指摘のように交付決定なり、

内示なり、そういう形で予算計上できれば一番望ま

しい形ではありますが、現在の仕組み上、どうして

もそういうものは一定の見込みといいますか、それ

で計上せざるを得ないというところがございます。

一方で、このＭＩＣＥの整備は、関連する施策をこ

れまで内閣府にも認めていただいて、いろいろな事

業を展開してきておりますので、県としては、やは

り一括交付金の要綱に適合する事業であるというこ

とに変わりないという立場にあります。したがって

御指摘の部分は確かにございますが、県としてはしっ

かりとＭＩＣＥの必要性、要綱に適合しているとい

う部分もございますので、それを訴えることで、平

成30年度の予算確保に向けてしっかりと取り組んで

まいりたいと思っております。

○具志堅透委員 あくまでも予算ですから。言いた

いことはわかりますが、今のところ見込みがないの

です。本当に、交付決定の見込みはありますか。こ

れまで丁寧に説明しますという答弁が続いていても、

国はノーと言っている。当然、当初の計画段階では

ある程度認められていたのかもしれない。しかし現

在、いろいろな指摘を受けて、その説明に追われて

いる。これは見込みがないわけです。そういう予算

計上のあり方でいいのですか。

○金城武総務部長 繰り返しになって申しわけない

のですが、予算はそういう意味で……。

○具志堅透委員 見込みがあるものですよ。あくま

でも予算であって、決定ではないということはわかっ

ています。

○金城武総務部長 先ほど文化観光スポーツ部長か

ら御説明があったとおり、県として、大型ＭＩＣＥ

の必要性は、沖縄のこれからのいろいろな経済発展

のためにはぜひ必要な事業であると。県としても、

重々そういう意味で、最大限それに取り組んでいき

たいということですから、その辺は丁寧にこれまで

以上に説明して、内閣府の理解を得ていきたいとい

うことでございます。

○具志堅透委員 決意表明で予算計上をされては困

ると思います。皆さんのやりたいという決意はわか

ります。やりたいからといって予算に計上して、年

度末には全額を減額補正する。そういうやり方で本

当に予算計上していいのですか。本来の予算計上の

あり方は、こういうものではないと思います。どう

なのですか。当初予算というものは、決意表明する

場なのですか。

○金城武総務部長 御指摘のように、確かにこの予

算は内示があって計上するという形にはなっていな

いと思います。ただ、これまでいろいろなほかの国

庫補助事業であれ、内示を前提に全ての予算を計上

しているというものではございません。御指摘のよ

うに、予算がしっかりと保証されているかというと

ころは、確かに厳しいところはありますが、このあ

たりは沖縄推進交付金の要綱に適合しているという

前提であれば、何とか理解を求めていきたいという

ことが県の立場でございます。

○具志堅透委員 予算計上するからには、是が非で

も実行するのだという決意がないと、これは単独予

算でもやるというような覚悟がないと最悪です。今

回、次年度の当初予算に計上するということであれ

ば、年末にまた全額を減額補正するようなことにな

らないように、単独予算でもやるのだという決意が

ないと、予算計上はまずいと思います。

次に15ページ、鳥獣保護費で5500万円の補正になっ

ていますが、その事業の中身、これは指定管理鳥獣

捕獲等事業になっていますが、その事業内容を教え

てください。

○金城賢自然保護課長 ニホンジカとイノシシによ

る自然生態系の被害が全国的に深刻化しております。

そのため、大幅な捕獲数の拡大について、環境省が

平成26年の鳥獣保護法の改正にあわせて交付金を創

設しています。捕獲の対象はニホンジカとイノシシ

に限られており、この事業では慶良間地域における、

外来種であるニホンイノシシを対象として、生息状

況調査等を行い、捕獲の実施計画を策定することと

しています。慶良間地域は国立公園に指定されてお



－24－

り、多くの希少種を含む豊かな生態系を有していま

すが、近年、野生化した外来種であるニホンイノシ

シの生息数が増加しており、その生態系の保全が喫

緊の課題となっておりますので、国の交付金を活用

してニホンイノシシの防除を進めていきたいと考え

ています。先般、国の平成29年度補正予算として計

上された環境省の交付金を活用して、補正予算に計

上しているということでございます。

○具志堅透委員 ということは、新規でやるという

ことでいいですか。

○金城賢自然保護課長 そうでございます。

○具志堅透委員 目的に関しては非常にいい事業だ

と思っています。その害をなくすために外来のイノ

シシということですが、その場所は特定されている

のですか。今、実施計画を策定しているということ

ですが、これは県内全域ということになるのですか。

○金城賢自然保護課長 場所については、慶良間地

域を検討しています。先ほど申し上げましたとおり、

慶良間地域は国立公園に指定されております。また、

ニホンイノシシが慶良間地域では初期の移入段階と

いいますか、外来種の対策というものは、やはり最

初に入ってきたときに対策することが重要です。こ

の段階で対策をとることが非常に重要であるという

ことで、今、慶良間地域を対象としております。そ

ういった状況を見ながら、今後検討するという形に

なるのかと思います。

○具志堅透委員 次に、23ページ、植物防疫対策費

です。これは鳥獣被害対策事業だと思うのですが、

この減額補正の理由と事業の実績、成果といいます

か、まず減額理由を先に説明してください。

○屋宜宣由営農支援課長 植物防疫対策費の中の鳥

獣被害防止総合対策事業については、市町村等を中

心とする関係団体で構成する沖縄県野生鳥獣被害対

策協議会と、市町村で設置している協議会等があり、

鳥獣被害防止総合対策事業を総合的に進めていると

ころです。今回の減額について、これは国庫事業の

予算を主に活用していますが、その国庫事業の内示

減に伴い、減額補正を計上しているところです。

○具志堅透委員 内示の減、国庫予算の減に伴うも

のであると。その減の理由はわかりませんか。例え

ば、こちらの計画が足りなかったとか、要求が足り

なかったとかになるのですか。教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 内示減の理由としては、

沖縄県もそうですが、全国的にこういった鳥獣被害

が多発しております。それで農林水産省で確保して

いる予算についても、各都道府県で旺盛な事業の需

要があり、やむなく減になってしまったということ

です。

○具志堅透委員 この予算は皆減ですか。それとも

幾らかの予算要求の中で3000万円の減になったとい

うことですか。

○屋宜宣由営農支援課長 約１億円ほどの予算を要

求していたところですが、今回、3000万円ほどの減

になっております。

○具志堅透委員 それでは、7000万円ぐらいの事業

は行っていると。その実績、効果等について地域を

含めて教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 ことしの事業ですが、主

にイノシシ、カラスの鳥獣被害については被害額は

多くなっておりますが、北部地域ではカラスの捕獲、

イノシシの侵入防止のための柵の設置といったもの

を行っております。また市町村協議会、広域の協議

会で行う鳥獣の捕獲活動等への事業の促進について

も、この中で行っております。

○具志堅透委員 この事業は非常に喜ばれていると

いいますか、非常に効果があると聞いており、ぜひ

継続していただきたいと思います。特に、鳥獣、中

でもカラスの被害に関しては、せっかくつくった作

物をカラスに持っていかれる状況があってはいけな

いということで、非常に効果、実績等々が出ている

と思っております。

もう一つ、過去に、たしか１年半か２年ほど前に、

伊江島でもカラスの繁殖によって、その被害が出て

いるのではないかというような話があって、一般質

問でも聞いたことがあるのですが、その調査など、

その辺の対策はどうなっていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 カラスの生息数など、北

部圏域ではどうなっているのかということについて

は、本年度の事業の中で調査を進めているところで

す。伊江村につきましては、この事業の中で協議会

の設置等はまだこれからですが、具体的に伊江村か

ら要請があった場合には、前向きに対処していきた

いと思っております。

○具志堅透委員 ぜひ頑張ってください。次年度は

予算要求額を満額とれるような体制で、しっかりと

計画を立てて、事業効果も出ていると思っています。

後でいいので、カラスの駆除数などを教えてくださ

い。

次に、15ページ、赤土流出対策費の補正減につい

て説明をお願いします。

○仲宗根一哉環境保全課長 この事業は、平成29年

度赤土等流出防止海域モニタリング事業であり、離
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島を含めた県内28海域における海域調査等を当初計

画しておりましたが、入札残が生じまして、そのた

め、陸域対策の充実に向けた河川環境調査を追加い

たしました。しかし、再度入札残が生じたことから、

890万円が不用となり、補正減した次第です。

○具志堅透委員 堆積調査の海域が幾つでしたか。

その場所と数を教えてください。また、これは何年

からの事業ですか。

○仲宗根一哉環境保全課長 このモニタリング調査

については、毎年、基本的に28海域を調査しており

まして、平成25年度に策定した赤土等流出防止計画

の中で定めている重点監視海域が22海域ございます。

この22海域と従来からモニタリングを続けていた

６海域を加えて、28海域を実施しています。これは

平成24年度から調査を開始しており、平成33年度ま

での計画となっております。

○具志堅透委員 28海域を平成25年度からスタート

して、モニタリング調査をしながら、堆積の調査も

していると。それによって得たデータといいますか、

状況はどうなっていますか。これは監視ですから、

それによって赤土流出防止を対策しようというよう

な話ではない。そのデータをもとにして、次の対策

に役立てるという話になるのか、その辺のところで

生かされた成果はありますか。

○仲宗根一哉環境保全課長 まだ計画の途中ではご

ざいますが、調査結果については、県の赤土等流出

防止対策協議会の幹事会等で関係機関に報告してお

ります。平成29年度におきましては、これまでの調

査結果をもとに沖縄県赤土等流出防止対策基本計画

の中間評価を行うこととしております。

○具志堅透委員 どこに報告してると言いましたか。

○仲宗根一哉環境保全課長 県にある赤土等流出防

止対策協議会でございます。

○具志堅透委員 その調査をして何年目になります

か。平成25年、平成26年、平成27年、平成28年、こ

としと、この調査の結果はどのような状況ですか。

簡単でいいので、堆積がふえているとか、海域がど

うなっているのかなど説明してください。

○仲宗根一哉環境保全課長 モニタリングを開始し

たのは平成24年度からです。この調査で海域の赤土

の堆積状況やサンゴ等の生物の生息状況を調査して

いますが、人為的な赤土汚染によって海域に赤土が

たまっている状況は、ランク６ということでランク

づけをしていて、ランク６以上が人為的な赤土の汚

染が見られる海域というように位置づけています。

逆に人為的な赤土の堆積が見られないランク６未満

の海域については、平成26年度は全体の海域の50％、

平成27年度は67％、平成28年度は50％となっており

ます。

○具志堅透委員 その対策協議会に報告して、そこ

で生かすという形になると思いますが、その協議会

の構成メンバーはどうなっていますか。

○仲宗根一哉環境保全課長 協議会の委員長が副知

事になっており、副委員長が環境部長です。委員の

メンバーは、知事公室長、総務部長、企画部長、農

林水産部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長

となっております。その協議会の下部組織として幹

事会がありまして、幹事会のメンバーは関係する農

林水産部、環境部等々の課となっております。

○具志堅透委員 まさに各部局横断でつくっている

協議会であると。そこまでやった協議会であれば、

しっかりと結果は出るだろうと。その赤土等流出防

止というものは、御案内のとおり、皆さんの調査し

た結果で、畑からが７割以上という調査結果も出て

いる。そこにどう対策していくかということが重要

だろうと。土木関係に関しては、条例ができて以降、

畑ではそんなには出ていませんと。畑が悪いのでは

ありません。悪く言っているのではなくて、当然生

産性も上げないといけない。畑の作付面積を守りな

がら対策はとれるのだろうと思うのです。そういっ

た対策も含めて皆さんからしっかりと上げていただ

いて、協議会で―きょうは副知事がいませんので、

総務部長が筆頭ですか。それとも知事公室長ですか。

その辺の決意をお願いします。

○大浜浩志環境部長 細かい説明は今、環境保全課

長がさせていただきました。この協議会を通じてやっ

ていますが、環境部としては、モニタリングして、

協議会で報告して、協議会で目標を立てております。

その目標に向けてしっかりと関係部局が連携できる

ように、この協議会の中でしっかりと協議をしたい

と考えています。

○具志堅透委員 目標を立てて、はっきりとした具

体策を講じていただきたいと思います。

確認したいのですが、放射能調査費の備品購入費

がございます。これは放射能調査に要する備品か何

かになっているかと思いますが、その説明をお願い

できませんか。

○仲宗根一哉環境保全課長 委員のおっしゃるとお

り、これは環境放射能であったり、原子力潜水艦が

ホワイトビーチに寄港する際に使用する備品になり

ます。この備品は原子力規制庁からの委託を受けて、

空間放射線量とか、環境試料中の放射線量を調査し
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ている事業の中で使用しており、国庫の補助率が10分

の10となっています。

この事業で整備したゲルマニウム半導体検出器の

２台のうち１台が故障しました。安定したモニタリ

ングを維持する必要がありますので、今回の補正予

算では、故障した機器１台の更新に係る経費を計上

しております。

○当山勝利委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 まず、県税の増について、これ

は経済の大きな指標にもなる項目なので、大変いい

なと思っているのです。県税が増加する背景につい

て、経済状況も含めて答弁をお願いします。

○千早清一税務課長 県税が好調に推移している要

因としては、税率引き上げによる地方消費税の増。

それから好調な景気を背景にして、個人県民税や法

人事業税の増が主な要因として考えられております。

○座喜味一幸委員 ちなみに前年度に比べて、補正

を含めると今年度はどれくらいの増になっています

か。

○千早清一税務課長 県税の平成28年度の決算が

1224億5242万9000円。今年度の補正をプラスした決

算見込み額が1245億8468万3000円で、決算見込みと

しては21億3225万4000円増加であります。

○座喜味一幸委員 中身を見ると法人事業税が結構

伸びていますし、地方消費税も伸びています。ただ

し、たばこ税だけが落ちているのですね。そういう

意味では、極めてこれを堅持していけばいいなと思

います。この補正額を入れて、予算の中で判断する

一般論でいう自主財源は何パーセントになっていま

すか。

○宮城嗣吉財政課長 自主財源は、県税とか地方消

費税清算金、財産収入等という形になりますが、当

初予算では33％でした。補正を含めた最終予算見込

みで34.1％に上がります。

○座喜味一幸委員 自主財源が34％ということは、

全国から見ると、どういう位置にありますか。

○宮城嗣吉財政課長 普通会計ベースの平成28年度

決算で、沖縄県が30.0％ですが、全国平均が46.8％、

沖縄県を除く九州平均で38.2％となります。

○座喜味一幸委員 しっかりと追いつき、追い越し

ていかないといけないと思っております。歳出の投

資的経費について非常に気になるのです。１ページ

にありますが、普通建設の投資的経費で歳出の減額

が並んでいる。この件に関しては少し残念だと思っ

ているのですが、この基本的な課題について御説明

願います。

○宮城嗣吉財政課長 投資的経費につきましては、

補助事業費、単独事業費とも、事業の進捗状況に応

じた減がある一方で、災害復旧費も今回22億円減に

なっております。これは当初見込んでいた災害が比

較的少なかったところも投資的経費の減の一要因に

なっているのかと思っております。

○座喜味一幸委員 土木建築部長と農林水産部長、

投資的経費のハードを持っているのですが、やはり

ハードが経済に及ぼす影響が大きいので、執行率あ

るいは執行体制を含めて、この建設、投資的経費の

減をどう評価されていますか。

○宮城嗣吉財政課長 県では全庁的に、繰越額・不

用額を縮減するために事業の執行状況を管理してお

ります。特に公共部門においては、公共事業等の毎

月の進捗管理をして、課題等の共有を全庁的にやっ

ているところです。この公共事業におきましては、12

月末時点における契約ベースが79.5％となっており

まして、前年同月比で2.7ポイント改善している状況

であります。

○座喜味一幸委員 そういう丸い話は結構なお話で

す。ただ実態として数字であらわれているのは、こ

の災害が少なかったので22億円を使わなかったから

でいいのですが、残りの80億円余りは、普通建設事

業費だけでも減になっています。その辺は次年度の

予算要求等を含めて大きなポイントになるのでもう

少し、そういう言い方ではなくて、トータルとして、

特に土木建築業等々に関する経済効果が大きいこの

投資的経費である普通建設事業費が100億円減ずると

いうことは、極めて大きいという危機感を持っても

らわないといけない。結局、繰越額・不用額という

ものが、我々沖縄の内閣府予算に厳しくはね返され

たのですから、これをどう評価して、どう改善した

のかという話をもう少し謙虚に受けとめないといけ

ないと思います。執行率が79.5％だからという説明

は、極めて甘い答弁だと思います。もう一度、その

辺をどう改善して取り組んでいるのか答弁をお願い

します。

○宮城嗣吉財政課長 御指摘のとおり、執行率の向

上が大きな課題だと考えております。

まず、当初予算の編成におきましては、直近の執

行状況とか、関係機関との調整状況を各部局からヒ

アリングして、事業の執行見込みについて精査して、

適切な予算を編成しているところであります。また、

年度におきましては、繰り越しの縮減に向けた取り

組みで、システム的には９月定例会においても繰り

越しの承認を得ることによって適正工期を確保する
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ことで、結果的に進捗を早める。用地取得の補償業

務につきまして委託で措置することによる執行体制

の強化。それから工事設計書等の一部の民間委託及

び入札不調・不落を解消するための資材単価の調査

回数の増など。あわせまして、先ほど申し上げまし

たように、各部局で横断的な情報共有等により、執

行管理体制の強化を図っているところでございます。

○座喜味一幸委員 そういう答弁は少しぬるいと思

います。

繰越明許費の補正の資料の37ページですが、その

前に、繰越明許費補正の追加と変更に関して、まず

御説明をお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 繰越明許費の追加の分につい

ては、事業単位でその性質上、予算成立後の事情に

より、年度内支出が見込めない事業について、新た

に追加して繰り越しの議決をいただくものです。変

更という部分については、９月とか11月において、

繰越明許費を得ている事業において、さらに別の箇

所等で繰り越しの必要があった分について変更増と

いう形で議決をお願いするものであります。

○座喜味一幸委員 そうすると、繰越明許費という

ものは、どの数字でいえばいいのですか。変更後の

457億円が繰り越しとなっているという理解でいいの

ですか。これはプールされていますか。

○宮城嗣吉財政課長 一般会計ベースで見ると、９月

に議決をいただいているのは93億円。11月で96億円、

２月で追加と変更で575億円ございますので、議決額

合計では、764億9000万円になります。平成28年度の

議決額ベースが1013億4300万円ございますので、議

決額ベースでの対前年度は248億5300万円、率にして

23.1％の減になっております。

○座喜味一幸委員 よくわからないが、この繰越明

許費というものは、財務省が認めますという理由を

立ててやっているのでしょう。しかしながら7000億

円余りの全体の予算の中で、1000億円の繰り越しが

あるということがリンクしてずっと来ているものと

理解すると、これは何を整理すればこのような繰り

越しができるのか。事故繰越についてはよくわかる

のですが、この1000億円余りの繰り越しの改善策に

関してはどうするのですか。

○当山勝利委員長 休憩いたします。

（休憩中に、財政課長から、平成29年度の繰

越額は764億円まで圧縮されているという説

明がされた。）

○当山勝利委員長 再開いたします。

宮城嗣吉財政課長。

○宮城嗣吉財政課長 先ほどの繰り返しになります

が、そういった取り組みを丁寧にやっていくことに

なると思うのです。用地取得であったり、設計保障

などという部分について、できるものは外部に発注

して、量をふやしていくという部分。それから入札

不調・不落を防止するための適正単価の調査回数を

ふやすとか。あわせまして毎月各部長で全庁的に執

行管理を行って、課題の整理等々、課題解決のため

の調整を行っていただきます。そのような、日ごろ

からの取り組みによって執行率を改善していく不断

の取り組みが大事なのかと思っております。

○座喜味一幸委員 この問題については、もう少し

全庁的に問題点を整理しないといけない。人がいな

いのか、技術職がいないのか、専門職が足りないの

か等々にも相当影響します。例えば、土木建築部あ

たりは、この補正も含めて予算がふえるが、近年、

技術屋がなかなか集められない。そういう意味で執

行体制等々にも、相当な課題を持っているのです。

一時期、公共事業が大幅に落ちて、民間の執行体制

も落ち、行政も落ちた。トータルとして公共事業を

含む、この建設業界も物すごく力や数が落ちている

のです。そういうものなども含めて、県としてどう

あるべきかという根本的な問題に取り組まないと、

これは他府県も一緒だということでは片づかない。

その辺を指摘をしておきます。

ちなみに、今年度の予算の中で、この補正額で繰

り越しも明らかになってきましたが、沖縄振興一括

交付金―ソフト交付金、それからハード交付金が余

り集計されていなくて、ばらばらに出ているもので

すからわからないのです。補正後のソフト交付金、

ハード交付金の繰り越しがどれだけあるのか、その

辺を教えてください。

○宮城嗣吉財政課長 先ほどの繰越額の内訳になり

ますが、ソフト交付金が、県分と市町村分の合計で

187億7000万円。平成29年度の議決額ベースが108億

3000万円で、平成28年度が187億7000万円ですので、

対前年度と比べて、79億4000万円の改善になってお

ります。

○座喜味一幸委員 改善されたことは認めますが、

これはソフト交付金だけですね。それではハード交

付金はどうなのですか。

○宮城嗣吉財政課長 ハード交付金の議決額ベース

での繰越額が273億4400万円になっており、平成28年

度が376億7700万円でので、これと比較しますと、

103億3200万円の減になっております。

○座喜味一幸委員 改善されたといって喜ぶ数字で
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はなくて、例えば、トータルのハード交付金は六百

何十億円ですよね。そのうちの273億円は、何パーセ

ントですか。

○当山勝利委員長 休憩いたします。

（休憩中に、財政課長から資料を確認して、

後ほど答弁したい旨申し出があり、座喜

味委員も同意した。）

○当山勝利委員長 再開いたします。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 ついでに整理していただきたい

のが、今ハード交付金について聞きましたが、ソフ

ト交付金についても同じように全体の予算の何パー

セントになるのか。それともう一つ、資料を整理し

ていただきたいのは、結局のところは繰り越し執行

不用というものが内閣府の一括予算の計上の中で、

執行率が悪いという評価になって減額につながった

わけです。不用額の見込み額、ハード交付金とソフ

ト交付金についても、皆さんはしっかりと危機感を

持ってやらないといけませんので、これも出しても

らわないといけないのです。ちなみにこの不用額の

見込み額については答えられるのでしょうか。こう

いうものを整理していないのであれば、絶対に危機

感がないということですよ。

○宮城嗣吉財政課長 ソフト交付金については、あ

くまでも現時点で、予算配分額から今回減額した分

の国庫ベースで見ると42億5800万円が配分されてい

ますが、予算に計上されていないということで、こ

の部分は不用額として確定しております。それから

執行見込みの分で、不用額の部分はふえることが予

想されますが、繰越額につきましては議決額が最大

値になります。執行が進んでいくと繰越額は圧縮さ

れます。執行率が前年度を上回るように、年度末ま

で進捗管理を行っていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 42億5000万円の不用とは、ハー

ド交付金ですか。それともソフト交付金ですか。

○宮城嗣吉財政課長 ソフト交付金です。

○座喜味一幸委員 ハード交付金もお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 ハード交付金について、手元

の資料で、予算額は総事業費ベースで配分額が670億

円。これは県分に市町村分を含めています。先ほど

の繰越額、議決は特別会計も含めた数字になります

ので、306億2500万円になります。今、議決をとって

いる部分では45.7％になります。ただし、議決額で

最大値をとっていることになりますので、現時点で

の不用見込みは、1000万円を切った形での想定にな

ります。ですから、先ほどの形で、繰越額は最大値

で議決をいただこうとしております。その部分の繰

越額は圧縮される一方で、どうしても入札残とかが

出てきますので、不用額はこれより若干ふえる形に

なろうかと思います。全体の執行率につきましては、

今の繰り越しの議決の状況を見ますと、執行率は向

上するものと考えております。

○座喜味一幸委員 意味が全くわかりませんが、ま

た勉強させてください。

いずれにしても、来る５月には平成31年度の概算

要求が始まります。その中で今、肝心かなめな鉄軌

道、サッカー場、ＭＩＣＥを含めて、沖縄県の予算

の方針を５月には決めないといけないと。そういう

中において、予算の執行率を高めながら、執行の質

をしっかりとしていかないと、やはり内閣府の目線

は厳しいものがあると思います。しかも、次年度で、

先ほど質疑があったＭＩＣＥの設計も減額にしてあ

るという中において、予算のありようをもう少し丁

寧に、真剣に議論して、次年度予算の中で、どのよ

うにはね返していくのか。本来はこの辺を整理して、

今回の補正の中でＭＩＣＥの実施設計をどうするか。

その辺まで、本当に議論するぐらい、この補正を真

剣に捉えるべきであったのです。そういう意味では、

少し物足りないと思っていますが、ぜひ次年度の予

算要求、概算要求も含めて今の執行体制、今の繰越

額・不用額の問題をしっかりと取り組んでいただき

たいと思います。

○当山勝利委員長 休憩いたします。

午後０時４分休憩

午後１時20分再開

○当山勝利委員長 再開いたします。

先ほど、座喜味委員の質疑に対する答弁で、税務

課長から答弁を訂正したいとの申し出がありますの

で、発言を許します。

千早清一税務課長。

○千早清一税務課長 座喜味委員からの県税収入に

関する質疑について、訂正をさせていただきます。

まず、前年度決算の比較についてですが、平成28年

度の決算額が約1224億5200万円、今年度の決算見込

み額が約1245億7900万円で、増額見込みは約21億

2700万円となります。

また、今年度の増額見込みとなる要因の中で、地

方消費税の増額理由に、税率引き上げとお答えした

のですが、これは勘違いでした。直近３年間の増額

の要因としてであれば税率引き上げがあるのですが、

今年度の単年度の増額の要因は、譲渡割については、

景気の拡大による消費の増です。貨物割については、
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円安や原油高による輸入金額の増です。

おわびして、訂正いたします。

○当山勝利委員長 午前に引き続き、質疑を行いま

す。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 平成29年度一般会計補正予算説明

資料に基づいて質疑を行います。

まず、12ページの企画部ですが、軍用地跡地利用

促進費の中で、土地取得事業で85億3000万円余りの

減額補正になっていますが、その説明をお願いしま

す。

○川満誠一企画部長 駐留軍用地跡地利用促進費の

105億3197万6000円の内容は、積立金と委託料で構成

されておりまして、積立金も委託料もおおむね42億

円、43億円の数字でございます。これは、土地の先

行取得を行うために設けられている基金でございま

して、普天間飛行場の道路用地、それから西普天間

住宅地域における普天間高校の用地を計上しており

ました。しかし、西普天間住宅地区跡地の普天間高

校用地の取得が難航して、この３月に引き渡しの期

限を迎えます。これについては先行取得の要件がな

くなるので、この分は補正で減額しないといけない

と。実際のところは、42億円相当の減額ですが、基

金上、積立金に計上するものと、委託料に計上する

ものを２段階で整理するものですから、概計的には85

億円の減になっております。

○仲田弘毅委員 先行取得で普天間飛行場跡地の公

共施設の先行取得になっているのかと思います。普

天間飛行場は別にして、西普天間住宅地区の跡地利

用の問題で、そこに県立普天間高等学校の移転が昨

年度から随分叫ばれていました。私も何度か一般質

問で、その応援団の一人として頑張りましたが、そ

の事業で新年度に向けて県としての考え方はいかが

でしょう。

○川満誠一企画部長 一般的に用地取得の方法につ

いては、買い取りか、収用か、交換となるわけです。

普天間高校の移設のための用地取得につきましては、

買い取りについては、努力して全力で取り組んでお

りますが、非常に厳しい状況でございます。そして、

収用も要件がないのでこれもできない話であると。

あと交換を考えております。宜野湾市が行う土地区

画整理事業は琉球大学等々のこともありますし、全

体として西普天間住宅地区跡地を進めるわけでござ

います。この事業の中で地域を広げて、その広げた

先の地域に県有地を持っておるものですから、その

県有地と交換、換地を行いたいと考えているところ

でございます。

○仲田弘毅委員 換地に関する説明がありましたが、

今、宜野湾市には普天間宮を中心とした、門前まち

づくりという新しい構想もあるみたいです。ぜひ、

普天間高校が狭隘であるという現状の中から、広々

と、子供たちが伸び伸びと頑張っていける体制づく

りについて、最後の最後まで県は努力してほしいと

思います。

次に、13ページ、離島航空路の確保対策事業費と

して、２億1500万円増額されておりますが、それは

どういった内容ですか。

○座安治交通政策課長 交通運輸対策事業費は、い

ろいろな事業がぶら下がっており、14事業がこの中

で動いています。そのうち、今回の２月補正では、

離島空路確保対策事業費を1489万9000円の減額。そ

れから沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業で

２億3089万7000円の増額。それから那覇バスターミ

ナルの整備事業で財源振替がございます。以上３つ

の合計で、２億1599万8000円の増額補正を行うもの

であります。

離島空路確保対策事業費につきましては、県内離

島航空路線の維持確保を図るために、運行に伴い生

じた欠損額に補助をしたり、航空機の購入費の補助

を行うものでございます。それから、離島住民交通

コストにつきましては、離島住民の交通コストの負

担軽減を図る事業と、船賃及び航空運賃を低減して

いるものでございます。

○仲田弘毅委員 この事業費の中に、おととしでし

たか、粟国空港のオーバーラン事故をもって、粟国

の空路が閉鎖されたという事例があるわけです。こ

れは今の状況のままですと、新年度の４月からまた

同じような状況で航空路が閉ざされていくというこ

となのですが、それに対して県はどのような考え方

を持っていますか。

○座安治交通政策課長 今回の補正の中には、第一航

空に関係するものはありません。ＲＡＣの那覇－与

那国線の赤字見込みであったところが黒字に転換し

たことで、これに伴って補正減するものでございま

す。御質疑の那覇－粟国路線につきましては、新聞

報道等でもありましたが、４月以降は運休すること

になっております。県といたしましては、今も継続

中ですが、粟国村とも協議を重ねながら、離島航空

路線を確保していきたいと考えております。

○仲田弘毅委員 今、県の政策そのものの中で、や

はり離島振興なくして県の発展はあり得ないと。こ

れは仲井眞前知事の時代から、一生懸命それを訴え
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てきたわけです。今、人口維持していくためにも、

離島においても、しっかりとそこで居を構えて、子

育てなどを頑張っていける体制づくりは、県の大き

な責務だと考えています。ですから、そういった意

味合いにおいて、ぜひこの赤字補塡等を含めて、補

助、助成がしっかりとできるように頑張っていただ

きたいと思います。

同じく離島関係ですが、離島航路、船舶に関する

もので、離島住民のライフラインの確保を維持する

ための予算となっているわけです。県内の41市町村

で離島を抱えている市町村もありますが、どこがそ

の対象離島になっているのか、答弁をお願いします。

○座安治交通政策課長 離島におけるライフライン

としての航路でございますが、沖縄本島と離島を結

ぶ、あるいは宮古・八重山地区と各離島を結ぶ航路

につきまして、現在、補助対象路線として11路線ご

ざいます。そのうち県で、平成28年度に支援したも

のは５つの航路がございます。今回、当初計画では

補助対象航路として11航路を予定していたのですが、

燃油等や旅客の増加によって、黒字に転換した路線

が多くあり、５航路に減ったところでございます。

○仲田弘毅委員 赤字路線だけではなくて、一括交

付金を使って離島の島民に関しては料金を３分の１、

あるいはその程度の補助・助成をやっていくという

政策がとられているわけです。県民一人一人の御意

見を聞きますと、南・北大東島を初め、伊是名島、

伊平屋島、我々のうるま市も唯一の離島である津堅

島を抱えていますが、津堅島は子供たちの通学に関

するものも補助されていますし、島民の皆さんは３分

の１の料金で沖縄本島との行き来ができると。しか

し、肝心な離島を活性化するために、離島に行き来

する沖縄本島に住んでいる方々の補助・助成がうま

くいっていないという御意見もあるわけですが、い

かがでしょうか。

○座安治交通政策課長 委員のおっしゃる離島住民

等交通コスト負担軽減事業については、現在、小規

模離島に関するもので、一応、航空機に限らせてい

ただいております。船便に関しては、交流人口は、

船の利用回数が、住民の方と比べて格段に少ないと

いうことがございます。船賃の場合、航路によって

違いますが、低減により、数百円程度のところが多

くございます。交流人口をふやすための手だてなど

の効果についてはやはり離島住民とは全然違います。

離島住民の方々は病院に行くとか、学校に行く。そ

れから、かなり頻繁に沖縄本島に行かないといけま

せん。そういうところで交流人口についても入れて

いるところでございます。

○川満誠一企画部長 補足して説明をさせていただ

きます。

委員の御指摘は、島に住んでいる方々の移動、利

便性はいいとして、よそから離島へ足を向くように

ということだと思います。地域・離島課で島あっち

ぃ事業とか、離島の魅力を広げる取り組みをしてお

ります。全体として、総合的に離島に行く人の交通

コストを下げることは、なかなか難しいのです。正

規の値段でも、離島でいろいろとお金を使って、た

くさん足を向けていただくという取り組みを進めて

いるところでございます。

○仲田弘毅委員 今、企画部長がおっしゃるとおり、

私の質疑の内容はそういう意味です。離島の方々の

対策は進めていて、これはうまくいっているが、問

題は沖縄本島から離島に足を運んで、地元の活性化

を図るには、沖縄本島から離島に行く方々のことも

ある程度考えていくべきではないのかと。これが先

ほどの質疑の趣旨なのです。

その中で２億500万円が減額補正になっているわけ

ですが、離島関係の赤字補塡はうまくいって、なお

かつこれだけは補正で減額になったということで理

解してよろしいですか。

○座安治交通政策課長 当初予算では、11航路の赤

字が見込まれるということで計上したわけですが、

今回、実際に運行が終わって、決算をしてみますと、

赤字航路は７航路になりました。そのうち２航路に

つきましては赤字分に国庫補助が全額充当されて、

残りの５航路については、国と県、それから地元の

市町村が一部負担したということで、県分について

は５航路、8238万円で赤字の全額を補塡できたとい

うことでございます。

○仲田弘毅委員 赤字が出ないという考え方として

は、離島の方、あるいは沖縄本島の方という、想定

された行き来するお客さんに負担がかからない程度

の料金で赤字が出ないのか。それとも赤字が出るの

かということが大きな課題だと思います。料金を高

くすれば黒字に転換することは十分考えられます。

しかし、住民本位で考えた場合、値段を落とすこと

は赤字になる可能性があるわけです。ですから、そ

ういったところを県がどうバランスをとっていくの

かということも、今後の大きな課題になってくるの

で、ぜひその対応についてよろしくお願いします。

14ページの環境部の問題ですが、産業廃棄物対策

費の７億5200万円余りです。この減額補正について

御説明をお願いします。
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○松田了環境整備課長 当該減額補正につきまして

は、現在、県が名護市安和区に建設を進めておりま

す産業廃棄物管理型最終処分場の建設事業に係るも

のでございます。減額補正のうち、国庫３億4000万

円につきましては、国の交付金を確保いたしました

が、県を経由せず直接国から実施主体に交付される

ことに伴う補正減となっております。また、その他

の減額につきましては、主に国の交付金の内示減に

伴う県の裏負担分の補正減となっております。なお、

交付金の内示減による補正減につきましては、平成

30年度の国の交付金の内示で認められましたので、

事業費に計上しておりまして、引き続き、当初の目

標である平成31年度の供用開始に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 私の記憶が正しければ、平成12年

度、平成13年度の公共関与型ということで、我々は

県議会で、これを随分推進してきたつもりでありま

す。当時は、文教厚生委員会の中に文化環境という

項目があって、文教厚生委員会で本土の施設も見学

して、やはり公共関与型というものはこういった立

派なものができるということを勉強して、それを進

めてきたわけです。やはり、こういったものをつく

ることは賛成ではあるが、自分の地域につくること

には反対だと。ですから今回、名護市安和の地域の

皆さんにそれを承諾していただいたことは、県議会

議員の一人として大変感謝しなければいけないと考

えているわけです。しかし、これだけ減額補正にな

るということは、事業がほとんど今まで進んでいな

かったのかという勘ぐりもあるわけですが、その点

についてはいかがでしょうか。

○松田了環境整備課長 委員御指摘のように、十数

年から公共関与の最終処分場の建設に向けて検討を

進めてまいりました。しかし、なかなか適地が決定

しないということがございまして、平成25年度に地

元の名護市安和区、名護市、県で協定を結びまして、

建設の合意が行われた後、建設に向けて作業が進ん

だという経緯がございます。私どもとしては、現在、

鋭意取り組んでいるところでございまして、平成30年

度に工事を完成させまして、平成31年度の供用に向

けて作業を進めてまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 公共関与については、４者がいろ

いろと協力してやっているということですが、県、

名護市、名護市安和地区、そしてこの整備センター

なるものが名前を連ねております。そこには何社ぐ

らいの民間団体が出資していらっしゃいますか。

○大浜浩志環境部長 この沖縄県環境整備センター

株式会社には、沖縄県のほかに６社が入っておりま

す。内訳を言いますと、沖縄振興開発金融公庫、沖

縄県産業廃棄物協会、沖縄県工業連合会、沖縄県中

小建設業協会、沖縄県医師会、沖縄建設業協会が出

資しております。

○仲田弘毅委員 公共関与型の産業廃棄物最終処分

場をつくるときに、ずっとお願いしていたのは、県

が民間を指導するだけではなくて、育てていく状況

をしっかりとつくっていただきたいということです。

今回、倉敷環境が大変大きな問題を起こしました。

処分するのも県の仕事ですが、やはり育成指導をし

ていく立場の県は、もっと見直すところはしっかり

と見直して、ごみが出ないという地域はどこにもな

いわけですから、問題をうまく生かした状況で、管

理型の最高の処分場をつくっていただきたい。

○大浜浩志環境部長 先ほどの質疑の中の、出資の

ところですが、あと１社忘れていました。琉球セメ

ント株式会社も入っております。

○当山勝利委員長 翁長政俊委員。

○翁長政俊委員 ２ページ、歳入歳出の部分から質

疑します。国庫支出金が31億円のマイナスになって

いるのですが、それについて説明してください。

○宮城嗣吉財政課長 国庫支出金の31億2700万円ほ

どの減でございますが、今回の補正は国の補正予算

による増となるもののほか、11月補正予算編成後の

事情変更により、事業の進捗を勘案して減額となる

ものもあります。主なものとしては、沖縄振興特別

振興交付金が37億5700万円。このうち、主なものが

特定駐留軍用地内土地取得事業の33億8000万円にな

ります。それから、災害復旧事業費は農林施設、土

木施設、教育施設を含めまして、18億6900万円の減

です。それから、社会資本整備総合交付金が９億

6600万円の減です。一方、国の補正予算に係る国庫

が合わせて全14事業で、19億9400万円になります。

○翁長政俊委員 主な要因は、返還地のいわゆる買

い取りの部分でこれだけの減になったという認識で

いいのですか。

○宮城嗣吉財政課長 減の主な事業といえば、そう

いうことになります。

○翁長政俊委員 それは西普天間住宅地区跡地に係

る減ですか。西普天間の軍用地、開放地の用地買収

が難航し、不用額が出てるという認識でよろしいの

でしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 西普天間地区に係る事業でご

ざいます。

○翁長政俊委員 西普天間地区ですが、なぜこうい
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う形になって、これだけの不用額が出るとことになっ

ているのですか。先ほども説明がありましたが、もっ

としっかりとした説明がないと。一括交付金の計上

の問題についても、財務省を含めて、内閣府の予算

の積み上げの問題においても、いわゆる不用額がふ

えていることが大きく問われてきていることだけは

間違いないのです。予算減額の大きな要因が、まさ

にこの不用額で、沖縄県はかなり高い比率で出てく

る。ここを改善することが、一括交付金を獲得する

上で頑張らなくてはいけない一番大きな部分だった

と思います。なぜそういうものが改善されないまま、

こういう形になって出てくるのか。ここを大変懸念

しております。そこをもっときちんと説明していた

だけませんか。

○金城武総務部長 平成29年度の概算要求の時点で、

執行率が非常に悪いという理由で減額された経緯が

ございます。それゆえ、この間、いろいろな取り組

みをしながら執行率向上に取り組んできたところで

す。それによって年度ごとに改善されてきていると

ころです。今回の普天間高校の用地につきましては、

同校の移転について、同校の同窓会やＰＴＡとか、

宜野湾市議会等々、地元から強い要望がございまし

た。そういう意味で、何とか用地確保まで実現した

いということで予算を計上したところでございます。

しかし、結果として、用地取得が低調でしたので、

この辺は今後、事業の熟度を含めてしっかりと一括

交付金事業の執行率の向上が図られるように、引き

続き取り組んでまいりたいと考えております。

○翁長政俊委員 この事業については熟度が足りな

かったということですか。これまで西普天間地区の

事業の配分については、普天間高校用地ということ

で、県側が先行取得できちんとやっていくというこ

とであったと思っています。国がやっている琉球大

学については、順調に進んでいるのです。国がやっ

ているものが順調に進んでて、県がやるものがこれ

だけおくれて、不用額が出て、執行率がこんなに落

ちるのかということになると、熟度の問題もありま

すが、皆さん方のこれに取り組む姿勢が問われてく

るのではないですか。やる気の問題だと思います。

やる気の問題で、不用額がこれだけ出て、執行率が

悪いということになると、新年度に向けてもかなり

厳しい査定による予算の減額があるという問題を誘

因することになりませんか。翁長県政になってから

も、執行率の悪さについては、常々、内閣府や財務

省からも言われていることであって、そこは皆さん

方がきちんと襟を正してやるべき課題だと思います。

これについてはどう認識されていますか。

○川満誠一企画部長 普天間高校の移設につきまし

ては、かねてから話があって、熟度という意味では

非常に吟味が尽くされていたと思うのですが、今年

度になって、４月上旬に宜野湾市議会や宜野湾市、

ＰＴＡ同窓会等々から要望がございまして、県とし

ては教育庁と相談してやっていたわけです。今年度

に入りましてから、前向きに検討せよという知事の

指示もございました。当初、土地の取得については、

一括交付金を充当できることはわかっていたわけで

すが、ただ、まだ決まっていなかったので計上して

いませんでした。作業をして、内閣府とも調整を進

めていく上で、学校の施設についても、一括交付金

はおおむね充当できるという段階まで詰めました。

それで施設の見通しが立ったものですから、すぐに

土地の取得に入りました。これはお叱りを受けても

仕方がないのですが、宜野湾市は先んじて、向こう

50ヘクタールぐらいですが、一生懸命取り組んでお

られて、既に相当程度いっているわけです。これも

じくじたる思いですが、出おくれた上に非常に難航

しておりまして、引き渡しは目の前でございますが、

現在に至るまでこれが買えないということがありま

す。御指摘につきましては十分に反省いたしますが、

このような事情であります。県としては、ここまで

は万策を尽くしてきたという考えでございますが、

普天間高校につきましては、換地等も含めて取り組

んでまいりたいので、どうか御理解を賜りたいと思

います。

○翁長政俊委員 今の説明である程度の理解はしま

す。しかし、この事業の取り組みについて、県はお

くれたと思っているのです。宜野湾市は先行してい

た。これを県の事業でやるのかどうか。県教育委員

会も含めてちゅうちょしていたことは事実です。私

どもが議会で何度質問しても、きちんとしたものが

出てこなかった。こういったものが相まって、不用

額が出る事態に至っているのです。県が持っている

用地の換地がうまくいくのかどうかわかりませんが、

ただ、こういった大型の軍用地の返還事業に係る跡

地が、しっかりときちんと動いていくというシステ

ムをつくっていかないと。国の事業はうまくいくが、

県の事業がうまくいかないということになると、そ

れは何なのだという話になるわけです。そこはしっ

かりとやっていただきたいと思っています。新年度

の予算も決まっておりますが、沖縄振興費があれだ

け高額な減額予算という形になりましたので、私ど

も非常にじくじたる思いを持っております。執行部
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側もここは、襟を正してしっかりと頑張っていただ

きたいと思っています。

それと11ページ、財政調整基金で約100億円の積み

増しがありますが、これはどういう理由でこういう

大きな積み増しになるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 財政調整基金の積み立てにつ

きましては、平成28年度の決算剰余金、これが34億

6500万円あります。この２分の１は積むことになっ

ております。それから、２月補正の段階における税

収の上振れでありますとか、あるいは自主財源が確

保された部分、土地取得費とかいった部分の収入の

上振れ分。それから、経費節減も含めた歳出減の２月

補正の収支差分が82億4000万円ほどありましたので、

その合計を次年度の当初予算の財源に充てるという

ことで、今回、積み立てているものであります。

○翁長政俊委員 沖縄県の主要３基金、財政調整基

金と減債基金。さらに施設整備基金はトータルで幾

らあって、他府県とのバランスの問題もどうなのか

説明していただけませんか。

○宮城嗣吉財政課長 財政調整基金、減債基金、県

有施設整備基金の主要３基金の平成28年度末の現在

高が698億3400万円で、平成29年度２月補正予算後の

積立額と取り崩し額を勘案した平成29年度末現在高

見込みが598億5700万円となっています。

○翁長政俊委員 類似県も含めて沖縄県の３基金の

積み増しの状況は、財務省との話し合いの中では、

どういう指摘や、どういう感覚で沖縄県への対応が

なされているのですか。

○宮城嗣吉財政課長 全国と比較できる財政調整基

金と減債基金の合計でいきますと、億単位ですが、

平成28年度末で沖縄県の530億円と比較してみると、

全国が573億円、九州が324億円という状況であり、

沖縄県の基金残高は、全国平均並みには確保できて

いるものと認識しております。一方で、これは全国

的な議論でもあるのですが、地方交付税の確保、地

財対策の関係で、地方の基金残高がふえているので

はないかという議論があります。必要な予算にきち

んと支出しなさいという意味だと思うのですが、そ

ういう中で、国と比較すると、地方のほうが余裕が

あるのだから、地方交付税を減らすべきではないか

という議論が今回の地財計画の中でなされていたこ

とを総務省から聞いております。基金の残高につい

ては、各地方公共団体で、適切な考え方のもとにき

ちんと維持してくださいという指導というか、やり

とりがございました。

○翁長政俊委員 沖縄県の３基金を含めて、基金の

需要の問題ですが、これはある意味、本県はピーク

は越えたのですね。団塊の世代が一気に退職すると

いうことで、かなり財政が必要だということで、そ

の部分については、一定の枠を越えたという認識を

持っておいでになるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 退職者の例で言いますと、おっ

しゃるとおり平成19年度から平成22年度までの間に

団塊の世代が退職したことで、退職手当の需要が高

かった時期がございましたが、平成23年度以降、退

職者数は減る方向で推移しております。

○翁長政俊委員 いずれにせよ、財政調整基金を含

めて基金の積み増しは悪くないと思っていますので、

バランスのいい形で基金を積み立てて、需要に合わ

せる形で頑張っていただきたいと思っています。

31ページ、港湾修繕費です。ここで国直轄事業負

担分のマイナスが出ておりますが、これに関連して、

石垣市で行われている港の建設がありますよね。こ

れに対しては、幾らの負担をなさっているのですか。

○照屋寛志港湾課長 石垣港に関しまして、改修費

の補助は国から石垣市に直接支払われております。

○翁長政俊委員 県の負担金はないのですか。

○照屋寛志港湾課長 改修費に関しましては、県の

負担はございません。

○翁長政俊委員 この石垣市の港の整備において、

国が直轄でやっている部分の農林水産部に係る分で、

岩礁破砕の問題がありますよね。今議会でも出てい

ましたが、これは実際に、その行政指導はうまくいっ

ているのですか。

○島尻勝広農林水産部長 今、事業所と事業の進捗

状況についての報告等をお願いしていて、現在、特

に工事の段階では、岩礁破砕等の事業はされていな

いと聞いております。この辺については、事業所と

も連携をとりながら報告を受けることにしておりま

す。

○翁長政俊委員 これは、新年度に入ったら工事が

動き出します。皆さんの議会における答弁において

も、岩礁破砕を伴う工事が予定されているという答

弁をなさっております。そうなれば、皆さん方は辺

野古で岩礁破砕が行われる可能性があるから裁判を

行っているわけですよね。３月13日にその判決が出

ることになっておりますが、この裁判いかんによっ

て、上訴するのか、しないのかという問題も出てく

るでしょう。石垣市で岩礁破砕が予定されている問

題についても、ダブルスタンダードにならないよう

に、皆さんは同じ岩礁破砕という意味では、裁判に

持ち込んでいくという認識を持っておいでになるの
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ですか。

○島尻勝広農林水産部長 この辺については、今、

裁判もありますが、動向を見きわめながら、慎重に

対応していきたいと思っております。

○翁長政俊委員 こういった答弁ではだめです。一方

では裁判もやっていて、３月13日に結審するのです。

ここで皆さん方は、その裁判の内容が何だったのか

というと、岩礁破砕のおそれがあるということで訴

えているのです。皆さん方が、今度の議会で石垣市

の国直轄の事業において、岩礁破砕が行われる工事

の内容が停止されていると言っているのです。それ

が間違いなくあるのです。そういう中で、裁判につ

いては知事公室長のところではないのですか。これ

はしっかりと対応するように、明確な答弁をお願い

します。

○謝花喜一郎知事公室長 差しとめ訴訟については

13日に判決が出る予定となっております。県が求め

ておりますのは、漁業権の一部放棄によって漁業権

が消滅するものではないということで、そういった

場合にはやはり岩礁破砕許可を行うように求めると。

それを沖縄防衛局において聞いていただけなかった

ということで、差しとめ訴訟になったという経緯が

ございます。基本的には、行政として、この考えと

同じような対応になると思っております。農林水産

部においては、国に対してそういった漁業権の一部

放棄によって漁業権が消滅するものではないという

スタンスを持ちながら、説明を繰り返し行っている

ものと承知しています。そのスタンスでしっかりと

対応していただけるものと考えているところです。

○当山勝利委員長 休憩いたします。

（休憩中に、翁長委員から質疑に対する答弁

になっていないとの指摘がされた。）

○当山勝利委員長 再開いたします。

謝花喜一郎知事公室長。

○謝花喜一郎知事公室長 最終的に、国において聞

き入れていただけなかったら、そういった裁判にも

なろうかと思いますが、今、農林水産部においては、

国と意見交換等を行っていると聞いておりますので、

そういった対応をしっかりとやっていただけるもの

と。ただ、そういったことが結果として受けられな

い場合には、県のスタンスとしては、訴訟を行うこ

ともあり得ると。ただこれは仮定のことなので、明

確なことは申し上げられませんが、県のスタンスと

しては、そういうようなところでよろしいのではな

いかと考えているところです。

○翁長政俊委員 知事公室長があり得ると答えてい

ることに対して、三役と相談しないで、こんなこと

を言っていいのかという問題があるのです。あなた

が政治的判断をできる立場にないことは、百も承知

で、それを聞いているのですが、ダブルスタンダー

ドにならないようにきちんとやるのは、行政として

の努めです。しっかりとここをやること。なぜそう

なっているかといいますと、結局、基地問題に歯ど

めをかけるために民間までしわ寄せが来ているのが

現状なのです。ですから、ここの部分は法律に照ら

し合わせて、やれる分とやれない分は明確にすべき

です。できればやってほしくないが、あなた方がや

るという立場を明確にするのであれば、私は見てお

こうと思っているので、ひとつよろしくお願いしま

す。

○当山勝利委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 平成29年度の一般会計補正予算、

説明資料２ページから質疑します。

この説明資料の中で、歳入歳出総括の中で歳入

の中で、県税の補正増が55億円となっていますが、

この要因と特徴について説明をお願いします。

○千早清一税務課長 県税増収の特徴ですが、ここ

二、三年の推移について御説明いたします。県税収

入額の推移については、平成26年度が1024億241万円、

平成27年度が1155億6324万円、平成28年度が1224億

5243万円で、平成26年度と平成28年度を比較した場

合に、200億5002万円、率にして19.6％の増となって

おり、好調に推移をしているものと思います。その

要因としては、地方消費税、税率引き上げによる増

収分。あと景気の拡大を背景に、個人県民税や法人

事業税が順調に伸びていることが要因として上げら

れると思います。

○崎山嗣幸委員 この補正増の要員から見て、平成

26年度から平成28年度にかけて19.6％、県税が伸び

ていることの説明であります。その中で唯一、たば

こ税の消費が落ちているということで、3800万円の

補正減になっています。そういった意味で、県民税

の増が、観光や建設業とかを含めて経済の好調を示

していると言われています。県は平成30年度の一般

会計予算でも国の沖縄関係予算の対前年比で、140億

円減額された中にあって、県の予算が平成26年度か

ら５年連続、7000億円台を計上したと説明しており

ます。平成30年度予算の特徴として、県民税の増が、

新年度の7000億円を積み上げてきたと言われており

ますが、そういった意味では、国の予算が減額され

た中で、対前年度比が0.6％、40億円の減にするのだ

と。そういった意味では、新年度に7310億円の予算
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計上ができたことについては、県民税の増加に大き

く助けられたということが、新年度の方針の中にあ

ります。これは今言った累計をして19.6％、県民税

の伸びが、大きいという見方を皆さんがしているの

かどうかについて、答弁をお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 平成29年度の当初予算が

7354億4300万円。これに対する県税の比率が16.2％

です。平成30年度当初予算案が、7310億4800万円で、

先ほどありましたように、県税が計上しているのが

1238億3500万円で、そのウエイトが16.9％に高まっ

ている状況です。

○崎山嗣幸委員 聞きたいことは、新年度の予算も

当然1000億円の県民税の増を見込んでいるのかとい

うことで、皆さんはそれを期待して予算を組んでい

るわけですよね。そういうことで、皆さんの示して

いることについて確認したかったのです。午前中の

質疑にもありましたが、この県税の伸びの特徴は観

光とか、ＩＴ産業、建設業、そういう総合的な沖縄

経済の好調さを反映していて、県民税も増加してい

ると。その中においてまた、国税である所得税とか

法人税等も一気に押し上げて、企業活動を活発化し

ていると捉えているのです。この国税の徴収額も

2015年をピークに3500億円と過去最高となって、沖

縄関係予算の当時の3300億円を超えたと。沖縄の納

めている額が超えたと言われていますが、平成25年

度にピークだったと言われています。平成28年と平

成29年の沖縄の国税徴収額も県民のトータル的なこ

とを超えているのかどうかということも含めて比較

を示してもらいたいのです。

○宮城嗣吉財政課長 沖縄県内の国税徴収が伸びて

いるのだけどという質疑でしたが、国税庁のホーム

ページによりますと、平成27年度の徴収決定額が

3508億円、平成28年度が3602億円で、最高を更新し

たと聞いております。一方では沖縄振興予算が減ら

されているという現実がありますが、国から沖縄県

内に財政移転されるものにつきましては、内閣府の

沖縄関係予算のほか、地方交付税とか、地方消費税、

地方譲与税、それから他省庁の補助金などございま

すので、これらは単純に比較するようなものではな

いのかと考えております。

○崎山嗣幸委員 額を言ってくれませんか。平成

27年、平成28年の国からの予算です。沖縄関係予算

を入れて構いませんので。国税額については聞きま

した。

○宮城嗣吉財政課長 国からの財政移転の例という

ことで地方交付税があります。これはいずれも平成

28年度決算になりますが、地方交付税の県分が2102億

円、地方交付税の県内市町村分が1443億円、地方消

費税が242億円、地方譲与税が195億円。それから国

庫支出金の県分が2364億円、国庫支出金の市町村分

が1655億円などとなっています。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても平成25年から平成

26年、平成27年、平成28年で、県民の国税額、納め

る額も含めて3500億円、3600億円と国から沖縄への

関係予算と同等か、超えてきていることを含めて、

沖縄経済といいますか、沖縄県民が納める国税額が

高まっていることを立証しているものだと思います。

本土では、沖縄は米軍基地があるから、特別に財政

面で優遇されているのだと言われている中において、

沖縄県民がこれだけ国税を納めていることについて、

しっかりと把握する必要があるのではないかという

ことで、今、聞いています。せんだって、中城公園

に行ったときに、多分、他府県の家族連れだったと

思いますが、お父さんが家族に、沖縄は米軍基地が

あるからこれだけ中城公園も整備されて、特別に優

遇されているのだと説明していたのです。私はこれ

を聞いたときに、他府県人がこちらへ来て、そういっ

たものの見方で、そういうことを押しなべてやると。

沖縄県民が国税を納めていることも含めて、27年間

の米軍統治下における格差とか、この間の部分につ

いての沖縄特別振興予算も含めて加味されないまま、

誤った認識だと思ったのです。そういった意味では、

地方税とか地方交付税、国庫支出金もそうですが、

これも他府県といろいろ比較して、沖縄県がどの位

置にあるかについて、皆さんはしっかりと説明する

必要があると思います。これは実際、今言われたこ

とも含めて、他府県と比べて優遇されているとお考

えなのか、どの位置に沖縄県があるかどうかを含め

て、示してくれますか。

○金城武総務部長 沖縄振興予算との関連で、沖縄

は優遇されているのではないかという御意見がある

ということでございますが、まず沖縄振興につきま

しては、沖縄が置かれた特殊事情などを踏まえて、

沖縄振興特別措置法に基づく高率補助や一括交付金

制度など他県にはない制度が設けられていると。一方

で、沖縄県が他県と同様に各省庁計上分を確保した

上で、さらに別枠で沖縄振興予算が確保されている

といった誤った認識が一部にはあるのかということ

でございます。まさにこの誤解、そのあたりの解消

に向けて丁寧に説明していく必要があるだろうと。

沖縄県と他府県の財政移転の比較でございますが、

国庫支出金と地方交付税を合わせた財源移転の額は
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全国では12位でございます。

○崎山嗣幸委員 今言われていることも含めて、結

局、間違った発想によって日本国民の中において、

沖縄は国からのぜいたくな財政支援を受けていると

されることについて、そうではないのだということ

を数字の中で示す。これによって、先ほどから話さ

れているように、沖縄へそれなりの財政支援をすべ

きだということも含めて、皆さんは、足りないもろ

もろについて要請活動をしっかりとやってもらいた

いと思います。

議案の28ページ、特別会計の平成29年度沖縄県沿

岸漁業改善資金特別会計補正予算について質疑しま

す。

この議案の中で一般会計予算、沿岸漁業改善資金

特別会計補正予算の第１号ですが、当初予算で5000万

円を予定していたのを4000万円の補正減を提案して

おります。これは沿岸漁業者が安定した漁業を営む

ための費用で、重要な役割を果たしていると思いま

すが、5000万円を組んで4000万円削減で、1000万円

の実績しかつくらないということです。この理由と

基金の役割、過去の実績について説明してもらいた

いと思います。

○平安名盛正水産課長 近年は、金融機関において

低金利で償還期間が長い貸し付けメニュー等があり

ます。ほかの銀行、金融機関等を利用する漁業者が

ふえているために、沿岸漁業改善資金の貸し付け需

要が減少しているという現状があります。

○崎山嗣幸委員 この当初予算の減額については、

需要の低下ということですが、せんだって沿岸漁業

の漁獲量が65％減って、乱獲、漁業者が減っている。

埋め立てがあるということを含めて、沿岸漁業が極

めて深刻な事態になっているという新聞報道があっ

たと思います。今、補正予算で5000万円を組んで

4000万円削って、この需要が少なかったと言ってい

ますが、この基金で船舶の機械を買ったり、いろい

ろなメニューがあると思いますが、融資の中身自体

が借りにくいのではないのかと。あるいは漁業者の

ためになっていないのではないのかということを含

めて、その結果、需要が少ないのではないかと思っ

ています。この資金の運用について、深刻な沿岸漁

業者がいるのに予算をカットすることが不自然だと

思ったのです。沿岸漁業者にそういった助成をする

ことの役割、融資制度に持っていくことが必要では

ないのですか。その役割についてもう一回、説明を

お願いします。

○平安名盛正水産課長 今、委員がおっしゃるよう

に、実際に新聞報道もありまして、沿岸漁業につい

ては環境の悪化であったり、水産資源の減少等があ

りまして、漁業者も大変苦しいところです。そのた

めに、養殖の部分で、比較的成長が早いヤイトハタ

などハタ類の養殖や、藻類であればモズクの養殖で

あったり、また漁船漁業も価格が安定してるソデイ

カやマグロ等への漁法の転換等が可能かと思ってい

ます。その設備投資の中で、改善資金の貸し付け基

準の部分において、現在、かなりハードルが高い基

準となっております。今後はそれらの課題を見直し

ながら検討して、使いやすい事業にしていきたいと

考えています。

○崎山嗣幸委員 今言ったように、沿岸漁業の魚種

といいますか、漁業の形態が変わってきているとい

うことですから、変わった方法の中において、沿岸

漁業者が活用できる方法に持っていくことが重要だ

と思います。多分、保証人制度の問題とかで借りに

くい、制度が使いにくいという方もいると思います。

そこを改善する意向はありますか。

○平安名盛正水産課長 今、委員がおっしゃるよう

に、200万円以上であれば３人の連帯保証人が必要で

あるとか、借り入れについても600万円以上であれば

公正証書による担保等が必要だということで、漁業

者にとっては非常に厳しい融資条件となっています。

その部分では、次年度以降に、貸し付け基準の見直

し等については検討させていただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 これは確実に需要があると思いま

すので、ぜひともそういった内容を含めて改善して

もらいたいです。また、1000万円という今年度の実

績をつくって、来年度この1000万円の実績から予算

を計上するのはおかしいと思います。新年度予算な

ので言いませんが、改めてここの補正減をしたこと、

今言われたことも含めて改善する方向で、新年度の

中においては、かなり少なければ、補正する気持ち

で計上してもらわないと。沿岸漁業が衰退している

ことも含めて、やはりこの基金を減らしていくこと

については問題があるので、新年度で、中身も改善

しながら反映させていくことも含めた決意をお願い

します。

○島尻勝広農林水産部長 現在、需要については結

構あるのかという気がしますが、先ほど言ったよう

に、連帯保証人や公正証書の問題とか、そこら辺が

ほかの金融機関に比べると非常に負担が大きいとい

う話も聞いております。一方では、既存の貸付金の

延滞金等もあるものですから、バランスよくやって

いきたいと思っております。希望者はいるというこ



－37－

とですが、パンフレットなどで漁業協同組合等、関

係機関に資金のＰＲに努めていきながら、水産課長

が答弁したように、今の金融状況の中では厳しいも

のと認識しておりますので、適正に融資ができるよ

うに、関係機関と調整しながら、見直しも含めてやっ

ていきたいと思っております。

○当山勝利委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 歳出から質疑させていただきます。

13ページで、先ほどの仲田委員の質疑に重ねて聞か

せていただきます。

離島航路の補助事業について、県は当初11航路を

予定していましたが、黒字があり、５航路のみを補

助したという実績を話していました。つまり、これ

から後は、実績に合わせて検証と見直しがされてい

くという認識でよろしいのでしょうか。その内容に

ついてお聞かせください。

○座安治交通政策課長 離島航路の赤字補塡につき

ましては、航路年度の会計が終わりましてから、経

費及び収入を精査した上で補助金の交付を確定して

おります。ですから、11航路を予定していたのは、

前年度で予算を見込むものですから、清算ベースで

このような増減が出てくることになっています。今

年度、これについて新たに措置があるのかといいま

すと、補助金を交付する場合には、改めて清算した

ベースで交付していますので、今年度には残らない

と。予算措置で増減するということになります。

○亀濱玲子委員 これは運営に対する補助になると

思うのです。例えば、津堅島の話が出たのですが、

伊平屋島、伊是名島。宮古島であれば多良間島、大

神島とかが、ずっと赤字であろうというところで、

この事業がないと成り立たないのです。ここにある

のは、離島航路の運営についての確保維持に関する

事業になるわけですが、例えば、老朽化して船を買

いかえないといけないみたいなことが、今、多良間

島は目の前に来ていて必須の課題なのですが、こう

いうものにも使っていくのか。またそれは別の国庫

の事業を入れたりしてやっていくのか。この事業と

のかかわりを教えていただけますか。

○座安治交通政策課長 先ほど申しました航路に対

する補助は運営費の補助でございます。これはずっ

と赤字である幾つかの小さい航路がございますが、

そこについて赤字の場合には、国と県、それから地

元市町村で赤字分についてはきちんと補塡し、航路

を確保していく事業です。それから船舶が老朽化し

て、船を建造をしないといけない場合には、現在、

国の一括交付金を活用して離島航路安定化支援事業

を行っております。現在、そこで計画を立てて、年

次的に船舶の更新を進めておりまして、今御質疑が

あった多良間島につきましては、平成32年度に更新

する予定になっています。

○亀濱玲子委員 続いて、16ページの男女共同参画

推進費について伺います。性暴力被害者ワンストッ

プ支援センター体制整備事業が、２億7000万円余り

減額されていますが、その理由についてお聞かせく

ださい。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 平成28年度から

繰り越した実施設計を行う際に、建設予定場所の従

業員などとの調整に時間を要しまして、建設工事の

工期を年度内で確保することが困難となったことか

ら、平成29年度の建築工事に係る予算を全て減額し、

平成30年度予算として新たに要求することになりま

した。

○亀濱玲子委員 完成の見通しはいかがですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者ワ

ンストップ支援センター建築工事は、着工から完成

までの工期として９カ月程度を要します。平成30年

度末に病院拠点型への移行を目指しております。

○亀濱玲子委員 これはずっと求められていた施設

ですので、ぜひ早く開院してほしいと思います。

このワンストップ支援センターは、沖縄県に１カ

所あれば済むというものではないと思うのです。や

はり各圏域にワンストップで、24時間いつでも駆け

込める場所があるということが目標だと思います。

例えば、各圏域の県立病院の中とか。このワンストッ

プ支援センターがスタートした後の方向性について

どのように描いているのかを教えてください。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者へ

の医療行為の実績が多い県立病院に相談センターを

設置しました。現在、病院拠点型の性暴力被害者ワ

ンストップセンターを中核として、離島などほかの

圏域については、ワンストップ支援センターが医療

支援を行う協力病院に案内して、つないでいくよう

な連携型の体制を考えております。

○亀濱玲子委員 この連携型の体制は、これがスター

トしても、すぐ各圏域にはないわけですが、例えば、

電話相談とか、いろいろなスタイルでそこにつなが

る体制が整うものと考えていいですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 病院拠点型がで

きましたら、その中核として、現在、病院の建物で

はない施設の中に相談センターがあり、そこで医療

支援を行う協力病院との連携型のスタイルをとって

います。その病院拠点型と連携型の両用体制でやっ
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ていきたいと考えています。

○亀濱玲子委員 県内で連携型の協力病院は何カ所

ありますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 現在、県立病院

を含めて７カ所あります。これについては、今後ふ

やしていきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 沖縄県は離島からなっていて、す

ごく広く、長い県です。どこにいてもいつでも支援

が受けられる体制をイメージしてこの事業を充実さ

せていくべきではないかと思っています。答弁のと

おり一日も早く開院できたらいいなと思っています。

次に、16ページの老人福祉施設整備事業の減額に

ついてお伺いします。これは求められているであろ

う認知症グループホームの開所、地域密着型老人ホー

ムや特別養護老人ホームの整備に係る市町村への補

助だとうたわれていますが、なぜこれが減額になっ

ているのか説明してください。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 施設整備につきま

しては、市町村が３年ごとに作成する市町村介護保

険事業計画に基づき、市町村と連携し整備を行って

おります。老人福祉施設整備費は、市町村が整備す

る地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者の

グループホームなどに対する整備費の補助。さらに

これらの施設整備にあわせて、開設準備のための支

援として、備品購入費等の補助を行っています。補

正減になりました理由は、市町村の認知症高齢者グ

ループホームの公募において事業者の応募がなかっ

たことによるものとして約３億2000万円。地域密着

型特別養護老人ホームにおいて設計見直しにより整

備計画を変更し、翌年度以降に整備することとした

ものが約１億8000万円となっています。また、これ

らの施設整備の変更に伴いまして、整備とあわせて

行う開設準備補助についても不用となったため、約

１億5000万円の減額となっています。補正減となっ

た整備分は、市町村における需要等を勘案して、翌

年度以降に整備を行う予定となっています。なお、

本事業は地域医療介護総合確保基金を活用している

ことから、補正減分は翌年度以降の施設整備の財源

として活用していくこととしております。

○亀濱玲子委員 今、認知症グループホームで応募

がなかったという話をされましたが、そもそもこの

事業をやるに当たっては、市町村との協議や調整が

あってこの事業に計上されたはずです。応募がなかっ

たために、翌年度に繰り越すことは、事情があるこ

となので仕方がないと思います。県は今後、この状

況についてどのように対応していくのでしょうか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 市町村に対して、

応募がなかったことは確認しております。しかし、

応募がない具体的な理由はなかなか把握できていな

い状況です。応募の際に施設の規模について、例え

ば９床から18床に拡大して、９床１ユニットなので、

２ユニットで公募を行ったら応募があったという市

町村の好事例がございます。こういった事例を市町

村に周知したり、予算要求に際して、市町村の整備

予定の状況を確認し、市町村からの報告を受けて必

要な予算を計上しております。平成31年度の予算要

求については、原則として事業者を決定した上で予

算を要求すると。スムーズに公募を行って当該事業

の執行率を高めていくために、市町村と意見交換を

して、これに関する文書を市町村に送付していると

ころです。さらに、高齢者施設の役割や内容など、

利用者の視点からわかりやすいパンフレットを作成

するための次年度予算を計上しているところです。

こういった広報誌等を活用して、事業者や利用者へ

の周知を図ってまいりたいと思っています。予算を

しっかりと執行していくことが重要ですので、市町

村と連携して、計画的な事業の執行に努め、施設整

備の充実を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。

○亀濱玲子委員 応募がなかったということが少し

気になるところです。ニーズをしっかりと把握して、

それがいかに必要な施設であるのかがわかれば、も

う少し詰めて市町村とのやりとりもできると思うの

で、この辺はしっかりと調整していただきたいと思

います。

次に、17ページの保育対策事業費について伺いま

す。この中で、総額で見ると２億8000万円余りが減

額になっていますが、その中には待機児童解消支援

の市町村への支援が７億円積み増しされていたり、

その一方で認可外保育園について１億9000万円が減

額されたりしています。この増額や減額の状況につ

いて説明してください。

○大城清二子育て支援課長 今回の保育対策事業費

の補正の内容については、まず、安心こども基金事

業を初めとして５事業で減額補正となっています。

それから、待機児童解消支援基金事業を初めとして

２事業で増額補正となっています。具体的な減額補

正の内容について、主なものとして、安心こども基

金事業で５億9832万5000円となっています。これは、

当初予定していた事業箇所について、厚生労働省か

ら安心こども基金については、単年度で整備する事

業を対象としてほしいという事務連絡による通知文
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がございました。それで、安心こども基金事業から

保育所等整備交付金など、ほかの施設整備事業に振

りかえて事業を行った結果、約５億9000万円の減額

補正という状況になっています。次に、認定こども

園施設整備事業は２億754万1000円の減額補正になっ

ています。これは、安心こども基金事業と少し関連

しますが、認定こども園の幼稚園部分に関する整備

事業に充てる財源であります。こちらは文部科学省

から、安心こども基金事業を活用できるのであれば、

それを優先的に活用してほしいという文書による通

知がございました。それで平成29年度単年度で実施

できる事業を安心こども基金事業に振りかえたこと

から減額になっています。

続いて、増額補正の内容については、待機児童解

消支援基金事業が７億1426万2000円の増額補正に

なっています。県議会におけるいろいろな答弁等で

御存じかと思いますが、今回、市町村において中間

年の市町村計画の見直しを行いました。これは保育

ニーズの高まりなどを受け、平成31年度末までに待

機児童解消を目指して取り組むということで、計画

の見直しが行われたところです。平成31年度末まで

に待機児童を解消するため、市町村が保育所等を整

備するために必要な支援として、県は今回の２月補

正予算で、待機児童解消支援基金の積み増しを行っ

ているところです。もう一つ、保育対策総合支援事

業は8352万円の増額補正ですが、こちらは平成29年

度から潜在保育士を対象とした再就職準備金の貸付

限度額を20万円から40万円に拡充したことから、そ

の増額分の補正予算となっています。

○亀濱玲子委員 この分野は変動があって、とても

対応に苦労していると思います。県内各市町村はそ

れぞれ財政力も違いますし、おのおの対応も違うと

思います。ですから、ぜひ、これについてはきめ細

やかに市町村とやりとりして、実効性のあるものと

して、待機児童の解消に向けて取り組んでいただく

ことを希望します。

続いて、21ページの僻地巡回診療費については、

額は小さいものの減額になっています。これは、僻

地や離島への専門医師を派遣し、診療ができるとい

う事業だと思っていますが、この減額理由について

お聞かせください。

○諸見里真医療政策課長 減額の主な理由としては、

派遣する専門医の確保が難しかったこと、天候不良

による離島航路の欠航などがありまして、一部巡回

診療ができなかったことがございます。

○亀濱玲子委員 天候不良は仕方がないにしても、

一番欲しい僻地・離島に専門医がいないことの苦し

みを何とかしようという事業なのに、医師の確保が

難しかったということは、あってはならないことだ

と思うのです。これをどのようにして改善していく

のかをお聞かせください。

○諸見里真医療政策課長 当該事業におきましては、

やはり専門医を確保するのが非常に難しい状況です。

引き続き、委託先である地域医療振興協会、あと地

元市町村の診療所の医師と調整して―特に県外の医

師も確保していますので、その辺にも力を入れて、

引き続き、当該事業の改善を図っていきたいと。た

だし、なかなか専門医を確保するのが難しいのです。

実は平成29年度から新たにヘリコプターを活用した

専門医の巡回医療を行っております。この２つの合

計件数は昨年よりも上回っています。そのような合

わせ技、両事業を使っての展開をしていきたいと思っ

ております。

○亀濱玲子委員 いかにして僻地や離島に医療を届

けることができるかについて、ぜひ工夫していただ

きたいと思います。

続いて、23ページの畜産経営環境保全対策事業費

の減額理由についてお聞かせください。

○池村薫畜産課長 畜産経営環境保全対策事業費の

中に、沖縄県畜産酪農収益強化対策事業がございま

す。これはいわゆる畜産クラスター事業で、畜産施

設の整備や家畜導入を行う事業です。この予算は国

の平成28年度予算であり、各協議会と事業について

協議したのですが、平成29年度内の事業完了のめど

が立たないので、今回、減額補正するものです。ま

た、国は平成29年度補正予算で、同様に予算措置し

ていますので、県も平成30年度当初予算で計上して、

事業実施に向けて対応しているところでございます。

○亀濱玲子委員 平成30年度に予定をしているとい

うことですが、この事業がうまくいかなかった理由、

あるいは実施できるであろうという見通しについて

お聞かせください。

○池村薫畜産課長 このクラスター事業は、ＴＰＰ

を見据えて、経営体の体力強化を目標としておりま

す。対象となる畜産農家が地域の中核的、つまり地

域の中心となって引っ張っていける農家となってお

り、幾つかの採択の要件として、先進の機械を入れ

ているとか、地域で連携構築に取り組んでいるとか、

目標となる生産農家とかがあります。この部分をク

リアして事業をとるのは少しハードルが高くなって

います。

○亀濱玲子委員 農家の皆さんと話をすると、やは
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りハードルの高さであったり、なかなかそこにたど

り着けなかったりということがあります。農家の生

の声では、もう少し利用しやすい条件整備ができれ

ばということを聞きます。それぞれの農家の希望も

聞きながら、ぜひこれが実現できるように進めてい

ただきたいと思います。

続いて、繰越明許になっている農林水産業につい

て、36ページの農林水産業費の繰り越しの中の、農

業費について伺います。これは幾つかあると思いま

すが、その中でも災害に強い栽培施設の整備事業、

そして含蜜糖振興対策事業費について、減額理由を

お聞かせください。

○前門尚美園芸振興課長 災害に強い栽培施設の整

備事業は、平成29年度に14市町村、28地区で事業実

施しており、そのうち９市町村13地区において繰り

越しとなっています。繰り越しの理由は、全国的な

鋼材に関連する資材の需要増加を背景に、ハウス建

築に要する鉄骨部材、鋼材確保に不測の日数を要し

たことから建設におくれが生じたこと。また、施設

整備予定の農用地の賃貸借契約について、地主との

調整に不測の時間を要したこと。これらの理由から、

事業計画の策定がおくれたことなどによるものです。

○亀濱玲子委員 今後の対応と見通しをお聞かせく

ださい。

○前門尚美園芸振興課長 市町村や関係機関と調整

しており、早期の事業発現が図られるよう連携して

進めていきたいと思います。

○亀濱玲子委員 事前に通告していないのですが、

確認したいことがあります。答弁が可能であればお

願いします。20ページの小児慢性特定疾患等対策費

が増になっています。その理由について伺います。

○山川宗貞地域保健課長 小児慢性特定疾患等対策

費については、上半期の実績から年間所要額を積算

して、医療費助成額が当初予算額を上回る見込みと

なったことから、今回の補正で増額をお願いしてい

るところです。

○亀濱玲子委員 当初の予定よりも特定疾病の患者

数がふえているのですか。

○山川宗貞地域保健課長 受給者は少しずつ伸びて

います。

○亀濱玲子委員 その原因について、どのように捉

えていらっしゃいますか。伸びているのは人数だけ

の問題なのですか。

○山川宗貞地域保健課長 実際に、人数も伸びてい

ますし、１件当たりの医療費の金額も伸びておりま

す。したがって、扶助額もふえていることになりま

す。

〇当山勝利委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 18ページ、子どものための教育・

保育給付費、それから児童保護等措置費について、

補正増の理由をお聞かせください。

○大城清二子育て支援課長 子供のための教育・保

育給付費の補正増の理由については、平成27年の人

事院勧告に伴い、国家公務員の給与改定が行われた

ことに準じ、保育所の公定価格の改定が行われたこ

とによる増額分。それから平成29年度から技能や経

験に応じて月額5000円以上から４万円以下の処遇改

善を実施したことによる給付額の増が主な要因と

なっております。

○照屋大河委員 子供の貧困の実態調査をして、そ

れを確認しながら解決にということがありますので、

子供を取り巻く環境に対する施策の充実についてぜ

ひ頑張っていただくことをお願い申し上げます。特

に、働く人たちの処遇を充実しなければ、保育所等

での施策が実現できない、待機児童の解消もできな

い。保育士の処遇についても、これまで指摘されて

きましたので、その辺も注目しながら新年度にも力

を尽くしていただきたいと思います。

20ページ、医学臨床研修事業費と地域医療対策費

の減について伺います。

○砂川靖保健医療部長 医学臨床研修事業は事項名

でございまして、この中に20の事業がございます。

そのうちの事業に、例えば医学臨床研修交付金事業

というものがございます。これは県立病院で研修を

させて、その人件費等を県が負担し、研修終了した

後に離島や沖縄本島北部において１年間働いてもら

うという事業をやっているわけです。こういったも

ので当初予定していた養成人数と実績が異なること

から、その分を戻す形で補正している事業です。

○照屋大河委員 実績が異なるということですが、

医師の確保や養成が、ずっと課題として言われてい

る中で、この事業の当初の実績はどうだったのか。

かなりの実績がある中、多少残ってしまったという

ことが実情なのか。あるいは予定していたものに遠

く及ばないような形で、こういう実績の違いがある

のかということについてはいかがですか。

○砂川靖保健医療部長 医学臨床研修事業に係る交

付金事業は単独事業であり、計画では58名分を計上

していますが、実績では54名になったことから、そ

の分が補正減になっています。

○照屋大河委員 ４名の減ということで、かなり当

初の実績に近い形での数ではあるとは思います。北
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部の基幹病院の議論も本会議でありました。医師の

確保といいますか、離島県の中で非常に注目される、

大きな課題として語られる事業でもありますので、

これからも力を尽くしていただきたいと思います。

少し気になった部分として33ページ、教職員給与

費の補正が少し大きい数字になっている気がしてい

ます。その理由について伺います。

○古堅圭一学校人事課長 お手元の資料の中に、17億

6300万円余りの数字が記載されております。この事

業は６つの事業の合計額になっています。教職員の

給与費以外に、初任者研修非常勤講師派遣事業が減

額補正になっていますので、その分を差し引いた17億

6391万4000円の額について御説明いたします。その

要因につきましては、教職員の人件費について給与

勧告を受けた月例給、特別給の引き上げ、それから

教職員の所要の人員増が理由になっています。

○照屋大河委員 この非常勤講師について補正をや

りくりするという状況について、年度を通してどう

いう対応をなされているのか。学校現場では教職員

の多忙とかも語られています。実態はどのようになっ

ていますか。

○平敷昭人教育長 今の御質疑は、非常勤講師の配

置事業でマイナス4000万円ほどあるということだと

思います。この事業は、小・中学校の初任者研修を

する場合に、研修の間の授業の補充で非常勤講師を

配置するための人件費であります。その分について

当初、見込んでいたものよりも少ない予算執行になっ

たことで減額補正するものです。

○当山勝利委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 28ページをお願いします。

文化観光スポーツ部に関しては、板挟み状態の中、

大変頑張っているものと高く評価します。ただし、

やはり行政は結果ですので、コンベンションの振興

対策費に関して質疑させていただきます。

この予算がとれない大きな原因として２つあった

かと思いますが、これについてもう一度説明をお願

いします。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 委員御指摘の

とおり、内閣府から２つの指摘がございます。まず

１つは収支です。収支が少しおぼつかないのではな

いかという御心配。もう一つが受け入れ環境の整備

について、大型ＭＩＣＥ施設予定地の周辺にきちん

とホテルなどが集まってくるのかということが大き

く指摘されているところです。

○新垣光栄委員 東海岸地域においては、文化観光

スポーツ部と少し考え方の違いがあります。どうし

てもＭＩＣＥを中心にまちづくりをしたいという期

待がありますが、その辺が見えてこないということ

です。この大型ＭＩＣＥ施設の候補地は５カ所あっ

たと思いますが、中城湾港マリンタウン地区に選定

された大きな理由は何だったのかの説明をお願いし

ます。

○平敷達也観光整備課長 候補地の選定理由につい

ては、平成25年に設置した有識者委員会において、

委員がおっしゃるとおり５つの候補地として、中城

湾港マリンタウン地区、宜野湾海浜公園、浦添ふ頭

地区第２ステージ、那覇港湾施設、豊崎臨空港型産

業用地がございました。その中で整備時期の可能性、

用地面積、空港とのアクセス、そしてＭＩＣＥエリ

アとしての成立可能性等を評価項目として設定し、

検討を行った結果、中城湾港マリンタウン地区に決

定いたしました。

○新垣光栄委員 ＭＩＣＥの候補地が決定したとき

の知事の記者会見の記事を読ませていただきました。

これは、東海岸地域の振興を図ることによって、県

土の均衡ある発展を実現することが大きな理由では

なかったのかと。西高東低が原因ではなかったのか

と思いますが、その辺はどうでしょうか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 委員がおっ

しゃるとおり、県全体の均衡ある地域の発展という

ことから、この地区に選定されたと。これも一つの

大きな要因だと理解しています。

○新垣光栄委員 その大きな理由である西高東低の

原因として、どのようなことが考えられますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 いろいろな捉

え方があるかと思いますが、恩納村を中心にリゾー

トホテルが集積していて、観光客の多くがそこに集

中して滞在されていることが要因であると理解して

います。

○新垣光栄委員 私たち東海岸の地域住民や行政に

とっては、那覇広域都市計画の市街化調整区域等の

設定によって、当該地域の発展が規制されたことが

原因ではないかという考え方も一部にはあります。

そういうことも踏まえて、大型ＭＩＣＥ施設が中城

湾港マリンタウン地区に選定された一番の要因は、

西高東低で著しく均衡を欠いていることから、東海

岸地域の振興を図り―これは政策的に持ってきてい

ると思っています。政策的観点から、県土の均衡あ

る発展につなげていくことを考えていて、知事も代

表質問で述べていたとおり、ＭＩＣＥを東海岸に持っ

てきたと思っています。そこで、現在、文化観光ス

ポーツ部が取り組んでいる国との交渉は、もうそろ
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そろ限界に達しているのではないかと思っています。

そこで企画部長にお聞きます。企画部が今年度策定

する予定の第５次沖縄県国土利用計画の中で、東海

岸地域の方向性とＭＩＣＥを核とした周辺エリアに

おける良好な都市形成及び宿泊商業施設等の集積に

よる、にぎわいのあるまちづくりと称されている長

期ビジョン策定―その役割を担う企画部は、ＭＩＣ

Ｅを核とした広域的な将来の都市構造や都市機能を

示す東海岸全体の構想を持つべきではないのかと

思っています。そのことについて企画部はどのよう

に考えているのか、お伺いしたいと思います。

○川満誠一企画部長 県では平成24年６月に、沖縄

21世紀ビジョン基本計画と同時期に策定した沖縄県

総合交通体系基本計画というものがございます。こ

の中で大型ＭＩＣＥ施設の建設が予定されている中

城湾港マリンタウン地区を公共交通との結節点の

一つとして位置づけており、まちづくりと連携した

幹線道路網の整備や公共交通ネットワークの構築等

の施策を行うことについて明記しております。企画

部としては、文化観光スポーツ部や土木建築部等、

関係部局との調整を行いつつ、この基本計画に掲げ

た施策の推進に努めていく考えであります。

○新垣光栄委員 次に、土木建築部にお聞きします。

土木建築部が管轄する都市計画区域の整備、開発

及び保全方針で、東海岸地域において大型ＭＩＣＥ

を初めとするリゾートホテルやショッピング施設な

どの集積を図ることが記載されていますが、東海岸

地域のほとんどが市街化調整地域となっています。

ホテルやショッピング施設等の誘致を早急に進める

ためにはどのような施策が必要であるのか、そのお

考えがあればお聞きしたいと思います。

○宮城理土木建築部長 本会議の中でも御答弁申し

上げましたが、大型ＭＩＣＥ施設周辺のまちづくり

については、おおむね20年後の目指すべき都市の将

来像と、その実現に向けた施策展開の方向性を示し

た都市計画区域マスタープランと言われている都市

計画区域の整備、開発、保全の方針の中で、那覇広

域都市計画区域内についても定めております。その

中に東海岸地域についての具体的な記述があります。

大型ＭＩＣＥ施設整備を初め、海洋レジャー施設等

の整備による海洋性レクリエーション、ショッピン

グ施設などの集積を図り、観光リゾート拠点として

整備を促進するというＭＩＣＥを中心とした集積を

図るという方向性を示しております。その一方、御

質疑の中でもございましたように、線引きといいま

すか、区域・区分のお話もあると思います。区域・

区分についても県議会の中で御答弁申し上げました

が、この線引き自体が当該都市計画区域の規制市街

地に効率的、集中的に公共投資を行うということ。

また、無秩序な市街地の拡散、拡大は環境悪化にも

つながりますので、それを防止すると。こういう課

題解決を目的に定めるものでございます。土地利用

をどのようにコントロールするかということですの

で、この制度自体の活用の判断は、広域都市計画区

域が是か非かとは別に、単独の都市計画区域を選択

するということももちろんありますし、広域都市計

画区域の中でも線引きを選択しないという方法もご

ざいます。いずれにしても、現在の区域・区分を外

した場合、どのようにして土地利用をコントロール

していくのかを市町村ごとに定めていただかなけれ

ばいけません。これはまちづくりの主体である市町

村の考え方が最も重要だということです。その辺は

引き続き、市町村の計画的なまちづくりを支援する

という県の立場に変わりありませんので、市町村の

要望や相談に応じて、適切に対応していきたいと考

えております。

○新垣光栄委員 今の答弁の中で、市町村の自主性

に任せると言われました。県も一緒になっていくと

いうことで理解していますが、この線引き、各整備

の都市計画の変更に関しては、県が許認可権を持っ

ているということで理解していいですか。

○宮城理土木建築部長 都市計画区域を定めること

は、県の決定になります。当然のことながら、国と

の調整はありますが、沖縄県が都市計画の決定権者

でございます。市街化調整区域、市街化区域、この

区域・区分をどうするのかも、都市計画区域マスター

プランの中で定めていかなければいけません。これ

も県の決定ですので、その中で国と調整しながら決

めていくことになります。一方、先ほど来説明して

いますように、線引きを外した場合のスプロールを

初めとするさまざまな課題への対応を市町村がどの

ようにコントロールするのか。具体的に申し上げま

すと、特定用途制限地域という方法を用いて、一定

の用途を制限する方法もございます。現在、市街化

調整区域については一定程度の立地規制がかかって

いますから、当然ながらそれを外したときにいろい

ろなところにさまざまな施設ができていくことが想

定されます。それによって結果的に環境への負荷が

増大することもありますし、下水道や道路などのイ

ンフラ整備が求められるという状況もあります。市

町村がこれを全体的にどのように考えていくのかが

大事だということは、るる申し上げているところで
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ございます。

○新垣光栄委員 土木建築部長が申し上げたとおり、

無秩序な都市づくりになってはいけないということ

で、いろいろな規制がかかっていたり、いろいろな

政策が必要だと思います。しかし、このＭＩＣＥが

来ることによって、どうしても東海岸がそのような

現状にこれから追いやられるわけです。そうでなけ

れば無許可の開発が行われていきますので、それを

20年後に見据えるのではもう遅いと思います。ＭＩ

ＣＥが来るのであれば、それが建設される前提で、

東海岸地域の将来像を見据えて部署間で連携して動

かないと、どうしてもエリア的な開発、提案では内

閣府を説得する材料に欠けます。今、文化観光スポー

ツ部につくっていただいたエリアとしてのこのプラ

ンは本当にすばらしいと思います。それでも、周辺

地域における開発の構想が乏しいのです。この辺で

受入環境の整備がどうなっているのかということを

内閣府は指摘しているのではないかと思います。一

部署に任せるのではなくて、政策的に沖縄県は東海

岸にＭＩＣＥを誘致して、均衡ある沖縄県の発展を

促進していこうという考えがあるからこそ、文化観

光スポーツ部、土木建築部、そして企画部が一体と

なって進めていくという意思が見えれば、受け入れ

環境の整備に関してもっと精度の高い提案が出てく

ると思います。この辺は一体となって取り組んでい

ただくことをお願いします。

○当山勝利委員長 休憩いたします。

午後３時25分休憩

午後３時45分再開

○当山勝利委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 午前中の質疑の中で、県たばこ税

の2.1％減の理由について説明がありましたが、

３ページの県たばこ税と４ページの市町村たばこ税

県交付金との関係について教えてください。

○千早清一税務課長 市町村たばこ税は、卸売事業

者が各市町村の小売店に販売して、販売した本数に

応じて各市町村に申告、納税していただく制度になっ

ております。そういう意味で、消費地と税収の帰属

地が一定になるように制度がつくられています。た

だし例外的に、大手コンビニエンスストアのチェー

ン店の場合は、本社に一括して納めます。そうする

と市町村に実態とかけ離れた形で多額の市町村たば

こ税が入るという形になってきます。このため、そ

の乖離を是正するために平成16年度から交付金制度

が創設されております。その具体的な中身ですが、

成人１人当たりの市町村たばこ税の税収が全国平均

の２倍を超えた場合、その超えた額について翌年度、

県に交付していただくという形になっております。

○平良昭一委員 大変複雑な問題ですね。2.1％減と

いうことで、多分たばこを吸う方が少なくなってい

るということがありますが、これについては当初か

ら計算、予想できませんでしたか。

○千早清一税務課長 今年度、市町村たばこ税県交

付金を当初予算で見込んだ金額が１億9932万4000円。

今回の決算見込みで１億7844万1000円、率にして

89.5％となっております。現在、県に対して交付金

を交付していただいているのは那覇市だけです。今

年度の当初予算を見込む際に、昨年度、那覇市から

平成28年度における市たばこ税の税収見込みをいた

だきまして、それをもとに当初予算を組ませていた

だきました。減の要因としては実績額が下回ったと

いうことと、算定基礎数値が変わったこと。その算

定基礎となる人口については直近の国勢調査をもと

に算定する数値を定めるようになっていて、これが

去年までの平成22年度の国勢調査から最新のものと

なる平成27年度のデータになっております。

○平良昭一委員 同じ歳入でも、ゴルフ場利用税が

4.5％増で、これは観光が好調によるものだと思いま

す。ただし、県内のゴルファーは少なくなっている

ような状況です。これは外国人がかなり多くなって

いるということで理解していいですか。

○千早清一税務課長 内訳の詳細については把握し

ておりません。先ほどお答えしたように、観光入域

客数がふえたということが一つの要因であると思っ

ていますが、確実にその分がふえたというような調

査は行っておりません。

○平良昭一委員 このゴルフ場利用税の算定の方法

を教えてください。

○千早清一税務課長 各ゴルフ場の規模に応じて県

税条例で１級から５級までの等級で税率を設定する

ようになっております。それぞれのゴルフ場の等級

に応じた税率に利用人員を掛けてもらい納めていた

だく形になります。

○平良昭一委員 ゴルフ場は、いわゆるチャンピオ

ンコースだけなのか。それともショートコースとか

も入ってくるのか。また練習場も入ってきますか。

○千早清一税務課長 その部分については具体的に

規定されております。ホール数が18ホール以上で、

かつホールの平均距離が100メートル以上の施設。さ

らにホール数が９ホール以上で、かつホールの平均
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距離が150メートル以上の施設は、ゴルフ場利用税の

対象ゴルフ場という形で認定しております。いわゆ

るチャンピオンコースだからではなく、この規定に

合うものはゴルフ場利用税の対象となるゴルフ場と

いう形になります。

○平良昭一委員 このゴルフ場利用税については、

ずっと前から大変疑問に思っています。当初、ゴル

フ場利用税はぜいたく税だと言われてきた状況があ

ります。ゴルフ場の周辺整備費についてはゴルフを

する方々に負担していただこうということがこの税

制の趣旨だったと思います。そうであれば、私はこ

の税金は目的税であると認識していますが、配分す

るときに、県が３割、市町村が７割ですね。市町村

は一般財源としてこれを受け取るのですか。

○千早清一税務課長 委員がおっしゃるとおり、ゴ

ルフ場利用税の収入のうち７割をそれぞれの市町村

に交付しています。これは目的税ではなくて、基本

的には各市町村に一般税として交付しております。

これは各市町村の裁量によって使われているものと

認識しております。

○平良昭一委員 要するに、ゴルフ場の周辺整備を

しなさいという目的でつくられたものですから、当

然その整備に使わないといけないと思うのが私の理

論です。しかし、一般財源、例えば福祉の分野にも

使えるという状況があるわけですか。

○千早清一税務課長 おっしゃるとおりです。

○平良昭一委員 これは非課税の方々もいらっしゃ

いますね。それについてわかりますか。

○千早清一税務課長 これについては条例で規定し

ております。非課税になるのは18歳未満、それから

70歳以上の方。また、障害者や国体などの公式のゴ

ルフ競技の参加者が利用する場合。さらに学校が教

育活動として利用する場合です。その場合には引率

の先生の分という感じになるかと思います。この５点

については、申請によって非課税という取り扱いに

なっております。

○平良昭一委員 外国人はどうですか。

○千早清一税務課長 あくまで非課税としている分

については、先ほど申し上げた５点ですので、その

条件の中に外国人が含まれれば、当然、その条件で

非課税になりますが、外国人ということによって非

課税にはなりません。

○平良昭一委員 これは大変いいことだと思います。

外国からの観光客がかなり多くなってきていますが、

日本人からしか取れないのかと思っていました。

15ページ、鳥獣保護費です。これは慶良間という

ことですが、外来イノシシは県内にいるのですか。

○金城賢自然保護課長 沖縄にいるイノシシとして

はリュウキュウイノシシがいますが、今、慶良間に

はニホンイノシシがいます。ニホンイノシシは外来

種に位置づけられております。

○平良昭一委員 これは慶良間だけですか。それと

も沖縄本島内にもニホンイノシシがいるという調査

はやったことがありますか。

○金城賢自然保護課長 いろいろな調査をしていま

すが、沖縄本島の場合は、ニホンイノシシについて

はまだ少し断定できない部分もございます。ただし、

ニホンイノシシがいるかもしれないという専門家も

います。これについてはなかなか確定できない部分

があります。慶良間についてはリュウキュウイノシ

シはいなくて、ニホンイノシシだけがいます。これ

は外来種ですので、その駆除をしたいということで

す。

○平良昭一委員 これは新しい事業ですから、多分、

ニホンイノシシが出没するときには、そういうもの

を調査するわけですか。またほかのところも調査す

ることになるわけですか。

○金城賢自然保護課長 まず、慶良間で調査して、

この事業をしっかりと実施します。別途、県で外来

種対策事業等を行っていますので、その中で沖縄本

島やほかの離島等におけるイノシシ等への対策につ

いて検討していきたいと思っております。

○平良昭一委員 18ページ、母子福祉対策費のひと

り親家庭生活支援モデル事業について説明してくだ

さい。

○友利公子青少年・子ども家庭課長 本事業は、ひ

とり親家庭の生活の安定と、その子供の心身の健全

な発達等を支援するため、平成24年度から沖縄振興

特別推進交付金を活用して、民間アパート等を借り

上げて、住宅支援を中心に生活・就労・子育て・子

供への学習支援等の総合的な支援を行っております。

○平良昭一委員 これはいわゆる、ゆいはぁと事業

というものですか。

○友利公子青少年・子ども家庭課長 そのとおりで

ございます。

○平良昭一委員 となると、これは県内３カ所だっ

たと記憶していますが、これが減になることは大変

おかしなことだと思います。これは今でも足りない

事業だと言われているのです。かなり広い範囲の中

で作業をしている状況があります。現在、南部、中

部、北部の３カ所だと思いますが、これを減額する

理由は何ですか。
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○友利公子青少年・子ども家庭課長 今回、減額す

る理由は、平成29年度当初から、ゆいはぁと南部が

与那原。ゆいはぁと中部が北谷町。ゆいはぁと北部

が本部町ということで、県内３拠点体制で近隣町村

を含めた広域的な事業の展開を図ってきました。当

初、全ての拠点で30世帯に対する支援を行うという

ことで計画いたしました。しかし、実際には支援世

帯数が少なくなっているということがあり、主に利

用者のアパートの賃借料について執行残が見込まれ

ることから、今回、減額補正をすることになりまし

た。

○平良昭一委員 一度お伺いして、その内容を確認

したことがあります。北部の場合はかなりの広域に

なっていて、一部の地域、例えば今帰仁村までしか

手が伸ばせないと。全体をカバーするとなると、もっ

と必要な事業なのです。これは多分10年間という期

間が打たれているはずですが、それ以降も県は対応

していきたいと言っていました。事業を継続してい

く考え方はございますか。

○友利公子青少年・子ども家庭課長 この事業は、

一括交付金を利用しておりますので、期限があると

いうことになります。県ではこの事業を新たな母子

保護の方法として、国庫補助事業という形にできな

いかということで、平成26年度から九州各県と連携

して、母子福祉主管課長会議を通じて国に対して要

請しているところです。今後は母子家庭のニーズや、

市町村の取り組み状況も踏まえながら、将来的な構

想についても検討していきたいと考えております。

○平良昭一委員 10年間という期限ですから、これ

以上広げることは難しいのかもしれません。予算を

減額する理由は事務所１カ所当たりの対象地域が広

域過ぎるからです。その辺をもう少し丁寧にやって

いただければ、もっと助かる方々がいらっしゃると

思いますので、その辺を課題にしていただきたいと

思います。

36ページ、繰越明許費ですが、かなりの繰り越し

があります。前年比と主な繰り越し状況の説明をお

願いします。

○宮城嗣吉財政課長 一般会計における平成29年度

の繰越明許費計上額は、議決ベースで、764億9000万

円となっておりまして、前年度と比べ、248億5300万

円、率にして24.5％の減となっております。その特

徴としては、これまでの主な繰り越し要因の一つで

あった用地取得が、ここでは特別会計も含めており

ますが、約55億円、3.3％の減。それから設計調整の

おくれが約100億円、8.1％の減です。繰越額を減少

させる観点から用地取得難、入札不調や不落などに

対応するために、用地取得業務の一部を民間コンサ

ルタントへ委託する、また、積算に使用する資材単

価の調査回数をふやすなどの取り組みによる効果が

一定程度あらわれてきているかと思っております。

しかしながら、一定程度の繰り越しが生じている状

況ですので、引き続き、毎月の政策会議等を通して、

進捗の確認や課題対応策の検討という形で、全庁的

な対応として取り組んでいきたいと考えております。

○平良昭一委員 繰越明許費の主な理由は、用地取

得がかなり困難な状況であることなどかと思います

が、そこをどう圧縮していくかということが皆さん

の仕事だと思います。

14ページ、公共関与による産業廃棄物管理型最終

処分場について、名護市において、平成31年度供用

開始の予定である聞いておりますが、そうでしょう

か。

○松田了環境整備課長 平成31年度の供用開始を目

指して、現在、建設工事を進めているところです。

○平良昭一委員 当初、３カ所で工事を予定してい

ました。名護市以外に、浦添市伊奈武瀬、本部町。

たしか前々回の県議会でしたか、この１カ所でリサ

イクルが進んできて、十分に対応できるということ

がありましたが、今回の倉敷環境のような問題が出

てくると、新たにそういうものが浮上してくるよう

な気がしてならないのですが、いかがでしょうか。

○松田了環境整備課長 新しい最終処分場につきま

しては、倉敷環境の後続の会社を設置するという計

画がございます。これについては現在、審査中でご

ざいます。それとあわせて県の公共関与による最終

処分場を建設することによって、安定的な産業廃棄

物の処理体制を構築してまいりたいと考えておりま

す。

○平良昭一委員 名護市につくるものは、耐用年数

といいますか、何年ぐらいの搬入を予定しています

か。

○松田了環境整備課長 埋め立て容量は９万立方

メートルで、埋め立て年数は15年を予定しています。

○平良昭一委員 要するに15年は十分対応できると

いうことで、さらにリサイクルの方法によっては、

もっと長くもつというような説明でもあったように

記憶しています。そういう理解でよろしいですか。

○松田了環境整備課長 県としては建設により、安

定的な最終処分の体制を構築しつつ、引き続き、産

業廃棄物の把握に努めてまいりたいと考えています。

○当山勝利委員長 新垣清涼委員。
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○新垣清涼委員 15ページ、緑化推進費について、

その事業内容と当初予算、減額理由の説明をお願い

します。

○安里修環境再生課長 今回の補正予算につきまし

ては、緑化推進費のうち環境配慮型による緑化木保

全対策事業に係るものでございます。当該事業は県

内の沿道、公園や公共施設等のデイゴやホウオウボ

ク等の緑化木を病害虫から保全するため、薬剤注入

による防除対策を実施するほか、新たな防除対策の

確立を行うものであります。補正の主な理由としま

しては、補助事業の要望があった21市町村のうち、

６市町村の未実施及び申請数量の減による不用。ま

た事務補助者の雇用期間の減による報償費の減、並

びに備品購入費の入札残が見込まれたことから減額

補正を行うものであります。事業の概要としては、

デイゴヒメコバチ防除のための薬剤注入、デイゴヒ

メゴバチの天敵昆虫の外部有識者による検討及び増

殖、デイゴの軟腐症状の解明及び防除対策の確立に

必要な調査研究。またホウオウボク等の害虫の防除

対策の確立に必要な調査研究となっております。

○新垣清涼委員 デイゴは県花でしょうか。かなり

あちこちで枯れています。今は名前が変わったデイ

ゴ通りが存在した宜野湾市もデイゴがかなり少なく

なってしまって、わずかに私が住んでいる喜友名地

域に五、六本ぐらい残っています。そういう意味で

は、県花ですのでしっかりと対策をとっていただき

たいということです。

あと一つ、松の保護のために、基地内の松くい虫

の駆除についてはどうなっていますか。

○安里修環境再生課長 まず、現在のデイゴの被害

の実態についてお答えいたします。2005年に石垣市

で初めてデイゴヒメコバチという外来の害虫が発生

したことが確認されています。それが蔓延して、デ

イゴに虫こぶなどがつきまして、花が咲かない、ま

たは枯れてくるという状況がございます。ちなみに、

2002年の資料によりますと、沖縄本島で約55％程度

のデイゴが開花していたということですが、2014年

に調べたところ、それが約7.5％まで減少したと。そ

して、本数についても15％程度枯死したという報告

があります。私どもとしては、今、デイゴに樹幹注

入という薬剤の注入を行いまして、デイゴの葉を食

害し、デイゴを枯らす原因となるデイゴヒメゴバチ

の防除に努めているところでございます。

松くい虫関係につきましては環境部で所管してお

りませんので、お答えできません。

○崎洋一森林管理課長 軍用地内につきましては、

沖縄森林管理署、それから沖縄防衛局及び米軍が実

施主体となって防除対策を実施しているところです。

県内における松くい虫の被害、蔓延防止については

今後も、協力を依頼していく予定でございます。

○新垣清涼委員 リュウキュウマツも沖縄県内では

緑化木としてかなり景観をよくする樹種になってい

ます。ぜひ、ここは沖縄防衛局、米軍にも協力を求

めて、その対策をとっていただくことを希望します。

次に、12ページ、普天間高校の用地取得ですが、

これについてはかなり厳しい状況にあると。私もＯＢ

として非常に気になっています。当初は、用地取得

に補助がもらえないという話で、県としてはできな

いという話でしたね。それから取り組むことになっ

た経緯について説明をお願いできませんか。

○平敷昭人教育長 当初、普天間高校は、学校の敷

地や校舎自体が基準面積を満たしており、校舎が老

朽化している部分については改築できますが、そう

ではない部分は、補助制度上、その対象になりませ

んと。別の場所に移転整備するということは、現行

制度を踏まえると考えられないということがありま

した。ただし、現状として、校舎が住宅地の中にあっ

て、部活動をやるにしてもボールが飛び込んだり、

体育館の横の住宅から音がうるさいという話があっ

て、その対策として遮音カーテンをつけたりと、い

ろいろなことをやっていたわけです。そういった中

で、ＯＢや地域から西普天間地区に移転整備ができ

ないか、良好な環境に移転整備できないかという声

が出てきたわけです。そして、１万7000名の署名も

出てきたということで、現行制度でできない状況下

でどうするかということで、いろいろとやっていく

中で、跡地利用という形で理屈づけをして、西普天

間地区に移る場合に、国庫補助が使える理屈が何と

かできないかということがありました。国からのい

ろいろなアドバイスや、知事からも跡地利用の観点

から前向きに検討すべきではないかという話があり

ました。宜野湾市議会からの意見書も出されました

が、そういう中で、跡地利用の先行モデルとして取

り組んでいこうということになりました。

○新垣清涼委員 跡地利用という名目で移転を検討

しようというときに、西普天間地区を琉球大学附属

病院の用地として、国と宜野湾市が一生懸命取り組

んでいます。宜野湾市が既に囲い込んでいる土地の

面積については調査していますか。

○立津さとみ企画部参事 琉球大学医学部及び同附

属病院の用地に関しては、約16ヘクタールが先行取

得されていると伺っております。
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○新垣清涼委員 皆さんが普天間高校のために用地

を取得しようという、あるいはそこに移すことを検

討したときに、用地が残っていたのかが非常に疑問

なのです。私が知る範囲では、そこの地権者のうち、

半分以上の人たちが自分で使いたいと。返還される

土地は自分たちで使いたいという地主が多くて、売

りたいという地主は少なかったのです。それを琉球

大学附属病院の用地のために、国と宜野湾市が一生

懸命、先に押さえていると。その後で、県教育委員

会は跡地利用という形で進めたらどうかということ

で、宜野湾市議会も要請して、私もＯＢとして要請

に行ったのですが、そのときには、既に土地はなかっ

たのではないかと。ですから、空き地といいますか、

まずはそのための用地があって、その計画をされた

のか、そこが少し気になっていますが、どうなので

しょうか。

○立津さとみ企画部参事 用地につきましては、

20ヘクタール余りの中で、国庫補助による用地の取

得を目指したいということで取り組んできたところ

でございます。

○新垣清涼委員 今、かなり厳しい状況になってい

ますね。企画部長は、普天間高校の現状を理解して

もらって、何とかできないかという話もされている

ようです。しかし、そういう厳しい状況であれば、

ここは一旦立ちどまって、もう一度検討してみたら

どうですか。

○川満誠一企画部長 確かに容易ではありませんが、

まだ可能性がなくなったわけではございませんので、

万策を尽くして努力してまいりたいと思います。

○新垣清涼委員 ＭＩＣＥの件に移ります。先ほど、

自民党の委員から見込みのないものを計上するやり

方はどうかという質疑がありました。普天間高校の

問題もそうですが、厳しいということであれば、そ

こは一旦立ちどまって、いろいろな整備ができるま

で、少し待つことが必要なのかと。ＭＩＣＥについ

て、文化観光スポーツ部長は一生懸命に答弁されて

います。しかし、見込みがないものを計上するやり

方に指摘があったものですから、見込みがないとい

うニュアンスのものが、国からあったのかどうか伺

います。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 先の国会でも、

前沖縄担当大臣は、時期尚早というお話をされてい

ました。しかし、それはだめということではなく、

そもそもＭＩＣＥの建設自体は認めていただいてい

て、平成24年度から暫時、一括交付金を使って、基

本計画や基本構想を実施してまいりましたので、我

々としては、きちんと説明を尽くして交付決定に向

けて努力していきたいと思っています。

○新垣清涼委員 この事業は、国の予算を当てにす

るという言い方は少し語弊があるのかもしれません

が、どうしても国の予算をお願いしてやらなくては

いけない。しかし、幾ら説明しても、説明をし尽く

してもなかなか理解が得られないものは、やはり立

ちどまって、別の方法を考えることが必要ではない

かと思っています。

○当山勝利委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 説明資料の17ページです。

児童健全育成費で放課後児童クラブの予算が、

１億2000万円近く補正減となっています。事業の概

要と減額の理由を教えてください。

○大城清二子育て支援課長 放課後児童クラブ支援

事業の概要については、公的施設移行のための施設

整備の支援、公的施設へ移行する間にかかる民間児

童クラブの家賃補助、それから公的施設移行が困難

な放課後児童クラブに対して改修に必要な経費を支

援するといった内容になっています。今回の補正減

の理由は、公的施設移行を予定していた施設のうち

５カ所が学校等関係機関との調整に時間を要し、今

年度の事業実施が困難となったことから、その予算

が不用になっています。ただし、この５施設のうち

４施設につきましては、平成30年度に新たに事業を

実施する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 今、保育園の待機児童問題は、全

県的に見ても、どこでも取り組んでいて、一定の前

進があると思います。一方で、学童保育へのニーズ

がすごく高まっている中で、これからも重要な事業

になると思います。改めてお聞きします。今、公的

施設、学校の施設の中に学童の専用施設をつくると

いう事業で、その５カ所ができなかったことにもな

ると思いますが、沖縄県内の学校、公的施設の中に

ある学童保育については、全国と比較するとどういっ

た感じになっていますか。

○大城清二子育て支援課長 平成29年５月１日現在

の厚生労働省の調査結果でございますが、全国では

平成29年に公的施設を活用した施設の割合が85.0％。

これに対して沖縄県は、37.2％となっています。

○比嘉瑞己委員 圧倒的に少ないのです。保護者か

らすれば、学校の中にあったほうがとても安全で、

これは皆さんが望んでいることだと思います。でも

37％ということは、少し前よりは大分ふえてきてい

る、少しずつ伸びてきていると思います。公的施設

の考え方の中に、空き教室を利用するという方法も
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あると思います。学校が使っていない空き教室を使

うことすら学校側と折り合いがつかなくて、なかな

か実現していないという自治体も多いみたいです。

なぜ、学校側は空き教室を学童に提供することに難

色を示すのか、その理由についてわかりますか。

○大城清二子育て支援課長 去る２月に、公的施設

移行の放課後児童クラブの設置促進に関するシンポ

ジウムを開催して、小学校の校長もシンポジウムの

パネラーとして参加していただきました。そのとき

のお話として、まず１点目として、将来的に空き教

室を少人数学級や特別支援学級などといった何らか

の形での利用が出てくる可能性があるということ。

２点目としては、事故が発生した場合の責任の所在

が不明確であり、不安であるということで、なかな

かそういったクラブの設置については、困難な部分

があるということがありました。

○比嘉瑞己委員 学校側の言い分ももっともだと思

います。私も市議会議員のときに、この問題に取り

組んだことがあります。空き教室がたくさんあるか

ら、そこを学童に使わせてくれということについて

最初は目を向けていたのですが、それよりも校長先

生たちにとっても、空き教室ではなく学童の専用施

設をつくったほうが学校側も安心ですし、学童保育

の皆さんも大喜びです。そういった意味で、学校の

中に施設をつくることを提案してきました。当初は

財源の問題もあって、なかなか進まなかったのです

が、学校の建てかえや改築の際には、こういったこ

とを検討していくことを提案して、那覇市が始めた

ことがありました。それで少しずつふえてきている

と聞いているのですが、その状況をつかんでいるの

であれば説明をお願いします。

○大城清二子育て支援課長 学校の空き教室、それ

から、学校敷地内の専用施設を活用した放課後児童

クラブの設置につきましては、一括交付金を活用し

て平成24年度から実施しております。沖縄県全体に

ついて平成24年度と比較してみると、平成29年５月

１日時点で、23クラブ増加して44クラブになってい

ます。また、委員からお話がありました那覇市につ

いては、平成24年度と比較すると６クラブ増加して、

平成29年５月１日現在で19クラブになっています。

○比嘉瑞己委員 こういった形で徐々にふやしてい

けば、中長期的には、ほとんどの学校の中に学童ク

ラブができることになると思います。そういった意

味で、今回は５クラブができなかったということで

補正減になっていますが、この事業はこれからも大

切になってくると思います。

先ほどの答弁の中で、施設整備でもいろいろな種

類があると。空き教室を改造する際にも使えるわけ

ですが、それよりも思い切って、学童専用施設をつ

くるところに政策的に誘導していく仕組みが必要だ

と思います。ですから、その部分について、もっと

補助の金額を上げるとかを検討すべきだと思います。

今後の見通しはどうでしょう。

○大城清二子育て支援課長 委員の御質疑のとおり、

市町村からも公的施設を活用した放課後児童クラブ

の補助単価の拡充についての要望や御意見等もござ

います。それを受けて、県では、平成30年度の予算

におきまして、単体施設の整備に係る補助基準額を、

これまでの3000万円から4000万円に拡充したところ

です。それから公的施設移行の促進を図るために、

これまでも委託事業でコーディネーターを配置して、

取り組みを進めてまいりました。その結果、新たに

４市町村で事業を実施するということで、平成30年

度当初予算では、11市町村で委託設計を含めて21事

業の実施を予定しているところです。

○比嘉瑞己委員 18ページ、潜在保育士の再就職準

備貸付金が補正増になりました。先ほど亀濱委員の

質疑に対する答弁の中でも、貸し付けるお金が倍に

なったということで、これはうれしいことだと思い

ます。この事業ですが、潜在保育士の再就職につい

て、県の目標と実績はどうなっているのか、お聞か

せください。

○大城清二子育て支援課長 この潜在保育士を対象

とした貸付事業につきましては、平成28年度から平

成30年度までの３カ年の事業として取り組んでいる

ところです。各単年度、それぞれ232名を貸付目標と

して実施しているところです。平成29年度の３月１日

現在の実績は、126名の方に対して貸し付け決定を

行っている状況です。

○比嘉瑞己委員 今、保育士不足が待機児童の大き

な原因になっています。この126人の方が手を挙げて、

再就職したいと言っていますが、この人たちについ

て、何か特徴的なことはわかりますか。それについ

て分析していますか。

○大城清二子育て支援課長 この就職準備金の貸付

事業の要件としては、まず、離職して１年以上経過

した後に復職する保育士の方。それから、保育士養

成校等を卒業して一度も保育現場で仕事をしたこと

がない方については、空白期間等に関係なく就職し

た場合には、貸し付けの対象になっています。県で

は126名に貸し付けを行いましたが、そのうち97名、

約77％の方が離職後１年以上経過して復職した方と
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なっております。

○比嘉瑞己委員 県内の潜在保育士は何人ぐらいい

らっしゃいますか。

○大城清二子育て支援課長 平成29年４月１日現在、

約１万1000人ほどであると推計しております。

○比嘉瑞己委員 １万人以上の方が資格を持ってい

るが、保育の現場にいないと。ほかの仕事をやって

いるのかもしれないのですが、その中でどうやって

掘り起こしていけるのかということが課題だと思い

ます。この貸付金も大変有意義だと思いますが、そ

れぞれの保育現場では、こういった人材が欲しいと

いうこともあるだろうし、潜在保育士の皆さんにとっ

て、こういった環境が欲しいというニーズがあると

思います。皆さんは、その双方の声を聞いています

か。

○大城清二子育て支援課長 潜在保育士を見ると、

20代の潜在保育士の多くは正規職員としての採用を

希望している方が多いと。また、30代以上の潜在保

育士は、パート勤務を希望している方が多いという

状況です。その一方で、保育所側の求人内容は、臨

時職員、フルタイムでの採用を希望する保育所が多

い状況です。

○比嘉瑞己委員 やはり少しずつずれがあると思い

ます。互いのニーズを合致させるという意味では、

この貸付金も一つの手だてですし、皆さんも正規雇

用化に向けていろいろな事業をやっていると思いま

す。

今、潜在保育士の皆さんに対して、合同の説明会

も行っていると聞きましたが、参加人数はどういっ

た状況でしょうか。

○大城清二子育て支援課長 平成29年度の合同就職

説明会の参加人数は214名となっています。当初は、

10月下旬に予定していたのですが、台風の襲来で２週

間ほど延期した関係などで、周知等が少し不足した

部分があったのではないかと考えています。

○比嘉瑞己委員 まだ潜在保育士が１万人以上いる

中で、貸付金も100名前後で、説明会を開いてもそう

いった状況であるということを聞くと、潜在保育士

の皆さんに県の施策がまだまだ届いていないという

気がします。どれも待ちの姿勢なのだと思うのです。

保育所に掲示したり、いろいろな努力をしていると

思います。しかし、潜在保育士の皆さんに直接、県

はこういう事業をやっていて、皆さんを待っている

のだということをもっと伝えることが必要だと思い

ます。皆さんは潜在保育士の数も把握しているわけ

ですから、その方たちがどこにいて、例えば、住所

までわかるのであれば、こうした貸付事業の案内や

潜在保育士の皆さん向けの情報などを直接郵送で

送ったりする取り組みが必要だと思います。この点

についてはどうでしょうか。

○大城清二子育て支援課長 直接、県から潜在保育

士の方にいろいろな情報を届けたほうがよいのでは

ないかという御提案でございますが、現在、県が持っ

ている保育士の情報につきましては、保育士資格を

取得した時点、登録時の情報でございます。その後、

結婚で名前が変わる。それから引っ越しや移転で住

所が変わるということもございます。県といたしま

しては、市町村に県が保有している情報を提供して、

市町村で住基ネットとの突合等をしていただいて、

潜在保育士の方に情報を届けるような形が望ましい

のではないかということで取り組んでいます。平成

29年度から、そういった市町村への働きかけについ

て取り組んでいるところです。現時点で19市町村に

対して約１万3000人分の保育士の情報を提供してい

ます。また、情報提供を受けた市町村から直接、潜

在保育士の方に当該情報を提供したところ、保育所

への復職に結びついた事例もあると聞いています。

○比嘉瑞己委員 まずは、アンケートという形でも

いいと思います。そうすればいろいろな実態がわかっ

てくると思います。

続いて、37ページの繰越明許費について伺います。

災害復旧費の中に、漁港の漁場災害復旧工事があ

ります。これは渡名喜村での沖防波堤の件が含まれ

ていると思います。一般質問で質問しましたが、再

質問しそびれたので、お伺いします。一般質問での

答弁では、冬の季節風の影響でおくれたという理由

だったかと思いますが、そもそもこの災害復旧工事

はいつの台風が原因の復旧工事なのか。当初の予定

ではいつごろ終わる予定だったのか。そして現在、

繰り越ししているが。これがいつ終わるのか、お聞

かせください。

○島袋均漁港漁場課長 災害復旧費の中の農林水産

施設災害復旧費の２億5341万7000円の中で、漁港漁

場災害復旧事業費に係る繰り越しについては、１億

270万円となっています。これにつきましては、平成

27年８月の台風15号により被災した渡名喜漁港の第

２沖防波堤工事、これは災害復旧工事のおくれによ

るものでございます。当初、年明け１月に災害査定

を終わりまして、内示が２月ごろで、平成28年５月

に着工しており、工期が平成29年３月までの予定で

工事を進めてきたところです。当該工事箇所につき

ましては、波の影響を受けることから、冬場の11月
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以降は冬季風浪により海場作業が行えないというこ

とで、去年の11月以降から工事を一時中止しており

ます。それに伴って工事の繰り越しが余儀なくされ

たということでございます。

○比嘉瑞己委員 私も実際現場に行きましたところ、

確かに季節風の影響もあるのですが、それ以外に渡

名喜漁港の４キロメートル先に米軍の射爆撃場があ

るのです。そこの米軍演習の影響によって工事がで

きない日もあると聞きました。この米軍演習絡みで

工事ができなかったのは何日ありますか。

○島袋均漁港漁場課長 委員御指摘のように、渡名

喜漁港の第２沖防波堤の工事箇所は、出砂島米軍射

撃演習区域内にございます。それと先ほど申し上げ

た、台風や冬季風浪の影響を受けやすいことで、工

事の進捗がおくれている状況です。昨年４月から11月

までの期間で工事が中止となった日数は、米軍の射

爆演習の影響で35日、波浪の影響で148日、合計183日

となっています。実際、工事期間中につきましては、

毎週、月・木の週２回、工事の進捗に合わせて射爆

演習の中止期間等について、米軍と協議を行ってお

ります。工事が再開する際には、米軍と連絡を密に

して、復旧工事の早期完成を目指していきたいと考

えております。

○比嘉瑞己委員 農林水産部長にお聞きします。皆

さんから米軍に申し入れても、昨年は10日間ぐらい

工事をとめられたと聞いています。ここは、ただで

さえ風の影響で工事がしにくい場所なのです。その

35日間があれば、集中してもっと早く終われたと思

います。災害復旧工事よりも米軍演習が優先される

状況はやはりおかしいと思いますので、今回、繰り

越しになりましたが、早期に完成できるように米軍

に強く申し入れるべきだと思います。

○島尻勝広農林水産部長 私も渡名喜村に現場を見

せていただきました。そこは漁港だけではなく生活

港にもなっています。やはり島民の公共交通機能と

しても非常に重要であるということで、早速、米軍

に１週間ないし10日の工事についても調整しても

らっていると聞いております。ただし、11月からは

冬季風浪のために工事が中断しておりますが、災害

復旧工事については、やはり早目に工事を終えない

と、次の工事もありますから、この辺については、

米軍関係や地元と引き続き調整しながら、できるだ

け早目に災害復旧工事を行っていきたいと考えてお

ります。

○当山勝利委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に５ページ、国民健康保険の

基金補助金ですが、これは来年度の制度変更で安定

化基金をつくるものと言われました。これは来年度

だけのものでしょうか。その後、継続的に基金の積

み増しとかは予定されているのでしょうか。

○名城政広国民健康保険課長 沖縄県国民健康保険

財政安定化基金につきましては、持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律が平成27年５月に成立しまして、それ

により平成30年度から都道府県に設置することにな

りました。当該基金は、平成30年度前に創設するこ

とが可能となっており、改正法の施行に備えて、平

成27年度から平成29年度までの間、国が基金造成資

金を交付する予定であることから、当該交付金を基

金に積み立てることになっています。

○西銘純恵委員 入るのかということを聞いている

のですが。

○名城政広国民健康保険課長 平成29年度までとい

うことでしたが、平成30年度まで残りの分が全国ベー

スで300億円。沖縄県は２億4000万円ほど入る予定と

なっています。

○西銘純恵委員 といいますと、新年度予算には２億

4000万円が基金補助金で入るということで、30億円

弱ですか。それで、この基金を使って財政安定化を

図ると言いますが、この基金の使用目的、市町村と

の関係についてはどうなりますか。

○名城政広国民健康保険課長 この基金は、国民健

康保険の財政の安定化を図るため、予期せぬ給付増

や保険料の収納不足により財源不足となった場合に

備えて、一般財源からの財政補塡等を行う必要がな

いよう、都道府県及び市町村に対して貸付交付を行

うことができるようにするために設置するものです。

○西銘純恵委員 どういうときに交付されるのです

か。

○名城政広国民健康保険課長 この基金は、改正国

保法により使途が決まっております。まず、市町村

で予期せぬ保険料の収納不足が生じた場合、それか

ら県での予期せぬ医療費の給付増の場合に限られて

おり、この予期せぬ事態が生じた場合には貸し付け

か交付いずれかの方法により充てることになってお

ります。スケジュールについては、保険料必要額に

対して保険料収納額が不足する市町村に対して、そ

の不足する額を基礎として、政令で定めるところに

より、算定した額の範囲内で貸し付けるものでござ

います。また、交付事業につきましては、保険料収

納額が保険料必要額に不足することにつき、災害、

景気変動等の特別の事情があると認められる市町村
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に対して、その不足する額を基礎として政令で定め

るところにより、算定した額の２分の１の範囲内で

交付するものとなっております。

○西銘純恵委員 次年度からは、県が主体になると

いうことですが、やはり市町村は保険料そのものが

結構厳しい状況で、現行の保険料を上げることはで

きないと思います。ですから、医療給付がきちんと

機能できるようにやっていただくことを要望します。

次に、社会福祉諸費の事業の説明をお願いします。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 介護福祉士等

修学資金貸付事業は、介護福祉士指定養成施設等に

在学し、介護福祉士及び社会福祉士の資格取得を目

指す学生に対する就学資金等の貸し付けを行うこと

で、その就学を容易にし、質の高い福祉人材の育成

及び確保を図るものであります。国の２月補正予算

において、国内での介護人材の確保を加速化するた

めの予算が措置されたことから、これを受け、当該

事業の実施主体である沖縄県社会福祉協議会におけ

る、貸付原資の積み増しのため補正予算を計上する

ものです。

○西銘純恵委員 この事業は、介護福祉士、社会福

祉士の養成で県民からはとても重宝されていると思

います。この事業が開始されて、何名の方が実際に

これを使って就業されましたか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 平成21年度か

ら本事業が開始され、これまでに介護福祉士就学資

金の貸し付けを受けた203名のうち152名が介護福祉

士の資格を取得し、社会福祉士就学資金の貸し付け

を受けた48名のうち38名が社会福祉士の資格を取得

しております。

○西銘純恵委員 これは貸付事業ですから、就労す

るという条件があって、就労すれば返済は要らない、

給付に変わるということですが、給付に変わった皆

さんは、この人数のうち何名いますか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 介護福祉士が

131名、社会福祉士が30名となっております。

○西銘純恵委員 １億円余りの増額補正ということ

ですが、対象人数はどれくらいですか。予定してい

る人数があると思うのですが、実際は計画人数から

―今、131名、30名と言いましたが、予定どおり給付

型に変わったということでしょうか。それとも、貸

し付けに至らなかったこともあるのですか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 御質疑のこと

については、おおむね実施されているものと認識し

ております。

○西銘純恵委員 平成21年から203名が貸し付けを受

けて、131名が就労して給付ということになったとい

うことで、思ったよりも別の職種に行かれたという

ことですが、この事業において１人当たりの実際の

給付金額は、給付に至ったときにどれくらいになる

のでしょうか。１人当たりの総額は幾らくらいでしょ

うか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 介護福祉士が

１人当たり168万円で、社会福祉士が１人当たり100万

円となっております。

○西銘純恵委員 介護福祉士の資格を取得した方が

ほかの職種についたということも結構あるかと。介

護福祉士にならなかったということであれば、目指

していたものと何か実際に給付を受けて働いたが、

そうではなかったと、別の職業をということがあっ

たのでしょうか。それについて追跡調査とかは行っ

ていますか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 追跡調査は

行っておりません。

○西銘純恵委員 １億円積み増すことで、次年度以

降に貸し付けの対象となる人数はどれくらいでしょ

うか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 今回の補正額

により、就学資金等を貸し付ける人数については、

過去の実績から算定し、合計280人を予定しておりま

す。

○西銘純恵委員 社会福祉施設整備費は１億7000万

円余りの増額になっていますが、その事業について

説明してください。また施設整備ということですが、

どちらに何カ所整備する予定でしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 最初に事業の内容を御説

明いたします。これは社会福祉法人等が行うグルー

プホーム等の障害者福祉施設等の整備に要する経費

の一部を補助することにより、施設利用者等の福祉

の向上を図ることを目的としている事業です。今回

の１億7991万3000円の補正の理由ですが、２月の国

の補正予算を受けて、平成30年度に予定していた事

業を前倒しして執行するもので、グループホーム５カ

所の整備を予定しています。

○西銘純恵委員 具体的に今の整備予定の内容、場

所や人数とかも説明していただけますか。

○與那嶺武障害福祉課長 グループホームについて

は、中部地区で２カ所、名護で１カ所、沖縄市で１カ

所、うるま市で１カ所だったと思います。

○西銘純恵委員 入所人数、そしてこの入所をした

いと希望される皆さんとの関係において、充足の状

況についてはどのようになっていますか。
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○與那嶺武障害福祉課長 現在、このグループホー

ムの定員でいきますと、今回の補正予算で整備する

ことによって、その定員が30名増になります。

○西銘純恵委員 平均で１カ所当たり６名の増員に

なるということでよろしいのでしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 平均といいますか、それ

ぞれのグループホームの規模によって異なっており

ます。平均で10名ずつというよりも、例えば12名増

加するというところもあれば、６名の定員が増加す

るところもあるということで、そのグループホーム

の規模によって若干差があるという状況になってお

ります。

○西銘純恵委員 先ほども聞いたのですが、実際に

障害者の皆さんはもっと施設を要望していることも

あると思うのです。今の定員増の説明については、

既存施設の定員増ということで受けとめるのですが、

新たにそのような別の場所にという計画はあるので

しょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 現在のところ、県に申請

といいますか、グループホームの新たな創設という

ものは、今回予定しているグループホームになりま

す。それぞれグループホームの新設等については、

各事業所等からの申請受付などを行いますので、そ

の中で実際に何カ所のグループホームの申請が新た

に上がってくるかということが判明してくるものと

考えております。

○西銘純恵委員 そういうものは、全県的に、地域

の偏在なく、つくっていくという努力が必要だと思

います。やはり県が市町村や施設関係者に対して働

きかけをしなければふえないだろうと思います。そ

こら辺についてはぜひ力を入れていただくことを要

望します。

次に、教職員給与費が17億円余りの増になってい

ますが、これは例年と比較してどうなのでしょうか。

○古堅圭一学校人事課長 教職員に係る給与費の補

正予算については、例年、２月定例会で提案してお

りますが、具体的に昨年度の予算額については、今、

手元にありませんのでお答えできません。

○西銘純恵委員 少人数学級で、50人ぐらいの先生

を１年間雇用して、３億円という見込みを話されま

したね。17億円ということは、それなりの人数とい

うことが考えられます。小学校、中学校、高校、特

別支援学校の内訳で、この給与費がふえる内容を説

明していただけますか。

○古堅圭一学校人事課長 今回、提案いたしました

給与費につきましては、まず給与勧告に伴う職員の

人件費の引き上げ、それから人員増についてです。

校種別に見てみますと、小学校が７億4626万5000円、

中学校が６億4091万 2000円、高等学校が9438万

7000円、特別支援学校が３億2886万6000円というこ

とになっております。

○西銘純恵委員 人事委員会の勧告―人勧による引

き上げとは分けてお答えください。

○古堅圭一学校人事課長 人事委員会の給与勧告に

基づく影響額については、小学校、中学校、高校、

特別支援学校、それぞれ額が違います。給料、職員

手当、共済費の合計で、小学校が３億2100万円余り、

中学校が１億9300万円余り、高等学校が２億1700万

円余り、特別支援学校が9230万円余りということで、

トータル８億2400万円余りになっています。

○西銘純恵委員 人勧で８億円、残り10億円近くは

別の関係ということで、先ほど高校が9438万円と説

明されたと思いますが、そのうち２億円余りが人勧

のということは、聞き間違いではないのかと思いま

すが、いかがですか。

○古堅圭一学校人事課長 先ほど高等学校で9400万

円余りの内訳となっていることを御説明いたしまし

たが、高等学校の人件費につきましては、人員増に

係る影響額として7700万円余りの減となっています

ので、トータルで見ると高等学校で9438万7000円の

増にとどまるということです。

○西銘純恵委員 高等学校は、教師が減ったという

ことで理解してよいのですか。

○古堅圭一学校人事課長 高等学校は、12名の人員

減ということになります。

○西銘純恵委員 人勧以外の額は、小学校が３億円

余り、中学校では４億円余りになりますね。それに

ついては、何か新たな要素があったのでしょうか。

○古堅圭一学校人事課長 補正増の要因について、

人員の増ということでありますが、これは基本的に

特別支援学級の増加に伴うものです。校種別で申し

上げますと、小学校で当初580学級が702学級で、122学

級の増となっております。それから中学校におきま

しては、238学級が271学級ということで、33学級の

増になっております。

○西銘純恵委員 学級増とは、５月１日ですか。当

初でわかるのですね。それが補正でということになっ

ていますが、実際、この特別支援学級はとても大事

な学級だと思います。去年少し教育長とやりとりし

たのですが、特別支援学級の先生が病休で復帰でき

なくて先生がいない状態になっているとかという実

態が、教育現場の大事なところであるわけです。特
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別支援学級については、標準法の中の定数としてき

ちんとあるのか、本県はどうなっているのか、お尋

ねします。

○古堅圭一学校人事課長 特別支援学級につきまし

ても、いわゆる標準法、法令の範囲内で措置してい

ます。

○西銘純恵委員 そうなると、給与費そのものは正

規職員、つまり本務ということで採用していいとい

うことになるのですか。

○古堅圭一学校人事課長 今回の補正増の要因は、

特別支援学級の増加によるものという御説明をいた

しました。基本的に各年度４月の児童生徒数に応じ

まして、その時点での教職員を適正に算出して配置

しておりますが、その後、例えば県外から転入して

くる児童生徒がいらっしゃる場合。また平成28年度

から特別支援学級の設置要件の下限を撤廃したこと

によって、対象児童がお一人の場合であっても特別

支援学級が設置できるというような取り組みを行っ

ている関係から、特別支援学級の増加があるという

ことです。

○西銘純恵委員 下限撤廃はずっと望まれていたこ

とでいいことなのです。県の努力をとても評価しま

す。でも、やはり本務として、きちんと教師が配置

されないと、臨時的任用の方とかが育休とかいろい

ろなことで休職した場合に、なかなか代替を探すこ

とができないこともあります。少なくとも本務にす

れば定着といいますか、違ってくるかと思います。

ですから教師の多忙化の話をきのうもやりましたが、

そこら辺をきちんと国で、文部科学省予算をきちん

と充てて本務にしていくということで、やはり支援

学級がふえる状況においては必要なことではないか

と思いますが、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 本務化といいますか、定数のお

話ですが、文部科学省では標準法の加配でやってい

たものを義務教育法の本則に基本的に持っていこう

ということで、たしか10年計画で本則化にもってい

こうという動きがございます。それと、沖縄県とし

ては本務の比率を上げるために、現在、採用人数を

ふやしています。新採用の教職員には、初任者研修

とかいろいろなものがございます。そうすると、小

規模学校にはなかなか配置できないということがご

ざいまして、２学級以上、指導教官が配置できる学

校という形でやりますと、どうしても受け入れの人

数の制約がございます。そういった中で、特別支援

学級やいろいろな増要因がありますので、分母がふ

えていく中では、なかなか本務率が上がっていかな

い状況がございます。ただ、そういった中でも、や

はり教育の質の向上という意味では、本務の比率を

上げていくということに、引き続き努めてまいりた

いと考えています。

○当山勝利委員長 上原章委員。

○上原章委員 保育対策事業費についてお伺いしま

す。まず、安心こども基金事業で、今回、約６億円

の減になっていますが、この事業の中身を教えても

らえますか。

○大城清二子育て支援課長 安心こども基金事業に

ついては、平成20年度末に子供を安心して育てるこ

とができる体制を整備するため、国で補正予算とし

て措置して、その原資を沖縄県の安心こども基金と

して造成しております。具体的には、主に保育所等

の整備ための事業として実施しているところでござ

います。

○上原章委員 原資は幾らですか。

○大城清二子育て支援課長 平成28年度末で約20億

円の基金額になっています。

○上原章委員 当初のスタートは幾らでしたか。

○大城清二子育て支援課長 平成21年３月31日に積

み立てた時点では23億6406万2000円でした。

○上原章委員 この事業については、使える期限と

いうものはあるのですか。

○大城清二子育て支援課長 当初は国で待機児童対

策加速化プランということで、平成29年度末までの

待機児童解消を目指して取り組んでいました。平成

29年度末で安心こども基金は終了するということで

したが、今般、子育て安心プランということで、国

が平成29年度末の待機児童解消時期を３年間延長し

ましたので、この安心こども基金についても平成32年

度末まで延長されることになっております。

○上原章委員 これについては認可外保育園への支

援事業も入っていると思いますが、そのメニューを

教えてもらえますか。

○大城清二子育て支援課長 手元に安心こども基金

事業に係る具体的な細事業の資料がないのですが、

安心こども基金については、認可外保育施設に対す

る支援事業はなかったと記憶しております。

○上原章委員 後で確認したいと思います。

先ほど、今回６億円の減になった理由に、国から

単年でこれはやるみたいな話がありましたが、これ

までこの事業はずっと続いていましたね。今回、こ

ういった６億円の減にするのは、事前にわかってい

たのですか。直近の過去２年間のこの時期に補正減

したことはありますか。金額もわかれば教えてもら
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えますか。

○大城清二子育て支援課長 平成28年度の繰越額に

ついては、７億4743万4000円を繰り越しているとこ

ろです。不用額につきましては、昨年度はゼロとなっ

ております。

○上原章委員 これについては一度精査してみたい

と思います。

今回、約６億4000万円を一般財源から待機児童解

消の延長ということで計上していると聞きました。

本会議でも質問させてもらいました。待機児童ゼロ

を目指して県は取り組んできたと思いますが、これ

までの待機児童ゼロの目標、そして具体的な達成数

とその期間を教えてもらえますか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 県では、平成27年

度、黄金っ子応援プランで１万8000人の待機児童を

解消するということで、定員増を掲げてこれまで取

り組んできました。それで平成29年度末までには１万

8000人は確保できます。本会議でも御答弁させてい

ただいたとおり、いわゆる助成の終了や保育所を増

設したことによる潜在需要の掘り起こし等があって、

予定したときよりも約5000人余り必要になったとい

うことです。今年度は中間年の見直し時期でござい

ましたので、見直しの状況を各市町村に確認いたし

ましたところ、平成31年度までかかることになりま

した。平成31年度までかかることに当たって、待機

児童支援解消基金、これは県単の事業でございます

が、今回、増額補正を計上しているところでござい

ます。

○上原章委員 よく見たら、６億円ではなくて７億

1400万円ですね。それで現在、県内の公立保育園、

認可園にいるトータルの数、それから認可外で待機

している子供の数、潜在的なものも含めて教えても

らえますか。

○大城清二子育て支援課長 平成29年４月１日現在

で、認可保育所等に入所している児童の数は４万

9099人。認可外保育施設に入所している児童の数は

１万1724人となっています。委員から御質疑がござ

いました認可外保育施設に入所している待機児童数

について県では把握しておりません。ただ、国が調

査している待機児童数から除かれた、保育所等に入

所申し込みをしたが、保育所に入所できなかった児

童の数―いわゆる隠れ待機児童と言われていますが、

特定の保育所などを希望しているといった方の人数

としては1309名となっております。

○上原章委員 潜在の数字も出ましたね。それも教

えてください。

○大城清二子育て支援課長 待機児童数は平成29年

４月１日現在で2247名。それから、いわゆる特定の

保育所等を希望するためにその待機児童数から除か

れている隠れ待機児童数については1309人となって

おります。

○上原章委員 先ほど４万9099人が公立認可園にい

るということですが、空き定員の数字についても県

で掌握していますか。

○大城清二子育て支援課長 平成29年４月１日の県

内市町村の合計の定員数が５万257名となっておりま

す。そのうち入所している児童の数が、先ほど申し

上げた４万9099名でございますので約1100名、200名

程度の定員があるにもかかわらず、あいている状況

でございます。

○上原章委員 今回、７億円を一般財源で計上して、

あと２年かけてまた約5000人を解消していきたいと

いうことだと思うのですが、地域のミスマッチとい

う部分で、市町村単位でそれぞれの事情が結構ある

と聞いてます。せっかくあきがある中で、入りたく

ても入れない人たちとの間を県が広域的にしっかり

と各市町村と連携をとって解消していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 子育て支援課長か

らも話がありましたとおり、定員を満たしておらず、

実際はあきもございます。ですから、広域的な調整

も必要になりますので、この辺については、首長を

直接訪問して、こういう仕組みで広域利用をやりま

しょうということも行いながら、あわせてミスマッ

チについては、これまで大きな区域で保育所をつくっ

ていくことが多かったのですが、細かな地域で、例

えば中学校、小学校単位でどれぐらいの需要がある

のかということを把握しながら、保育所整備もしく

は定員の変更などもやってくれないかということを

提案しながらやっております。国が協議の場を設置

しましたので、その辺もうまく活用していきたいと

思っています。

○上原章委員 実は、きのうもひとり親の方から、

数カ所回ったが入れないということで、働きたくて

も働けないという、小さなお子さんを２人お持ちの

お母さんから相談を受けました。働きながら子供を

育てる御家庭にとっては非常に重要な事業なので、

頑張っていることは評価しますが、ぜひこれまで以

上に一人でも多くの方が活用できるようにやってい

ただきたいと思います。

国民健康保険の件ですが、今回、24億円の補正額

が出ております。その中身を教えていただけますか。
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○砂川靖保健医療部長 お手元の補正予算説明書の

53ページ、一番下に、（目）として国民健康保険指導

費がありますが、補正額が24億222万1000円。（節）

で見ると３つの（節）に分かれます。負担金補助及

び交付金が６億3191万8000円の補正減になります。

これは特別調整交付金―給付費を算定の基礎にする

わけですが、この給付費が当初の見込みよりも減っ

たということで、これだけの補正減にしています。

それから、次の（節）の償還金は２億8674万9000円

です。これは今回、広域化の支援基金を廃止します

ので、それを積み立てるときに国庫補助金が入って

きたので、それを償還しないといけないということ

で、この分の２億8674万9000円を補正増にします。

それから、次の積立金は、先ほど来話が出ている安

定化基金です。今回、12月に国から交付決定の通知

が来たので、この分の27億4739万円を基金に積み立

てるための積立金として計上します。これらを合わ

せて今回の24億222万1000円が補正増ということにな

ります。

○上原章委員 これも本会議で何度か議論している

のですが、国民健康保険―国保について、沖縄県の

特殊な要因が幾つかあるのですが、それに対する配

慮を国に求めるという形で、県も積極的に動いてく

れていると。これに対して具体的に特段の配慮とい

うものはあったのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 これは平成28年、それ以前

からもやっていますが、国の特別調整交付金で前期

高齢者交付金が導入されて、それを埋めるような形

の特別調整交付金がございました。それ以外にも、

例えば本県は未就学児が多いとかということで、そ

のような特別調整交付金の配慮もございました。平

成28年度と平成29年度については、やはり前期高齢

者財政調整制度が入ってきて、本県はそれ以前はそ

んなに赤字がなかったわけです。やはりその制度が

入ってきたことによって、本県は不利益をこうむっ

ていると。制度自体は全国ベースで見ると公平な制

度なのですが、本県のように制度の転換によって財

政状況が悪化するようなときは、何らかの激変緩和

措置が必要ではないかというものが我々の考え方で

ございまして、それに見合うような支援を行ってい

ただきたいということで、平成28年度はそういう抽

象的な要請だったのですが、平成29年度については

具体的に金額も明示して、平成30年以降の10年間に

ついて支援していただきたいというような要請をし

ております。国としては、前期高齢者交付金がふえ

ている関係で、沖縄県の国保も財政が好転している

ような状況がございますので、そういった様子を見

ながら、今後とも引き続き事務方同士で協議してい

くという形になっております。

○上原章委員 今、県はいろいろな作業を市町村と

精査してやっていると思いますが、例の統一保険料。

これについて各市町村からは、今の沖縄県の国保の

保険料は、所得に比較すると非常に高いという声が

多いのです。県がどのような統一保険料を目指そう

としているのか、市町村にとっても大きな関心があ

ると思いますが、この辺はどうですか。

○砂川靖保健医療部長 平成22年ごろの１人当たり

の負担率は16.5％ぐらいございましたが、今は15.3％

ぐらいに落ちています。ほかの県、例えば沖縄県の

ように所得の低い県を見ると、18％から20％という

ような状況もございます。本県は所得が低い方が多

いという事情がございますので、直ちに保険料の引

き上げは難しいと思います。都道府県単位にする意

義は何かと考えたときに、やはり沖縄県内に住んで

いて、同じ所得、同じ家族構成であるならば、保険

料は一緒のほうがいいでしょうという考え方が根底

にございます。そうすると、例えば保険料が少ない

から、こちらの町村からここの町村に移転するとい

うようなこともなくなると思います。そういったこ

とを考えて保険料の統一を図ったほうがいいものと

考えております。ただし、各市町村ごとに医療費や

所得水準がばらばらですので、どうしても環境整備

を行う必要があるだろうということで、今後６年間

はそういう作業に費やして、国保の運営方針は３年

スパンで改定していきますので、６年後にはそうい

う環境を整えるようにしていきたいということで取

り組んでいるところであります。

○上原章委員 それぞれの地域でこれまで国保の取

り組みというものがあって、激変するような広域化

があると逆に混乱するのではないのかと思います。

やはり時間をかけてしっかりと県民の理解、また地

域の理解をいただくということを丁寧にやっていた

だきたいと思います。

今回、防災対策費で800万円余りが備蓄物資の整備

となっています。その内容を具体的に教えてもらえ

ますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 県は、平成23年３月

11日の東日本大震災の際、被災県に対し、県が備蓄

していた備蓄食料及び飲料水を送付しております。

そのため、平成23年度に新たに備蓄食料を調達して

います。備蓄食料の数としては、乾パンが９万

4000食、飲料水を９万4500本調達しています。その
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数の根拠としては、沖縄県の人口から宮古島、八重

山地区の人口を差し引いた数の５％が被災したとい

うことを想定して、その方々に対して、県が１日１食、

３日分を支給するということで算定して調達してお

りました。それから７年余りが経過していますので、

調達した備蓄食料、飲料水が賞味期限切れになった

こともございまして、今回新たに備蓄食料と飲料水

を調達することにいたしました。それで改めて、調

達の方法など、いろいろと検討した結果、当時は９万

4000食を調達していましたが、今回10万8000食を調

達します。それと飲料水についても500ミリリットル

を10万8000本調達することにしています。災害救助

法に災害救助基金というものがございます。財源は

基金からということで、財政課と調整し、基金から

調達することにしました。

○上原章委員 食料、水は非常に貴重な備蓄だと思

いますが、今回800万円の補正予算で出ているという

ことは、賞味期限が切れるものということ。これは

随時、年度ごとにこのような予算が必要になるとい

うことで理解していいですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 先ほど言い忘れたの

ですが、平成23年当時は一括で９万4000食を調達し

ました。今回、そういったものが一度に賞味期限切

れになるということで、大量に廃棄すると。廃棄す

る場合も廃棄処分の費用がかかるということもあっ

て、今回いろいろと検討した結果、５年間で、10万

8000食まで調達するということで、今回は１年目で

すので１年分ということでございます。

○上原章委員 私どもは素人なのですが、廃棄する

ものということは、賞味、消費、それぞれ来るのは

わかっているわけですが、これをうまく再活用、例

えば学校とか子供たちにとか、いろいろそういうも

ので活用するようなことはできないのですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 今回、賞味期限が切

れることは予想されていましたので、賞味期限が切

れる前に、特に飲料水とかについては学校などに訓

練とかで使えないか、無料でお配りしますというこ

とで当たってみましたが、そういう要望はありませ

んでした。ただし、いろいろな会議とかをやる際に、

この飲料水を提供しますということで、そこで幾つ

か配給しております。特に、乾パンについては、エ

コフィードという仕組みもございまして、金をかけ

て捨てるのはもったいないということがありました

ので、そこは県の関係課に情報をいただいて、畜産

業者の方などに無償で提供しております。

○上原章委員 税金でしっかりとこういったものも

準備して災害に備えると。これは大事な取り組みで

すが、御存じのように、子供の貧困、また高齢者の

ひとり住まい、特に福祉の分野で助けを必要とする

ような施設もそれぞれあると思うのです。ですから、

縦割りではなくて、やはり全庁の中で、特に福祉施

設、また社会福祉協議会など、それぞれの地域で活

用できるようなところもあるのではないかと。今後、

もう少しこの災害に対する部分と、それから備蓄が

うまく活用できるようにしていただきたいと思いま

す。

防災対策について、県の防災会議は庁外の人も入

れてやっていると思います。この会議の委員は何名

いますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 防災本部委員という

ことで、おおよそ40人います。

○上原章委員 そのうち女性は何名入っていますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 少し女性の数までは

覚えていないのですが、かなり少なかったと思いま

す。

○上原章委員 全県的、全国的にもそうなのですが、

いろいろな教訓がある中で、女性の視点というもの

が、いざ災害が起きたときに、何が必要なのだとい

う部分は、本当に我々男性よりもいろいろな意味で

日常生活の中で感じている、非常に重要な視点を持っ

ています。以前にもこれについては議会でも取り上

げましたが、その会議の中でも３割は女性が必要で

はないかという意見を言ったことがありますが、ぜ

ひその辺も、もっといろいろな意見を集合できるよ

うな仕組みをつくってほしいと思います。

○当山勝利委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 歳入歳出の財源の内訳については

何名かの委員が取り上げていますが、特徴的なのは

歳入で、まず国庫支出金の減額とその他特定財源の

減額。また歳出では投資的経費、これは座喜味委員

が質疑しておりましたが、これが軒並み減額になっ

ています。いわゆる国庫支出金と特定財源の数字的

にもきちんと歳入、歳出を伴っていますので、ここ

ら辺の因果関係。投資的経費あるいは特定財源につ

いて御説明いただけますか。

○宮城嗣吉財政課長 説明資料の２ページに歳入歳

出の財源内訳があります。先ほど言われた県税であ

れば一般財源という位置づけになります。国庫とか、

あとは繰入金の場合に特定財源に入っていますが、

ほぼ基金繰入金という形になっております。これら

の財源を活用いたしまして、歳出で国庫を活用した

事業であるとか、基金を活用した事業等について、
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それぞれプラス、マイナスが表示されているという

ような形になっております。

○糸洲朝則委員 例えば、国庫支出金であれば減額

部分、予算は単年度主義ですから、一旦、国庫に返

すということですか。そしてこの繰入金も基金を崩

して云々という話もありましたが、これも一旦は、

補正でもってマイナスにしてあるわけですから、返

却するという考え方で理解していいですか。

○宮城嗣吉財政課長 ２月補正は、決算を前にした

決算補正という位置づけがありますので、年度の終

盤に向けて、決算を見据えた補正という形になりま

す。先ほど委員がおっしゃった国庫の減額分につい

ては、事業の進捗に応じて、歳出の分で減になる分、

その分の国庫の財源分を減にするというところで、

その部分については調整して入っているというより

は、交付決定を受けないとか、あるいはそもそも内

示の減があったとか、そういった形になろうかと思

います。それから、特定財源の部分についての基金

は、基金を活用した事業の部分について、繰入金を

減にするということは、基金に戻すという形になり

ますので、翌年度以降はまたこの基金から繰り入れ

て、それを財源として30年度当初予算の歳出財源に

充てるといった形になろうかと思います。

○糸洲朝則委員 おっしゃるとおり決算前に行った

補正ですから、それを見越した補正だと思います。

それで、事業の進行とのかかわりで見ていくと、

29ページの土木建築部関係の社会資本整備総合、あ

るいは国直轄事業の県負担、道路改良費と、これが

軒並みかなりの額で減額補正されています。いわゆ

る事業の執行ができなかったということになろうか

と思いますが、今のお話にもありましたように、そ

こら辺をひもといていくために、まず、この点につ

いての状況、執行できなかったわけですから、その

要因とかいったものなどがありましたら説明をお願

いします。

○上運天先一土木総務課長 社会資本整備交付金の

５億2000万円余りについては、事業進捗等もありま

すが、国庫の内示減が主な原因となって、今回の補

正減という形になっています。同じく、下の国庫事

業負担金も、国庫の内示減に係る部分になっており

ます。その下の港湾課の道路新設改良費も含めて、

国庫内示の減が主な要因となっております。国庫内

示の減が生じた理由としては、国庫内示は新年度に

入って示されることから、当初予算の編成の段階に

おいては、要望枠で計上しており、予算減額補正と

して２月補正で行うという形になっております。

○糸洲朝則委員 この説明だと、まず、国庫の減額

内示といいますか、それが先で、それに合わせて皆

さんの事業も削減していくというように捉えられる

のですが。私は全く逆に考えていたのですが、国庫

の内示、要するに減額内示が先ですか。

○上運天先一土木総務課長 当初予算の段階では、

大枠で予算要求しますので、新年度に入って、例え

ばオールジャパンで国土交通省あたりが全国に配分

しますので、その段階で国庫が減っていくと。要望

した額よりも実際の内示額が減る形になることがあ

りますので、そういった形で国庫減ということにな

るのかと考えています。

○糸洲朝則委員 技術屋がものを見るときには、積

算をしていって、そのトータルとしての予算を決め

るわけです。したがって、これだけの補正減をして

いるのだから、それだけの事業がなかったのか、あ

るいは執行できなかったのかという思いで見ていた

のですが、そうではないわけですね。まず国の内示、

例えば、国庫補助に限って見れば、沖縄県はどれぐ

らいですというものが出てきて、それを見越した上

での減額ということですか。

○上運天先一土木総務課長 事業進捗していく中で

も、入札差金などで事業費を全部使い切れなくて、

入札残とかという形で財源として国庫が減る分もあ

りますし、実際には内示の段階で当初見込んだ事業

費全体ベースよりも若干落ちて、国庫が内示される

という場合もあります。いろいろな要素が絡まって、

トータルとして２月補正では、決算に向けて財源の

国庫の補正を行っていくものと考えております。

○糸洲朝則委員 ますますわからなくなりました。

ですから、例えば、社会資本整備総合交付金、これ

は格好として道路新設改良に要する経費ですが、こ

れが５億2000万円余りの減額になっています。とい

うことは、これだけの事業が残されているのか。そ

れともやり切れなかったのか。ましてやこれは道路

新設の部分ですから、当初から計画がなかったのか。

あるいは計画したがやり切れなかったのか、そこら

辺がよくわからないのです。

○玉城佳卓道路街路課長 この予算は、我々が要望

した費用を予算に計上したのですが、３月時点になっ

て減額されて配分されたということで減額している

という内容の予算になっています。３月時点で国か

らの配分が減ったということで、減額しているとい

うことです。

○糸洲朝則委員 皆さんが、当初に予算要求すると

きは、事業の積算書があるわけですね。これだけの
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事業をやりますからこれだけ下さいという。今の話

だと、それを水増しして要求したということにはな

りませんか。

○玉城佳卓道路街路課長 前年度に要望額を出して

いるのですが、実際は要望額が減になって、その減

になった予算で今年度の予算を各路線に配分して使

用しているということで、使えていないというわけ

ではございません。使えていないという意味では、

繰り越しというものは、そのまま次年度に繰り越し

て予算を執行していますので、ほぼ不用額は出ない

形でやっております。

○糸洲朝則委員 それでは、事業のやり残しとか、

あるいは事業の―要するに、ましてや新設について、

そういったものが足りなかったと。事業執行には影

響ないという考えでいいのですね。

自然公園施設整備費が減額になっています。世界

自然遺産登録に向けても大事な事業であると思って

いますが、これについての御説明をお願いします。

○金城賢自然保護課長 自然公園施設整備費、この

事業は国立公園、国定公園及び県立自然公園の利用

促進を図るため、ベンチや休憩所、公衆トイレ、駐

車場、標識等の施設整備や修繕を行うものです。今

回、補正で減額になっていますが、国立公園を整備

するためには、自然環境整備交付金というものがご

ざいます。また国定公園の場合は、自然公園の施設

整備事業の補助事業、それから自然公園施設整備事

業の単独事業ということで―これは県立公園ですが、

３つの事業があります。今回はこの３つの事業で

１つの事項になっています。このうち自然環境整備

交付金につきまして、当初、西表石垣国立公園の竹

富園地のコンドイ浜という場所がありますが、そこ

の休憩所の再整備と慶良間諸島国立公園の高月山園

地の多言語案内―今、外国の方もたくさんおられま

すので、その標識の整備を予定していましたが、平

成29年３月31日に環境省から当該交付金の内示がご

ざいまして、当初この２つの事業を要望として2727万

8000円を予定していましたが、減額されまして内示

額が1580万円となったため、1147万8000円の減額補

正を行うものでございます。

○糸洲朝則委員 特にヤンバルと西表島は世界自然

遺産の登録が今年度の七、八月だと聞いています。

これはそこら辺と関連した事業ですか。

○金城賢自然保護課長 御説明いたしました自然環

境整備交付金というものは、環境省で平成27年度か

ら創設されたもので、県としましては平成28年度か

らこれを活用しているわけですが、平成17年度に

三位一体の改革がございまして、その中で国と地方

自治体の役割分担を図りまして、今、国立公園につ

きましては、国立公園の新規の整備は環境省が行い

ます。この交付金については、過去に国立公園の中

でも平成17年度以前は県でも国の補助金を使ってい

ろいろと整備しておりました。ですので、これまで

県が行っていた国立公園の中での過去に整備したも

のの再整備とか、例えば多言語化のものとか、そう

いったものには使える交付金ができたのですが、現

在は国立公園の中で新しく整備するときは環境省が

基本的に直轄事業で行うことになっております。

○糸洲朝則委員 世界自然遺産への準備といいます

か、その仕事は順調に進んでいますか。

○金城賢自然保護課長 世界自然遺産登録について

は、今、推薦書を出しまして、ＩＵＣＮで審査され

ております。５月ごろに世界遺産委員会にＩＵＣＮ

から報告書が出ます。去年の10月に現地調査を踏ま

えてそういった報告書が出ます。これを受けまして、

ことしの６月下旬から７月上旬ごろに世界自然遺産

委員会が開かれます。これはユネスコが持っており

ますが、その中で奄美大島、徳之島、それから沖縄

島北部、西表島の４つの地域の世界遺産が登録され

るかどうかということが判断されることになります。

今はその審査の段階でございます。

○糸洲朝則委員 返還された北部訓練場を国立公園

に組み込むという報道があったと思いますが、そこ

ら辺はどういう……。もし国立公園に組み入れるな

ら当然手順があるでしょうし、取り組み方としても、

いろいろな方法があろうかと思いますが、どうなの

ですか。

○金城賢自然保護課長 現在、北部訓練場跡地から

返還された跡地につきましては、環境省でこれを国

立公園化する。世界自然遺産になるためには、国の

法的な保護担保措置が必要ですので、今、跡地につ

きましてはそういった国の保護担保措置がとられて

いませんので、国立公園化ということで、国で国立

公園化を目指して、昨年度調査をしており、国立公

園化に向けてのパブリックコメントが開始されたと

聞いております。それを踏まえて、国から聞いた予

定でいきますと、国に中央環境審議会というものが

ありますが、そこに諮問して、そこから答申を受け

て、その後で国立公園になりましたら、６月ごろに

告示をして編入するという手はずであると聞いてお

ります。

○糸洲朝則委員 訓練場には入ったこともないので

全く想像もつきませんが、北部訓練場として使って
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いたところですから、やはり手つかずの自然とは違

うと思います。それを国立公園化に持っていくため

の作業というものはかなりのものがありますか。訓

練の中で例えば伐採をしたとか、いろいろあろうか

と思いますが、全く想像がつかないのです。訓練場

が国立公園に指定されるぐらいの資格があるのかど

うかということも含めて伺います。

○金城賢自然保護課長 北部訓練場跡地につきまし

ては、返還された後に支障除去の措置ということで

防衛省で支障除去をしておりました。それを受けて

環境省でそこの自然環境の状況がどうかという調査

を行ったと聞いています。その調査の結果、委員の

御指摘のようにそこについては、基本的に守られて

いる場所でしたので、それを受けて国立公園の資質

があるということがありまして、国立公園の中でも

いろいろな状況によって、特別地域であるとかそう

いった仕切りはありますが、第１種特別地域や、特

別保護区とか、厳正に保全をするといいますか、世

界遺産の登録にも資するような形の国立公園として

編入をしたいということが国の考えだと聞いており

ます。

○糸洲朝則委員 現存する国立公園も、返還された

北部訓練場も所有者は国ですか。国有地とか村有地

とかいろいろあろうかと思いますが、民有地もある

のかどうかも含めて教えてください。

○金城賢自然保護課長 正式にといいますか、細か

い資料は持っておりませんが、返還されたところは、

記憶が少し曖昧ですが、８割ぐらいは国有林だと聞

いていますので、林野庁の所有であると。残りが県

有林であったり、民間の方の土地もあると思います。

パーセンテージについては資料がありませんので、

詳細にはお伝えできませんが、先ほど申したように

ほぼ国有林と聞いております。

○糸洲朝則委員 国有林あるいは県有林というもの

が、当然、保護や開発するにしてもいろいろとある

と思いますが、仮にそこに民有地があった場合、こ

れは県有林として買い取るのか、国有林として買い

取るのか、そういう事例はありますか。民有地があっ

た場合のことになりますが。

○金城賢自然保護課長 今、返還地跡地の民有林の

割合とかはわかりませんが、事例としまして、奄美

大島で奄美群島国立公園ということで、去年の３月

７日に国立公園になっています。その中には民有地

がございました。その民有地は国で国立公園の中に

入れるために買い取ったということを聞いておりま

す。そういった制度があると聞いておりますので、

今回それを適用して国でそういった民有地があった

ときに、それを買い取るかどうかということは承知

しておりませんが、そういう制度があるということ

については……。

○糸洲朝則委員 スムーズに手続がいくようにぜひ

頑張ってください。

離島航路の補助事業。これまでの皆さんの質疑の

中で出てきたことは、11路線の補助を予定していて、

５路線にとどまったということは、船とか―要する

に、経営状態がよくなったということだと思います。

ちなみにこの５路線はどこですか。

○座安治交通政策課長 県で補助いたしました５航

路は、津堅航路、大東航路、大神航路、多良間航路、

船浮航路でございます。

○糸洲朝則委員 離島のさらに離島というところで、

やはりここで黒字転換は厳しいという思いで今の航

路を見ているわけです。やはりどうしても住民の生

活路線ということと、もう一つは島あっちぃで示す

ように、離島にもっと人を呼ぼう、あるいはまた観

光客を呼ぼうということ等も考えると、やはりここ

ら辺は強化をしていくということが求められている

と思うのです。したがって、赤字が出たら補助しま

すということではなくて、例えば船を大型化すると

か、飛行機をいろいろ工夫するとか、そういう政策

的なものはありませんか。

○座安治交通政策課長 県では、赤字航路の維持だ

けではなくて、その赤字航路の経営を改善するため

に一括交付金を活用して、離島航路の運航安定化支

援事業を行っており、老朽化してきた離島の船舶に

ついての更新を支援しております。これは、財源の

８割について一括交付金を活用して、原則的には民

航と公営航路の違いがございますが、公営航路は８割

の補助を行っております。これによって従来リース、

あるいは自己資金で建造していた船についてはかな

りコストが抑えられ、航路の安定化に資すると。そ

れで、また離島航路、赤字額の減少にもつながって

いるということでございます。現在は、それに伴い

まして、乗客数については最近の観光客数の伸びも

あり、離島航路ですので住民の方が中心ではありま

すが、乗客数も伸びているような状況であり、船の

更新で新しくなったことも影響しているのかという

ところでございます。

○糸洲朝則委員 亀濱委員の質疑の中で、多良間航

路の話が出たのですが、平成32年度に買いかえとい

うことですか、私の記憶では、大体フェリーの耐用

年数が20年だと記憶してりおります。そうなればも
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う20年たつと耐用年数を過ぎて、今、買いかえなく

てはいけないという段階だと思いますが、具体的に

はどういう作業を進めていますか。

○座安治交通政策課長 フェリーについては、耐用

年数が11年でございまして、多良間航路のフェリー

たらまゆうについては10年目と聞いております。更

新の支援は、平成33年度から２カ年かけて建造して

いくことになりますが、具体的には市町村で船舶建

造委員会を開催いたしまして、これに国や県も加わっ

て新たな船をどうするか、いつごろどこでつくるの

かという協議をします。それが通常、船舶建造の１年

前から開始するということで、見込みですが、多分

平成32年度当初からそういう協議会を立ち上げて議

論していくことになると思っています。

○糸洲朝則委員 ぜひスピードアップしていただい

て、スピードのある船をつくってください。今、２時間

半ぐらいで着いていると思いますが、やはり技術の

進歩、あるいは造船業界のいろいろな進歩を考える

と、いい方向へ、またいい船をということが島民の、

みんなの思いですので、ぜひ頑張ってください。

○当山勝利委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 私から確認と議論を少しばかりさ

せてください。

説明資料の一般会計の17ページ、先ほど議論があっ

た学童保育の件ですが、比嘉委員からもありました

が、やはり小学校につくるのは少し難しいのではな

いのかと思っています。それで確認したいのは、今

回、マイナス補正ですが、何施設を予定していて５施

設しかできなかったのか、そしてこれは全て学校と

いう考え方でいいのですか。

○大城清二子育て支援課長 今回、予定していて整

備できなかったのは５施設で、全て学校敷地内を活

用した放課後児童クラブの整備事業でした。したがっ

て、全て学校施設を活用した放課後児童クラブとい

うことです。

○大城憲幸委員 本会議でも議論がありましたが、

その反省を踏まえて教育委員会にも協力をお願いし

ていますと、学校にもいろいろな事情もありますか

らということで、教育現場も協力するということで

すが、ただ、平成30年度に向けて小規模学級を進め

ていこうという議論もある。本会議でもあったよう

に、ＯＥＣＤの平均だと１クラス15名、20名という

話もあると。大きな流れでいくと、小・中学校の

１クラスの少人数化はやはり進めなければいけない

と思います。そういう中で、学童もこれからどんど

んニーズがふえていく。そして、公共施設を活用す

るにしても、やはり学校でやっていくのは、少し無

理があるのではないかという気がします。平成29年

度の状況を踏まえて、平成30年度は21カ所。3000万

円から4000万円に予算を上げたということで、これ

はいいことではありますが、この21カ所も全て学校

での計画を予定しているのですか。

○大城清二子育て支援課長 平成30年度は21カ所を

予定しており、全て小学校内となっております。

○大城憲幸委員 私が言いたいことは、今後は、例

えば何か公共施設、一番親にとっても学校が理想な

のは間違いないのです。ただ、敷地の問題、教室の

活用の問題があり、今後の流れとしては公共施設の

活用について、この事業はいい事業ですが、これを

学校に限ってしまうということに無理があるのでは

ないかと思います。その辺についてその他の公共施

設を何とか活用できないかということも検討すべき

ではないかと思いますが、その辺、考え方も含めて

議論があれば説明をお願いします。

○大城清二子育て支援課長 委員から御指摘がござ

いました公的施設といった場合に、県ではやはり小

学校が、移動のときの安全性が確保されるというこ

ともございますし、小学校敷地内を優先的に進めて

いるところですが、今おっしゃったように、公的施

設といった場合に、公民館、児童館とかの併設等も

ございます。実際、宜野湾市やうるま市では、過去

に公的施設移行ということで、公民館、児童館等を

一緒になって整備した事例もございますので、一応、

小学校だけに限定するわけではなくて、小学校を優

先的に進めていますが、広くそういった公的施設の

活用も含めて、事業を進めていきたいと考えており

ます。

○大城憲幸委員 今定例会では、中城村の少人数学

級の話もありました。長い目で見ると、そういう方

向で進めていかないといけないのではないかという

議論もありました。私もそのとおりだと思います。

そういう意味では、今、子育て支援課長がおっしゃっ

た順序でいいのですが、ただ、平成29年度にせっか

く組んだ予算が執行できなかったという反省を踏ま

えて、それは前もって議論を深めていただきたいと

思います。これについては要望しておきます。

あと農林水産部については通告をしていなくて、

質疑を予定していなかったのですが、きょうの議論

を聞いてみると、農林水産部の予算についての考え

方を一点確認したいと思います。

冒頭、農林総務課長からあったように、今回の補

正予算の理由として一番大きいのは、国の補正予算
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というところだと思うのです。そういう意味で、今

回全体で１兆6000億円ぐらいの国の補正予算がつき

ました。その中で5000億円近く、３分の１近くが農

林水産部の予算なのです。その中でまた3000億円ぐ

らいはＴＰＰとヨーロッパとのＥＰＡの対策予算な

のです。ところが、今回の県農林水産部の予算を見

る限りでは、ほとんど減額補正で土地改良や漁港あ

たりはありますが、なかなかＴＰＰ対策、ＥＰＡ対

策に対するものがこれからは見えないわけです。そ

の辺について、農林水産部の中でどういう議論をし

て対応しているのか、その辺について説明をお願い

します。

○池村薫畜産課長 畜産の分野についてお答えしま

す。今回、ＴＰＰ対策でクラスター事業を１つ減額

しましたが、先ほど申し上げましたように、この事

業は地域の中核的な経営体でハードルが非常に高い

ということで、今、農林水産部では３本立ての整備

事業をやっていて、担い手整備事業というものがあ

りますが、これは地域でございます。10名以上、30ヘ

クタール以上という基準で、地域を選定して地域全

体で整備するということで、久米島町と竹富町でやっ

ています。クラスター事業は、その地域の中で先駆

的な取り組みをしていて、地域の中心で経営体とな

るものですから、なかなか選びにくいと。それと、

新年度からもう一つある沖縄型離島活性化事業。こ

れはその２つに該当しない新規の就農者や規模の小

さい方をターゲットにしておりますので、基盤整備

の強化という形では、この３つの柱でやるという形

になります。クラスター事業はそういった形で減額

になりましたが、次年度も仕組む計画としておりま

す。

○本原康太郎農地農村整備課長 23ページに基盤整

備、土地改良に関するＴＰＰ予算がありますので、

御説明させていただきます。水利施設整備事業で３億

7500万円と、中山間関連の事業で２億6000万円とい

うことで合計６億4000万円余りが、生産基盤側とし

てＴＰＰ対策がとられているということです。

○島尻勝広農林水産部長 そういうことで、国の

ＴＰＰ、ＥＰＡも既存の事業の拡充がベースとなっ

ております。先ほど言ったクラスター事業、あるい

は産地パワーアップ事業。先ほどハード面からの説

明もありましたが、この辺について我々も補正予算、

当初予算を含めて、拡充をしっかりとやっていきた

いと思っております。

○大城憲幸委員 最後に要望しますが、私がここで

言いたいのは、これだけ大きな予算がついています

が、今、説明があった部分は６億円ぐらいあります。

ただし、やはり県農林水産部としてこの補正予算に

かける思いというものがなかなか見えてこないとい

うことです。そこで心配なのは、我々は一括交付金

という補助があるものですから、この畜産クラスター

事業にしても、今回、農林水産部の補正の産地パワー

アップ事業にしても、これでも500億円近くぐらい予

算が組まれています。補助率が低いものですから、

なかなか一括交付金に目がいってしまって、これに

ついて、余り目がいっていないのではないかという

気がします。ですから、今後は、やはりヨーロッパ

とのＥＰＡにしても、またアメリカがＴＰＰに入る

という議論にしても、国はそれに対する予算を準備

していますので、やはり農家、現場と相談しながら、

５割補助でもやりたいという農家はいるわけですか

ら、そういう皆さんとの常日ごろからの意見交換、

取り組みというものはしっかりと頑張っていただき

たいと思っております。

○当山勝利委員長 以上で、甲第25号議案から甲第

33号議案までの補正予算議案に対する質疑を終結い

たします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○当山勝利委員長 再開いたします。

以上で、甲第25号議案から甲第33号議案までの補

正予算議案に対する審査は全て終了いたしました。

次回は、３月５日 月曜日 常任委員会終了後、

委員会を開き、補正予算に係る議案の採決を行いま

す。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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委 員 長 当 山 勝 利
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月５日（月曜日）

開 会 午前11時０分

散 会 午前11時３分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 平成29年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

２ 甲第26号議案 平成29年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

３ 甲第27号議案 平成29年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第３号）

４ 甲第28号議案 平成29年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

５ 甲第29号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

６ 甲第30号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 平成29年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 平成29年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 平成29年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

出席委員

委員長 当 山 勝 利君

副委員長 新 垣 新君

委 員 末 松 文 信君 具志堅 透君

座喜味 一 幸君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君

大 城 一 馬君 新 垣 光 栄君

平 良 昭 一君 新 垣 清 涼君

比 嘉 瑞 己君 西 銘 純 恵さん

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

3ii4

〇当山勝利委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第25号議案から甲第33号議案までの補正予算議

案９件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案の質疑については全て終結し、採

決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決順序及び方法等につ

いて協議）

〇当山勝利委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第25号議案から甲第33号議案までの補正予算議

案９件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案９件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第25号議案から甲第33号議案までの補

正予算議案９件は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇当山勝利委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、今後の日程について事務局説明）

〇当山勝利委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、３月７日 水曜日 本会議終了後、委員

会を開き、当初予算に係る議案の概要説明の聴取を

行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

予算特別委員会記録（第３号）
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予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 2 5 号 平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲 第 2 6 号 平成29年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 2 7 号 平成29年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号） 〃

甲 第 2 8 号 平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 9 号
平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃
（第１号）

甲 第 3 0 号 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 1 号 平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 2 号
平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃
（第１号）

甲 第 3 3 号 平成29年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月７日（水曜日）

開 会 午前10時32分

散 会 午後０時10分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成30年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成30年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成30年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成30年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成30年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成30年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成30年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成30年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成30年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

20 甲第20号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成30年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

22 甲第22号議案 平成30年度沖縄県病院事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成30年度沖縄県水道事業会

計予算

24 甲第24号議案 平成30年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

出席委員

委員長 当 山 勝 利君

副委員長 新 垣 新君

委 員 末 松 文 信君 具志堅 透君

座喜味 一 幸君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君
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○当山勝利委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企

画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療

部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポー

ツ部長、土木建築部長、企業局長、病院事業局長、

教育長及び警察本部長の出席を求めております。

本日の審査につきましては、先日、決定いたしま

した予算特別委員会運営要領に従って行うことにい

たします。

なお、従来、常任委員会で説明を割愛している、

会計管理者、労働委員会事務局長、人事委員会事務

局長、監査委員事務局長及び議会事務局長について

は、運営要領の協議時に確認いたしましたとおり、

本日の出席を求めておりませんので、御了承願いま

す。

まず初めに、甲第１号議案から甲第24号議案まで

の当初予算議案について、総務部長から概要説明を

聴取し、その後、質疑を行います。

なお、各部局長の説明は、あす、あさってに、各

常任委員会において聴取する予定になっております

ので、本日は省略いたします。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

金城武総務部長。

○金城武総務部長 ただいま議題となりました甲第

１号議案から甲第24号議案までの予算議案のうち、

甲第１号議案平成30年度沖縄県一般会計予算を中心

に、その概要を御説明申し上げます。

なお、甲第２号議案から甲第21号議案までの特別

会計及び甲第22号議案から甲第24号議案までの公営

企業会計予算につきましては、所管の各常任委員会

におきまして、担当部局長より概要を御説明いたし

ます。

資料説明に入る前に、予算編成の考え方について

御説明します。

平成30年度当初予算については、安全・安心に暮

らせる優しい社会を構築するとともに、アジア経済

の活力を取り込むことなどにより、経済全体を活性

化させ、安定的に発展する好循環をつくり上げるた

め、沖縄21世紀ビジョン改定基本計画で掲げた諸施

策の着実な推進に必要な予算を計上したところであ

ります。予算総額は、前年度と比べ減となりました

が、平成26年度以降５年連続となる7000億円台を計

上しております。

それでは、お手元の平成30年度当初予算説明資料

（２月定例県議会）によりまして、予算の概要を御

説明申し上げます。

１ページをお願いします。

まず、予算の規模でございますが、一般会計の総

額は7310億4800万円、前年度に比べ43億9500万円、

0.6％の減となっております。

特別会計につきましては、農業改良資金特別会計

など20会計の合計が2627億6961万5000円、前年度に

比べ1443億9421万6000円、122％の増となっておりま

す。これは平成30年度当初予算において、国民健康

保険事業特別会計1566億3900万6000円を新規に計上

したことによるものであります。

公営企業会計につきましては、病院事業など３会

計の合計が1105億6865万7000円となっており、病院

事業会計において、新県立八重山病院建設事業の予

算計上が平成29年度でおおむね終了したことよる減

などにより、前年度に比べ85億9480万円、7.2％の減

となっております。

全ての会計を合計した平成30年度予算額は、１兆

1043億8627万2000円で、前年度に比べ1314億441万

6000円、13.5％の増となっております。

２ページをお願いします。

一般会計の歳入予算を款別に前年度と比較したも

のです。

主なものについて、御説明申し上げます。

１の県税は1238億3500万円で、景気拡大による、

個人県民税や法人事業税の増などにより、47億8400万

円、４％の増となっております。

２の地方消費税清算金は491億1777万2000円で、税

制改正による清算基準の見直しや前年度実績等を勘

案して54億6791万2000円、12.5％の増となっており

ます。

５の地方交付税は2031億円で、国の地方財政計画

の動向等を勘案し、県税が伸びることの反動により

34億5000万円、1.7％の減となっております。

９の国庫支出金は1993億3319万8000円で、沖縄振

興交付金の減等により91億1008万3000円、4.4％の減

となっております。

12の繰入金は313億5000円で、道路整備・都市モノ

レール事業基金からの繰入金の増などにより10億

6287万9000円、3.5％の増となっております。
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14の諸収入は270億7838万9000円で、地域中小企業

応援ファンド事業償還金の減などにより41億1895万

8000円、13.2％の減となっております。

15の県債は573億6210万円で、航空機整備基地整備

事業の増などにより10億5020万円、1.9％の増となっ

ております。

16の市町村たばこ税県交付金は皆減となっており、

前年度実績等を踏まえたことによるものであります。

３ページをお願いします。

歳入予算を自主財源と依存財源に区分したもので

す。

まず、自主財源は2499億8002万5000円で、県税の

増などにより、2.9％の増となっております。自主財

源の構成比は34.2％で、前年度の構成比と比べ1.2ポ

イントの増となっております。

次に、依存財源は4810億6797万5000円で、地方交

付税や国庫支出金の減などにより、2.3％の減となっ

ております。

４ページをお願いします。

歳入予算を特定財源と一般財源に区分したもので

す。

５ページをお願いします。

一般会計の歳出予算を款別に前年度と比較したも

のです。

主なものについて、御説明申し上げます。

１の議会費は14億3289万6000円で、議会庁舎にお

ける昇降機改修工事の増に伴う事務局管理費の増な

どにより、5.6％の増となっております。

２の総務費は640億2143万4000円で、市町村に交付

する沖縄振興特別推進交付金の減などにより、３％

の減となっております。

３の民生費は1126億1048万7000円で、介護基盤整

備等基金事業の減などにより、0.4％の減となってお

ります。

４の衛生費は378億1487万3000円で、県立病院繰出

金の増などにより、8.2％の増となっております。

５の労働費は53億6978万5000円で、技能五輪・ア

ビリンピック全国大会推進事業の増などにより、

38.2％の増となっております。

６の農林水産業費は514億8991万8000円で、農山漁

村活性化対策整備事業の減などにより、8.6％の減と

なっております。

７の商工費は384億5225万4000円で、航空機整備基

地整備事業の増などにより、1.3％の増となっており

ます。

８の土木費は930億9657万6000円で、沖縄振興公共

投資交付金の減などにより、3.6％の減となっており

ます。

９の警察費は340億4141万5000円で、糸満警察署新

庁舎建設事業の増などにより、1.1％の増となってお

ります。

10の教育費は1693億6569万8000円で、少人数学級

の推進等に伴う人件費の増などにより、3.5％の増と

なっております。

12の公債費は669億838万5000円で、公債管理特別

会計繰出金の減などにより、10.8％の減となってお

ります。

13の諸支出金は525億9006万9000円で、地方消費税

清算金及び交付金の増などにより、6.6％の増となっ

ております。

６ページをお願いします。

歳出予算を部局別に前年度と比較したものであり

ます。

部局別の概要につきましては、各常任委員会にお

いて担当部局長から説明いたしますので、こちらで

の説明は割愛させていただきます。

７ページをお願いします。

歳出予算を性質別に前年度と比較したものです。

まず、義務的経費は2992億8660万6000円で、1.1％

の減となっております。このうち人件費は1999億

4815万円で、給与改定、人員の増などにより、2.2％

の増となっております。公債費は668億9145万8000円

で、先ほど御説明した公債管理特別会計繰出金の減

などにより、10.8％の減となっております。

次に、投資的経費は1507億837万7000円で、4.6％

の減となっております。このうち普通建設事業費の

補助事業費は、1333億9905万5000円で、沖縄都市モ

ノレール道整備事業費の減や、国際物流拠点産業集

積地域賃貸工場整備事業の減などにより、4.4％の減

となっております。また、単独事業費は135億59万3000

円で、離島空路確保対策事業費の減などにより、8.4

％の減となっております。

次に、その他の経費は2810億5301万7000円で、2.2％

の増となっております。このうち補助費等は1964億

8359万4000円で、国民健康保険事業特別会計の設置

に伴い、国民健康保険負担金等事業費の大部分が繰

出金となったことなどにより、3.4％の減となってお

ります。

８ページをお願いします。

８ページから58ページにかけては、歳入歳出予算

を科目別に説明したものであります。

59ページをお願いします。
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59ページから60ページにかけては、債務負担行為

を示したものであります。

賦課徴収費など28件について、債務負担行為を設

定することとしております。

61ページをお願いします。

61ページから62ページにかけては、地方債につい

て、その目的や限度額等を示したものであります。

地域総合整備資金貸付事業などの財源として、合

計573億6210万円を発行することとしております。

63ページをお願いします。

63ページから64ページにかけては、地方消費税の

増収分が充てられる社会保障施策に要する経費を示

したものであります。

平成30年度における社会福祉、社会保険、保健衛

生などの社会保障施策に要する経費は、総額1274億

4000万円で、引き上げ分の地方消費税収101億7000万

円については、その全額を社会保障施策の財源とし

て活用することとしております。

65ページをお願いします。

65ページは、農業改良資金特別会計など20の特別

会計の歳入歳出予算額を、前年度と比較したもので

あります。

国民健康保険事業特別会計1566億3900万6000円は、

平成30年度当初予算で新規に計上するものでありま

す。

66ページをお願いします。

66ページから68ページにかけては、病院事業など

３つの公営企業会計の予算となっております。

特別会計及び公営企業会計予算の事業内容等につ

きましては、各常任委員会において担当部局長から

説明いたしますので、こちらでの説明は割愛させて

いただきます。

当初予算の概要説明は、以上でございます。

○当山勝利委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第１号議案から甲第24号議案までの

当初予算議案に対する質疑を行います。

なお、本日の委員会は、当初予算議案の概要説明

を聴取し、大局的な観点から、予算編成の基本的な

考え方、室部局の予算体系及び主な事業の概要など

について審査をすることにしております。

当初予算議案に係る詳細な審査については、この

後、調査を依頼する所管の常任委員会において行う

予定ですので、質疑を行う代表委員におかれまして

は、御協力方よろしくお願いいたします。

また、答弁を行う各部局長におかれても、可能な

範囲での対応方よろしくお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 執行部の皆さんからいただいた平

成30年度当初予算（案）概要（部局別）があります

が、その資料に従って質疑を行います。

まず、４ページから６ページ、これは環境部にな

りますが、環境部のトータルの平成30年度当初予算

は幾らになって、幾らふえて、その概要について説

明をお願いします。

○大浜浩志環境部長 環境部の平成30年度当初予算

案につきましては、世界に誇れる美ら島沖縄の実現

をキーワードに、沖縄21世紀ビジョンの基本施策展

開に基づきまして予算を編成いたしました。

平成30年度の当初予算は47億7800万円、対前年度

で６億5300万円の増。率にしまして15.8％の増となっ

ております。

○仲田弘毅委員 この増になった６億円余りの理由

は何でしょうか。

○大浜浩志環境部長 大きく分けまして、この資料

の中に３つの柱があります。

環境の保全に関する事項、それから緑化の推進に

関する事項、動物愛護に関する事項の３つの柱から

当部は成り立っておりますが、その中でも環境の保

全に関する事項の中の３つ目、持続可能な循環型社

会の構築が23億2400万円の増となっておりまして、

全体の予算の半分を占めているところでございます。

前年度と比較しまして５億5900万円の増となってお

ります。この主な理由は公共関与によります産業廃

棄物管理型最終処分場の整備が最終年度となる関係

上、２億9600万円の増になっておりまして、そのほ

か産業廃棄物の取り消し処分に伴いまして、廃棄物

の適正処理に関して緊急かつ特別な対策を行うため

の事業を新たに設けたことから増となっております。

○仲田弘毅委員 これは、名護市安和の公共関与型

だと理解してよろしいでしょうか。

○大浜浩志環境部長 平成29年９月に着工し、平成

31年度の供用開始に向けて取り組んでおりまして、

来年度は最終年度の平成30年度でございますので、

予算を増額しております。

○仲田弘毅委員 補正予算で提案された75億円は今

の管理型最終処分場の減額補正になっていたわけで

すが、あのときには減額して、今回は増額するとい

う、この理由は何でしょうか。

○大浜浩志環境部長 ２月補正の減額は、工事事務
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所がなかなか見つけられなかったことと、開発許可

が少しおくれたことで、７億円ぐらいの執行ができ

なかったということで、それを平成30年度で執行す

ることも含めまして、23億2400万円という額になっ

ているということでございます。

○仲田弘毅委員 予算は、執行率と繰り越しと不用

額が一番大きな課題になってきます。おくれたらお

くれた分だけ、県民の皆さんへの行政サービスがお

くれていくということですから、しっかりと、やは

り年度ごとに執行できるものは執行していただきた

い。中身についてはどういったいきさつがあったか

はわかりませんが、そこのところをぜひお願いした

いと思います。

きのう、おとといの報道で、倉敷がうるま市に25万

平米云々の沖縄県最大規模の最終処分場を整備する

という報道がありましたが、そのことに関して環境

部長の所見をお伺いします。

○大浜浩志環境部長 倉敷の事業計画を見ますと、

同社が中間処理したものを、その廃棄物処分場で処

分をするという計画になっております。この公共関

与につきましては県内の適正処理、それから安全・

安心で今後の産業廃棄物の適正処理につなげていく

ようなモデル的な処分場を建設していくという形で

おりますので、今後とも重要な施設だと考えており

ます。

○仲田弘毅委員 次に、子ども生活福祉部の質疑に

移ります。

７ページの大きな項目２番目の（３）待機児童対

策特別事業について、御説明をお願いします。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 この事業の内容と

しましては、認可外保育施設の認可化促進に係る施

設の改善や給食費の助成です。新すこやか保育事業

といいますが、それに係る児童処遇向上のための支

援ということで、平成30年度に８億6569万7000円を

計上しているところでございます。

○仲田弘毅委員 この待機児童の話はずっと以前か

ら大きな課題として担ってきたわけですが、若い御

夫婦が生活の糧として仕事をしないと大変厳しいと

いう状況の中で、その若夫婦をサポートする意味で

も待機児童解消は絶対必要だと考えています。ただ

残念ながら、県が待機児童に関して、県の沖縄県子

ども・子育て支援事業、支援計画を見直したという

報道がありましたが、どのような見直しを行いまし

たか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 県におきましては、

市町村と連携して、平成27年に黄金っ子応援プラン

を策定いたしました。そして、平成27年度から平成

29年度までの３年間で約１万8000人の定員を確保し

て、待機児童を解消するということで、この間ずっ

と取り組んできました。市町村の積極的な取り組み

で、１万8000人の定員の確保は見込める状況でござ

います。ただ一方、今年度は、黄金っ子応援プラン

の３年目の中間見直しになっておりまして、その中

間見直しに当たって、各市町村の状況を確認いたし

ました。そうしましたら、やはり女性の就労や社会

進出であったり、施設整備に伴いまして、待機児童

がさらに掘り起こされて、潜在ニーズが出てきたと

いうことで、計画の見直しがどうしても必要だとい

う状況が発生したところでございます。それで、平

成31年度までに約5000人余りのさらなる定員の拡大

が必要ということで、今回、待機児童の見直し時期

を平成31年度末までに見直したところでございます。

○仲田弘毅委員 これはぜひ、41市町村の執行部の

皆さんと話し合って、うまく活用していただきたい

と思います。

市町村における保育士の確保対策、そして、施設

整備の兼ね合いは比例すると思うのですが、特に保

育士を中心にどのような考えでしょうか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 保育士の確保につ

いても、当然ながら定員がふえていくと保育士が必

要になってきます。それで平成31年度までに必要な

保育士数というものを現在、計画で見込んでいると

ころでございます。県におきましては、保育士の確

保ということで、特に保育士の処遇改善と新規確保

というような取り組みを実際やっております。今回

この事業の中では、（４）保育士確保対策事業という

ものを約１億900万円計上しているところです。当然

ながら、ほかの施策もございますが、特にこの保育

士確保対策事業では、保育士の試験合格者をふやす

といった、受講のための講座対策であったり、それ

以外に、特に保育士は働く場での休みがとりにくい

ということもございますので、年休取得の施策だっ

たり、あわせて保育現場をいろいろと歩いて行きま

すと、ちょうど休憩時間―お昼など、子供たちが午

睡をしている時間帯の休憩時間にほかのことをやり

たいが、できないということもございましたので、

今回、平成30年度に新規事業として、保育士の休憩

取得のための事業等もやって、待遇改善、職場環境

の改善もしつつ、処遇改善で給与も上げていくとい

うような取り組みをしているところでございます。

○仲田弘毅委員 保育士の確保は、お医者さんの確

保と同じぐらい大変厳しいと言われています。資格
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を持っている方々はたくさんいらっしゃるのですが、

現場につく方々が大変少ないという指摘を受けてい

るところもあるわけです。本土の報道によると、60歳

以上、つまり保育士のＯＢの方々の就職、それにま

つわるあっせんがうまくいっているというところも

あるわけですが、子ども生活福祉部長として、その

ことに関してはどういう考え方ですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 潜在保育士の掘り

起こしについては、沖縄県保育士・保育所総合支援

センターがございまして、そこで取り組みを進めて

おります。委員が御提案の退職後の方々についても

積極的に活動していきたいということで、こういう

方々についても取り組みを進めていくと。特に、公

立の幼稚園を退職された方は、園長先生などをやっ

ていらっしゃって、そういった方のノウハウという

ものは非常にいいことがあると思っていますので、

そういったことも積極的に進めていきたいと思いま

す。

○仲田弘毅委員 経験者は語るわけではないですが、

やはり子育てを終わって、その経験を生かす60歳―

その前後の方々もたくさんいらっしゃると思うので

すが、それを活用することも大いに必要だと考えて

います。

次に10ページ、医師確保に要する経費。これは保

健医療部ですが、今回、医師の定数増に向けて、156人

の増の議案も出ているわけですが、それと関連する

事業でしょうか。

○砂川靖保健医療部長 定数条例とは関係しません。

これは県立だけではなくて、宮古、八重山、北部地

域において、医師を確保するために必要な経費とい

うことで計上している分でございます。

○仲田弘毅委員 この中でこども医療費助成事業と

いうものがありますが、これは県がこども医療費の

補助をやる場合、市町村との割合はどのようになっ

ていますか。

○砂川靖保健医療部長 ２分の１でございます。

○仲田弘毅委員 23ページに少人数学級の事業があ

ります。これは教育委員会としてはずっと継続して

少人数学級をやることによって、もっときめ細かな

学習指導をやっていくということが大きな目標だと

思いますが、これは何年生に充当し、そして今年度

で現状がどうなるのか、それについてお願いします。

○平敷昭人教育長 まず、平成20年度から小学校１年

生に、また平成21年度から小学校２年生にそれぞれ

30人学級を導入しております。そして、平成24年度

から小学校３年生で、また平成26年度から中学校１年

生で35人学級を導入しております。また、平成28年

度からは小学校４年生、平成29年度からは小学校５年

生、平成30年度から小学校６年生に少人数学級を導

入しまして、小学校は全学年に少人数学級を導入し

たことになります。

○仲田弘毅委員 もちろんこれだけの少人数学級を

ふやすということは、教職員一人一人の負担軽減に

大きく寄与していくと考えています。

知事公室長あるいは総務部長でも構いませんが、

これだけ依存財源といわれるものがカットされまし

て、各部局に対して重点事項としてやらなくてはい

けない事業ができなくなったことも多々あると思う

のです。そこをどのようにカバーしていくかという

ことが、執行部の皆さんに課せられた大きな責務だ

と考えておりますが、どうかカットされた予算の分

しっかりと知恵を、汗を出してカバーできるように

頑張っていただきたいと思います。

○当山勝利委員長 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 平成30年度予算編成方針の中に、

「平成30年度重点テーマ」を踏まえた施策の推進と

いうものがあります。その中の２番目に豊かさが実

感できる社会の実現とありますが、子供の貧困対策

などどのように取り組まれるのか。現在、子供の貧

困率が県は29.9％、全国は13.9％ということが言わ

れていますが、平成30年度はどういう取り組みをし

て、その貧困率をどのぐらい落とすといいますか、

低くしていくのか、これはあくまでも例ですが、必

ずしもそれにこだわりません。豊かさが実感できる

社会の実現として、平成30年度は何に力を入れて、

皆さんはどういう成果を期待した取り組みをされて

いくのか、説明をお願いします。

○金城武総務部長 予算の編成方針の中で重点テー

マを予算に反映させるということで、沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画、それから沖縄21世紀ビジョン実施

計画に掲げた取り組みを推進するために、変化する

社会経済情勢や県民ニーズを的確に捉えて、これら

を各年度の施策に反映させるという観点で、この重

点テーマを設定しております。平成30年度当初予算

において５項目の重点テーマがありますが、特にそ

の中で新規とか施策で力を入れている事業を少し御

紹介したいと思います。

特に、子供の貧困等を含めた重点テーマの中の一つ

として、全ての人が希望を持ち安心して暮らせる社

会の実現という項目がございます。その中で、その

事業として増額している事業が、例えば特別支援学

級の拡充、人件費等で、子どもの貧困対策推進基金
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事業も拡充しております。それから新規事業として、

正社員雇用拡大助成事業、ひとり親家庭高校生等通

学サポート実証事業ということで、子供の貧困対策

を含め安心して暮らせる社会の実現に向けてこうい

う施策を予算化して取り組んでいこうというところ

でございます。

○新垣清涼委員 県民が豊かさを実感できるような、

そういう取り組みをしていただきたいと思います。

次に、３番目に人口減少の克服と魅力ある地域社

会の形成へということで、地方創生の推進と誰もが

活躍できる社会の実現とあります。その取り組みと

しては、次年度どこに力点をおいて取り組まれるの

か、説明をお願いします。

○金城武総務部長 先ほど重点テーマの一つとして、

安心して暮らせる社会の実現に向けた施策を御紹介

させていただきました。それから、御質疑の地方創

生の推進と誰もが活躍できる社会の実現ということ

で、こちらの関連の施策につきましても、例えば子

供のための教育・保育給付費を拡充しております。

また、障害者介護給付費等事業費も増額しておりま

す。そして、離島航路運航安定化支援事業につきま

しても増額しております。その関連で、また新規で

介護職員産休等代替職員配置支援事業ということで、

少子化も含めて各種施策の充実に努めているところ

でございます。

○新垣清涼委員 今の説明は、拡充という話で終わっ

ているのですが、平成29年度と平成30年度をどのよ

うにして、どこにどれだけ重点的に予算を配分して、

ここに力を入れているということがわかればと思い

ますが。

○金城武総務部長 今、御紹介した中身をもう少し

詳しく申し上げますと、例えば、子供のための教育

・保育ということは、子供の保育の充実を図るとい

う意味で、もちろん定員増に伴うものも含まれてお

りますが、金額的に申し上げますと126億円余りの予

算を計上しておりまして、対前年度17.5億円の増額

をしております。障害者の介護給付等の事業費につ

きましても118.9億円ということで、対前年度14.6億

円の増額を行っております。それから、離島航路運

行安定化支援事業は6.8億円で、対前年度５億円の増

額をしております。それから、介護職員産休等代替

職員配置支援事業は、新規ということで2000万円の

予算を新たに措置して対応いくこととしております。

○新垣清涼委員 ４番目に健康長寿沖縄の復活とい

う項目がありますが、この取り組みについても次年

度はどういう取り組みをして、県の平均寿命が何歳

の方をどのくらい引き上げていこうという取り組み

なのか、目標を持ってやっていくのか、その説明を

お願いします。

○砂川靖保健医療部長 重点目標は、保健医療部だ

けではなくて、ほかの部でも健康長寿の復活に資す

るような事業を予算拡充していこうという趣旨で設

けられたということです。例えば道路整備などでも

サイクリングロードの建設とか、少しでも県民が運

動するようにという形で重点的なものが設けられて

いるところでございます。この予算事業がどれぐら

いになるのかは、今後、推進本部で集計することに

なります。ちなみに保健医療部は、健康長寿に関す

る目標として、2040年までに平均寿命日本一を奪回

するのが中長期的な目標でございます。それに向け

て平成30年度は、管理栄養士養成課程の施設整備の

補助とか、がん医療水準の向上、がん検診の精度管

理の向上といった事業を行っていくこととしており

ます。

○新垣清涼委員 少子化対策もそうですが、県も

2025年がピークで、それ以降は人口減少があるとい

う話をしていますので、そういう意味では、しっか

りと目標年次―今おっしゃったように、長寿にして

も2040年に日本ナンバーワンを目指すのだというこ

とで、その間の取り組みについてはしっかりと目標

を決めていただいて、ぜひそういう県の施策に対し

て県民が運動として盛り上がっていくような取り組

みをしていただきたいと思います。

○当山勝利委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 予算編成の基本的な考え方につい

て伺います。

新年度予算は、翁長県政にとって１期目の総仕上

げの予算となります。県民が望む将来像を示した沖

縄21世紀ビジョンもいよいよ後期の実施計画に入っ

ています。最初にこれまでの到達を確認したいので

すが、この間、翁長県政が３年間で進めてきた施策

や事業が、沖縄21世紀ビジョン基本計画で示す目標

値、あるいは展望値ですか。それと照らしてみると、

今はどこまで来ていますか。

○川満誠一企画部長 沖縄21世紀ビジョン基本計画

においては、社会経済展望値を掲げて取り組んでい

るところでございます。お尋ねの数字的なものにつ

いて申し上げます。平成33年の県内総人口を144万人

と見込んでおりましたところ、平成30年２月１日時

点で、144万7000人まで増加しております。それから

雇用関係につきましては、同じく平成33年の労働力

人口の展望値を71万9000人と見込んでおりましたと
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ころ、平成29年には71万8000人まで増加しておりま

す。さらに、就業者数は69万人と見込んでいたとこ

ろ、69万1000人まで増加しております。失業率につ

きましても基準年として平成22年の7.6％から、平成

33年には4.0％まで改善すると見込んでいたところ、

平成29年度で3.8％まで改善しております。一方、県

民１人当たりの県民所得、県内総生産につきまして

は確定値が出るまで３年ぐらい時間を要しますので、

最新の平成26年度時点での展望値につきましては

８割程度となっております。

○比嘉瑞己委員 これまでの取り組みがしっかりと

結果を残していると思います。この結果を新年度予

算でさらにつなげて発展させていくことが大切だと

思います。皆さんの予算編成の基本的な考え方の中

に、アジア経済の活力を取り込むことなどによって

経済全体を活性化させ、安定的に発展させる好循環

をつくり上げると書かれています。安定的に発展さ

せる好循環、ここが大変重要だと思いますが、この

好循環をつくるための主な施策について求めます。

○金城武総務部長 平成30年度の当初予算におきま

しては、方針として安全・安心に暮らせる優しい社

会を構築するとともに、アジア経済の活力を取り込

むことなどにより経済全体を活性化させ、安定的に

発展する好循環をつくり上げるために、沖縄21世紀

ビジョン改定基本計画で掲げた諸施策の着実な推進

に必要な予算を計上したところでございます。この

好循環をつくり上げていく主な施策を申し上げます

と、アジア経済戦略構想の実現に向け、新たに細胞

培養加工施設の整備や、沖縄ＩＴイノベーション戦

略センターを設立するとともに、航空整備基地の整

備などを進めてまいります。また、自立型経済の構

築に向けた基盤整備のために南部東道路の整備や大

型クルーズ船の対応に係る港湾改修、都市モノレー

ルの延長整備などについて予算を計上しております。

世界水準の観光リゾート地の形成については、外国

人観光客の受入体制の強化などに必要な予算は引き

続き計上しております。また、亜熱帯性気候等を生

かした農林水産業の振興についても、県産農林水産

物の輸出体制の構築や沖縄離島型畜産の活性化に向

けた取り組みを進めてまいります。さらに、正規雇

用拡大助成金の創設など雇用の質の改善に係る施策

も充実させたところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひこういった取り組みが循環し

ていくように、つないでいくような取り組みを期待

したいと思います。

先ほどの答弁で県民所得が８割まできていること

は、すごくいいニュースだと思うのですが、やはり

県民がしっかりと今の好景気を実感できるように最

終的には県民所得を上げていくことが大切だと思い

ますが、そのために雇用の質の改善というものが常

々言われていると思います。失業率も改善していま

すが、雇用の質を高めていくために、新年度はどう

いった取り組みがありますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 雇用の質を高めていく

ための取り組みを強化することで、労働生産性が高

まりますし、それにつれて県民所得につなげていく

ことが重要だということで、我々はこれまで正社員

への転換を図るために、専門家や研修費用の助成な

ど、県内企業の支援に努めてまいりました。これに

加えて次年度は、正社員化の拡大を図るために、新

卒者を除く35歳以下の若年者等を正社員として雇用

した場合、企業に助成する事業を新たに始めること

としております。

○比嘉瑞己委員 続いて、翁長県政は、米軍基地は

沖縄振興の最大の阻害要因であるということを常々

言ってきました。現在、リーディング産業となって

いる観光産業や情報通信産業が、基地関連収入との

比較においてどうなっているのか。新年度予算にお

ける観光産業や情報通信産業への取り組みについて

伺います。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 まず１つ目の

基地関連収入と比較した観光産業の経済効果という

点でございますが、御案内のとおり県では県外、海

外のお客様に対して、年４回アンケート調査を実施

しまして、これにより１人当たりの消費額を算出し

ております。それに別途算した入域観光客数を掛け

合わせまして、これを観光収入という形で発表して

いるところでございます。ちなみに、平成28年度の

観光収入は6603億円で、前年度比で581億円、率にし

て9.6％の増となっております。また、産業連関表を

活用した経済波及効果―これは平成27年度ですが、

１兆143億円と推計しているところでございます。こ

れに関しましては、基地関連収入とは算出方法や概

念が異なることから、単純に比較して議論すること

はできかねますが、いずれにしても観光産業が経済

効果に及ぼす力は大変大きいということで、引き続

き、さまざまな取り組みをしながら観光産業の発展

に尽くしていきたいと考えております。それから、

もう一つの新年度予算編成における観光産業の取り

組みについての御質疑ですが、おかげさまで入域観

光客が好調に推移しています。昨年は、歴年におい

て過去最高を記録いたしました。それから、年度で
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も好調に推移しておりまして、特にインバウンド、

海外からのお客様は大変好調でございます。１月時

点で229万人のインバウンドのお客様が来られていま

す。昨年１年間で213万人でしたので、既に１月の時

点で昨年１年間を超えるという大変好調な状況にあ

ります。ただ、我々の課題といたしましては、こう

して数がふえる、量的な拡大のみならず、今後は質

的な拡大、受入体制の強化というものをきっちりと

図らなければならないものと認識しているところで

す。お客様にしても、質的な面から言いますと、滞

在日数が長くて、消費額も多い欧米の方々、あるい

は富裕層ですね。そういった方々をどのような形で

どこから誘客するかということも大事なことでござ

います。そういった方々をきちんと受け入れられる

体制も整えながら、受け入れて満足度を高めるとい

うことも大事なことだと思いますので、そういった

ことも重点的に取り組みながら、新年度はさらに展

開を図っていきたいと思っております。

○屋比久盛敏商工労働部長 情報通信関連産業の取

り組みや経済効果の話がございましたが、県では当

然ながら、情報関連産業の誘致活動に強く取り組ん

でいるところでございます。そのほか、立地した企

業に対しても、その高度化や活性化するための施策

にも取り組んでおりますし、それから情報関連人材

の育成、確保にも取り組んでいるところでございま

す。その結果、昨年の１月１日の数字ですが、県外

から沖縄に立地した企業数は427社で、これによって

２万8045名の雇用が創出されている状況でございま

す。また推計値ではございますが、売上額が4283億

円となっており、沖縄県のリーディング産業に成長

しているものと認識しております。

○比嘉瑞己委員 基地関連収入が大体2000億円弱と

言われていますが、情報通信産業はその倍で、観光

産業はその３倍ぐらいになっていると思います。

続いて、沖縄振興予算全体の金額についてお聞き

したいのですが、今年度は昨年度と比較して140億円

の減であり、一昨年度と比較すると340億円の減に

なっています。これは辺野古をめぐって政府と対立

している翁長県政へのいじめではないかという疑問

を持たざるを得ません。減額が続いている振興予算

ですが、国直轄事業の割合が大変ふえているように

感じます。それはどうなっているのか。それから、

県はそのことをどのように受けとめていますか。

○金城武総務部長 委員が御指摘のとおり、沖縄振

興予算は、平成28年度が総額で3350億円で、この中

で国直轄が1189億円です。平成29年度が3150億円と

いうことで減額されて、その中で国直轄が1221億円

となっています。そして平成30年度が総額で3010億

円、国直轄が1260億円ということで、３年間で71億

円の国直轄事業がふえてきている状況でございます。

県としては、やはりこの沖縄振興一括交付金が沖縄

の振興にとって非常に有効な財源だということで、

これまで県、そして市町村を含めて国に要請をして

きているところです。そういう意味では、県、市町

村の切実な要望が反映されなかったということで、

極めて残念に思っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 こうした国の直轄事業の割合がふ

えていく中で、使途の自由度が高い県や市町村の沖

縄振興一括交付金―一括交付金は減らされています。

昨年度と比べても171億円の減となっていますが、こ

の間政府は一括交付金については、執行率や繰越率

が問題だと指摘をしてきましたが、この改善はあっ

たのでしょうか。皆さんは、減額についてどのよう

に受けとめていますか。

○金城武総務部長 平成29年度の内閣府沖縄振興予

算において、繰り越しや不用が多いということを理

由に一括交付金が大幅に減額されたということで、

県としては執行率の向上に取り組んできております。

具体的に申し上げますと、予算編成過程において、

関係機関との調整状況や計画段階とその熟度を踏ま

えた適正な予算規模の設定をしております。また、

執行段階におきましても、四半期ごとの執行状況調

査を踏まえた上で、適宜増額あるいは減額の補正を

行うとともに交付金の確保に努めるなど、交付金の

有効活用に取り組んできたところであります。その

結果、平成29年度はまだ出ておりませんので、平成

28年度の執行率は79.5％ということで、平成27年度

と比較しますと2.1ポイント上昇しています。このよ

うに県としては、執行率の改善に取り組んできたと

ころでございます。

繰り越しについても、全部局長が参加する部局長

懇談会や政策会議等で、毎月、公共事業の執行状況

を点検し、その課題を洗い出して、その改善に向け

ていくという取り組みをしており、繰越額も年々減

少しております。平成27年度の繰越額が173億円で

あったのが、平成28年度は158億円ということで、当

然、執行率を改善することによって、繰越額も減っ

てきていて、これも改善しているところでございま

す。

○比嘉瑞己委員 このように県や市町村が努力して、

改善しているのに、減額されるということに対して

大変納得がいかないところがあります。こうした中
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で、市町村にとってはこの配分がどうなるのかとい

う心配があります。議会でも常々、指摘してきたと

ころですが、一括交付金が減額になる中、皆さんは

新年度の市町村配分について、どのような配慮を行

うのか説明をお願いします。

○川満誠一企画部長 平成30年度における市町村へ

の配分額は、前年度の当初予算に比べまして、28億

円減の240億円となっております。市町村においては、

預かり保育や学習支援員の配置など、住民生活に密

着した事業が多いことから、これらの事業に支障が

出ないように、県から市町村への配分額を12億円、

去年よりも２億円増額し、配慮いたしております。

また配慮については、額の配分だけではなく、事業

計画の前倒し、執行調査や過不足調査による予算の

市町村間流用、これはつまり再配分ということです

が、このようなことを丁寧に行いまして、機能的な

事業執行に努めて、影響が最小限になるように、市

町村を支援していきたいと考えているところです。

○比嘉瑞己委員 配分率については、何対何で配分

するのですか。

○川満誠一企画部長 かねてより県と市町村の配分

率については、あらかじめ数字が先にあるわけでは

ございませんが、結果から見ると５対３で、県が５、

市町村が３ということで配分した上で、そのうち県

に配分された分から、市町村の影響を最小限にする

趣旨で、今回の場合は12億円移したということです。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、市町村とも協力して、一括

交付金を有効に活用していただきたいと思います。

この沖縄振興特別措置法―沖振法ができたときの理

念を本議会でも述べられていましたが、やはり政府

にはそうした償いの心を忘れないでいてほしいと思

います。新年度予算をしっかりと執行できるように

期待しております。

○当山勝利委員長 上原章委員。

○上原章委員 まず皆さんからいただいた平成30年

度当初予算（案）概要説明の８ページに一般会計当

初予算額の推移で平成11年度から平成30年度までの

一覧があります。特に、ここ10年、順調に毎年当初

予算が増になっていたものが、先ほど説明がありま

したように、今回そして前回と減額になっておりま

す。その原因をまずお聞かせください。

○金城武総務部長 直近の平成29年度、そして平成

30年度の当初予算も減額になっておりますが、その

大きな要因としては、やはり一括交付金が減額され

たことによるものでございます。

○上原章委員 同じ資料の２ページに、県税は48億

円増。それから地方消費税清算金も55億円増である

と。一方で、国庫支出金は国の振興予算の中で91億

円の減と。県税は1200億円を突破して過去最大になっ

ている一方で、沖縄県の自主財源は34％です。どう

しても国のそういった予算が本当にまだまだ必要な

ところなのです。そういう意味では、２期連続で振

興予算が減ってきているという部分で、今後、沖縄

21世紀ビジョン基本計画の残りの期間でぜひ国に県

がこの必要性をしっかりと訴えなくてはいけないと

思うのです。先ほどから、執行率、繰り越し、不用

額とそれぞれあると思うのですが、執行率は約79％

だったでしょうか。２点ほど改善したというお話が

ありました。その執行率の国に対する繰り越しの一つ

の線というものは、どの辺に置いていますか。

○金城武総務部長 済みません、もう一度、質疑の

最後を部分をお願いします。

○上原章委員 先ほど、平成28年度の数字はあると

お伺いしましたが、これで国を説得できるというこ

とで理解していいのですか。

○金城武総務部長 昨年も５月ぐらいから３回ぐら

いかけて担当者といいますか、事務的に事前にいろ

いろと意見交換をさせていただきました。その中で

執行率が改善してきているという説明もし、そのあ

たりは内閣府も一定の評価をされていて、そういう

趣旨のコメントもいただいております。ただ、具体

的にどこまで改善すればということはなかなか難し

いと思うのですが、今回の概算要求が終わった時点

で、内閣府からは、今回の減額の理由が国が使途を

定めている施策に優先的に配分した上で、3000億円

台の残った中で使途を定めていない一括交付金を措

置したということで、そういう減額になっていると

いうような御説明でしたので、県としてはこれまで

の執行率の改善については、一定の理解が得られて

いるのかと。それと公共事業のハード交付金につい

ての数字的なものについても、全国との比較を含め

て御説明いたしました。確かに平成27年度の予算の

ときには、全国平均と比べると若干数字的に本県の

執行率が悪いといいますか、そのような数字があり

ましたが、これが平成28年度ベースになりますと、

かなり近い改善率というか、全国並みに近づいてき

ているという状況があります。そういうことを含め

て御説明した中で、一定の理解があったということ

でございます。県としては大きい額の繰り越しなど

がありますので、その改善に引き続き取り組みなが

ら、内閣府の理解を求めていきたいと思っておりま

す。
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○上原章委員 不用額は幾らぐらい出ていますか。

○金城武総務部長 まず、平成27年度の不用額のう

ちソフト交付金は57億円。そして平成28年度が42億

円となっております。ハード交付金で申し上げます

と、平成27年度が13億円で、平成28年度が14億円と

いう状況でございます。

○上原章委員 この数字について改善される見通し

はあるのですか。それともこれはやむを得ない数字

という捉え方ですか。

○金城武総務部長 ソフト交付金については、いつ

も課題といいますか、よく言われているのは、不用

額をできるだけ圧縮するということでございまして、

このあたりは、その年々でいろいろな動きがござい

ますので、これは努力していくということを申し上

げるしかないのかと。ただ、ハード交付金の課題は

繰り越しであり、不用額はまさに１％台で、金額的

にも13億円から14億円ということですから、不用額

については特段の問題はないかと思います。ハード

交付金の繰り越しを見ると、平成28年度で27億円ご

ざいますので、その改善に向けてしっかりと取り組

んでいく必要があるのかと思っております。

○上原章委員 ソフト交付金の不用額についてそん

なに少なくなくて、ハード交付金の１％とかは普通

だと思うのですが。ソフト交付金やハード交付金も

含めて、要するに繰り越しをするということは、そ

れを執行するために次年度の予算にそのしわ寄せが

来るのですよね。ですから、ある意味では、前年度

の繰り越しも執行していかなくてはいけないという

部分を考えると、もっともっと目に見える形で改善

策を―やはりいつもの年度、年度の執行をやってい

くと、また次の繰り越しが残ると思うのですよね。

その辺の対策はどうなっていますか。

○金城武総務部長 いろいろな執行率の改善という

ものは非常に難しいところで、基本的には地道に改

善していくしかないのかと思っておりますが、毎月、

執行状況について部局長会議で報告し、課題等があ

るものについては、その時々でいろいろと確認しな

がら進めていると。それからソフト交付金について

は、特に担当者会議もやっており、その中でどうし

ても執行がなかなか難しいというものを総務部で早

目に情報をとって、ほかの事業に振り向けると。そ

ういうことで執行率の向上に取り組んでいきたいと

思います。それから、職員の体制の問題もいろいろ

な課題があります。特に、一括交付金の執行体制の

強化ということで、土木建築部を中心に平成29年度

も定数をふやしてきています。そういう中で、何と

か全体として執行率の改善に取り組んでまいりたい

と思っております。

○上原章委員 同じ資料の４ページ、当初予算の歳

入の部分で、諸収入が相当減になっています。先ほ

どの説明では、よくわからなかったので、もう少し

内容をお聞かせください。

○宮城嗣吉財政課長 平成30年度の諸収入の当初予

算額は270億7800万円で、前年度の311億9700万円と

比べて41億1900万円ほどの減になっております。そ

の主な原因は、平成29年度までに沖縄県産業振興公

社で実施していたＯＫＩＮＡＷＡ型産業応援ファン

ド事業が終了したことによって、平成29年度に一旦

ファンドに繰り入れていた元本を、平成29年度に償

還したということがあり、その反動減で平成30年度

は大きく減になっている状況であります。

○上原章委員 平成29年度は逆に40億円余り諸収入

がふえているのですよね。そして、今回は逆に40億

円余り減っていると。この辺は特別なものがあって、

こういう動きがあるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 今回の増減は、特殊要因の反

動減という形なのですが、一番大きいのは例えば、

中小企業に対する貸し付けがあります。歳出は貸し

付けという形になりますが、当該年度で返していた

だくとことになりますので、その元利収入という部

分での収入という形で、年間ではそういう歳入歳出

の動きになるのですが、そういう意味合いから言う

と、中小企業振興資金貸付金につきましては10億円

ほど増になっております。

○当山勝利委員長 先ほど、上原委員の質疑に対す

る答弁で、総務部長から答弁を訂正したいとの申し

出がありますので、発言を許します。

金城武総務部長。

○金城武総務部長 先ほど、平成28年度のハード交

付金の繰越額を27億円と申し上げましたが、正しく

は270億円の間違いでございます。

訂正しておわび申し上げます。

○当山勝利委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 まず、総務部長にお伺いします。

先ほど説明していただいた、当初予算説明資料

（２月定例県議会）からですが、本県の財政構造に

ついては、自主財源の割合が低く、義務的経費の割

合が高くて弾力性に乏しいという議論が、ずっと繰

り返されてきました。そこでまず平成30年度の予算

編成において、３ページの自主財源。そして７ペー

ジの義務的経費、そこの部分で取り組んだこと、あ

るいは特徴等について、簡潔に説明をお願いします。
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○宮城嗣吉財政課長 自主財源の動きといいますか、

歳入の動きですが、自主財源としての県税や地方消

費税清算金が増になり、その反動で地方交付税が減

になっているという部分があります。それから国庫

支出金については、一括交付金の減の影響等により

減になったということで、当初予算ベースでの自主

財源比率が34.2％で、前年度の33.0％から1.2ポイン

ト向上したという形になります。歳出の部分につい

ては、人件費と扶助費等が増になっているというこ

とで、人件費につきましては、給与改定であったり、

小学校と中学校における学校職員の増というところ

が大きく影響して増になっております。扶助費につ

きましては、児童保護措置費や精神障害者自立支援

医療費などの社会保障関係費が増になっております。

歳出の性質別について大きく見ますと、人件費、扶

助費等の社会保障経費が増になっている反面、投資

的経費の補助費等が一括交付金の事業費の減に伴い、

減になっていると、そういう大きな動きになってお

ります。

○大城憲幸委員 今後も継続的に収支不足が生じて、

これが拡大していくのは、今回の平成30年度の基本

的な考えの中でもあります。そういう意味では、さ

まざまな投資的な施策を充実させて、県税をふやす

ということは、当然のことなのですが、やはりもう

少し具体的に、例えば今議会でありましたが、財産

収入、寝ている財産の活用とか、県民への負担など

も含めて、本気でこの財政構造を変えるという議論

が必要なのではないかと思います。ちょうど平成30年

度からですか、沖縄県行政運営プログラムの推進と

いう部分も議論して進めていくと思うのですが、こ

の辺をもう少し具体的に、この自主財源をふやすた

めに今後どのように取り組んでいくかということに

ついて、再度答弁をお願いします。

○金城武総務部長 御指摘のように次年度からス

タートする行政改革プログラムで、いろいろな取り

組みを予定しております。特に御質疑の自主財源の

確保に向けては、大きくはやはり県税収入の確保で

ございますが、これは課税自主権の行使ということ

と。あるいは徴収率の向上や新たな自主財源の確保

というものも位置づけております。それから使用料、

手数料についても、３年に１回は確実に見直してい

くと。それから、お話がありました未利用財産の売

却促進については、これまでも活用しない財産につ

いては売却を原則として進めておりますので、その

あたりも含めて取り組むことで、財源の確保、それ

から中長期的にはやはり経済の活性化に結びつくよ

うな産業振興のための施策を推進することで、税源

の涵養を図るということで、トータルとしての自主

財源の確保を目指して取り組んでまいりたいところ

です。

○大城憲幸委員 今度、自主財源比率は34.2％で、

これが少し伸びたということではあるのですが、相

変わらず九州の38％や全国の40％台に比べれば、構

造としては非常に弱いわけです。そういう中で、国

はプライマリーバランスを2020年まで先延ばしした

からまだいいのですが、本気で国が1000兆円以上の

借金を抱えて、ギブアップした場合に、７割近くを

財政依存している我々沖縄県の構造というものは、

非常に危機的な状況にあると思うのです。そういう

意味で義務的経費の部分ですが、今回も職員の給料

を上げました。これは勧告に基づくものですから、

そのとおりなのでしょう。ただ、やはり27％を超え

てきた人件費などにも、本当に身を切る改革も本気

で考えていかないといけない段階に来ていると思う

のです。再度この義務的経費の部分について、今後

はやはりもっと―総務部長も今回で異動されるよう

ですが、経験した皆さんが、その警鐘を鳴らす必要

もあるのではないかと思います。その辺については

どうですか。

○金城武総務部長 職員の給与につきましては、こ

れまでどんどん減額されてきて、直近は微増といい

ますか、人事院勧告で民間業者との給与の格差とい

うことで、今年度のアップが１人当たりで400円から

700円というような状況であり、現状は県職員の給与

そのものが高いという状況ではないと考えておりま

す。国と比較してみても、国を100とした場合、沖縄

県が98.8という状況もございます。例えば、県内で

は沖縄総合事務局等の国の機関より給与が低いと

いった場合に、優秀な人材を確保する意味でも一定

の人件費、職員給与というものは、均衡の原則とい

う意味で必要ではなのかということです。ただし、

やはり義務的経費というものは、どうしても社会保

障関係を中心に今後増加していく傾向にございます。

これは法定で県の負担分などがございますので、こ

の辺はやむを得ないところがありますが、歳出も含

めて別のいろいろな事業の見直しは、日常的にこう

いうことをやることで何とかやりくりをして取り組

んでいきたいと思っております。

○大城憲幸委員 総務部長の答弁は正論なのですが、

ただ、先ほど言ったように、いろいろな環境を考え

た場合には、逆に、具体的にいつまでに自主財源を

何パーセントにする、いつまでに義務的経費をこれ
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だけにする、人件費をこれだけにするというものを

決めて、その後でこれに対応する方法について、み

んなで危機意識を持って考えて、議論しないといけ

ないという感じを持っているものですから、申し上

げたまでです。

次に、先ほどの一括交付金の減ですが、平成30年

度で国の直轄事業が1260億円という話がありました。

その割合は41.9％になっているのですが、県として

はこの中から直轄事業のうち、この部分は省いて何

とか確保してくれという要望もしているのかと思う

のですが、考え方として、具体的に何々を省いてく

れというような要請をしているのですか。

○金城武総務部長 具体的にこの事業をかえて、一括

交付金をふやしてくれというような要望は、具体的

な事業名などを上げてやったことはございません。

今年度の概算要求が出た後に、要するに概算要求の

満額を確保するという、その範囲内で一括交付金の

増額ができないかというような要請をしたところで

すが、どの事業をスクラップして云々ということは、

県から申し上げてございません。事前のいろいろな

調整の中では、当然、国の直轄事業も沖縄振興に寄

与しているところがございますので、それも増額し

ながら、ぜひ一括交付金も増額してほしいというこ

とをこれまで要請してきたところでございます。

○大城憲幸委員 次に、企画部に質疑します。

当初予算説明資料企画部（抜粋版）の３ページで

す。先ほど議論がありました市町村分の240億円の

一括交付金の部分ですが、先ほどの議論の中で、本

来、中身的には県と市町村は５対３だけど、この５の

中に市町村が実際にやる事業が入っているという話

がありました。その辺の考え方を教えてもらえます

か。

○川満誠一企画部長 基本的に、県と市町村は事業

の規模や性質が違うところがあるわけですが、いず

れも相互に補完関係を保ちながら、県民、市町村民

の方々の福利厚生の向上に努めているわけです。こ

れは５対３だから、概計的に金額で割るのが正しい

のかというと、必ずしもそうではないものと考えて

おります。例えば、県におきましては広域的な事業

であるとか、マンパワーが特に必要な事業につきま

しては、その実施が小さな町村においてなかなか難

しいところについて、県がやっているという面もご

ざいます。それから全体として、離島住民等の交通

コストの負担軽減、待機児童の対策、放課後児童ク

ラブなど、県域全体でよりよいサービスのレベルを

維持してやるというものについては、県が行う必要

があろうかと思っております。ですから、先ほど少

し申し上げた、５対３ということは、そういう配分

でかねてからやっているわけですけが、これは最初

に５対３として決めたいきさつもございます。今と

なっては県事業の中で、市町村向けにやっている事

業が結構含まれておりまして、性質的に―今、手元

に資料がございませんが、市町村に直接効果が及ぶ

事業というものが非常に多くて、内容とすれば半分

を超えているのかと思います。

○大城憲幸委員 その辺は前にもそういう答弁をし

ていたものですから、できればその辺がわかるよう

に数字も含めて―数字ではあらわしにくいという話

ではありますが、市町村への周知も含めて出したほ

うがいいのかと思いました。

次に、保健医療部について質疑します。当初予算

（案）概要（部局別）の10ページ、平成30年度の目

玉としては、やはりこども医療費の現物給付がある

のですが、平成30年度の予算として約16億7400万円

があります。この辺の内訳について、説明をお願い

します。

○砂川靖保健医療部長 詳細な内訳は持っていませ

んが、大方が市町村に対する補助金です。この中に

医療費分とシステムの改修がございますので、その

補助金が含まれております。

○大城憲幸委員 私が言いたいことは、これまで、

約８億円を給付に使っていると。それが現物給付に

すると、1.5倍から２倍になりますと。ですから慎重

にやらないといけないという議論をずっとやってき

たわけですよね。ですから、この16億円で、平成30年

度10月からスタートしますが、十分な予算措置をし

ているかと。あるいは、いろいろと議論する中で、

やはり1.5倍から２倍ではなくて、そんなにふえない

というような状況で予算編成をしたのか、その辺の

議論の経過の説明をお願いします。

○砂川靖保健医療部長 これは1.3倍増加するという

見込みでつくっております。

○大城憲幸委員 確認ですが、10月から３月までの

全市町村分で1.3倍で予算を組んでいますと。これは

大体10億円ぐらいになるのですか。

○砂川靖保健医療部長 医療費の伸びとしては、２億

8236万3000円を見ておりまして、そのうちの現物給

付分が１億5949万4000円です。今回は、その現物給

付だけではなく、一部自己負担金の廃止も行います

ので、その分が１億1295万6000円となっています。

○大城憲幸委員 細かい数字は別にいいのですが、

1.3倍で十分な予算措置をしたという考えで理解して
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いいですね。

次に、土木建築部に伺います。

同じ資料の21ページ、新石垣空港の国際線ターミ

ナルの事業があります。これは新石垣空港というぐ

らいで、私の中ではつくったばかりの空港のイメー

ジがあるのです。需要が伸びていることはわかりま

すし、必要な事業であるのはわかるのですが、なぜ

つくったばかりで、また35億円もかけてやらないと

いけないのかという素朴な疑問なのですが、簡単に

その経過の説明をお願いします。

○宮城理土木建築部長 新石垣空港の整備事業につ

きましては、委員が御指摘のとおり、国際線ターミ

ナルの建てかえといいますか、増築に係る費用でご

ざいます。当初の需要見込みに対して、現状の国際

線等が大きく上回っているところでございます。こ

こはこれまでも議論をさせていただきまして、やは

り増築等が必要だろうということで、予算措置して

いるところでございます。

○大城憲幸委員 大体でいいのですが、最初の建設

のときに30億円、40億円ぐらいの金額を聞いた覚え

があります。今回、増築の部分でまた35億円という

ことですが、その辺はどうですか。

○宮城理土木建築部長 手元に詳細な資料を持って

おりませんので、詳細な部分についてお答えするの

は難しいのですが、基本的に現在は平屋建ての国際

線ターミナルをつくっております。当時、建設する

ときには、増築をしない前提で整備したところです

が、やはり観光客の伸びに応じて、御不便をおかけ

しているということもございまして、そこは対応す

るということです。現在、考えている内容としては、

ブリッジを設けたり、現在の国内線ターミナルの横

に増築するというような方法で、整備を検討してい

るところでございます。実際、やはり離島の民間需

要といいますか、旺盛な建設投資もございまして、

なかなか人が集まらないということで、現状、発注

できていない状況にあります。空港につきましては、

石垣空港ターミナル株式会社で早期に発注できるよ

うに努力していると、現在はそういう状況でござい

ます。

○大城憲幸委員 外国人観光客が250万人ということ

で、これだけふえるとは、なかなか予想できない、

うれしい悲鳴ですね、という声も聞こえます。ただ、

我々がやっていることは、県民の血税でやっている

ことですから、那覇空港の国際線ターミナルの議論

もありましたが、やはりきちんとした需要を見越し

てやらないと、つくったときと同じぐらいの改築費

がかかるなどという話は、やはりこういうことを繰

り返してはいけないわけですから、それも次につな

がるような議論を委員会で深めていただきたいと思

います。そのことを指摘しておきます。

○当山勝利委員長 以上で、甲第１号議案から甲第

24号議案までの当初予算議案の概要説明に対する質

疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

〇当山勝利委員長 再開いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算に

係る議案については、予算議案の審査等に関する基

本的事項の記の１及び４、並びに予算特別委員会運

営要領の記の３（１）に基づき、この後、所管の常

任委員会に、それぞれ依頼して調査を行うことにし

ております。

調査終了後、常任委員会からの予算調査報告書の

提出を受けて、所要の審査を行うことにしておりま

すので、委員におかれては対応方よろしくお願いい

たします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月15日 木曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 当 山 勝 利
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月８日（木曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後４時47分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

（知事公室、総務部及び公安委員会所管分）

２ 甲第８号議案 平成30年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第20号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 謝 花 喜一郎君

広 報 課 長 屋比久 義君

参事兼基地対策課長 金 城 典 和君

辺 野 古 新 基 地 建 設
多良間 一 弘君

問 題 対 策 課 長

防 災 危 機 管 理 課 長 上 原 孝 夫君

総 務 部 長 金 城 武君

総 務 私 学 課 長 永 山 淳君

人 事 課 長 真 鳥 洋 企君

行 政 管 理 課 長 茂 田 強君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉君

税 務 課 長 千 早 清 一君

管 財 課 長 下 地 常 夫君

警 察 本 部 長 筒 井 洋 樹君

警 務 部 長 中 島 寛君

生 活 安 全 部 長 新 里 一君

刑 事 部 長 當 山 達 也君

交 通 部 長 梶 原 芳 也君

3ii4

○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第８号議案及び甲第20号

議案の予算議案３件の調査を一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

なお、平成30年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算議

案の概要の説明を求めます。

謝花喜一郎知事公室長。

○謝花喜一郎知事公室長 知事公室所管の平成30年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元に

配付いたしました抜粋版平成30年度当初予算説明資

料知事公室に基づいて御説明申し上げます。

資料の１ページ、部局別予算をお開きください。

表の上から２番目、知事公室欄をごらんください。

知事公室における平成30年度歳出予算額は50億

4892万5000円で、一般会計歳出予算総額に対する構

成比は0.7％となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について

御説明申し上げます。

資料の２ページ、歳入予算をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

知事公室が所管する歳入予算の総額は33億7055万

3000円で前年度当初予算額30億9142万9000円と比較

しまして２億7912万4000円、率にして9.0％の増と

なっております。

次に、歳入予算の主なものについて、款ごとに御

説明申し上げます。

（款）８の使用料及び手数料の知事公室所管分は

1744万1000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

許可申請等手数料に係る証紙収入であります。

（款）９の国庫支出金の知事公室所管分は32億

総務企画委員会記録（第４号）
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9811万3000円で、これは主に不発弾等処理促進費に

係る国庫補助金であります。

（款）14の諸収入の知事公室所管分は557万円で、

これは主に県広報誌等広告料であります。

（款）15の県債の知事公室所管分は4800万円で、

これは主に、特定地域特別振興事業に係るものであ

ります。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要について

御説明申し上げます。

資料の３ページをお開きください。

款で見ますと、知事公室の予算は２の総務費から

となっております。

知事公室が所管する歳出予算の総額は50億4892万

5000円で、前年度当初予算額47億7956万2000円と比

較しまして２億6936万3000円、率にして5.6％の増と

なっております。

増の主な要因としましては、不発弾等処理事業費

において１億3672万8000円の増によるものとなって

おります。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。

表の右、説明欄をごらんください。

知事公室の所管する経費の内訳としまして主な事

項は、不発弾処理促進費32億2855万6000円、職員費

７億6260万8000円、基地関係業務費４億5516万1000

円、基地対策調査費２億129万2000円、広報広聴活動

費１億5667万5000円等であります。

以上で、知事公室関係の平成30年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

金城武総務部長。

○金城武総務部長 それでは、総務部関係予算の概

要について、お手元に配付いたしました平成30年度

当初予算説明資料総務部抜粋版に基づいて御説明申

し上げます。

資料１ページ目の部局別予算をごらんください。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は

1373億4085万4000円で、教育委員会に次ぎ２番目に

大きく、予算総額の18.8％を占めております。

資料２ページ目の歳入予算をごらんください。

一般会計歳入予算について御説明申し上げます。

表の一番下、合計欄をごらんください。

歳入は県全体で7310億4800万円のうち総務部所管

の歳入予算額は4568億6347万3000円で、前年度当初

予算と比べ87億856万2000円の増となっております。

増の主な要因は、県税及び地方消費税清算金等と

なっております。

総務部所管の歳入予算の主なものについて款別に

御説明申し上げます。

１の県税は1238億3500万円で、納税義務者数の増

等による個人県民税の増や前年度実績等を勘案して

法人事業税の増等による増収を見込んでおります。

２の地方消費税清算金は491億1777万2000円で、清

算基準の見直し等を勘案して増収を見込んでおりま

す。

３の地方譲与税は205億4877万7000円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して減収を見込

んでおります。

５の地方交付税は2031億円で、地方財政計画の伸

び率や前年実績等を勘案して減収を見込んでおりま

す。

８の使用料及び手数料は、2411万4000円で、主に

行政財産使用に係る建物使用料及び証紙収入等であ

ります。

９の国庫支出金は22億4593万1000円で、主に私立

学校等教育振興費に係る国庫補助金であります。

10の財産収入は10億8922万9000円で、主に県有地

の土地貸付料及び土地売払代等であります。

12の繰入金は235億1123万7000円で、主に財政調整

基金の繰入金等であります。

14の諸収入は51億1643万円で、主に宝くじ収入で

あります。

15の県債は275億1350万円で、主に臨時財政対策債

に係るものであります。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。

資料３ページ目の歳出予算をごらんください。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

表の一番下、合計欄をごらんください。

歳出は県全体7310億4800万円のうち総務部所管の

歳出予算額は、1373億4085万4000円で、前年度と比

べ1898万5000円の増となっております。

増の主な要因は、13の諸支出金の地方消費税交付

金及び清算金等の増によるものであります。

歳出予算の主な内容について御説明申し上げます。

２の総務費の総務部所管分は177億1107万4000円

で、主に人事調整費25億1600万円、私立学校等教育

振興費43億3203万8000円、賦課徴収費35億9938万7000
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円であります。

12の公債費の総務部所管分は669億838万5000円で、

主に公債管理特別会計繰出金の元金として623億

3155万円、利子として45億3450万8000円であります。

13の諸支出金の総務部所管分は525億2139万5000円

で、主に、県有施設整備基金積立金８億8460万4000円、

地方消費税交付金246億8789万2000円、地方消費税清

算金242億3357万1000円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要であります。

続きまして、特別会計について御説明申し上げま

す。

資料４ページ目をごらんください。

所有者不明土地管理特別会計の平成30年度当初予

算は２億5923万 3000円で、前年度と比べ5349万

5000円、17.1％の減となっております。

資料５ページ目をごらんください。

公債管理特別会計の平成30年度当初予算のうち総

務部所管分は852億7145万8000円で、前年度と比べ

37億9918万3000円、4.3％の減となっております。

以上で、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算議案の

概要の説明を求めます。

筒井洋樹警察本部長。

○筒井洋樹警察本部長 公安委員会所管の平成30年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元に

配付いたしました抜粋版平成30年度当初予算説明資

料公安委員会に基づいて御説明申し上げます。

資料１ページ目の総括表をお開きください。

表の下から４番目、公安委員会欄をごらんくださ

い。

公安委員会の予算額は340億4141万5000円で、一般

会計予算総額に対する構成比は4.7％となっておりま

す。

続きまして、一般会計歳入予算の概要について御

説明申し上げます。

資料の２ページ目をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は37億

3881万4000円で、前年度当初予算額31億3727万8000円

と比べ６億153万6000円、率にして19.2％の増となっ

ております。

次に、歳入予算の公安委員会所管分について款ご

とに御説明申し上げます。

９の使用料及び手数料の公安委員会所管分は14億

8994万7000円で、これは主に警察施設使用料、自動

車保管場所関係手数料、運転免許関係手数料等に係

る証紙収入であります。

10の国庫支出金の公安委員会所管分は10億2510万

6000円で、これは警察活動や警察施設、交通安全施

設の整備等に係る国庫補助金であります。

11の財産収入の公安委員会所管分は2088万9000円

で、これは主に自動販売機設置に伴う土地、建物の

貸付料であります。

15の諸収入の公安委員会所管分は２億7247万

2000円で、これは主に放置駐車違反に係る放置違反

金の過料等となっております。

16の県債の公安委員会所管分は９億3040万円で、

これは警察施設や交通安全施設の整備に係るもので

あります。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

資料３ページをお開きください。

表の（款）９の警察費が、公安委員会が所管する

歳出予算の総額となっており、その予算額は340億

4141万 5000円で、前年度当初予算額336億 6880万

9000円と比べ３億7260万6000円、率にして1.1％の増

となっております。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。

職員費、運営費等の経費であります（目）警察本

部費が281億6749万2000円、交番・駐在所等の警察施

設の建てかえや修繕等の維持管理に必要な経費であ

ります（目）警察施設費が16億8373万9000円、交通

安全施設の整備及び交通指導取り締まりに必要な経

費であります（目）交通指導取締費が16億2814万

4000円となっております。

以上で、公安委員会所管の平成30年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月９日、当委
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員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 それでは、資料３の平成30年度当

初予算（案）説明資料の中から質疑させていただき

たいと思います。

まず最初に、９ページの４のワシントン事務所に

ついて、これは翁長県政になってからずっと予算で

も決算でも質疑させていただきました。そして我々

もワシントン事務所まで視察に行って、いろいろと

わかってきたこともありますが、やはり費用対効果

という観点から見たときに、どうしても納得いくレ

ベルまでの内容になっていないと今も思っているの

で、また今回も質疑させていただきます。

この件の費用対効果について改めて伺いたいと思

います。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず、ワシントン

駐在については知事の訪米の対応と平成27年度、平

成28年度は、ＦＡＲＡ登録の実施や米国向け英語版

ホームページの開設、連邦議会議員関係者や国務省、

国防総省の担当者等と面談をするなど、駐在活動を

安定的に行う環境づくりにこれまで取り組んでまい

りました。それと、連邦議会議員関係者や米国政府

関係者等とのネットワークづくりに取り組んでまい

りました。ワシントン事務所の業務についてですが、

知事訪米の対応、基地問題に関する情報収集、沖縄

の正確な状況などを情報発信することなどを主な目

的としております。これまでワシントン事務所は、

平成27年から職員２名を配置して、米国政府関係者

等延べ668名の方々と意見交換を行ってまいりまし

た。

○花城大輔委員 これは一般質問で何度も質問して

いて、どういう人と会えたとか、何人と会えたとか

答弁をもらっているわけですが、我々が現地に行く

と、やはり主要な人間と会えていないのではないか

という、そういったコンサルタントがいたり、また、

契約しているコンサルタントも、なぜこのコンサル

タントと契約しているのかがよくわからないという

現地の情報もあるわけです。それに対しての費用対

効果を聞いているので、できたらそれがわかるよう

な答弁をお願いしたいのですが、どうですか。

○謝花喜一郎知事公室長 先ほど、参事兼基地対策

課長からもございましたように、地方自治体で初め

てのワシントンＤＣにおける駐在所の設置というこ

とで、平成27年度、平成28年度はＦＡＲＡ登録とか、

ホームページの開設など、さまざまな環境づくりと

いうものに時間をとられたということは確かでござ

います。ただ、平成28年度ぐらいからそれぞれ連邦

議会関係者などとのネットワークづくりに励みまし

て、平成29年度はこれまで構築されたそういったも

のをベースにしまして、本庁との連携が大変強化さ

れてきていると。具体的に申しますと、例えば今年

度の県議会でもいろいろ出ましたネラー長官の発言

ですとか、ＧＡＯ―米国会計検査院の報告書、それ

から、米国連邦議会調査局のレポートなど、そういっ

たものはワシントン駐在員が積極的に情報をとって

きたということです。それから今年度、特に事件・

事故が相次いだわけですが、そのたびに、ワシント

ン駐在職員は米国防総省の分析官や部長等と意見交

換を行いまして、県の意見をしっかり伝えるという

ことを行っております。そういったこと、それから

米国連邦議会委員会の公聴会の傍聴もこれまで11回

行ったりとか、シンポジウムの参加も11回行ったり

―もし、県庁職員がそのたびに行くとなると、相当

数の経費がかかると思いますが、駐在員がいること

によって、現地でのさまざまな情報収集、そしてま

た、沖縄の正確な情報の提供をしっかりと行えたも

のと思っております。そういった意味で、費用対効

果としては十分に発揮できているものと考えている

ところでございます。

○花城大輔委員 ＦＡＲＡ登録、またビザの問題も



－85－

ありました。それを一つ一つ進めていって、職員も

頑張っているということは理解していますが、やは

りこの費用対効果というところで質疑が出てくるの

です。先ほど、知事公室長は具体的な事例として、

ネラー長官のコメントがとれたとかありましたが、

これは沖縄にいてもとれます。特に、こういう問題

が解決できたとか、こういう環境がつくれたとかと

いうことが言えない限りは、我々はこの費用対効果

という質疑を下げるわけにはいかないわけです。

次に、先月、翁長知事がグアムに行きましたね。

あれについてはどのような評価といいますか、感想

を持っていますか。

○謝花喜一郎知事公室長 知事は、いわゆる在日米

軍再編の関係でグアムということを示されているわ

けですが、これがなかなか予算面の関係で進んでい

ないというような情報の提供を受けております。そ

ういった中において、知事は直接グアムに行きまし

て、現地の状況、特にカルボ知事と面談を行いまし

た。その際に、カルボ知事から工事が遅延している

具体的な理由といたしましては、ビザの関係がある

と。今、米国がビザを大変厳しくしているという中

で、なかなか作業員が集まらない、Ｈ２ビザの取得

がなかなか難しいということで、そういった中で翁

長知事からもぜひ公的な支援をお願いできればと。

それからまた、沖縄とグアムの基地の共通点と相違

点、そういったものがよく認識できたと。共通点と

いたしましては、やはり青い空、青い海、そういっ

た中に米軍基地がある。そして、グアムは広大な空

間の中に基地があるが、沖縄は住宅地の中に基地が

あるということで、大変困難な問題があるのだとい

うことを認識していただきました。そういったこと

で、カルボ知事と翁長知事とで大変意思の疎通が図

られたということは、今回のグアム訪問の大きな成

果だったと考えているところです。

○花城大輔委員 カルボ知事との面談が非常によ

かったのだろうということは今の話を聞いてわかり

ますし、沖縄における施設及び区域に関する特別行

動委員会―ＳＡＣＯ合意に基づいて共通の認識であ

るということも確認できてよかったかと思います。

ただ、その他についてはいかがですか。例えば、米

軍基地の中に立ち入りができなくて、丘の上から見

学をしたとか、これは実際、段取りとか調整という

機能がなくて、行き当たりばったりの視察になって

はいないかということをお尋ねしたいと思います。

○金城典和参事兼基地対策課長 今回のグアムの訪

問についてですが、日程的に非常にタイトで、決まっ

たのが少しぎりぎりだったと。そして、実質的に12

月末にカルボ知事の日程がとれたということがござ

いまして、それから米軍基地への立ち入りというこ

とでの申請をいたしましたが、やはり日程的な厳し

さがありまして基地の視察はできないということで

の対応になりました。ただ、私たちがグアムの基地

についてどういった状況なのかということを事前に

調べまして、また、現地で実際に基地が見られると

いうところを探して、実際その場所でまずごらんい

ただいて、それから翌日ですが、民間の飛行機を

チャーターして上空から確認しました。それによっ

て、具体的な基地の状況、空間的な広がりというの

が一応確認できました。

○花城大輔委員 調整が難しいことについては何も

言いませんが、やはり、せっかくグアムまで行って

いるのに、丘の上から基地を眺めるとか、飛行機を

チャーターして上から眺めるとか、これは観光では

ありませんので。実際、グアムの基地と沖縄の基地

は何が違うのかとか、そういったところを持って帰っ

ていただかないと、費用についてもやはり成果が得

られていないと判断をせざるを得ないところがある

と思います。次年度の訪米に関する予算については、

どれくらいついているのか教えていただけますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 平成30年度の訪米

に係る予算として、まず旅費関係で778万円。それ以

外に、消耗品等の必要経費38万円を加えまして、合

計815万円を計上しております。

○花城大輔委員 それと、答えられる範囲でお願い

したいのですが、2015年に翁長知事が職員を伴って

ジュネーブに行きました。それについて民間から訴

えが起こっているという話を聞いていますが、これ

は何が問題になっているのですか。

○謝花喜一郎知事公室長 今回の件は、住民監査請

求がなされた後での訴えの提起と聞いております。

翁長知事が行ったジュネーブでの演説、訪問が、知

事の公務とはいえないのではないかということで、

その旅費の支給が適正ではなかったということでの

返還請求であったと理解しております。

○花城大輔委員 今回のグアムの件も、やはり丘の

上から眺めたり、飛行機の上から眺めるということ

は、公務として認められないという意見も出てくる

と思います。これは要調査事項として上げていただ

いて、もう少し細かく知事の日程、予算について説

明していただきたいと思っております。

次に、同じページの６番、不発弾処理事業費につ

いて質疑させていただきます。
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まず、１億円以上の予算が増額されたことに対す

る評価についてお願いします。

○上原孝夫防災危機管理課長 不発弾処理事業につ

いて、内閣府には沖縄県の実情を御理解いただき、

毎年、予算を増加していただいており感謝しており

ます。沖縄県内の建築工事が急増していることもあ

り、平成30年度も住宅等開発磁気探査支援事業の予

算を大幅に増加していただいております。

○花城大輔委員 次年度、この予算措置で十分であ

るかどうか伺います。

○上原孝夫防災危機管理課長 我々はその予算措置

で十分ということで、その額を要望して予算をつけ

ていただいております。

○花城大輔委員 昨年の話ですが、事業が一度申請

ができなくなった時期があったと聞いていますが、

それについてはいかがですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 事業が一時中断した

のは、住宅等開発磁気探査支援事業でございます。

この事業については、平成26年度から県が実施して

おります。特に、平成28年度は当初予算を４億8200万

円計上しております。それで大分件数が多くなりま

して、９億700万円ぐらいに増額して平成28年度は対

応しました。そのことから平成29年度は予算を大幅

にアップして、当初予算10億8600万円を計上してお

りましたが、執行率が大分高くなったということで、

11月末時点で97％まで執行率が高まったということ

もありまして、一時期中断しておりました。ただ、

この不発弾の事業については、ほかの事業からも予

算の流用というのが可能となっておりますので、そ

の辺は執行状況を見ながら流用していくということ

で一時ストップしておりましたが、現在は、十分に

予算を確保できております。その後、一時中断して

いたものを再開して、交付決定の作業を進めており

ます。

○花城大輔委員 今、説明があったような状況が起

こらないような対策とか、次年度の事業に対する県

の取り組みについて確認させてください。

○上原孝夫防災危機管理課長 特に、住宅等開発磁

気探査支援事業については、事前に申請がある旨を

申請者の方から市町村を通じて受付表という形で情

報をいただいていたのですが、その受付表の情報に

大体どういった物件とか、金額がどのぐらいとか、

そういった情報がなかったので、我々が実態をなか

なか把握しづらかったことがございまして、その辺

の事前協議のための受付表の様式とかを見直して

データを分析して対応していくとか、あとは、審査

業務についても、今、住宅等磁気探査については業

者に審査を委託してやっていただいておりますが、

その体制が１社３人でやっていたものを２社４人に

増員して対応できるようにしております。

○花城大輔委員 執行率も上がったということで、

あとは、申請して審査が終了するまで時間がかかっ

ているという話も何回か聞いたことありますが、改

善していきながら頑張っていただきたいと思ってお

ります。

次に、同じページの９番、辺野古新基地建設問題

対策費。この内容については、２通りの説明書きで

ありまして、辺野古新基地建設に関する総合的企画

及び調整、また、普天間飛行場の負担軽減対策等に

要する経費と２つに分けられていますが、具体的に

どういう予算になっていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 主に

は、総合的な企画及び調整ということでして、いろ

いろ法律相談に係る弁護士への委託費でありますと

か、国との協議に関する旅費、そういったものが主

なものとなっております。

○花城大輔委員 以前、辺野古に職員を２名派遣さ

せているという話も聞いたことがありますが、これ

は具体的には何を仕事としていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古における現地確認についてですが、これは埋立工

事の進捗状況等を迅速に把握することを目的に、平

成27年度から現在も実施しているというものでござ

います。

○花城大輔委員 これは今も続いていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 現在

も継続して実施しております。

○花城大輔委員 それではお尋ねしますが、一般質

問で知事公室長に質問した際に、生コンクリートプ

ラントの話をしたのを覚えていますか。これは職員

から報告はないですか。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、知事公室長から質疑の内容につ

いて確認があった。）

〇渡久地修委員長 再開いたします。

多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古における現地確認について、現場は基地内で立ち

入りには許可が必要ですので、周辺域において確認

しております。現在は辺野古漁港とか、そのあたり

をメーンに見ておりまして、生コンクリートプラン

トができているかということは、なかなか確認しづ
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らい状況になっております。

○花城大輔委員 やはり、進捗というのであれば、

基地内も確認するべきだと思います。これは申請を

すれば、民間人も入れるようになっているわけです

ので。これは見えないふりをしているのではないか

と今思っていて、一般質問でも「あるのではないで

すか。」と聞いたので、確認をする必要が県にはある

と思います。今までつくらせないとずっと言い張っ

てきたものができ上がっていて、それを見ないふり

するのはよくないと思います。県民への説明責任が

あると思います。

○謝花喜一郎知事公室長 先ほどの２名の視察とは、

普天間飛行場の代替施設の建設に関して監視のため

に職員を２人派遣しているということです。先ほど

来、議論になっております生コンクリートプラント

は、いわゆる陸上の堆砂等の施設の建設のために設

置しているものとなっております。そして、この件

につきまして、沖縄防衛局に確認いたしましたとこ

ろ、「当プラントは平成29年８月31日に完成して、代

替施設建設事業とは直接関係のない建物等の整備を

するために設置しており、現在稼働中である。」と答

えております。それから、埋立承認願書を調べてみ

ますと生コンクリートプラントを設置するというの

があります。その場所は埋め立て後の場所ですが、

それはいわゆる普天間飛行場設置事業の舗装工事に

おいて、３年次につくるということも書かれてござ

います。そういったことから、現在の生コンクリー

トプラントは、決して代替施設建設に係るものでは

ないと県は認識しているところでございます。

○花城大輔委員 知事公室長はこの説明を認めるの

ですか。

○謝花喜一郎知事公室長 先ほど言いましたように、

この埋立承認願書の記載、それから沖縄防衛局の説

明で、そのように答弁しているところでございます。

○花城大輔委員 一般質問の中では、生コンクリー

トプラントをつくらせると埋め立てに利用される可

能性があるからつくらせないという話をしていたわ

けです。でも、沖縄防衛局が、「いや、陸上の工事の

ために使うのです。」と言ったら、「はい、わかりま

した。」となるのですか。

○謝花喜一郎知事公室長 当時は、代替施設建設の

和解に基づく協議の中でございました。そもそも我

々に、許可を与える、与えないという権限があるわ

けではないのですが、和解協議の中で先方から、堆

砂等のための施設の建設を進めなければならないが、

いろいろ反対の方々がいらっしゃって中に入れない

のでということで、この部分だけは県としても認め

てもらいたいという話があったので、それを確認し

た上でわかりましたと。ただ、生コンクリートプラ

ントの話はそのときからありましたが、我々からす

ると、やはりまだそのときの懸念が払拭されないと

いうことで、なかなか了解というわけにはいきませ

んというような話で対応したところでございます。

○花城大輔委員 知事公室長はこの件をわかってい

たにもかかわらず、最初、辺野古新基地建設問題対

策課長が答えたではないですか。この生コンクリー

トプラントの確認について質疑をしたときには辺野

古新基地建設問題対策課長が答えておいて、「ないの

ですか。」と聞いたら知事公室長が答えると。このや

り方は非常に誠実さがないと感じます。政治が動い

た部分もあるので、難しいところがあるかもしれま

せんが、こういう答弁は余り望ましくないと思って

います。

今度は、県警本部に質疑します。

昨年11月23日の琉球新報の記事で、拾得物の件が

10年で６倍となっていました。仲田議員からも一般

質問であったと思うのですが、これは非常に重大な

問題になっていると思っています。記事の最後ら辺

に2018年度には職員26人の増員を県知事部局に求め

ているとありますが、これはどうなっていますか。

○中島寛警務部長 まず、遺失物の関係について、

現状をお話ししたいと思います。

今、委員からお話があったように、平成18年の遺

失物の拾得物の届け出については２万4153件でした

が、平成29年は約16万件となっていまして、訪日外

国人の増加等もあり６倍近くに急増しているという

状況がございます。量がふえただけではなくて、訪

日外国人がふえた関係で、その落とし物を外国に送

付したり、いろいろな外国語でやりとりをする必要

があるという質的な負担も生じているという状況が

ございます。特に、豊見城警察署とか、那覇警察署、

沖縄署など、要は大都市であるとか、空港を管轄し

ている署の負担が増している状況がございまして、

現状ではなかなか一般職の方の負担が大きいという

ことで、県当局に対して増員をお願いしたところで

ございます。ただ当時、少し時間的に切迫していた

こともありまして、今年度での増員要求は認められ

なかったのですが、必要性については、私が金城総

務部長に直接お会いしてお話しをさせていただきま

して、今後も実質的な協議を継続していこうという

ことで合意いたしまして、今はその作業を継続して

いるところでございます。
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○花城大輔委員 増員はゼロということですか。

○中島寛警務部長 今年度については、そういう結

果になります。

○花城大輔委員 それでは、この拾得物が非常に多

くて、休日出勤も常態化しているというものは、今

も続いているのですか。

○中島寛警務部長 特に、豊見城警察署などは非常

に拾得物の届け出が多いので、一部の職員について

は休日出勤などの実態もあると承知しております。

そういう状態もありますので、警察としましては、

そういう忙しい署に対して、一部パワーシフトして

人のやりくりはしていますが、そういった状況を踏

まえてもなかなか厳しいといった実態がございます。

○花城大輔委員 これは、どうにかなりませんか。

○金城武総務部長 厳しい状況は先ほど警務部長か

らございましたように、お話をお伺いして我々もも

う少し現場も含めて中身を確認させてくれというこ

とで、今、うちからは、例えばどうしても増員とか、

ふやす場合には、関係するバックデータなども含め

て整理した上で何名必要だという議論。それから、

これが正職員で対応する必要があるのかどうかとか、

いろいろと検討する必要があるということで、今、

資料のやりとりをしておりますので、継続して協議

していこうということで進めているところでござい

ます。

○花城大輔委員 そばで変なことを言う人がいまし

たが、そういう事態が起こらないとは限らないので、

早急に対応していただきたいと思っています。実際、

一般職というものは、この26名を増員すれば通常に

運営できるのですか。

○中島寛警務部長 警察組織における一般職という

イメージがなかなかわかりづらいので、まずはそれ

から説明させていただきたいと思います。警察官は

犯人を逮捕したりとか、いわゆる法執行業務をやる

のですが、一般職は、例えば科学捜査研究所―科捜

研で鑑定したり、警察の情報システムを構築したり、

あとは会計業務であるとか、施設の管理、装備品の

管理といった、いわゆる警察業務の屋台骨を支える

縁の下の力持ち的な業務をやっていただいており、

警察官がパフォーマンスを最大化する上でも非常に

重要な業務をやっていただいていると思っておりま

す。今回、増員要求をするに当たり、九州の状況を

調べたのですが、今、沖縄県では、301人の一般職の

方が県警察にいらっしゃいます。これは実を言いま

すと、最低レベルでございまして、人口が同じよう

な長崎県でいいますと、474人の一般職の方。例えば、

人口が沖縄より少ない大分県で345人、佐賀県で295人

ということで、沖縄県警察における一般職員の方の

負担は九州各県と比べても非常に厳しい。特に沖縄

県の場合は観光地であるということを踏まえても非

常に厳しいのかと思っておりまして、今後とも県に

対しては必要性を丁寧に説明していきたいと思って

おります。

○花城大輔委員 今、おっしゃっているように、長

崎県と比較しても、そもそも警官の数も少ないので

はないですか。しかも九州だと陸続きなので、応援

とかも入りやすいのかと素人目からは思いますが、

こうやって観光客が800万人、米軍による事件・事故

も起こる、そして、いろいろな抗議活動とかで出動

も多いと。そういう中で今年度ですか、100名増員さ

れましたが、それについてはどういう評価を持って

いますか。

○中島寛警務部長 100名の警察官を増員していただ

きまして、また平成30年に５名の増員も認めていた

だきましたので、現在、警察官の定員でいいますと、

2771名になっております。その効果としては、例え

ばレスポンス・タイムという警察官が110番を受けて

現場に着くまでの時間というものがありますが、ずっ

とここ数年、増加していたのが少し歯どめがかかっ

て、平成29年については少し減少したという状況が

あり、やはり効果はあったのかと思っております。

ただ、警察官の負担率という一つの目安で、人口を

警察官の数で割る、要は負担率というのがございま

して、沖縄が今527人となっております。全国平均が

490人ということでして、まだまだ負担率では平均に

追いついていないと。特に沖縄県の場合は、そもそ

も離島県であること、あと米軍犯罪等の問題があり

ます。それと、尖閣諸島という国境の警備を行うと

いう状況もあります。それから、観光地ということ

で、今後ますます訪日される方がふえてくる状況を

踏まえますと、実質的な負担という意味では、他県

に比べて相当大きいのかと思っておりまして、今後

もやはり増員の必要性なりとかを国に対してもいろ

いろな機会を捉えて訴えていきたいと思いますし、

警察官の負担軽減を何とか図ることができればと

思っております。

○花城大輔委員 やはり全国平均を目指すのではな

くて、沖縄の特殊事業を鑑みて最大のパフォーマン

スができるような人員体制が必要だと思っておりま

す。それぞれ警察官と一般職、あと何人必要だと思っ

ていますか。

○中島寛警務部長 例えば一つの基準として、警察
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官１人で500人をカバーするということでいいます

と、それで計算しますと現状からあと151人増員しな

いといけないのかと思っております。一般職につい

ては、なかなか詳細な計算は難しいところもあるの

ですが、同規模の県と比較しても、先ほど申し上げ

ましたとおり差がある部分がございますので、少し

でもそのギャップを埋めるような努力をしていきた

いと思っております。

○花城大輔委員 引き続き頑張っていただきたいと

思っておりますし、総務部長もよろしくお願いしま

す。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から花城委員に対し要調

査事項の内容を改めて説明するよう指示が

あった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

先ほどの花城大輔委員の質疑について要調査事項

として提起したいということですので、誰にどのよ

うな件名を確認するのか簡潔に御説明をお願いしま

す。

なお、件名等の説明については、質疑の時間に含

めないことといたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 数回にわたってこの質疑をさせて

いただいて、その都度、翁長知事の発言を求めるよ

うな要調査事項を提起させていただきましたが、い

まだかつて一度も実現しておりません。やはり実際、

訪米されている翁長知事から、このワシントン事務

所についての評価、そして費用対効果を説明してい

ただきたいと考えており、そのために要調査事項を

提起させていただきたいと思います。

○渡久地修委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取り扱いについては、明 ３月９日の委員

会において協議いたします。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 花城委員からありましたワシント

ン駐在員活動事業が入ってる、主に基地対策調査費

の中身についてもう少し質疑をさせてもらいたいと

思います。ワシントン駐在員がいますが、例えば、

１月から沖縄で米軍機による部品落下事故が非常に

多くなっておりますが、これに対してワシントン駐

在員はどのような動きをしたか、実績だけ教えても

らえませんか。

○謝花喜一郎知事公室長 ワシントン駐在員は、部

品落下事故だけではなく、例えば、昨年９月29日に

嘉手納飛行場の旧海軍駐機場の問題がありました。

そういったことに対しては、国務省の外交分析官と

面談して地元にしっかりと説明すべきだということ

を申し入れました。また、10月11日の高江でのＣＨ

53ヘリコプターの不時着炎上事故については、国務

省東アジア・太平洋局政務軍事担当官、国防総省の

日本部長代理と面談して、原因究明と同機種の飛行

停止を申し入れました。それから12月13日、普天間

第二小学校のＣＨ53からの部品落下事故等がありま

したので、これについても申し入れをしています。

あわせまして、海兵隊による交通死亡事故について

も申し入れをしているところです。これもやはり国

務省の東アジア・太平洋局日本部副部長等と面談し

ております。年が明けて、１月10日、１月26日には

相次いだ米軍ヘリの不時着等について、同様に米軍

に抗議をしているということで、大きな事故等があ

るたびに国防総省等に申し入れを行っているという

ことでございます。

○又吉清義委員 要するに、知事公室でやっている

のではなくて、ワシントン駐在員のところでじかに

国防総省にアポをとるとか、関係機関に出向いてい

るということでいいのですか。こちらから文書を送

付するのではなく。

○謝花喜一郎知事公室長 まず、本庁でこういった

ことをやっているという情報は駐在員にもお伝えし

て、委員がおっしゃったように、駐在員からも日本

部長等に面談して同様の抗議を行っているというこ

とでございます。

○又吉清義委員 そして、やはりそのようにお互い

申し入れをして、日本部長等と会うための申し入れ

をして、結果としてどのようなディスカッションと

いいますか、対応等がありましたか。

○謝花喜一郎知事公室長 これにつきましては、ワ

シントン駐在員からの説明では、まず沖縄県民のそ

ういった不安、そういったものについては自分たち

も十分理解しているという説明。それから、そういっ

たことがないようにしっかりと自分たちも米軍に申

し入れるというようなことは、返答をいただいてお

ります。ただ、こういったことが余りにも多過ぎる

ということで、再三再四にわたって粘り強くワシン

トン駐在員も抗議を行っているところでございます。

○又吉清義委員 具体的にどなたとお会いしたとい

うことを後で資料としていただきたいのですが、よ

ろしいでしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 面談時期と相手方の氏名

等について、資料にまとめて御提出したいと思いま

す。
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○又吉清義委員 本来ならば、現地で会っている担

当者からじかに生の声を聞かせていただけるのかと

思ったら、生の声は一言もないものですから、本当

にワシントン駐在員がこれでいいのかとまだまだ納

得できない部分があるものですから、あえて聞いて

おります。

もう一つ、知事公室長にお尋ねします。よく基地

対策費で、皆さんがおっしゃっている辺野古新基地

建設問題対策事業ということで、ことしも5500万円

組まれております。今までこの対策事業に結構な金

額が組まれています。この対策事業はどのような効

果がありましたか。まず実績を答弁していただけま

せんか。年間の金額が半端な金額ではありませんの

で、どのような実績があったのか教えてください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古新基地建設問題対策事業は、主には弁護士への法

律相談でありますとか、情報発信に取りかかる委託

費、それから国との協議会等への出席、行政法専門

家等への面談といったようなものの旅費という形に

なっております。法律相談等に関しましては、前年

度は３名の弁護士の方に委託して法律相談等を進め

てきておりまして、差しとめ訴訟でありますとか、

そういったものの実績で対応しております。それか

ら、国との協議等に関しましては、昨年度は普天間

飛行場負担軽減推進作業部会について、計２回の作

業部会等に出席している状況でございます。

○又吉清義委員 今の件について、私と皆さんとで

は立場が全然違うのですが、問題対策事業というの

であれば、基地問題を解決するために一歩でも前進

していただきたいのです。こんなに莫大な予算をか

けて、何か問題を解決しましたか。それを聞いてい

るのです。このように莫大な予算をかけて、何か対

策、事業を組んで、基地問題に関して何か県民にとっ

て一歩でも前進しましたかということを聞きたいわ

けです。私はいたずらにひっかき回して、むしろ泥

沼化してるのではないかと思いますが、本当に県民

にとって、これがよくなりましたという実績はあり

ますかということをお尋ねしたいのですが。

○謝花喜一郎知事公室長 辺野古新基地建設問題対

策課は、平成27年に新しくできています。主な業務

として、基地関係業務は基地対策課がありますが、

その中から辺野古新基地建設にかかわる問題と、普

天間飛行場の負担軽減に特化して、辺野古新基地建

設問題対策課が対応しているということがまずござ

います。普天間飛行場の負担軽減につきましては、

負担軽減推進協議会や推進会議、作業部会がありま

すので、そういったものの対応を行っていると。そ

れから、辺野古に新基地をつくらせないということ

の対応につきましては、一連の４つの訴訟がござい

まして、最高裁の判決、和解協議がありました。そ

ういった中で、実際に工事も一定期間とまったとい

うこともあります。それから、今年度に入りまして

は、岩礁破砕等の差しとめ訴訟等について議論を行っ

ておりまして、その都度、国の動きにしっかりと対

応して、今、業務を行っているところでございます。

○又吉清義委員 どうせこれはかみ合わないと思い

ますが、こういった問題を本当に県民にとって基地

問題が解決できたかということをお聞きしたいと。

私は何も解決されてないと思います。むしろ問題は

泥沼化する。その繰り返しではないかと。本当にこ

のあり方でいいのかと。こんなに莫大な予算をかけ

て、本当に県民にとっても、地域にとっても基地問

題を解決するために一歩でも前進していただきたい

と思うのですが、残念なことに、裁判は行われる、

工事は行われる、そして地域住民には迷惑がかかる

ということで、トラブルのもとではないのかと。ト

ラブルがむしろ大きくなっているのではないかとし

か思わないものですから、あえて聞いている次第で

す。幾ら聞いても、実績はないだろうとしか思って

いないので。

次に移りますが、費用弁償で例えば２種類あるの

ですが、非常勤職員の通勤費用と弁護士の費用弁償

がありますよね。491万8000円からお尋ねしますが、

弁護士の費用というものはどのようなことをするの

か、お尋ねします。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 弁護

士に係る費用弁償ですが、これは法律相談に関する

経費といたしまして、辺野古新基地建設に係る法的

な問題点などについて行政法学者とか専門家等、そ

ういった方々との意見交換等のために必要となる旅

費を計上しているものであります。

○又吉清義委員 その費用と、平成30年度歳出予算

事項別積算内訳書の20ページにあります委託料で、

情報発信または法律相談ということで2877万1000円

がありますが、この２種類、この法律相談をすると

ころは同じ弁護士ではなくて、先方は別々の弁護士

になっているのですが、何が違うのでしょうか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 委託

料の法律相談は、弁護士への法律相談そのものに係

る委託料を計上しておりまして、その弁護士がいろ

いろと行政法学者等と意見交換をするのに旅費は費

用弁償という形で計上しているということでござい
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ます。

○又吉清義委員 もう一度、旅費の弁護士費用と今

の法律相談の弁護士費用について、端的にこれが違

うということを教えてください。もう一点、伺いま

すが、要するに、既に今回も何かトラブルがあると

いうように想定してのこの費用で、これは何回分ぐ

らいの費用になりますか。

○謝花喜一郎知事公室長 まず、県職員以外の方に

支給する旅費は費用弁償という形でやります。弁護

士は県職員ではございませんので費用弁償という形

でやるわけですが、県庁内では専門の方々や行政法

学者などいろいろな方と意見交換などをしますが、

その際、弁護士の方にも同行していただく場合があ

ります。そういった費用として、費用弁償を支給し

てやっていると。それから委託料ですが、これは常

日ごろから法律相談ということで、一括して予算を

計上して、年間の委託料という形でお願いしていま

す。例えば、さまざまな事情で法律相談したいとい

う場合には、県がその先生方にお願いをして対応し

ていただいておりまして、そのための費用として委

託料があるということです。

○又吉清義委員 ですから、この具体的な２つの予

算、この新年度の予算で辺野古問題に対してどのよ

うなものを想定していますか。

○謝花喜一郎知事公室長 まず法律相談を―今、申

し上げたように、今般の話で言えば、サンゴの特別

採捕の話などが出ました。また、公共財産の使用協

議の話もしました。さまざまな知事の権限について、

沖縄防衛局から申請等がございます。その課題等に

ついて論点整理等を県で行いまして、それについて

弁護士から御意見をいただくという対応をしている

ということでございます。

○又吉清義委員 こんなに大きな予算を組んでいる

のに、少し中身はわかりづらいのですが。去る北部

訓練場域の高江での県道通行制止に係る沖縄県を被

告とした損害賠償請求事件について、皆さんはこれ

を控訴しないということに関して、非常に予算もあ

るのに本当にこれでいいのかというのが疑問でなら

ないのです。これは知事が最終判断するということ

ですが、知事はこういった問題に関して、どのよう

な趣旨、目的で、これをすべきではないという判断

をしたのか、これについてもう少し説明してもらえ

ませんか。皆さんは、知事権限だからこれはやらな

いというような答弁でしたが、知事はどのような考

えに基づいて控訴を断念したと、それについてもう

少し詳しく説明していただけませんか。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、総務部長から質疑の内容が当初

予算とは直接関係ないのではとの確認があ

り、委員長から答えられる範囲で答弁する

よう指示があった。）

〇渡久地修委員長 再開いたします。

金城武総務部長。

○金城武総務部長 もう一度、判決の概要を申し上

げますと、警察官が原告を抗議参加者の蓋然性があ

ると認め、これについて警備措置等を講じる必要が

あると判断した県警察の判断は一概に不合理である

とまでは言えないとしながらも、やはり原告の言動、

それから、服装等からは犯罪行為に及ぶ具体的な蓋

然性があったと認めることはできないという内容に

なっております。これについては、知事としてそれ

を受けてどうするのかという御判断ですが、これは

やはり裁判所において、そういう審理がなされた結

果といいますか、そういうものを受けて、裁判所の

判断が示されたということで、これについては県と

して重く受けとめて、それと、やはり県民の基地に

対する過重負担へのいろいろな思いも含めて、知事

として総合的な判断をしたということでございます。

○又吉清義委員 総務部長は、新年度予算には関係

ないと言いますが、そうではなくて、やはり基地問

題に派生する裁判なのです。例えば、聞くところに

よると、これもそういった基地問題に関する高江の

問題なのです。その中で、一市民から見て非常に理

解できないのが、例えば現場において法令の遵守と

憲法で保障された表現の自由の両者に配慮すること

がまず重要であると。これもよく理解できます。法

令を遵守するということは、現場で法令を遵守して

る方はどの方々かと。私は、県警であって、反対派

の皆さんではないと思います。そしてもう一つ、こ

の歴史的経緯で米軍基地の過重な負担に対する県民

の根強い不満、そして県民の思いも踏まえる必要が

ありますと。そういったものをもとに知事が判断を

して控訴しないのはフェアなのかと。今度、こういっ

た問題が出たら、知事はこのようなことをもとに裁

判をする、しないということはこれでいいのかと。

こんなに裁判費をたくさん組んでいる中で、あえて

聞いているわけです。新年度もこういう体制で知事

が判断するのは、私はよくないなと。やはり、しっ

かりと法令を遵守するといった立場でその裁判費用

も執行していただきたいということをあえて申し上

げておきます。この控訴を断念した理由が全く私か

らするとわけがわかりません。これをしっかりと知
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事が答弁しなければ、総務部長が説明していただけ

ればよかったのですが、本当にこういうことが一市

民から出て、これはこういうのが理由ですと言われ

て愕然としました。確かに、これは知事権限かもし

れませんが、やはり法令遵守した立場でやっていた

だきたいということです。これは強く申し入れてお

きます。

次に、内訳書の22ページ、防災対策費について。

ことし、この防災対策費が対前年度比６分の１ぐら

いに減っているのですが、防災対策費というものは、

今後、強化されるものであっても、決して減るもの

ではないと思います。前年度、２億5700万円に対し

て、今回4200万円なのです。これが減る理由は何で

しょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 平成29年度は沖縄県庁内

において、合同庁舎もそうですが、災害拠点整備事

業というものを実施しました。これは例えば、大規

模災害が起きたときに庁議室、４階講堂に一斉に机

等を並べて、パソコン等の配置、電話機の設置、そ

して大型マルチスクリーンを４階講堂、庁議室、中

部、南部、北部、宮古、八重山の合同庁舎に配備す

るということで、その予算を計上したところですが、

平成30年度はその事業がなくなったということで、

その分が減ったということでございます。

○又吉清義委員 庁舎内はよく理解できます。しか

し、庁舎内が幾らこういう体制であっても、肝心な

一市民、県民に対しては、予算をかけてやるべきだ

と思います。例えば、災害対策訓練実施事業が860万

円ありますが、これは具体的にどこでどのような事

業を実施するのですか。

○謝花喜一郎知事公室長 まず、国民保護訓練の実

施で400万円ほどです。それから、Ｊアラートの受信

機の設備更新に係る経費として、360万円ほど計上し

ております。国民保護訓練につきましては、武力攻

撃事態等の発生に備えて、対処能力の向上を図るた

め、国及び市町村と共同訓練を実施するものでして、

新年度の訓練実施に向けてこれから調整に入るとい

うことでございます。それから、Ｊアラートの受信

機の更新につきましては、情報伝達時間の短縮を図

るため、県としても受信機の更新を推進しておりま

して、そのための経費ということでございます。や

はり、危機管理のために、こういった事業はしっか

りと対応したいと考えております。

○又吉清義委員 ですから、そういった危機管理の

ため、また防災のためにそういう訓練をする費用は、

本当にこれで沖縄県民の全員が納得できるようにで

きますかと。全市町村に均等に行き渡ることができ

ますかということを強く言いたくて、予算減でいい

ですかと聞いているわけです。

○謝花喜一郎知事公室長 先ほどの国民保護訓練は、

新規で入れて、今回初めて予算計上したものでござ

います。

○又吉清義委員 国民保護法にしろ、津波や地震も

防災だと理解していますが、これは想定していない

との理解でいいですか。

○謝花喜一郎知事公室長 国民保護訓練も重要とい

うことで、400万円余りを予算計上して、今回、次年

度は訓練を実施したいということで計上しておりま

す。決して、我々が軽視してるということではござ

いません。

○又吉清義委員 ですから、軽視していなければ、

そういった自然災害に対しても、やはり予算を組ん

でやるべきではないかと。避難訓練などが余りにも

少な過ぎませんかということを言いたいのですが。

○謝花喜一郎知事公室長 いわゆる総合防災訓練と

いうものを毎年９月１日に実施しております。次年

度もしっかりと対応いたしますし、11月には、全県

一斉避難訓練―これは、市町村に御協力いただいて

対応しております。先ほど、災害拠点整備事業のお

話もしましたが、本当に防災訓練については、しっ

かりと対応するということで、これについては次年

度についてもしっかりと予算計上されているものと

考えております。

○又吉清義委員 とにかく、周りから見たら満足に

は見えないのです。訓練はもとより整備事業にしろ、

津波など自然災害の場合の標識のあり方についても、

これでいいのかと思います。海抜何メートルしかな

いのです。外国人観光客が多い中で、彼らはこれが

わかるのかということなのです。こういうものもきっ

ちりと整備すべきだと思いますが、その整備は行わ

れていますか。

○謝花喜一郎知事公室長 沖縄県では、東日本大震

災の教訓を踏まえまして、平成24年度に津波海抜表

示等の指針に関する検討委員会を開催して、海抜表

示デザイン等も示しております。御参考までに、こ

ういう形で、赤、黄色、青で、海抜の低いところ、

５メートルは赤表示、15メートル以上は黄色、25メー

トルは青と。それから、津波避難場所と津波避難ビ

ルについての表示も、これをモデルとして表示して、

これはばらばらにするとわからなくなるものですか

ら、41市町村これで統一しましょうということで指

示して対応しているところです。
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○又吉清義委員 この表示もいいですよ。しかし、

これを見た人がどこに逃げていいのかがわからない

ということなのです。本当はこれに矢印があり、ど

の方向に逃げるという表示もする中で、公共施設も、

自然災害があった場合に、施設の屋上を書いておく

だけで、夜間とかに助けに来ると、すぐにわかりや

すいのです。こういうものがあって初めて、市民で

あり、外国人の方もわかりやすいかと思います。こ

れだけでは、多分わからないと思います。そういっ

たものをもっと徹底すべきだと思いますが、いかが

でしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 平成24年度の議論の際に、

わかりやすくシンプルなものにしようということが

あったようでございます。今、委員からの御提案の

矢印表示については、御提案として検討させていた

だきたいと思います。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 まず、平成30年度当初予算の説明

資料と、全般的に予算編成の背景も含めて、本年度、

平成30年度の県の考え方。また、翁長県政誕生以来

３年間の行財政改革における県の取り組みについて

お伺いします。

○茂太強行政管理課長 これまで数次にわたり、昭

和61年度から行財政改革に取り組んでまいりました。

その間、三位一体改革や公務員制度の改革であると

か全国的にもそういった改革が望まれていて、国の

補助金削減とかいったものもございました。その中

で我々県としても、組織の効率化、簡素化、そういっ

た面も含めていろいろと取り組んできたところです。

効果も、平成18年度の改革から財という部分で、い

わゆる削減効果―財政効果を出しまして、それに取

り組んできて、今回は第７次計画ですが、それまで

額的にもスリム化を図ってきたところでございます。

○中川京貴委員 たしか仲井眞県政のころ、目標値

であった500億円でしたか、それを上回るような行財

政改革が進められて、その成果が出ていたと思いま

す。また、国においても平成29年12月に財政健全化

の着実な取り組みということで、閣議決定されてお

ります。その結果、もし数字がわかれば仲井眞県政

のときの行革の目標指数とその結果。その後、その

課題になったグレーゾーンといいますか、これを行

革でやるべきだという項目が、たしか12項目ぐらい

あったと記憶しています。その中には、出先機関と

か土地開発公社とかいった項目がたしか12あったと

思いますが、もしあれば改革案であったことを説明

してください。

○茂太強行政管理課長 今、おっしゃった十何項目

というところで、これは多分、主な財政効果の推移

というところの項目だと理解しています。例えば歳

入関係、歳出関係という形で申し上げると、歳入関

係だと県有財産の総合的な利活用の推進という項目。

また、県税収入の確保、未収金の解消、使用料・手

数料の見直し等を歳入関係の項目として位置づけて

おりました。歳出関係は、事務事業の見直し、県単

補助金の見直し、定員管理適正化、給与の見直し、

行政情報システムの高度化及び効率化、公の施設の

管理のあり方の見直し、公社等外郭団体の見直し、

県費補助金の見直しという項目がございました。そ

の中で、仲井眞県政時代に合計どれぐらいだったか

ということについては、きっちり何年から何年まで

という数値は持ち合わせておりませんが、例えば平

成18年度から平成21年度の―これは第５次の行革プ

ランでございますが、このときは目標額として310億

円程度を掲げまして、そのときの効果が450億円で、

140億円ぐらい上回った効果が出ています。平成22年

度から平成25年度の第６次の計画でございますが、

このときは150億円ぐらいの目標に対して、200億円

の効果で50億円ぐらい上回った効果が出ているとい

う形でございます。

○中川京貴委員 なぜ、そういう質疑をしたのかと

言いますと、これは知事公室も関係するのです。今、

沖縄振興とか基地交付金など、いろいろな予算があ

りますが、国も御承知のとおり、歳出改革、経済再

生と財政健全化に資するということで、政策効果が

乏しい歳出は徹底して削減すると、たしか平成27年

度に閣議決定されて推進されていると思います。な

ぜこの質疑をするのかといいますと、全国的に、沖

縄は沖縄振興という法律の中で、もうあと３年しか

ありません。我が自民党の代表質問でも、県として

沖振法が切れた後の次に対する準備はできているか

という質問をしましたが、いまだにその準備ができ

ているようには感じられません。国も全国一律の行

財政改革に入っていきながら、沖縄だけが特別では

ないということになると、県民の生活や暮らしがよ

くならないと思っていますので、それに伴う理論武

装をして、インフラ整備やそういった施設の整備が

必要だということを国にきっちり言える仕組みをつ

くるべきだと思っていますが、これは両方どちらも

答えていただけますか。予算措置についてです。

○金城武総務部長 次期沖縄振興という視点で、ま

さに平成33年度までで今の沖振法が切れるというこ

とで、企画部で、次にどういう形で振興方策を構築
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していくかという検討がスタートしております。そ

ういう意味で、今の一括交付金が非常に効果を発揮

して、これまでいろいろな経済指標を含めて、平成20

年度に一括交付金が創設された後の指標は全て右肩

上がりで伸びてきております。まさに、これは沖縄

が自主的な選択で事業ができる一括交付金の効果で、

非常に沖縄振興に役立っています。そこのところで

平成33年度までしっかりと予算を確保していきたい

し、その後についてもやはり沖縄のこういう自主性

を発揮できるような仕組みで、より沖縄振興がさら

に進化していけるような、そういう取り組みが県と

して必要なのかという認識をしているところでござ

います。

○謝花喜一郎知事公室長 いわゆる、ポスト沖縄振

興計画をどうするのかということだと思います。平

成30年度は企画調整課の職員を増員していることを

承知しております。やはり３年ないし４年前から、

沖縄振興計画についての総点検というものを行いま

す。これは税制、制度など、いろいろなものがござ

いますが、それについての現状、課題、効果という

形で、それを整理して、それを国にもお示ししまし

て、県の振興審議会、それから国の振興審議会等を

経て、それをベースに、次をどうするのかという議

論がこれから行われるものと考えております。そう

いった対応が、これから平成30年度以降、全庁を挙

げて取り組まれるものと考えております。

○中川京貴委員 御承知のとおり、沖縄には全国の

米軍専用基地の70.4％が集中していると。また、知

事もそういう答弁をしていますが、これからはどん

どん基地が返還されて、基地の跡利用に進んでいく

だろうと思っています。これまで返還された市町村

への交付金は、国から直接市町村に入るのですが、

私たちが大変懸念したのは、自民党として返還され

た市町村の交付金が極力減らないような、ジンブン、

知恵を出さないといけないということを申しました

が、平成30年度に返還された市町村において、どれ

だけ交付金が減っているのか。また、それに対して

県がどういった支援をしているのかお聞かせくださ

い。

○謝花喜一郎知事公室長 まず、既存の基地関連の

市町村に対する交付金としましては、基地交付金が

ございます。これは、国有提供施設等所在市町村助

成交付金が正式名称でして、基地があることによる

固定資産税が入らないということで、これを補塡す

るものです。それから、特定防衛施設周辺整備調整

交付金、これは民生安定生活の整備等で国が施策と

してやるものでございます。基地が返還されること

によって、具体的な金額については手元にないので

すが、ただ、返還された後、我々としては跡地利用

という形で、例としてよく出される那覇新都心、北

谷町北前地区とかいったところでは経済効果がむし

ろ上回っているのだということは、たびたび答弁で

出ていると思います。そういった形で、我々はこれ

まで基地があるがゆえの交付金よりも、返還された

後のまちづくりの中での税収の増に注目していると

ころでございます。

○中川京貴委員 次に、公安委員会関係の質疑をし

たいと思います。平成30年度当初予算（案）説明資

料の40ページをあけていただけますか。

その中の、上から２番目の糸満警察署新庁舎建設

事業。これは去年も質疑しました。恐らく設計の段

階が終わって、本年度から工事に入ると思います。

去年、ここで提案しましたが、警察署を新築するに

当たっては、前倒しして古い順から早目にやるべき

ということと、亡くなった方々の安置所ですか、そ

れが今、古い建物においてはクーラーもきかないし、

外で待たされているような家族、急に亡くなった方

々に対する施設についてはきちんとやっているのか

という質疑をしました。この経緯について御報告い

ただけますか。

○中島寛警務部長 糸満警察署の建設につきまして

は、平成31年度中の完成を目指しており、平成30年

度の予算につきましても、約８億3800万円の予算を

つけております。委員御指摘の遺体安置室につきま

しては、先般の予算の審査でも委員から御指摘がご

ざいましたので、今まさに設計をしているところで

す。今回につきましては、糸満警察署において、面

積を約64平米確保した上で、３人が待機できるスペー

スにしております遺族控室と検視を行う部屋、それ

と準備を行う部屋の３つの部屋を用意した上で、クー

ラーも完備しております。さらに、御遺族が出入り

をされますので、そうした御遺族の出入りに配慮い

たしまして、遺体安置所の周辺には樹木や塀を設置

して、周りから見えないような配慮をしたいと考え

ております。

○中川京貴委員 一番古い順からこれからどんどん

新しい警察署がつくられていくと思いますが、この

間の説明では、警察署の中には、約40年近い建物が

あるので段階的に建てかえをしていくと思います。

建てかえはもちろん補助があると思いますが、国庫

補助はありますか。

○中島寛警務部長 国庫補助につきましては、法令
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の規定がございます。具体的には、警察法の第37条

３項及び警察法施行令というものがございまして、

その第３条１項に基づき、箱の建設費の最大10分の

５の補助、要は２分の１の補助が出るということに

なっております。

○中川京貴委員 この国庫補助は、沖縄振興の関係

での国庫補助ですか。全国の警察署にも２分の１の

国庫補助は出ていますか。

○中島寛警務部長 これは沖縄振興とは別で、全国

一律に、こういう警察署を建てたりする場合は、

10分の５の国庫補助が出ます。

○中川京貴委員 残りの２分の１は、また別の補助

メニューで対応することもあるのですか。

○中島寛警務部長 残りの部分については、県費で

対応することになります。

○中川京貴委員 今の答弁では、国庫補助が２分の

１あると。これは古いものからどんどんやっていか

ないと、答弁にあったとおり、例えば検視体制、遺

体安置所を建物ができた後につくるとなると、これ

は補助の対象にはならないのです。増築や改造する

場合には、全て県費になると思っています。ですか

ら、設計の段階からきちんと警察署に合った設計の

あり方があるべきだと思っていますが、いかがでしょ

うか。

○金城武総務部長 基本的には、警察署をどういう

形で建設するかということは、警察本部でお考えに

なってつくられると思いますが、その辺は総務部と

して予算を所管していますので、しっかりと調整し

ながら対応してまいりたいと考えております。

○中川京貴委員 去年聞いたとき、糸満署の次に古

い建物は、たしか宜野湾署か名護署だったと思って

います。これを段階的にきちんとやらないと、これ

が二、三年またいだら、同じ年に２つも３つも工事

しないといけなくなるような状況になると思ってい

るのですが、これは段階的に進められていますか。

○中島寛警務部長 当方の会計課と県の財政課で日

ごろから意見交換をしておりまして、まさに委員御

指摘のように重なったりしますと、単年度に財政的

な負担が集中しますので、そこら辺の順番でありま

すとか、そういうものはいろいろと協議を進めてい

るところでございます。具体的には、平成30年度な

り平成31年度からの計画で、宜野湾警察署、名護警

察署を順番に建てていこうということで調整を進め

ています。

○中川京貴委員 もう一つ、建てかえに当たっては、

もちろん地元との協議、話し合いも必要だと思いま

すが、名護警察署においては海抜が低いこともあっ

て、せっかくの警察署が地震とか津波とかいった災

害を受けない仕組みがあるべきだと思ってます。そ

れも含めた何か審議会みたいなものがあるのですか。

○中島寛警務部長 審議会はないのですが、まさに

委員御指摘のように、現在の名護警察署の場合、海

抜が非常に低いところに立地しておりまして、要は

津波災害に非常に脆弱な状況がございますので、移

転先も含めて今、調整をしているところでございま

す。

○中川京貴委員 実は、８年前までは沖縄県警は検

視体制が１人か２人しかいなかったのです。そこで

市町村の声を聞くと、例えば家で亡くなったり、外

で亡くなったり、道で亡くなったり、これは後で数

字を教えていただきたいのですが。外で亡くなった

り、家で亡くなったりする場合は病院には行きませ

ん。警察署の方々が来て調べるのですが、その検視

体制が余りにも少なくて市町村も苦労しています。

これはわずかこの七、八年で検視体制が５名、７名、

とふえているのです。検視体制について、今の状況

を説明していただきたい。どこかでこれを提案しな

いと予算が伴うことから、うまくいかないのです。

ぜひ、そういった沖縄の状況を調査して優先順位を

決めていただきたいと思います。

○當山達也刑事部長 御質疑の検視体制の整備状況

でございますが、まず現在の体制は、検視官が５名、

補助者が６名の合計11名おります。そして、各警察

署には鑑識係員が所員数に応じて配置されておりま

す。この整備状況でございますが、委員の御指摘の

ように、昭和の年代には捜査一課に２名、そして警

察署の鑑識係ということで体制をとっていたわけで

す。しかし、御指摘のように死体の取り扱い数が年

々増加しております。その関係で、先ほど数字でお

示しいたしました11名の体制で整備しているところ

でございます。この背景としまして、去年の死体の

取り扱い数でございますが、1828体で大体１日当た

り５体の状況でございます。これは５年前に比べま

すと、約70体の増加であると。そのうち65歳以上の

独居の方で亡くなられた方が400体であり、これは高

齢化社会でございますから、まず、こういう数字も

年々増加していくだろうと。全体の２割が今65歳以

上の独居の方という状況でございまして、本県は宮

古地域、八重山地域、離島もございますので、こう

いう犯罪死体の見きわめをしっかりするための体制

は今後も整備していきたいと考えております。

○筒井洋樹警察本部長 御指摘がありました検視体



－96－

制につきましては、先ほど委員から、昔、少なかっ

たところが最近になってふえたというお話がござい

ました。実は、私が警察庁の人事課におりましたと

きに、地方警察官の増員を担当していましたが、そ

のときまさに検視体制を強化しようということで、

私自身が検視のために全国的に増員したという経験

がございまして、その結果、沖縄についても体制が

強化されたのだと思います。委員がお話になったと

おり、検視体制の強化は非常に重要な課題だと認識

しております。沖縄は比較的高齢化が他府県に比べ

れば、今はそれほど進んでおりません。しかし、こ

れから高齢化が他府県並みに進んでいくという話も

聞いておりますし、先ほど刑事部長から話がありま

した離島という地理的な特性もございますので、先

ほどお話があった変死体が発見された場合、そこに

検視官がどれだけ行っているのかという臨場率。あ

と司法解剖や行政解剖とありますが、その解剖をど

れだけやっているのかという解剖率。この臨場率と

解剖率が全国的に比べて遜色がないように―少し離

島という地理的な問題がありますので、なかなか全

国並みにするのは難しいのかもしれませんが、その

点できちんと警察が対応できるように、刑事部長か

ら話を聞きながら今もやっております。引き続きしっ

かりと見ていきたいと思っております。

○中川京貴委員 この体制で今は十分ですか。それ

とも、もう少しふやす必要があるのかということを

聞かせていただきたいと思います。

○當山達也刑事部長 今後、取扱い死体数がふえて

いく状況というものが予想されますので、どうして

も負担はふえていくことが考えられます。特に、宮

古地域、八重山地域に関しては離島であり、検視官

が警察本部からすぐ行けるという状況ではございま

せんので、できるだけ離島にも検視官を配置すると

いうようなことも将来的には検討が必要になろうか

と考えております。状況の推移を見ながら、適切に

整備を進めていきたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひ、離島の宮古地域、八重山地

域にも配置していただいて、それが事件・事故につ

ながっていないと判断できるような検視体制を実現

していただきたい。それともう一つ、やはり急に亡

くなったの方の遺体がなかなか警察署から家に帰っ

て来られない、検視官の検視が終わらないうちは家

に帰れないということもあると、家族からの相談を

受けたこともあります。そういった意味では、もう

少し強化して、遺体が一晩、警察署にあるのではな

くて、何時間以内には帰せるような体制をつくって

いただくことを要望します。

○渡久地修委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 今回、平成30年度予算に関しては、

沖縄振興計画の中間点を過ぎたところで、過去を振

り返って精査しながら、あと残りの年数をしっかり

と県民に行政サービスが提供できる体制づくりをと

いうことで、平成30年度の予算計上を頑張ったと思っ

ております。

県民税等を含めて自主財源がふえたこと、特に県

税がふえたことによって、残念ながら地方交付税が

減っているわけです。この割合といいますか、これ

は今後とも本県においては、県民税がどんどんふえ

ていく可能性は十分あります。御案内のように、観

光がこれだけ好調に推移しているということも含め

て、こういった場合に、地方交付税が減らされる割

合についてお聞かせください。

○宮城嗣吉財政課長 委員がおっしゃるように、税

収が伸びることによって、その反動で地方交付税が

減になっております。平成30年度の当初予算額が

2031億円、前年度の2065億5000万円と比べますと、

34億5000万円の減になっております。地方交付税は

標準的な税率であるとか、徴収率とかで算定する基

準財政収入額と行政の標準的なコストである財政需

要額、これの差し引きを地方交付税で穴埋めしてい

ただくということになりますので、税が伸びると交

付税が落ちるということで、地方税の75％が参入さ

れる形になっております。

○仲田弘毅委員 自由度が高いといわれる沖縄振興

一括交付金ですが、今年度に関して減額は幾らにな

りますか。

○金城武総務部長 まず、ソフト交付金の予算額が

608億円で、80億円の減になっております。それから、

ハード交付金の振興予算が579億円で、91億円の減、

合計で171億円となっております。

○仲田弘毅委員 ソフト交付金に関しては、41市町

村にまたがって配分されるわけですが、その影響み

たいなものは、現在、県でどのように掌握していらっ

しゃいますか。

○宮城嗣吉財政課長 平成30年度のソフト交付金

608億円ですが、県と市町村分の配分につきましては、

県分が368億円、市町村分が240億円ということで、

この配分につきましては、沖縄振興会議において、

知事と全市町村との合意で決まった形になっており

ます。その配分の中では、５対３というところの配

分の考え方から出発したのですが、市町村事業の影

響等を考慮して、県分から市町村分への再配分額を
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前年度の10億円から12億円に増額して配分する案で、

了解を得られたという経緯がございます。

○仲田弘毅委員 那覇市の記事が載っていたわけで

すが、新しい那覇市民会館、これは百二十数億円の

予算の中から一括交付金からの充当を予定していた

99億円、そこから55億円削減をして、一括交付金の

分は44億円を充当すると。これは那覇市だからでき

る事業なのですよね。残りの市町村においては、そ

れが臨機応変に簡単に調整ができない地域があるわ

けです。そういった財源が脆弱な地域行政といいま

すか、地方行政に対しては、どういった考え方をお

持ちですか。

○宮城嗣吉財政課長 ソフト交付金の市町村間の配

分については、企画部の所管になっております。聞

くところによりますと、まず人口等で基礎的なもの

を配分する部分と、特殊な財政事業に応じて配分で

きる特別枠というのがあると思いますので、その特

別枠の活用の協議になろうかと思っております。

○仲田弘毅委員 消防に関して、今回、一般質問で

南海トラフの地震・津波についての質問をさせてい

ただきました。過去何回も質問いたしましたが、そ

の中で消防士の充足率、沖縄県全体としてどういう

現状になっているのかお聞きしたいと思います。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防吏員の充足率に

ついて、平成27年度時点の統計では61.9％になって

おります。ちなみに、全国平均は77.3％になってお

ります。

○仲田弘毅委員 全国よりも低いのは、島嶼県であ

る沖縄県、しかも南海トラフ地震がこの平成30年度

以降に起こる可能性が十分あると。しかも、全国的

には33万人の死者を想定するぐらい大規模の災害が

予想されている中で、その体制づくりの一環として、

警察署を海抜ゼロメートル区域から高台に上げてほ

しい。学校敷地も上げてほしいといった要請や要望

がある中で、消防は行政と一体となって、警察行政

も一緒になって、避難誘導から救助活動を徹底的に

やらなくてはいけないと思うのですが、問題はその

充足率が全国よりもはるかに、15ポイント以上落ち

ているのです。ですから、これはやはり県としては

しっかりと前向きな姿勢を示すべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 我々も充足率については

問題視しております。消防隊員に対しては、基本的

に交付税で措置されることになっています。それが

十分に反映された形での定数になっているかという

と、必ずしもそうではないということも我々は把握

しております。したがいまして、今後、各市町村に

対して、消防職員の定員にしっかりと対応するよう

申し入れたいと考えておりますし、県としても市町

村からいろいろな御要望や御意見とかあればしっか

りと話を伺ってまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 公安委員会に伺います。飲酒運転

根絶条例について、議員提案という形で条例をつく

りました。残念ながら、議員から提案して、一生懸

命、頑張っている割には、この成果が長年あらわれ

なかったという、大変じくじたる思いでしたが、今

回の報道によりますと、飲酒運転がらみのワースト

を脱却したといった報告を受けて喜んでおります。

これまでに脱却するまでの御苦労なさったお話があ

れば、ぜひ聞かせてください。これは脱却したから

終わりではなくて、それを継続して、もっともっと

よくしていくといった方策も含めて本部長の見解を

お伺いしたいと思います。

○筒井洋樹警察本部長 これまでの経緯について申

し上げます。まず今、委員からありましたワースト

の件ですが、これは27年連続で全人身事故に占める

飲酒がらみの事故の構成率は、昨年まで本県がワー

ストワンでございました。それから、全死亡事故に

占める飲酒絡み事故の構成率については、これは平

成28年まで４年連続で全国ワーストワンでした。こ

れが、それぞれ全国ワースト４とワースト３になっ

たのが平成29年で、これはまだまだ下から数えたほ

うが早いのではないかということですが、一つの転

換点であるのかと思っております。ここに至るまで

のいろいろな取り組みについて申し上げると、警察

はもちろん、道路交通の安全の確保が責務ですので、

事故の実態や飲酒運転の実態を踏まえて、飲酒運転

の取り締まりを効果的に、積極的に行っております。

昨年も飲酒運転の取り締まり件数は全国で１番でし

た。それ以外にも事業所や学校、あと自治会など、

その対象に応じた交通安全教育を行っております。

今、私もこのピンバッジをつけているのですが、さ

まざまな形での広報啓発活動もやってきましたし、

この３つを３本の柱として取り組んできたところで

す。

先ほど、委員から条例をつくったが効果が余りな

かったというようなお話がございましたが、我々と

しては全くそのようには考えておりません。まさに

私どもの努力に加えて、関係団体の御協力が非常に

大きかったと思います。飲酒運転根絶条例が全国で

制定されているのは８県しかございません。その中

で、その条例を制定していただいたおかげで、いろ
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いろな事業所を傘下に置く団体との間での飲酒運転

根絶のための協定を結んだりですとか、さまざまな

形で事業者、あるいは県民の皆さん御自身の発意に

よる飲酒運転根絶のための取り組みが沸き上がって

きております。それに加えて、交通ボランティアの

方々にも御協力いただいて、広報啓発活動が進んだ

りとかいったことがございまして、そういった警察

の取り組みと、知事部局や県議会、それから民間の

企業、そういった方々との協力、コラボして、よう

やくここまできたんだろうと思っています。本当に

関係機関や関係団体、県議会を含めて感謝を申し上

げるところです。ただ、ワースト脱却といってもま

だまだ喜べる状況ではございません。画期的な目の

覚めるような対策は、なかなかなく、警察が取り締

まりすることも重要ですが、やはり県民の皆さんの

規範意識を上げていただくということが根本的な解

決に、中長期的に見てもつながるものだと思います。

広報啓発、交通安全教育といったものを関係機関、

関係団体と連携しながら、なお一層力を入れていき

たいと思っております。

○仲田弘毅委員 この酒気帯び運転根絶対策、飲酒

運転根絶含めて、これのバックボーンになった一つ

の沖縄の大きな事業の中に、ちゅらさん運動がある

と思います。私も高等学校のＰＴＡを含めて、お手

伝いしたときから、ずっと一緒になって稲嶺惠一元

知事を初めとして頑張ってきたつもりです。そのちゅ

らさん運動が、今どのような形で沖縄県警で頑張っ

ているのか、その一端についてぜひお話をお願いし

ます。

○新里一生活安全部長 沖縄県におきましては、平

成14年に刑法犯認知件数が２万5641件と、復帰後、

最多を記録して、非常に危機的な状況にございまし

た。安全・安心な沖縄県を実現するという趣旨で、

ちゅらうちなー安全なまちづくり条例、通称ちゅら

さん条例と呼んでいますが、ちゅらうちなー安全な

まちづくり条例を、平成16年４月に施行いたしまし

た。その条例の理念を実現するということで、県民、

事業者、県、市町村と関係機関、関係団体が一体と

なった、防犯に関する県民総ぐるみの運動としてちゅ

らさん運動がスタートいたしました。平成30年は、

そのちゅらさん運動がスタートしてちょうど15年に

当たります。それから、その事業所、自治体、関係

機関、関係団体による防犯に関する取り組みが積極

的に行われまして、県民の防犯意識の向上、防犯カ

メラの設置など、防犯環境の整備が整ったというと

ころでございます。これを数字的な成果として見て

みると、まず１点目が、平成15年以降、刑法犯の認

知件数が15年連続で減少したと。具体的には平成14年

の刑法犯認知件数が、先ほど２万5641件と申し上げ

ました。平成29年は、8047件と、平成14年に比べて、

１万7594件の減少、率にして約７割減少したという

成果があります。２つ目の成果としては、自主防犯

活動の活性化が図られたということです。その中で

も、自主防犯ボランティア団体の数が、平成15年は

98団体、4031名の方々がボランティアとして活動し

ておりました。これが昨年12月末現在では、733団体、

２万4903人の方々がボランティアとして活動してお

り、635団体、２万870名余り増加しております。そ

れから、住民の方々に安心感を与える青色回転灯の

車両ですが、これも平成17年当時は98団体で、115台

が稼働しておりました。これが昨年12月末現在では、

430団体、830台の車両に青色回転灯を装着して、地

域の安全・安心のためのパトロール等に活用してい

るという成果がございます。

○仲田弘毅委員 ちゅらさん運動が飲酒運転根絶に

向けて大きな効果をあらわしたということはよく理

解できました。ちなみに、この飲酒運転根絶の沖縄

県の会長さんは翁長雄志知事なんですね。ですから、

ちゅらさん運動も県庁職員、あるいは県議会議員、

みんながちゅらさんバッジをつけて、その運動に協

力していただきたい。議員になって12カ年、ずっと

ちゅらさんバッジをつけさせていただいております。

これを要望します。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時21分再開

〇渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 まず最初に、知事公室からお尋ね

いたします。使用する資料は、資料３の平成30年度

当初予算（案）説明資料の９ページです。

最初に９ページの８番の消防防災ヘリ導入検討事

業についてお尋ねいたします。

平成29年度が1489万円、平成30年度は668万2000円

となっており、予算が減額になっていますが、知事

公室の積算内訳書の平成29年度と平成30年度を見て

みますと、平成30年度の積算内訳書で37ページの委

託料、消防防災ヘリ導入検討事業が大きく減ってい

るのかなと拝察しております。平成29年度には、積

算内訳の注釈で報告書作成業務委託という説明が

あって、平成30年度は少し簡単な説明なのですが、
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それがなくなっているという中で、平成29年度から

平成30年度にかけて、どのような動きがあったのか

を教えていただきたいと思います。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防防災ヘリ導入に

ついては、今年度、調査検討を行っておりまして、

今年度中に報告書を取りまとめます。報告書を取り

まとめるに当たって、先進地の調査、あと検討委員

会をこれまで３回開催しており、最終的に４回開催

し、報告書を取りまとめる予定となっており、経費

がかさむところとなっております。次年度は、シン

ポジウムとかいった予算を確保しております。

○宮城一郎委員 今の御説明ですと、今年度は報告

書を取りまとめると。次年度はそれを使ったシンポ

ジウムということで、いわゆる調査から、その結果

を発信していくという形に変わっていくものと理解

していいでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 県民の意識の醸成を

図るため、シンポジウムを開催します。あと、その

調査報告書をもって、各市町村を集めて合意形成を

図っていきたいと考えています。

○宮城一郎委員 実際、具体的に調査した結果を受

けて、県は消防防災ヘリをどういう方向にもってい

きたいというところがあれば教えてください。

○上原孝夫防災危機管理課長 ヘリの導入費は、お

およそ15億円から25億円と想定しております。また、

ヘリポートで、おおよそ10億円ぐらいかかるという

ことで想定しておりますが、どういったヘリを導入

するかとか、どこにヘリポート基地をつくるかとか

いったものを次年度以降、議論してまとめていきた

いと思っております。

○宮城一郎委員 続いて、資料３の９ページの４番、

ワシントン駐在員活動事業費ですが、重複するかも

しれないのですが、事務所の業務内容について、細

かいところを教えていただけたらと思います。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず、基本的には

ワシントン駐在員は、現地の情報収集、また県の施

策を米国政府に伝える活動をしておりますが、その

中で、米国連邦議員、国務省、国防総省、それ以外

に報道関係、シンクタンク、そういった方々との面

談を行っております。その方との面談を総数で言い

ますと、約187名になります。これは去年の４月から

ことしの２月までの面談者数になります。それ以外

に、米国連邦議会議員主催の公聴会というものがよ

く開催されています。そういった公聴会に直接参加

して、傍聴することが11回ございます。米国のシン

クタンクが開催するシンポジウムといったものに対

して、11回の参加であると。沖縄の基地関連や米国

政府の動向等の現地の新聞記事を抜粋していただい

て、トータルで197回の報告をいただいています。米

国でのレポート、例えばＧＡＯとか、ＣＲＳ―連邦

議会調査局の報告内容について、４回の報告をいた

だいている状況です。

○宮城一郎委員 中には、委託して済むような事業

もあるように少しお見受けするのです。絶対値とし

て、あるいは費用対効果という面は少し傍らに置き

まして、現在、ワシントン事務所の業務を全てやめ

てしまうことについて、沖縄から情報発信していく

事業をやめてしまうこと自体が、もう沖縄は特に何

も不満もないんだなとか、そういう誤ったメッセー

ジを発信してしまうような疑念も個人的には感じる

のです。事務所の廃止については、リアリティがあ

ることなのでしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 平成27年度、平成28年度

と基盤づくりをやって、平成29年度から基地対策課

長が答弁したようなさまざまな活動を行っておりま

す。

ワシントン駐在員の存在は、ワシントンＤＣを中

心に大変密になされてきており、先般も、ある大学

からワシントン駐在の職員に対して、講演をやって

もらいたいという依頼がございました。そういった

ことからしますと、これからますますワシントン事

務所を充実させることが重要であり、ワシントン事

務所を現時点で閉めるということは現実的ではない

と考えています。

○宮城一郎委員 これらの業務について、午前中の

質疑の中でも少しあったと思うのですが、知事公室

長は、その都度、沖縄から職員を派遣していくこと

は、少し現実的ではないということをおっしゃった

のです。逆にこれらの業務について、その都度、全

て沖縄から職員を派遣する。あと、県議会でも昨年

は、歴年ですが、14回の抗議の申し入れ等がありま

した。そういったこともその都度、沖縄からの職員

を派遣していくといった場合のもろもろの経費は、

現在ワシントン事務所に計上されている7000万円超

の金額、これと比較することができるのかどうか少

しわからないのですが、どのように考えているのか

教えてください。

○金城典和参事兼基地対策課長 費用の見積もりの

算定の仕方はいろいろあるとは思いますが、例えば、

一般職員が直接連邦政府あたりに要請活動すると―

２名がワシントンＤＣに、３日間滞在したという形

で算定いたしますと、我々の試算で旅費の金額は１回
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当たり約100万円程度かかるのではないかと思いま

す。ですから、もし回数があれば、それの倍掛けで

費用がかさむものと考えております。

○宮城一郎委員 トータル的なものはイメージしづ

らいですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 ボリュームのほう

を算定するのはいろいろと大変だと思うのですが、

例えば、２名で100万円ですので、これがいろいろな

関係者含めて人数が４名で、それが10回とした場合、

それだけで約2000万円近くなろうかと思います。

○宮城一郎委員 もう一度お尋ねしますが、全体的

な概算は出しづらいということで受けとめてよろし

いですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 ワシントン事務所

自体は要請活動だけに徹しているわけではなくて、

私が先ほど申し上げましたとおりさまざまな活動を

しております。そういった活動をその都度やろうと

した場合、先ほどの要請活動経費はそれ以上に、何

倍も経費がかかるものと考えております。

○宮城一郎委員 同じく知事公室で、広報活動事業

費について教えてください。これについて、昨年の

一般質問で、沖縄からのメッセージ事業に近似した

事業を展開すべきではないかと提起させていただい

て、知事公室長からは、知事のビデオメッセージ等

で対応していきたいとの答弁がありました。昨年の

総務企画委員会における予算審査の中でも、これは

広報広聴活動費の委託料6327万7000円のうちに含ま

れている計画だったと思います。平成29年度を一旦

終わろうとしている中で、このビデオメッセージ事

業はどういう形で進んでいますか。

○屋比久義広報課長 ビデオメッセージの件につき

ましては、今年度、知事ビデオメッセージという形

で全国に訴えていこうと考えていたのです。これを

広くわかりやすく伝えるためにはどうあるべきなの

かということをもろもろ考えて、例えば、インター

ネットで発信した場合に、今、スマートフォンとか

で動画を見るのですが、専門家の話によりますと、

よく見ても５分だと。できれば３分以内でないとな

かなか見てもらえないというような御指摘等々もあ

りまして、知事のビデオメッセージという形よりは、

沖縄の現状、沖縄県民の思いとかというものを、ス

トーリー立てて、要するに物語風に複数発信してい

くことで、より視聴者の共感を得られるのではない

かと。我々はこれをクリエイティブ動画と呼んでい

るのですが、このクリエイティブ動画を４本つくっ

てインターネットで発信していくという準備を進め

ており、近々、県のユーチューブで発信していくこ

とにしています。これによって、ビデオメッセージ

を沖縄側からのメッセージという形で発信していく

ということで取り組んでおります。

○宮城一郎委員 それは年度内で発信する予定です

か。それとも年度を越しますか。

○屋比久義広報課長 年度内で４本、ストーリー立

てたものを順番ごとに発信をしていく予定です。近

々、それができるように取り組んでいます。

○宮城一郎委員 よりよい方法、内容でやっていき

たいということで、少し時間を要した部分について

は、それはそれで仕方ないと思うのです。この間、

特にこの１年間とか、さまざまな情報発信で、沖縄

の事実が間違って県外、あるいは県内も含めて伝わっ

ていっていることが、深刻になってきているのでは

ないかなと感じています。先日、コミュニティＦＭ

のこともお話ししましたし、本土の大手新聞で、

十分な取材もなく、事実と異なった情報が流れてし

まったりとか、そういう意味では、時間がかかって

しまったことに対して、一方で劣化した情報が流出

している部分について深刻に受けとめています。事

業をやる前から、このビデオメッセージの効果を疑

うわけではないのです。しかし、できれば当初提起

したとおり、誤ったバーチャルな情報に対してはしっ

かりとしたリアルな正しい情報を発信していくとい

うことが大事だと思います。このビデオメッセージ

は、そこにフォーカスを当てて、その効果を検証し

た上で、さらに必要な情報発信があるのかどうか検

討していただきたいと思います。いかがでしょうか。

○屋比久義広報課長 重複するかもしれませんが、

広報をめぐる環境はスマートフォンの急速な普及で

あったり、情報を入手する機器が非常に多様化して

おり、また若者から高齢者まで、全世代において

ＳＮＳと言われているソーシャルメディアの活用、

要するにインターネットの利用が急速に進んでいる

ように我々は感じています。一方、特に若い世代で

すが、新聞等の紙ベースのメディアに接する機会が

少ない、活字離れと言われているところもありまし

て、また本土に沖縄の現状とか、沖縄県民の気持ち

が伝わりにくいという御意見も広報課に寄せられて

おります。また、沖縄県民にも世代間で認識の差が

あるのではないかと感じておりました。さらに委員

が御指摘のとおり、インターネット上でも沖縄に対

する感情的な意見や誤解等も少なくないと。これは

実際に私も確認していますし、残念なことにこれら

のコンテンツはインターネットの検索サイトで上位
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に表示されてしまうということがあります。こういっ

たものが理解がなかなか進まないといわれている原

因の一つではないかと考えております。広報課では、

このような環境に対応するために、これまでどちら

かといえば県政情報を伝えるという、こちらから一

方的に伝えるというようなスタンスが多かったのか

もしれません。そうではなくて、伝わるためにどう

あるべきなのかという、また誰を意識するのか、あ

るときは子育て世代の方々、あるときは研究者の方

々、あるときは修学旅行でお越しになる学生さんと

かいったものを意識しながら、柔軟にマーケティン

グ発想による広報の実施が課題だろうと考えており

ます。来年度はそういった発想でもって新たな広報

に取り組んでいきたいと考えております。

○宮城一郎委員 続いて、総務部にお尋ねします。

資料３の10ページです。この主な事業の概要の中に

は載っていないもので、昨年、平成29年度の新規事

業で1800万円計上されていた、在米沖縄関係資料収

集公開事業というものがあったと思います。平成

29年度は新規事業で平成30年度に主な事業から姿を

消してしまったと見ているのですが、これは主な事

業でなくなったのか、あるいは事業として終わった

のか、その辺を教えていただけたらなと思います。

○永山淳総務私学課長 この事業は、平成29年度に

新規事業として始まったわけですが、もう一つ別の

事業がありまして、その事業と基本的に似ているも

のですから、これは内容や予算執行の性質が似てい

るということで一つに統合したということです。

○宮城一郎委員 統合した事業のそれぞれの概要と、

統合したことによって何が変わっていくのか、その

辺を教えてください。

○永山淳総務私学課長 琉球デジタル･アーカイブス

推進事業といいまして、これは一括交付金を活用し

た事業ですが、平成30年度から２つの事業を１つに

して、要するに同時に進めることになっています。

１つは、琉球政府文書デジタル・アーカイブス推

進事業というもので、もう一つが在米沖縄関係資料

収集公開事業となっております。１つ目の琉球政府

文書デジタル・アーカイブス推進事業は、沖縄県が

公文書館で保管している約16万部冊の琉球政府文書

のうち、主要な13万部冊についてデジタル化を行い、

インターネットで公開する事業です。

もう一つの在米沖縄関係資料収集公開事業は、米

国の国立公文書館に所蔵されている沖縄関係の写真

や動画を収集して、インターネットで公開するとい

う事業となっております。

○宮城一郎委員 琉球政府文書デジタル・アーカイ

ブス推進事業。一方の、在米沖縄関係資料収集公開

事業をともに見ても減額という形であるのですが、

事業規模としては、平成29年度やってみて、次の平

成30年度の金額は、妥当性があるということで考え

ていいのでしょうか。

○永山淳総務私学課長 琉球政府文書デジタル・

アーカイブス推進事業につきましては、昨年度と比

較して1300万円ほどの減となっております。また、

在米沖縄関係資料収集公開事業が、昨年度と比較し

て、440万円ほどの減となっています。

個別事業である琉球政府文書デジタル･アーカイブ

ス推進事業につきましては、平成29年度当初予算額

１億3042万5000円に比べまして、1304万円の減額と

なっています。これは、デジタル化の対象外として

きた大判の地図や図面を対象資料としたこと。また

簿冊のとじを外して修復を可能とし、修復が必要と

なるなどの撮影工程に時間を要する資料はデジタル

化資料を絞り込み、枚数を減らしたこと等の事業の

見直しを行ったことから、予算が減額となっていま

す。

もう一つの事業である、在米沖縄関係資料収集公

開事業につきましては、平成29年度当初予算と比べ

て444万7000円の減となっておりますが、これは事業

内容が平成29年度は調査、選別だったものが、平成

30年度は収集となりますので、必要経費を積算した

結果、減となっているものです。

○宮城一郎委員 最後に公安委員会に伺います。人

件費です。昨年度の予算審査を思い出していただき

たいのですが、100名の増員がありましたよね。内容

としては、既に本土で採用された方、経験のある方

が一旦沖縄に来て、順次沖縄の採用をふやしていく

ことによって、その構成比を変えていきたいという

説明があったかと思います。私が勝手にイメージし

ていたのは、例えば、職能給とか、年齢給において

は、一旦は給料の高い方がいらっしゃるのですが、

新規採用が入ってくることによって、高い方はフェー

ドアウトして給料の低い方がフェードインしてきた

場合には、人件費は少しずつ収れんしていくのかな

と想像していたのです。しかし、今年度人件費が少

しふえているように見ていまして、その辺の人間の

異動のぐあいとか、どういったことになっていった

のか教えていただけたらと思います。

○中島寛警務部長 100名増員の経緯につきまして

は、委員が御指摘のように、昨年１月に100名増員の

条例を認めていただきまして、特別出向ということ
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で他県警の方の応援をいただいております。それが

昨年の３月末までに100名の増員をいただきまして、

ただいつまでも他県に甘えていてはいけないという

ことで、まさに委員の御指摘のように、本県で採用

できる分は採用して、一応今の計画では平成30年度

までに全て出向の方は帰っていただいて、本県で賄

うということで予定を進めているところです。

お尋ねの人件費について、平成29年度と平成30年

度の比較で言いますと、平成30年度については人件

費は減になる予定でございます。これは退職手当で、

定年退職の方が平成29年度は51名でしたが、平成30年

度は42名になりますので、その分の減があるので、

全体としての人件費は減になる予定であり、あと出

向者の方も、昨年の４月に100名から50名で、ことし

の４月からはさらに減らすことを考えています。そ

の分の給与の減というか、当初予定では警部補クラ

スを考えていたのが、実際に来られているのは巡査、

巡査部長クラスの方が来られていますので、そうい

う意味での減というのも生じており、結果的に平成

30年度自体の人件費については、平成29年度と比べ

ると減になっております。

○宮城一郎委員 実際に、平成29年度から平成30年

度に移ろうとする中で、沖縄の地元採用の方はどの

くらいふえたのかわかりますか。

○中島寛警務部長 そもそも平成28年度、要は平成

29年１月に100名を認めていただき、その後、いろい

ろと採用でうまくいきまして、平成29年３月末時点

で当初の予定よりプラス25名多く採ることができま

した。平成29年度は、当初の予定よりプラス41名多

く採ることができましたので、あと34名の方を平成

30年度に採れば、100名の充足が完了する予定になっ

ています。

〇渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 まず総務部にお伺いします。資料

３の平成30年度当初予算（案）説明資料の２ページ

なのですが、午前中にも一括交付金の減についての

御説明がありました。きのうの予算委員会の中でも、

市町村が減になった分等々があるわけです。その中

で、やはり県の一括交付金事業の中に市町村に絡む

ようなものも多いというような答弁があったかと思

います。そうであっても、沖縄県独自の事業もあり、

そのほうは減になっていると思うのですね。ことし

の、次年度の予算編成においてどうしても減になる

ことは決まっているわけですから、どのような工夫

をされて予算編成に取り組まれたのか、お伺いしま

す。

○金城武総務部長 委員が御指摘のように、平成30年

度沖縄振興予算は、沖縄振興一括交付金が大幅に減

額されたところです。そういう意味で、当初予算編

成に当たっては、施策事業の必要性と優先度を勘案

して、スケジュールを調整するなどして減額の影響

を最小限にとどめることにより、沖縄21世紀ビジョ

ン基本計画、改定基本計画の推進に影響が生じない

ように取り組んできたところです。具体的に申し上

げますと、ソフト交付金については、各部局に選択

と集中、それから創意工夫を促す観点から、要求上

限額を設定いたしました。さらにハード交付金につ

いても、執行率等を勘案して、要求上限額を設定し

たというところでございます。そういう意味で、事

業の選択と行政資源の集中に努めて、引き続き、沖

縄21世紀ビジョン改定基本計画に掲げた諸施策を推

進してまいりたいと考えております。

○当山勝利委員 ある部署の、ソフト交付金で事業

されているところにお伺いしました。こちらからど

うでしたかと聞いたら、しっかりとヒアリングして

いただいて、その事業の方向性とか聞いていただい

て予算決定できましたと。先ほど総務部長が答弁さ

れたような形で、しっかりとやっていただいたと聞

いておりますので、私もそれを聞いて安心しました。

それでは、３ページに、収支不足233億円とありま

す。どうしても収入が不足しているので補填したこ

とはわかるのですが。また別のところでも出てはい

たのですが、平成30年度の現在高見込みが幾らにな

るのか、またそういう状況が次年度も続いていくの

か、お伺いします。

○宮城嗣吉財政課長 まず、主要３基金、これは財

政調整基金、減債基金、県有施設整備基金の３基金

という形で収支不足等に活用しています。平成28年

度末現在高、これは決算ですが698億円。平成29年度

現在高、これは２月補正後の最終予算ベースであり

ますが、599億円。平成30年度、今回当初予算で収支

不足として233億円を取り崩していますので、そうい

うものを加味した現時点での平成30年度末の現在高

見込みが374億円というような状況になっています。

当初予算編成過程では、一定程度の収支不足が生

ずることが通例になっておりますが、収支不足の解

消に向けては、歳入面では県税収納率の向上と、新

たな自主財源の確保、使用料及び手数料の見直し、

未利用財産の売却の促進ということで、自主財源の

確保を進めていくこととしています。

歳出面では、県からの補助金の見直し、老朽施設

整備計画の取り組みによる財政負担の平準化、県有
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施設の長寿命化によるコスト縮減というような形で、

歳入歳出両面の見直しを継続して進めることによっ

て、歳入歳出の収支差を縮めていきたいというとこ

ろと、中長期的には、本県経済の活性化にも結びつ

く産業振興施策の推進により、税源の涵養を図りま

して、こういう基金残高の維持・確保に努めていき

たいと考えています。

○当山勝利委員 そういうことをされて、平成30年

度現在高見込みで374億円ということで減っているわ

けですが、これは、ずっとそのまま減り続けるのか、

それとも回復できる見込みがあるのか、どうなんで

しょう。

○宮城嗣吉財政課長 当初予算編成段階では、当初

見込んだ一般財源が不足することがないように、歳

入予算についてはできるだけ慎重に見込んでいると

ころです。特に県税と地方交付税が自主財源の柱に

なりますが、県税が1200億円、地方交付税は2000億

円を超える規模という形になりますので、１％ずれ

たとしても10億円、20億円というような形のずれが

出てきますので、これは慎重に見込んでいるところ

です。一方で、歳出は年間所要額というものを必要

経費として、即、内容について見込むということで、

一定程度の収支不足というのがどうしても出てくる

という形です。ただ、そこを毎年度の編成過程で、

できるだけ縮めていこうという努力しているところ

です。年度が始まって執行していくと、先ほど申し

上げた取り組みによりまして、自主財源の確保に努

めたり、執行段階による一定程度の不用額、それか

ら経費節減努力という形で、歳出の縮減というとこ

ろも進みますので、２月補正で不用見込み額、ある

いは税収の上振れ分という部分を活用して、一定程

度を基金に積み立てるということをやります。それ

から決算を迎えると、さらに最終予算額から上振れ

した予算であるとか、不用見込みを活用して、取り

崩し予定だった基金の取り崩しをやめて基金残高を

確保していくと。そういうやりくりの中で、基金残

高を維持している状況であります。

○当山勝利委員 そうすると、見込みでいいのです

が、最終的に決算時期にどのくらいまで回復するこ

とが予想されていますか。

○宮城嗣吉財政課長 実際に決算してみないとわか

らないところではありますが、平成28年度の取り崩

しの例で言いますと、３基金で890億円取り崩したと

ころではあるのですが、済みません、訂正します。

平成30年度の取り崩し額と比較しますと、233億円取

り崩したところではあるのですが、決算しました平

成28年度の動きで見ますと、２月補正で70億円ほど

積むことができています。それから決算の段階で、

100億円ほど取り崩しをやめることができています。

それから、さらに平成28年度の２月補正の段階では、

その前の平成27年度の決算のものも出ておりますの

で、そこの部分でまた取り崩しをやめたという部分

も出てきますので、そういう形で基金残高というも

のは確保される見込みではあります。

○当山勝利委員 そうすると、今のお話のとおり足

していくと、500億円余り以上は何とか確保できるか

なというように思います。概算ですが、これが見込

まれるということですね。

○宮城嗣吉財政課長 なるべく維持、確保できるよ

うな形で、執行管理ができたらなと思っています。

○当山勝利委員 この基金については、全国平均並

みという話もありましたので、しっかりと執行管理

をしていただきたいと思います。

次に、この資料の10ページのファシリティマネジ

メント推進事業について、平成30年度の計画の内容

を伺います。

○下地常夫管財課長 ファシリティマネジメント推

進事業の概要は、少子高齢化や施設利用者ニーズの

変化に加えて、今後、多くの公共施設が更新時期を

迎えることから、長期的な視点に立った施設マネジ

メントを推進する必要があります。この事業は県有

施設の保有総量の縮小、長寿命化、効率的利活用と

いった考え方に基づき、各取り組みを実施している

ところです。平成26年度より予算を計上して、各県

有施設の劣化状況、また利用状況等について調査す

る劣化度調査、耐震診断、保全工事等を実施してい

るところです。平成30年度につきましては、これま

でも行っている劣化度調査や耐震診断、保全工事の

実施に加えて、本庁舎や行政棟について大規模改修

に向けた現状把握調査及び基本計画策定支援業務の

実施を予定しております。また、新たに建物の配管

設備等の更新を主体とする大規模改修工事に係る設

計業務の実施を予定しているところであります。

○当山勝利委員 積算内訳書49ページの委託料。そ

の次のページに工事委託料もあると思いますが、こ

の中で３番、保全工事の設計管理業務があります。

これは、どこのものでしょうか。

○下地常夫管財課長 保全工事としては、建物の外

壁や改修、屋根防水等の保全を行う工事を実施して

います。平成30年度につきましては、４施設４棟を

今計画しております。具体的な場所といたしまして

は、八重山保健所、宮古保健所、安全運転学校中部
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分校、埋蔵文化財センターの設計を予定していると

ころです。

○当山勝利委員 その次の大規模改修工事の設計は、

どちらになりますか。

○下地常夫管財課長 大規模改修工事につきまして

は、先ほど申し上げた予防保全工事よりも少し大規

模になりまして、設備の配管等の更新を主体とする

改修の工事となるものですから、内部をほとんど入

れかえるようなイメージの工事になります。平成

30年度につきましては、２施設10棟の設計を行う計

画であります。具体的には八重山職員住宅の平得団

地を９棟。あと若夏学院の教室棟１棟の計画であり

ます。

○当山勝利委員 このファシリティマネジメント推

進事業ですが、長寿命化を進めていらっしゃるとい

うことで、個々別々に、答弁していただいたのです

が、大体何年後をめどに、それは構造によって違う

と思いますが、何年をめどに長寿命化を考えていらっ

しゃいますか。

○下地常夫管財課長 県では、平成29年３月、平成

28年度に県有施設長寿命化予防保全指針を策定して

おります。その中で、使用年数の目標を65年と設定

しています。これまで県の建物は、大体平均で32年

程度で建てかえていますので、それを約２倍の耐用

年数で、もたせようという目標を立てているところ

です。

○当山勝利委員 倍以上、ほぼ倍にするということ

は、それなりにメリットが大きいと思うのです。た

だ、先ほど内装の工事が入るということでしたが、

内装もしっかりその間で何回か入れていかないと、

どんどん内部は朽ちていくと思うのです。そこら辺

はどういう進め方をされるのでしょうか。

○下地常夫管財課長 今、ファシリティマネジメン

ト事業の話をしていますが、ファシリティマネジメ

ント自体は平成25年度にまず方針を立てて、先ほど

言った指針についても平成28年度につくっています

が、同じく平成28年度に公共施設総合管理計画を国

からの要請等に基づきまして策定しております。そ

れは、これまで県が行ってきたファシリティマネジ

メントの考え方を内包した事業計画になっています。

今後のこの計画に基づき、各施設分について個別施

設計画を各部局においてつくっていく形になります。

そして、その個別施設計画の中で、30年ほどの長期

保全計画を立てて、設備や屋根とか外壁など棟ごと

に耐用年数というか、その周期ごとに修繕の計画を

全部立てていきますので、その中で予防保全という

形で、この時期になったらこれを整備するという形

で対応していきます。先ほどの予防保全工事等であ

れば、大体、屋根や防水とかは、大体15年から20年

ですので、それぐらいで入ると。大規模改修工事で

あれば、本来ならば平均で建てかえる―30年程度の

ときに一回リニューアルして、65年までもたせると

いう考えです。

○当山勝利委員 これは県の施設、県の単費になっ

て、なかなか国の補助金がなくて、内装を変えるだ

けでも大変な費用になると思うのです。国として、

そこら辺は何か考えているとかありますか。

○下地常夫管財課長 公共施設総合管理計画につき

ましては、インフラも含めた範囲として対象になっ

ていて、それぞれの施設分類ごとに個別施設計画を

つくる形になります。その中でインフラであれば、

道路とかいろいろありますが、そういったものは当

然、国庫補助等が対象になっていくと。各施設のも

のでも補助対象であれば、その補助事業を活用しな

がらやっていくという形です。実際には庁舎や、そ

ういった福祉施設とかいったものについては、なか

なか補助がありませんので、そういったものは単費

で対応していく形になります。その計画を立てて、

どれだけの費用がかかるのか、ある程度見越した上

で対応していくことが重要になるものと考えており

ます。

○当山勝利委員 本庁舎大規模改修工事の予算があ

るのですが、この件について御説明ください。

○下地常夫管財課長 県庁舎は、本県における行政

の中枢であり、これは安全かつ長期にわたって使用

していく必要があります。平成２年竣工の県庁舎行

政棟につきましては、これまでも適正に管理を進め

ておりますが、空調や消火、給排水設備など多くの

設備機器が更新時期に差しかかってきております。

また、庁舎の機能面においても、今後見直しが必要

であると考えています。そのため、具体的な改修計

画を検討することとしております。次年度の調査の

中では、設備の更新に際しては、執務室の一時閉鎖

というか、移転の検討も必要になりますので、仮庁

舎の計画の検討も含めて、まずは庁舎の現状把握を

行って、大規模改修に係る基本計画の策定に向けた

業務を実施するものです。この計画策定を進めるこ

とで、本県の施設マネジメントのモデルとなる工事

として取り組んでいきたいと考えております。

○当山勝利委員 先日、九州議長会の議員研修があっ

て、長崎県の庁舎を見させていただいて、各階全て

のフロア、壁がないオープンスペースに机が置いて
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ある感じだったのですね。最近、新しくできた市役

所に行っても、私が見た範囲では、そういうところ

が結構多くて、職場としても広々としていい感じな

んです。そのようにできたらと思うのですが、そこ

ら辺、基本構想はこれからだと思うのですが、やは

りそういう形になるのでしょうか。

○下地常夫管財課長 行政棟については、平成２年

にできていますが、その建設の際の基本理念がまず

ありますので、その際に高度の機能性を具備して、

将来の行政需要や省エネ等の経済性、また安全性に

配慮した行政庁舎という形になっております。まず

はそういった基本理念が今でも生きているのかとい

うことも踏まえて、今言っているような機能性なり、

利便性といったものが今の時代に合っているのかを

含めて、一応検討していきたいという考え方です。

○当山勝利委員 次に、知事公室にお伺いします。

資料３の説明資料９ページ、基地対策調査費につい

て、この中でどういうことをされていくのか、お伺

いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 基地対策調査費は、

まず基地対策調査費という事業名と同じですが、そ

の基地対策調査費、ワシントン駐在活動事業費、辺

野古新基地建設問題対策事業の、３事業で構成して

います。その内訳としては、事業の基地対策調査費

では、他国地位協定の調査に要する経費を初め、全

国知事会や有識者等との連携、情報発信等を行う事

業としており、金額としましては7475万3000円を計

上しております。また、ワシントン駐在員活動事業

費は、米国ワシントン駐在の運営費、情報収集及び

情報発信を行う事業としており、7122万9000円を計

上しております。さらに、辺野古新基地建設問題対

策事業は、辺野古新基地建設問題に関する総合調整、

普天間飛行場の負担軽減対策等を行う事業となって

おり、5531万円を計上しております。

○当山勝利委員 基地対策調査費についてお伺いし

ます。新たに事業として他国地位協定調査、これは

現年度も行かれたと思いますが、その調査費と有識

者連携等推進事業をなされると伺っています。その

有識者連携等推進事業について、もう少し詳しく御

説明をお願いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 有識者の連携事業

は、まずワシントン駐在員を中心に有識者との連携

を図っているところですが、そういった方々と有識

者会議を開催したいと考えております。さらに、こ

の会議以外に、少し新たな取り組みですが、米国内

の学生を対象として沖縄をテーマとした論文コンテ

ストを真剣にやりたいと考えております。そういっ

た論文コンテストを開催し、沖縄への基地問題等を

初めとした理解促進につなげる。それとともに、沖

縄のテーマですので、その情報収集を活用する場と

して、沖縄コレクション、そういったことも活用し

ていただいて沖縄の理解促進につなげる。さらに、

優勝者の方々を沖縄に招聘して、沖縄の理解を深め、

さらに彼らの優勝した論文を発表する機会をつくる

といったことができないかと考えております。

○当山勝利委員 向こうからこちらに呼んで、現状

を見てもらうのは、とても有用だと思います。また、

向こうでもしっかりと理解を深めていただくことも

重要で、この事業はいい事業であると思います。ワ

シントン駐在員が中心となってこれをやられるとい

うことは、まさしくワシントン駐在員を置くことに

よって、平成27年度、平成28年度、平成29年度、平

成30年度で、うまく事業が展開できているというよ

うな形になっていると思いますが、そこら辺はどう

いうお考えでしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 これまでのワシン

トン事務所の取り組みですが、平成27年度にこれが

設置されまして、それから平成28年度、平成29年度

となっていますが、やはり最初の一、二年について

はその事務所の安定運営について、さまざまな課題

の解決ということで忙殺される部分がありました。

そういった２年間を経て、平成29年度からは新しく

運天知事公室参事監が行かれました。基地行政に非

常に詳しい方ですので、これまでの蓄積を踏まえて、

さらに関係者との面談、基地に関する情報発信を強

めていっております。そういった経緯も踏まえて、

平成30年度においては、さらに有識者との連携を含

めて、戦略的な基地対策に結びつけていくことを考

えております。

○当山勝利委員 ぜひこの有識者連携等推進事業に

ついては、ワシントン駐在員の方を中心にして相互

理解ができるように、しっかりと取り組んでいただ

きたいと思います。

あと一点、不発弾処理事業ですが、住宅等開発磁

気探査支援事業は、ことしの予算として幾らで、前

年度比でどれだけ上がったのか伺います。

○上原孝夫防災危機管理課長 住宅等開発磁気探査

支援事業については、平成28年度の当初予算は、

４億8200万円計上していましたが、申請数が多くなっ

たことから、途中で９億700万円に増額しております。

平成29年度予算については、10億8600万円計上して

おり、これも流用により増額して、11億5100万円に
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しています。平成30年度の予算については、かなり

申請者数増加が見込まれますので、大幅に予算をアッ

プして14億7000万円を計上しております。

○当山勝利委員 平成28年度と比べると平成30年度

は約３倍以上ふやしているということで、それなり

に成果もあると思います。本当にここら辺は、必要

なところに必要なお金を手当てしていただいたこと

は評価しています。申請件数もふえてくると思いま

すので、そこら辺の申請に対する期間を短くするこ

とも、しっかりと対応していただきたいと思います。

警察本部に伺います。ヘリコプター維持費です。

この積算内訳書の24ページになりますが、１億円以

上増になっておりますが、御説明お願いいたします。

○新里一生活安全部長 平成30年度のヘリコプター

維持費は２億7846万4000円で、前年度より１億2152万

3000円ふえております。増額の理由としては、ヘリ

コプター特別点検整備事業費２億3556万7000円で、

平成29年度より1億662万3000円の増額となっており

ます。具体的には、警察用航空機「なんぷう」の機

体製造メーカー発行の技術指示によるメーントラン

スミッションの修繕及びローターアセンブリーの

オーバーホール。もう一件は、「しまもり」の部品修

繕を実施する必要があるというものでございます。

さらに、ふえた項目としては、ヘリコプター関連訓

練委託事業費、1710万7000円が追加計上されており

ます。これは操縦士の計器飛行証明取得のための経

費でございます。

○当山勝利委員 修繕等で相当お金がかかるのは理

解していますが、これは定期的にふえるものなのか、

それとも劣化が激しくてそのようになっているのか、

どういうことでそうなったのでしょうか。

○新里一生活安全部長 先ほど、機体製造メーカー

発行の技術指示ということを申し上げましたが、こ

れは製造メーカーが飛行に直接影響を与える部品の

ふぐあいに対してその改善方法を指示するもので、

その指定された使用時間、または期間を超えて使用

してはならない、指定時間前に修繕をする必要があ

るということ。それから「なんぷう」の修繕ですが、

これはメートランスミッションといって、変速機を

1800時間で交換しないといけない。その経費として

約6700万円が計上されています。それからフロート

アセンブリーのオーバーホールです。これはヘリコ

プターに備えつけている緊急用フロートのことでし

て、洋上へ不時着した際に機体が沈むのを防ぐため

の機材。これをアセンブリーと言いますが、その装

置一式のことです。これらのものにかかる費用とし

て、そういった時間数によって、点検しないといけ

ないという定めがあるということでございます。

○当山勝利委員 ということは、定期的にやらない

といけないと決められている範囲内で発生した費用

であることを理解いたしました。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 総務部にお伺いします。

行財政改革の取り組みについては、午前中に説明

していただいた、県の財産の売り払いとか、あるい

は県税の徴収努力による収入確保、事務の効率化と

集中化、市町村への権限委譲も含めて、歳出を抑制

するということで、これまでの取り組みの成果など

もお聞きしましたが、そこで、その行財政改革の中

で、職員の削減が大きくあると思います。昭和61年

から始まったということですが、我々も市町村、各

市町村議員の定数も平成14年以降、法定定数から行

財政改革で、かなりの定数が抑えられているのがこ

れまでの現状だと思います。それで、先ほど警察本

部も目安でしょうか、これは県民500人当たりに対し

て１人の警察官が必要とありましたが、県職員につ

いて、そういうベースで考えると、県民何名当たり

に対して職員が１人必要になるというものがありま

すか。

○茂太強行政管理課長 職員の配置については、基

本的に業務量でございます。ですから、県民10万人

当たりどれぐらい必要か、あくまでも参考という形

で見ていますが、あくまで業務量です。その業務の

必要性であるとか、緊急性、効果。これは事業自体

が本当に効果を生んでいるのかといったものをいろ

いろと勘案しながら適切に配置し、努めているとこ

ろです。やはり地方公共団体の設置の責務といいま

すか、そういったことを考えると、住民福祉の増進

など、どうやって県民ニーズに応えるのかという観

点からやっていきますが、あくまでも最小の経費で

最大の効果を上げなさいというものがありますので、

そういったものを考えながら、配置に関しては適正

に努めているところです。

○仲宗根悟委員 適正に推移していて、業務量に合

わせながら、皆さんとしては支障というとおかしい

のですが、定員を減らしても適正な業務をこなして

きたというお考えなのでしょうか。

○茂太強行政管理課長 本当にこの間、過去十何年

間、結構、定員自体が減ってきているのは事実でご

ざいますが、これは例えば、社会福祉施設の民間移

譲であるとか、指定管理者の導入、中央保健所の那

覇市への移管、あるいは業務の効率化を目指した
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ＩＣＴ化、いわゆる電子化により業務量を格段に減

らしてきて、その上で結果として定数が減ってきた

というものでございます。あくまでも、単に削減し

ているのではなくて、確実に業務量を減らしながら、

定員も減らしてきているということになります。

○仲宗根悟委員 これまで私たちもいろいろ見てき

て、おっしゃるように振興に関係する職場の方々、

あるいは県民生活と直接かかわる方々、そして生活

環境を整える部署など、いろいろとあるわけです。

視察の中で、とりわけ気になったのが、研究施設の

職員です。一律に何部署は何名減らしなさいという

部分の中から行財政改革を進めてきた経緯があると

思っています。地元としてはこういう研究施設に研

究員が必要だが、翌年から県の方針でいなくなると

いうことで、戦々恐々、いなくなることに対して、

もっと進めていただきたい、もっと研究していただ

きたい分野についてもじかに聞いたのです。その辺

のところからすると、今説明されたことが、果たし

てかなっているのかなと。非常にバランスよく、こ

こはやはり手厚くやるべきとかというような、一律

幾ら幾ら減らしなさいというわけではないですよと

いう答弁でありますが、中身を見てみると、どうも

そんな感じがして仕方がないのです。

○茂太強行政管理課長 この定員管理という形で作

業を進める上で、各所管部に対してヒアリングを行っ

ています。いわゆるプライオリティで見ると、例え

ば、今、質疑なさったのは農林水産部ですが、本当

に緊急性があってやらなくてはいけない、あるいは

重要課題であると、そういったものに手厚くやる中

で、今のお話は、久米島の研究施設だと思いますが、

そこは例えば農林水産部としては、プライオリティ

が低いほうで、我々の観点からすると、例えば、市

町村が要望しているということは十分わかっている

ところですが、その市町村との役割分担も踏まえて、

今後いろいろと検討していければと思います。

○仲宗根悟委員 地元は地元で研究してきた部分で、

どうにか対応できるようなところまで持ってきたと

いうことなのですか。

○茂太強行政管理課長 この研究所自体は、海洋深

層水で、今、事業化されているものとしては、例え

ば化粧品、あるいは温度差発電とか、いろいろこの

研究をなさっています。多分、削減の話が出てきた

のは農業分野だと思いますが、農業分野についても

一定程度のこの効果はあるが、果たして事業化に転

換できるのかといったところを踏まえて考えなくて

はいけないのかなと思っています。

○仲宗根悟委員 そういうところもぜひ、皆様は全

体のプライオリティを考えながらやっているという

ところで、一番気になるのが、この行財政改革で何

とか数字を出さないといけない、結果を出さなくて

はいけないという、それだけが原因だとは思ってい

ませんが、その職員のメンタル部分です。やはり年

々休職する職員が多いと聞くので、非常に心配なの

はそのあたりです。片や、そこでは数字は上げない

といけないところで、おっしゃる業務量は効率化を

図りながらも結構詰められて仕事をこなさないとい

けないということが恐らくあると思います。その辺

のところについて、職員のメンタルも非常に心配す

るところであり、懸念するところはそこです。県庁

職員は頭脳集団なのでそうなってはいけないし、県

の発展のためには、皆さんの力が非常に必要なわけ

ですから、その辺のところが欠けるということにな

るともったいないと懸念するところです。

○茂太強行政管理課長 委員のおっしゃるとおりだ

と思います。やはり少数精鋭というか、職員の能力

をきちんと上げていく。そういった取り組みが非常

に重要であろうと思っています。我々としては新た

に平成30年度から始まる行政運営プログラムを今回

策定しております。その中でも、働き方改革という

ことで新しいテーマを設けて、職員がメンタルとか

で病気休職してしまう。それによって職務効率が下

がってしまう。そういう面は重々わかっていますの

で、そういうことにならないように、働き方改革と

して残業を縮減するとか、またテレワークを活用し

て通勤に時間のかかるものを短くして、業務を改善

していくと。あるいは、業務プロセスの見直しとし

て、一人一人の職員の業務を分析して、その中でど

こに効率化を入れていくのか。例えば、情報化をこ

こに入れてくれば業務が減るとかいったことを観点

に、平成30年度以降は進めていこうと考えておりま

す。

○仲宗根悟委員 次に、知事公室ですが、特定地域

特別振興事業、これは旧軍飛行場問題ですが、今回

那覇市の事業を平成25年度から平成33年度までの間

になさるということで、これは４億円余りですか、

事業内容は去年聞きましたのでわかっています。気

になるところは、未解決の採択に向けた地域ですが、

平成22年度が３年延長して平成26年度までと。そし

て、平成26年度で平成29年度まで３年延長して、未

解決の部分を図っていくことであると思いますが、

平成29年度で切れたこの事業着手の期限ですか、そ

れが先日の会議の中で２年延長しようということで
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決まったということで、これが平成31年度までです

ね。その２年、これまで３年、３年と来ていたのが

２年というところが変わってきたところであると思

いますが、残りの未解決の部分について２年以内に

その事業が着手できると、着手期限を２年の延長で

とどめたという理由は、めどがついたという考え方

でいいのかと思いますが、これについてはいかがで

すか。

○金城典和参事兼基地対策課長 今のお話について

は、平成30年２月に市町村との連絡調整会議を開催

いたしました。その中で議題となりましたのが、こ

の旧軍飛行場問題の事業の着手期限ですが、これが

平成26年３月に開催された連絡調整会議では、着手

期限は平成29年度までということが確認されていま

した。ただ、それから事業着手に各市町村を含めて

取り組んできましたが、まだ未着手の地主会が４つ

ございました。そういった地主を抱える市町村に、

まず事業の着手について延長の希望があるかどうか

確認したところ、延長希望があったということがま

ずありました。実際に、その４つの地主会との調整

においては、具体的にいつ着手できるかと、明確な

着手期限がまだ確認できていない状況ではあります。

ただ、この旧軍飛行場問題については、現行の沖縄

振興計画、その中のソフト交付金での対象としてい

ますので、現計画については平成33年度までしかあ

りません。そういった意味で平成33年度の事業完了

を目指すためには、まず平成31年あたりまでに着手

しないと、平成33年度に事業完了できないのではな

いかということで、一応平成31年までの着手という

ことで延長したところです。

○仲宗根悟委員 最初に発足するこの調整会議の中

で、方針というか指針というものが示されて、これ

が決まった段階でここまで来ているわけですよね。

未解決の中には、やはり方針に沿った考え方ではな

くて、別のところを求めてきたと思うのです。その

辺の解決方法といいますか、皆さんが、市町村に対

して、地主会への交渉の仕方において、ぜひ方針ど

おりの方式によって解決してもらいたいというよう

な説得というか、そういう事業の採択に関してやっ

ていると思いますが、現在までの状況において、別

の方法を求めていた未解決の地主会の皆さんとはど

ういう形で折り合いをつけているのか。市町村との

意見交換で、こういった解決に向けて、どのように

進んでいて、解決方法を見出すことができているの

か。いかがでしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 地主会との調整に

ついての現状を報告いたします。

まず１点目として、４つの地主会がありますが、

その中の一つとして宮古島市の旧海軍兵舎跡地の地

主会の方々について、地主の方はまだ用地の払い下

げを求めているということがあります。ただ、この

旧軍飛行場問題の解決としては、団体補償という形

での取り決めがなされているので、そういった個人

の払い下げはできない状況なので、粘り強く市町村

を絡めて私たちからもお話しして、団体方式でどう

にかできないかという働きかけをやっている最中で

すが、まだ同意の方向までには至っていないのが現

状です。それ以外に、嘉手納の旧飛行場関係の方々

も、個人補償を求めているという現状です。その方

々が沖縄市など、別の市町村に住んでいるという問

題もありまして、一応、話し合いはされていて、逆

に嘉手納町から提案したらどうかとか、そういう具

体的なやりとりをやっていて、ある程度、話し合い

は進めている状況です。それ以外にも石垣市にも２地

主会がありますが、こちらからも個人補償が求めら

れているということがございまして、やはり団体方

式への事業の実施に向けての話し合いというか、そ

の入り口の部分で、まだ具体的に事業化までは至っ

ていない状況であります。

○仲宗根悟委員 これまでも地元の方々からお話を

伺いますと、ここは、団体方式で求めて、個人補償

を求めたいというところで、話はもう聞かない、テー

ブルにも着かないというような話まで聞こえてきま

す。ところが、今の基地対策課長のお話だと、意見

交換なり交渉のテーブルには着いていると理解して

いいのか。それから、少しは進展のめどというか、

希望、糸口が出てくるのかなと思うのですが、その

辺はどうですか。

○謝花喜一郎知事公室長 この旧軍飛行場問題、こ

れは取り組み方針というものが、平成19年の第３回

市町村調整会議に出ています。それが一番大きな枠

組みですが、３つあります。まず団体方式で解決を

するということ。２つ目に、条件が整った市町村か

ら先行的に事業の実施に向けて取り組むこと。３つ

目に、個人補償を主張する地主会に対しては今後と

も団体方式での合意に持っていくこと。これが基本

となっています。そういった中で４回、５回という

ことで延長してきて、現在また２年延長したという

ことがございます。県としてはこの振興計画の期間

中に、これを解決するという思いでもって、今回２年

間延長しています。これについては事情も説明して

各市町村の賛同を得て、２年間延長を決定したとい
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うことですので、ぜひそういう流れ、方針の中で、

各市町村においてまだ実施していないところに対し

て事業実施していただきたいと。その件については

県も必死になって汗をかいてまいりたいと考えてお

ります。

○仲宗根悟委員 公安委員会ですが、午前中のちゅ

らさん運動の質疑の中で、15年間なのか、刑法犯の

認知件数が減少しているということで、その詳しい

中身についてはお聞きしませんが、ホームページ見

ましたら、平成24年のデータまでで、その次はどう

なっているんだろうというところで質疑したかった

のです。午前中で答弁なさったので、これは大分減っ

てきているということで、この減少の大きな要因と

いうものはどうお考えですか。

○新里一生活安全部長 減少の要因と申しますか、

平成16年にちゅらうちなー安全なまちづくり条例が

施行されて、その条例の理念を実現するために、ちゅ

らさん運動を展開しました。これが平成16年から始

まり、ことしで15年目になるのですが、この間にちゅ

らさん運動の普及促進によって、県民の防犯に対す

る意識がかなり高まってきたと思っています。さら

に万引きとか、少年の問題とか、いろいろな意味で

相乗効果がありまして、それが治安に対していい影

響を与えてきたものと思っています。ちゅらさん運

動の推進とあわせて、県警では安全なまちづくり総

合対策というものを全部門が一丸となって取り組ん

でまいりまして、いろいろな意味で多発する犯罪の

検挙活動や取り締まりといったことにも力を入れて

まいりました。やはり何といっても、県民一人一人

が防犯意識の高揚が図られてきたということが、そ

の減少のかなり大きなウェートを占めているのでは

ないかと思っております。

○仲宗根悟委員 生活安全部の取り組みが、そのま

ま飲酒運転撲滅につながるような何かヒントが隠れ

ていないかというところで質疑しようと思いました

が、先ほど警察本部長が、やはり関係団体の協力な

しではできません。減っていることは減っていると。

ワーストから数えたほうが早いんだろうけど、ワー

スト３位までは入っているけど効果は出てきている

んだというようなお話しでした。やはり規範意識で

すとか、今おっしゃったように防犯意識も県民が主

体とならないことには減ることはないというような

お話しですので、チャーガラして飲酒運転撲滅につ

なげるようなヒントですね。それが今の刑法犯の認

知件数が減っているという部分で生かせるところが

あるのかと思います。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 平成30年度予算編成の方針から歳

出の要求に当たっての留意事項で、民間委託等の活

用がありますが、そのメリットについてどのように

考えておりますか。議会事務局発行の議会資料平成

30年度予算関係特集の７ページです。

○真鳥洋企人事課長 県では事業の効率性、実行性

を高めるために、民間委託の活用を進めているとこ

ろです。これは事業にもよりますが、仮にその事業

の遂行に当たって専門知識とか技能を必要とする場

合には担当部局と調整の上、専門スキルを有した職

員を確保して、事業遂行の可能な体制の構築を図る

とか、そういった適材適所の人事配置にも取り組ん

でいるところです。

○新垣光栄委員 民間委託のメリットとしてはコス

ト削減効果、それから行政サービスの質の向上だと

思いますが、その中で業務の適切な委託先でなけれ

ば、行政側に手間がかかって二重負担になると思い

ます。その十分なコスト削減効果やサービス向上を

図るために、やはりそういう人材育成等が必要であ

ると思うのですが、その辺はどう担保していくので

すか。

○真鳥洋企人事課長 人事課として、職員研修を進

めておりまして、人事課が所管するのは公務員共通

の研修、階層研修です。初任者から班長とか、それ

ぞれのランクに応じた研修をやっているのですが、

それとは別に技術職とかいった専門性を持っている

職員の研修については、それぞれ部局で研修を行っ

ています。少し事例の御紹介をしますと、例えば、

土木関係の職員については、その技術系職員の新採

用研修、班長級の研修とかをやっております。その

中で、例えば根拠法令とか要領、ガイドラインでそ

ういったものの研修を行って、公共事業における品

質保持とか確保とかいった意識づけを行ったりとか、

そういったことで対応しております。

○新垣光栄委員 次に、公共施設の整備及び維持管

理について、先ほどファシリティマネジメントの件

がありました。この保守点検に関しては、ファシリ

ティマネジメントの中でつくって終わった後での検

討ではなくて、今、長寿命化については、32年で建

てかえるということでしたので、これを100年もつ建

物ということで、つくる段階からそのような計画を

すればもっと長寿命化が促進されるのではないかと

いうことです。この新たな整備に当たってどのよう

な考え方で実施していますか。

○下地常夫管財課長 公共施設総合管理計画につい
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ては、既存の施設についてできるだけ長持ちさせて

ライフサイクルコストを縮減しようという形で、管

財課において、取り組みをしています。確かに委員

がおっしゃるように、つくるときから維持管理しや

すい建物というものは、そのほうが管理する側から

すると一番ベターであると認識しています。この辺

は土木建築部など、実際に実施するところで、検討

して進めていく部分があります。ただ、こういった

公共施設の維持管理、これをメーンに皆さんが考え

ていくような形に、どんどんそのような流れになっ

ていくものと考えています。当然のごとく、つくる

段階から考えていくといったものを認識した上で、

みんなが取り組む形になっていくのではないかと考

えております。

○新垣光栄委員 その方針にもきちんと明記されて

いますので、ぜひつくる段階から検討するように考

えて、進めていただきたいと思います。

次に、教育委員会の事業ですが、国際性に富む人

材育成留学事業があります。これが今、高校生の部

分しかない。一般質問で質問させてもらいましたが、

大学生、それから専門学生については、総務私学課

が担当ではないかということがあったものですから。

今回、事業の内容から消えてしまっているのですが、

総務部としてこの事業を補完する新たな事業は考え

ていないのか伺います。

○永山淳総務私学課長 国際性に富む人材育成留学

事業は、教育庁が所管している事業であり、毎年高

校生や大学生を100名程度派遣していると聞いていま

す。大学生等につきましては、派遣自体に不用額が

毎年生じていることと、各大学や、ほかの機関の留

学の制度が利用できるという理由から、平成29年度

から募集停止していると聞いております。教育庁で

大学生等の募集を停止した理由は予算の効率的な執

行とか。そういうことから考えると総務部としても

予算を確保して、再度この事業を実施することは厳

しいものがあると考えております。

○新垣光栄委員 あったものをすぐゼロにするので

はなくて、教育委員会と総務部でこの子供たちのた

めに一度協議してもいいのではないかなということ

を提案しておきます。

次は、総務部の内訳書から、所有者不明土地に関

しての特別会計で、今回33.4％、約6432万3000円が

減になっています。これは平成24年から実施された

事業と思いますが、昨年度の返還された件数は何筆

で、何平米ぐらいあるのかを教えてください。

○下地常夫管財課長 所有者不明土地ですが、平成

29年３月末現在、全体で言うと、県と市町村を合わ

せて、2710筆、約98ヘクタールです。県管理だけで

見ると、1505筆、約90ヘクタールで、市町村管理は、

1205筆、約９ヘクタールという状況になります。そ

の返還については、平成29年３月末までに合計４筆、

235平方メートル減少した形になります。減の要因は

県管理分は１件で、道路収用に伴うもので、市町村

管理については、墓地等の申請に基づく返還といっ

た事例があります。

○新垣光栄委員 これだけの予算を使って４筆であ

れば余りにも少ないと思います。この辺の対策が必

要ではないかと思います。調査はいつごろに終了す

る予定でしょうか。

○下地常夫管財課長 委員がおっしゃるように所有

者不明土地に係る予算については、5000万円ほど減

になっていますが、これは所有者不明土地の調査費

が減になったことが主な要因になっています。この

調査費については平成24年度から国の委託を受けて、

実態調査を実施しております。本来ならば平成29年

度までに調査を終了する予定で、調査の内容である

測量調査等については必要な分は一応終了した形で

す。ただ、やはり真の所有者といいますか、それを

探す、探索する調査については、まだ残っている部

分がありますので、その部分については国から委託

を受ける形で、平成30年度も継続して調査をすると

いうことです。調査費としては１億5000万円から約

9000万円に減ったという形で今回計上しているとこ

ろです。

○新垣光栄委員 いつ終わる予定かということにつ

いてお答えください。

○下地常夫管財課長 所有者探索の調査につきまし

ては、実際に所有者不明土地があって、その周辺の

土地を持っている人たちを探し出して聞き取り調査

を行うものですから、これまでやってきたもので、

この周りの地主を見つけられなかった、または聞き

取りに行っても本人が不在で会えなかったといった

ものを対象にしています。そういったこれまでやっ

たものをピックアップして、来年度全部実施する形

です。それによって実際にわかる部分、全くわから

ない部分といったものが判明しますので、国におい

て、その調査結果を踏まえた対策を検討していただ

く流れになっております。

○新垣光栄委員 沖縄県は戦争によっての特殊事情

もあると思います。ぜひこの件に関しては国と調整

して、県及び市町村の所有になるように特別な対策

が必要だと思いますので、その辺はよろしくお願い
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いたします。

次に、知事公室に質疑します。先ほどからワシン

トン駐在の予算関係で質疑がありますが、予算書の

20ページ、その予算がほぼ委託料になっていますが、

委託料の中身を教えてください。

○金城典和参事兼基地対策課長 委託料6809万

7000円の内訳について、まず１点目はワシントン駐

在員の設置、活動費、ワシントン事務所の運営的な

ものになります。例えば、ワシントン事務所の家賃、

電気代、保険料、弁護士の相談料とかいった基本的

な事務所の運営経費にかかる金額が約4511万5000円

です。さらにワシントン駐在員の活動費費が2298万

2000円という内訳になります。

○新垣光栄委員 頑張っていただいているというこ

とで大変評価したいのですが、いつも問題になるの

は、報告がないということです。ぜひ、みずから報

告書をわかりやすいように提出していただければ、

活動内容もはっきりするし、そういうのが解決でき

るのではないかと思います。琉球新報や沖縄タイム

スの駐在員が、すごいレポートを書いてくるもので

すから、向こうの記者にそのまま委託したほうがい

いのではないかという話まで出てきています。それ

に負けないように、しっかりとしたレポートを上げ

ていただきたいと思います。その辺の答弁をお願い

します。

○金城典和参事兼基地対策課長 ワシントン駐在員

の活動が、明確にわかるような報告書の作成につい

て、努力していきたいと考えています。

○新垣光栄委員 県民投票については、これが予算

書にないのですが、県民投票がある場合、この知事

公室の予算に入ってくるのかどうか。補正予算など

ですか。その辺の説明をお願いいたします。

○謝花喜一郎知事公室長 県民投票については、ま

ず住民の発議がございます。そういった中において、

署名活動で一定数以上、50分の１以上であった場合

に、条例の制定という作業があります。条例が制定

された暁には、その日時が決まって投票になります。

投票事務については、公職選挙法に基づくものでも

ないものですから、どこが所管するかということは

定かではございません。ちなみに、平成８年度の県

民投票の際には知事公室で投票事務を行ったという

ことがありました。仮定の話ですが、今後そういっ

た県民投票で発議がなされてという場合には、どこ

が所管するかということは県庁内部で検討するとい

うことになると思います。

○新垣光栄委員 続きまして、公安委員会に質疑し

たいと思います。歳出予算事項別積算内訳書から、

46ページ、サイバー犯罪対策等に、今回いろいろな

施策が盛り込まれています。生活安全活動費の中で、

かなりの予算がついておりますが、これは少ないの

かなと思っていてます。なぜかというと、私も中学

校で県警のサイバー犯罪班の講義を受けたことがあ

ります。これは本当にすばらしい講義で、中学生向

けでしたが、大人が聞いても、かえって我々大人の

ほうが意識がないなと感じるぐらいでした。私は県

議会でもやったほうがいいのではないかなと思うほ

どすばらしい講義内容で、そういう方々をもっとふ

やすべきではないかなと思っております。その予算

はどこに組まれているのか、説明をお願いします。

○新里一生活安全部長 サイバーセキュリティーに

関する人材の育成というような趣旨での質疑かと思

います。今年度、サイバーセキュリティー戦略事業

というものを新規で計上させていただきました。こ

の概要ですが、委員も御案内のとおり、今やこのサ

イバー空間の中では、違法で有害な情報が拡散して

います。それから政府機関や民間企業を狙ったサイ

バー攻撃が多発するなど、サイバー空間の脅威とい

うものはますます深刻化しております。このため、

県警察におきましてはサイバー空間の脅威に的確に

対処し得る捜査員等の人材を図ることを目的に、こ

のサイバー教養資機材の整備、それから民間企業へ

の人材派遣や高度情報処理資格取得などのサイバー

人材育成など人的、物的機能を整備する事業として

1319万1000円の予算を計上したところであります。

なお、この事業を実施した効果といたしまして、高

度な情報通信技術を有する捜査員の育成が図られま

して、深刻化するサイバー犯罪に迅速かつ的確に対

処できるものと考えております。

○新垣光栄委員 先ほども言いましたが、このサイ

バー防犯の観点から、中学校やそういう自治体等に

講習をやっていただいているのですが、そのメンバー

はどれぐらいいて、それが足りているのか。実際こ

ういう講習会等の要請に対応できているのかどうか、

お聞きしたいと思います。

○新里一生活安全部長 今委員の御質疑のとおり、

県警察においては、各小学校、中学校、高校も含め

て昨年４月１日にサイバー犯罪対策課ができました。

そこのサイバー犯罪の対策係、あわせて県教育庁の

教育長から委嘱を受けました学習支援隊というもの

がございまして、こういったメンバー、さらには各

警察署単位の生活安全会議が管内の学校等に出向き

まして、サイバー犯罪に関する防犯講話等々を行っ
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ています。数については、サイバー犯罪対策課の面

々とそれから少年課の要員もおりまして、一律何名

ということではなく、その時々に応じて必要な人員

を派遣して対応しています。

○新垣光栄委員 本当にすばらしい講話だったので、

これからも予算化していただいて、しっかりと対応

していけば、子供たちの安全が確保できるのではな

いかなと思っていますので、よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 当初予算説明資料の資料３を用い

て質疑したいと思います。まず総務部から伺います

が、２ページ、当初予算のポイントが書かれていま

す。国からの地方交付税や国庫支出金が減額になる

中、県税が伸びています。過去最大となる1200億円

台を計上したということで、これはうれしいニュー

スですが、改めてこの県税の伸びについての説明を

求めたいと思います。

○千早清一税務課長 堅調な県経済の状況を背景に、

個人県民税、均等所得割、それから法人事業税も増

収を見込んでおります。平成30年度の当初予算額は

1238億3500万円で、平成29年度の当初予算と比べて

47億8400万円、率で４％の増を見込んでおります。

○比嘉瑞己委員 前年度比で約48億円も増となって

います。この伸び率が４％という形ですが、昨年度

の予算特別委員会でもこの４％という伸び率はすご

いという話があったと思うのです。これは全国と比

較してみて、どういったことが言えますか。

○千早清一税務課長 過去３年間の税収の伸び率に

ついて、県と全国の調査結果を比較してみました。

平成26年度は、本県の対前年度の伸び率が7.8％で、

全国が6.1％です。平成27年度は、本県が12.9％の増

で、全国は14.9％の増です。平成28年度は、本県が

６％の増で、全国は0.5％の増という状況になってお

ります。

○比嘉瑞己委員 平成27年度こそ及ばなかったが、

それ以外の近年では、全国を上回るような伸び率に

なっているということで、いろいろな県の施策がこ

ういった税収面にもあらわれていると思うので、ぜ

ひ引き続き頑張っていただきたいと思います。

次に、知事公室に質疑します。９ページのワシン

トン駐在活動費について質疑させてください。先ほ

どからいろいろ議論がありますが、目に見える形で

実績の報告を求めたいのです。この数として、例え

ば、面談者数だったり、あるいは活動をしていく中

で、いろいろな回数もあると思うのです。数字で見

えるような実績については、どういったものがあり

ますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 ワシントン駐在は

これまで連邦議会議員とか、または政府関係者、そ

ういったさまざまな方と面談を行っております。こ

れは平成27年の設置からことしの２月まで延べ668名

の方と意見交換を行っています。

また、先ほど知事公室長からもお話がありました

が、ことしは特に米軍による事件・事故があり、そ

れが発生した場合、速やかに米国政府関係者に沖縄

の状況を伝えて、事故の再発防止等の要請を行って

います。さらに連邦議会公聴会やシンクタンク等の

シンポジウムへの参加。さらに米国政府が発行する

報告書の報告等、そういった報告が一応ございます。

平成29年度の活動について具体的に言いますと、公

聴会への参加が11回。シンクタンクが開催するシン

ポジウム等への参加が同じく11回。また、沖縄の基

地関連、政府動向の新聞記事等の報告が197回。さら

に米国でのレポートの報告数が４回となっています。

○比嘉瑞己委員 すごい実績になっています。こう

いった動きがいろいろな形で、国際社会にも沖縄問

題というものが知られるようになっていると思いま

す。面談者数が開設から668人とありましたが、この

事務所を開設して、その後、外国代理人登録法―

ＦＡＲＡで、その外国代理人登録法を取得して正式

な活動に入ってきたと思うのです。このＦＡＲＡの

法律にのっとった面談というものは、また違った意

味があると思いますが、それに限った人数はどういっ

たことが言えますか。また、そのＦＡＲＡの持つ意

味について改めてお聞きします。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず、ＦＡＲＡに

ついては、米国外の政府・政党、人物や組織等の代

理人等として米国の世論、政策等に影響を与えよう

とする者は、その米国外の主体との関係、資金の流

れ、活動内容等を前提にＦＡＲＡの登録が義務づけ

られています。ＦＡＲＡに基づく活動については年

２回の報告が義務づけられております。平成29年１月

から12月まで、連邦議会議員関係者、米国政府関係

者、シンクタンク等の有識者等との面談については、

123名の方々との面談についての活動を米国司法省に

報告しております。

○比嘉瑞己委員 アメリカの法律にのっとった活動

で、政府公認の活動としてもこういった実績がある

わけですね。こうした中で、先ほどおっしゃってい

たアメリカのレポートの中にも大きく反映されたと

思います。

知事公室長に、改めて聞きたいのです。今年度で
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はＧＡＯだったり、あるいは米議会の調査局が出し

た報告書でも沖縄問題が書かれていましたが、その

２つと、このワシントン事務所の関係について、改

めてお聞かせいただけますか。

○謝花喜一郎知事公室長 例えば、連邦議会調査局

の報告は、ワシントン駐在員が調査局の事務の担当

の方々と、日ごろから意見交換等を行っております。

そういった中において、さらにお互いに、ある意味

ネットワークの中で、訪米した際に知事が各連邦議

会議員へのいろいろ沖縄の実情等を訴えているとい

うこともあって、そういったことを踏まえて連邦調

査局からのレポートに沖縄の実情等について報告が

あったものと考えております。

それから、ＧＡＯの報告についても、駐在員が現

地について、つぶさに米国政府の動向等に注目して

いる関係でですね。ある意味、先ほどマスコミの議

論もありましたが、県独自で情報を入手して、いち

早く本庁に情報提供していただいている実情がある

と思っております。

○比嘉瑞己委員 こういったことで、アメリカ政府

や議会の中にもしっかりと沖縄の声が届き始めてい

ると思います。そうした中、きのう、きょうと、辺

野古をめぐって、活断層の疑い、沖縄防衛局が行っ

た調査でそういった疑いが出てきたと。地盤につい

ては軟弱地盤だということが、数値からも明らかに

なったと思います。こういったことは、その基地を

使うアメリカにとっても大きな関心事だと思うので

すよね。そういったこともしっかりとワシントン駐

在員を通して米国政府に、議会に届けていくべきだ

と思いますが、これについてはいかがでしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 我々も同様に考えており

まして、そういった危険性、危険があるところに、

辺野古新基地がつくられようとしていること、これ

は新しい米国向けのＱ＆Ａにもしっかりと記載させ

ていただいております。知事が３月に訪米しますが、

当然、そういったことについても触れることになる

と思っております。県としては、そういった県内に

おけるさまざまな情報等も駐在員等を活用して、米

国向けに発信してまいりたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 今、知事訪米の話もありました。

こうした沖縄側からアメリカに行くという活動も大

切です。しかし、私も米国に行く中で、昨年も言い

ましたが、向こうの方を沖縄の現地に招いて、つぶ

さに見てもらうという活動はまた大きな意味を持っ

ていくと思います。こうした沖縄に招聘するという

形もワシントン事務所からしっかりと働きかけるべ

きではないですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

方々は、米国の歳出委員会とか外交委員会のそうい

う連邦議会議員と面談した際、特に担当補佐官との

面談の際には、日本に議員団が視察する場合がござ

います。そういった視察の場合には、ぜひ沖縄にも

お越しいただいて、沖縄の現状を視察していただき

たいと申し入れを行うようにしております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ実現するように頑張っていた

だきたいと思います。

それと、このワシントン事務所やこの辺野古をめ

ぐる県職員の頑張りがですね、なかなか県民に届い

ていないというのが正直あると思います。せっかく

これだけ、巨大な権力相手に頑張っているのです。

しかし、県の取り組みが見えづらいということは、

やはり県の努力も必要だと思います。こうした県民

に対する、県民向けのシンポジウムとかというもの

も、やはり県主催で行う必要があるのかと思います

が、いかがですか。

○謝花喜一郎知事公室長 例えば、現在、辺野古新

基地においては、サンゴについて大分注目されてお

ります。そういった中において、今月24日ですね、

サンゴに関するシンポジウムを行って、広く県民に

この大浦湾の貴重なサンゴについて認識を高めると

いうような催しをやりたいと思っております。その

催しには知事も出席する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 そのシンポジウムについては、私

もチラシをきのう初めて見ました。ぜひ、今からで

も県民に広く知らせて多くの参加者を集めていただ

きたいと思います。

辺野古対策の費用も入っていますが、先ほど花城

委員から辺野古、キャンプ・シュワブの生コンプラ

ントの話がありました。私もそれについて、陸上の

工事だから認めたというときに少し心配だったんで

すね。政府があれを辺野古の本体工事に使ってしま

う危険性はあるのではないか。そういった意味で、

現場を見たような話もしていましたが、県が入れな

いのはおかしいと思います。皆さんはこの立ち入り

調査を求めていますか。

○謝花喜一郎知事公室長 いわゆる和解に基づくこ

の協議の段階におきましては、堆砂等の建設の議論

がございましたので、その堆砂の現状、いかに老朽

化しているのか、また建設途中の堆砂がですね、い

わゆる工事がとまってどうしようもないんだという

ような話がありました。そういったことであれば中

を見せてもらいたいというような話で、その時点で
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中に入らせていただいて、現場を確認したというこ

とはございます。

○比嘉瑞己委員 それ以外にも、その事前で、留意

事項の違反が数々ありますので、これは正式に立ち

入り調査を求めて、相手がどう出るのかわかりませ

んが、これを求め続けていくのは大切だと思います

が、改めて伺います。

○謝花喜一郎知事公室長 おっしゃるとおりだと

思っておりまして、土木建築部等はさまざまな行政

指導等も行っていますが、そういった中において現

場での確認というものも求めているところでありま

す。

○比嘉瑞己委員 次に、同じく不発弾処理事業につ

いて、先ほど説明があって、需要もあるのだという

ことがわかりました。この間、大阪地裁で大阪の不

発弾処理をめぐって、個人がその処理費用について

国や市に費用を求めたが、裁判で負けたというニュー

スを見ました。県はその事例を把握していますか。

○謝花喜一郎知事公室長 地元紙の下のコラムとい

いましょうか、そういったところにこの大阪地裁の

判決で、いわゆるこの不発弾の処理は、ある意味国

民が等しく受忍しなければならない戦争損害だとい

うような認定を行った上で、住民敗訴というような

判決が出たというような内容の記事は承知しており

ます。

○比嘉瑞己委員 大変驚きました。それで確認しま

すが、今、この国からの事業で個人負担ということ

はありますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 住宅等磁気探査支援

事業については100％補助事業になっているので、個

人の負担はございません。

○比嘉瑞己委員 こうした形で、今、沖縄振興特別

措置法に基づいて沖縄にはこういった措置がとられ

ていますが、これがなくなってしまうと大阪みたい

なケースになっていくのではないかと大変不安に思

いました。総務企画委員会でも、今、条例をつくる

話で議論を続けていますが、やはり、この特措法で

も附則の中でしか書かれていない。しかも「当分の

間」というような大変不明確な記述になっていると

思います。やはり、これは大切な事業だと思います

が、それについての知事公室長の見解を伺います。

○謝花喜一郎知事公室長 今、委員から御指摘のよ

うに、沖縄振興特別措置法の附則の第５条の２でそ

の不発弾等に関する施策の充実に関する配慮規定と

いうものがございます。ただ、今ありましたように、

「当分の間」という記述があるのは事実でございま

す。沖縄県としまして、やはりこの不発弾の問題、

平成14年の沖縄振興計画の段階で、国に戦後処理問

題として、相当強く要求をいたしまして、初めてそ

この文言が入ったと記憶しております。

現在の県の計画になる段階では、国は基本方針を

定めていますが、基本方針の中でも不発弾について

は記載があったということです。この不発弾処理に

ついては、まだ長い年月を要すると思われますので、

この件について、企画部がこれから総点検等を行っ

て、いろいろ延長等について議論がなされると思い

ます。この不発弾についての議論は大変極めて重要

だと思っているので、知事公室としてはしっかりと

国に要求できるように対応してまいりたいと考えて

いるところです。

○比嘉瑞己委員 戦後処理については、国の責任と

してぜひ求め続けていただきたいと思います。

公安委員会に聞きます。資料３の40ページですが、

先ほどあったサイバーセキュリティー戦略事業です。

けさの新聞にも、16歳の少女が会員制の交流サイト

を通じてみだらな行為を受けて２人の容疑者が逮捕

されていましたが、こうしたＳＮＳ等のコミュニテ

ィーサイトによる児童の被害、この現状は今どうなっ

ていますか。

○新里一生活安全部長 平成29年中、コミュニティー

サイト等のＳＮＳに起因して児童が被害に遭った事

件の検挙件数は95件。被害に遭った児童の数は49名

で、前年と比べまして、件数で45件、被害児童数で14名

増加しております。その内訳としましては、ＳＮＳ

等で知り合った児童とみだらな性行為に及ぶなどの

沖縄県青少年保護育成条例違反が最も多くて61件。

次いで、児童買春、児童ポルノ規制法違反が28件。

児童福祉法違反が６件となっております。

○比嘉瑞己委員 件数で見ると、昨年度から比べて

もう倍になっているのですよね。すごい勢いで被害

が広がっていると思います。こうした検挙した事例

について、どういった特徴があるのか。こういった

犯罪についての実態を把握、取りまとめたり、アン

ケートなりしているのか、その点をお聞かせくださ

い。

○新里一生活安全部長 そうした対策をとるための

取りまとめということですが、県警察におきまして

は、そのコミュニティーサイトに起因した被害情報

を取りまとめて、各種サイバー防犯講話等で事例に

応じた注意喚起を行っております。

○比嘉瑞己委員 それでは、事例はまとめているわ

けですね。
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○新里一生活安全部長 まとめております。

○比嘉瑞己委員 どういった形で児童が被害に遭っ

ていくのか。コミュニティーサイトを通じてという

話がありますが、どういうサイトを利用して被害に

遭っていますか。

○新里一生活安全部長 被害児童の多いコミュニテ

ィーサイトにつきましては、県内では平成29年中

チャット系アプリである「ぎゃるる」が最も多くて、

次いで「ひま部」、それからフェイスブック、ツイッ

ターの順となっております。ちなみに全国ではツイッ

ターが増加傾向にあるという数字が出ております。

○比嘉瑞己委員 ツイッターぐらいなら私もわかり

ますが、それ以外は全くなじみがなくて、それぐら

い子供たちの間では広がっていると。こうして皆さ

んは講話とかもやっているのですが、被害に遭った

子供たちは、こうした講話とかをしっかりと受けと

めていたかどうか、この点はわかりますか。

○新里一生活安全部長 平成29年中にインターネッ

ト利用等で―ＳＮＳ等で被害に遭った児童を調査し

ましたところ、「学校で指導を受けたことがない」と

答えた児童が18.9％、「わからない、覚えていない」

と答えたのが29.5％、合わせて48.4％という数字が

出ております。

○比嘉瑞己委員 やはり半数が覚えていないわけで

す。それで、この対策として効果的だと言われてい

るフィルタリングは、保護者がやる対策になると思

いますが、こういったフィルタリングは利用されて

いますか。

○新里一生活安全部長 平成29年中、コミュニティ

サイト等に起因して児童が被害に遭った事件のうち、

契約時からフィルタリングを利用していなかったと

いうものが67.4％、それから導入していたが被害に

遭った際には利用していなかったというのが12.6％、

この２つを合わせますと80％となりまして、大半の

児童がフィルタリングを利用していない実態にあり

ます。そこで県警察としましては、フィルタリング

の普及促進に向けて、非行防止教室等を通して、保

護者などに対して、フィルタリングの利用を呼びか

けるとともに、携帯電話を販売するお店、それから

家電量販店等に対しましても、児童が使用する携帯

電話等へのフィルタリングの利用促進を要請してい

るところであります。

○比嘉瑞己委員 なかなか普及されていないんです

よね。皆さん、その啓発活動を頑張っているという

ことで、そこについては、引き続き頑張っていただ

きたいのですが、一方でやはりこの原因となってい

る、このネットの世界をどうやって取り締まるのか

が大切だと思います。沖縄県もボランティアに委託

してパトロールしていると聞きましたが、その実績

はどうなっていますか。

○新里一生活安全部長 県内におきまして、７団体、

61名の方がサイバー防犯ボランティアとして活動し

ています。これまでにそのボランティアの方々がサ

イバーパトロールによりまして、コミュニティーサ

イトへの児童が援助交際を求める投稿や児童に悪影

響のある投稿など60件をサイト管理者に通報してい

ただきまして、そのうち58件が削除されるなどの実

績がございます。

○比嘉瑞己委員 県内では60件削除した。これは、

本庁から、全国一斉にやったと聞いたが、全国のそ

の成果はどういった数字になっていますか。

○新里一生活安全部長 委員がおっしゃるとおり、

昨年の７月から９月の間、夏休み期間中を重点に全

国のサイバー防犯ボランティア44団体が、サイバー

パトロール活動を実施し、全国で約１万6000件を通

報したということがあります。

○比嘉瑞己委員 この１万6000件の通報の中で、沖

縄は60件なんですよね。これは少ない。それで、新

規事業で、このサイバーセキュリティー戦略事業が

あります。それは、こういったボランティア、パト

ロールを担う事業なんでしょうか。

○新里一生活安全部長 新規事業のサイバーセキュ

リティー戦略事業は、一言で申し上げますと、県警

察の捜査員のサイバー犯罪捜査能力の向上のための

人材育成というのが主目的でございます。

○比嘉瑞己委員 これは、こうした児童被害をなく

すための捜査員になりますか。

○新里一生活安全部長 積極的な検挙を通じて被害

児童の減少につなげていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、なくすように頑張っていた

だきたいと思います。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後３時27分休憩

午後３時49分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

上原章委員。

○上原章委員 午前と午後の質疑で大分確認できて

いますので、重複しないようにいたします。質疑の

中で、少し気になる部分があって確認させていただ

きたいと思います。

まず、知事公室の消防防災ヘリについてです。私

も何度か本会議でも取り上げているのですが、この
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導入について必要だと思っております。その導入に

ついて、県の見解をお伺いします。

○上原孝夫防災危機管理課長 県では、今年度、沖

縄県消防防災ヘリコプター調査検討委員会を立ち上

げており、これまで３回委員会を開催しています。

３月中にもう一回開催し、消防防災ヘリを導入する

場合の問題点とか、課題点について取りまとめて報

告書を作成する予定です。次年度、その報告書をも

とに市町村に説明を行い、市町村の合意を得ながら

導入を決定したいと考えております。

○上原章委員 これからの手順、いろいろな多くの

合意というか、市町村、広域的にもかかわるもので

すから、各専門のいろいろな声を集約する作業に入

ると思うのですが、その必要性について県はどう認

識していますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 導入を検討するに当

たって、気持ち的には、導入しないというような検

討作業は普通ありませんので、導入する方向でいろ

いろと検討させていただいております。

○上原章委員 国頭郡の３村とかも、いろいろな緊

急を要するときに、防災ヘリがあってほしいとか。

また、これだけ県内外、また多くの国内外からお客

さんが来る沖縄県において、全国的に見ても沖縄県

に防災ヘリがないのだということを考えると、確か

に自衛隊、それから海上保安庁、いろいろなそれぞ

れの御支援もいただいているときもありますが、や

はりそれぞれの役割がありますから、県はこの防災

ヘリの導入に向けてしっかりと頑張っていただきた

いと思っています。

それで、この全国防災ヘリの機能がどんどん充実

していることを聞いていますが、沖縄県がこれだけ

離島、島嶼県であるということを考えたときに、基

本的には、県が考えているこのヘリは、沖縄の離島

も含めて、その地域という考え方でいいのですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 沖縄県は東西1000キ

ロメートル、南北400キロメートルという広大な海域

に散らばっている島々がありますが、当初からその

全域をカバーするような大型のヘリコプター導入と

いうものはすごい予算もかかりますし、結構、ハー

ドルが高いのかなということもございます。まずは

沖縄本島の周辺離島からということで、あと南・北

大東島とか先島については、これまでどおり自衛隊

や海上保安庁に御協力を賜りたいと思っております。

○上原章委員 宮崎県の防災ヘリ導入の資料をいた

だいて、私も勉強させてもらったのですが、よくこ

の距離走行の500キロメートルとか、700キロメート

ルとか、結構いろいろな機能を要したヘリもあると

聞いているので、可能な限り、災害、いろいろな消

防における広域的な支援が必要なときには、しっか

りと対応できるように頑張っていただきたいと思い

ます。

次に、総務部ですが、今回の新年度予算の中に私

立高校の授業料負担軽減、これが対前年度比で見る

と、平成29年度は当初予算10億円だったものが、今

回17億円と、大きく当初予算がふえています。この

辺の理由を教えてもらえますか。

○永山淳総務私学課長 高等学校等就学支援事業で

すが、平成29年度は10億5357万3000万円、平成30年

度が16億9618万4000円ということで、６億4200万円

の増となっています。増の理由としましては、通信

高等学校の入学者の増に伴う所要見込み額の増とい

うことと、さらに通信制高等学校の１校が授業料の

改定に伴う所要見込みの増ということで、そのよう

に予算計上しております。

○上原章委員 国は、教育費の無償化に向けて、今、

動いているわけです。現在、この私立高校への授業

料支援、これは所得制限が当然あると思うのですが、

その辺の線の引き方はどうなっていますか。

○永山淳総務私学課長 これは、現在、公立学校も

同じような形ですが、年収が910万円未満の世帯に対

して支援することになっております。

○上原章委員 段階的なこの支援、補助金が、それ

ぞれ合わせてふえていると思いますが、私立中学の

授業料の負担軽減の取り組みはどうですか。対象と

かを含めて教えてください。

○永山淳総務私学課長 現在、私立中学校等就学支

援実証事業により取り組んでいますが、今年度から

平成33年度までの予定で、私立小・中学校に通う児

童・生徒への経済支援に関する実証事業を文部科学

省で行っていて、それをやっているところでありま

す。その辺については授業料の負担の軽減を行いな

がら、義務教育におきましてなぜ私立学校を選択し

たのかとか、家庭の状況などの実態を把握するとい

うことで行っている実証事業となっております。こ

の支援の対象は、年収約400万円未満の世帯で支援額

は年間10万円となっております。

○上原章委員 県内では、どれくらいいらっしゃい

ますか。

○永山淳総務私学課長 今年度から対象として行い

ますが、実績としては420名に支援を行っているとこ

ろです。

○上原章委員 国でもいろいろな議論がありますが、
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私立の高校、中学校でも、決して裕福な人が全部行っ

ているのではないということが、いろいろな調査で

もわかっております。本来ならば、この公立に行き

たかったが、いろいろな事情で私立に進学して、し

かも経済的に大変厳しい中で頑張っている家庭も相

当いると聞いているので、その点もしっかりと実態

を確認して、その支援については、行政の責任でお

願いしたいと思います。

次に、新垣委員からあった、所有者不明の土地の

件ですが、県内でどれだけの対象になっているのか。

トータルの面積等がわかるのであれば教えてくださ

い。

○下地常夫管財課長 沖縄復帰に伴う特別措置に関

する法律第62条の規定に基づき、沖縄県または市町

村が管理する所有者不明土地は、沖縄戦で土地関係

の公簿類が消失したことで生じたものであるが、平

成29年３月末現在で、合計2710筆、面積にして約

98ヘクタール。県管理につきましては、1505筆で、

約90ヘクタール。市町村管理につきましては、1205筆

で、９ヘクタールとなっています。

○上原章委員 現在、まだ所有者を確認できないの

が2710筆で、トータル98ヘクタールであると。その

98ヘクタールのうち、空き地はわかりますか。

○下地常夫管財課長 県の管理であれば、先ほど

90ヘクタールという形で申し上げたが、1505筆の

90ヘクタールで、そのうち県として貸し付けている

ものが609筆で、面積にして約８万3000平方メートル

という形になります。それ以外は、貸し付けという

形ではやっていませんので、使われていないという

ことになります。また、市町村が管理しているのは

墓地やウタキとか、そういったところになりますの

で、空き地という形ではないかと思います。大体は

既存の墓地みたいな形になっているのではないかと

考えています。

○上原章委員 今、政府は国会において、全国の所

有者不明土地が九州の全域を超えるぐらいあると報

道でもありました。この所有者がなかなか確認でき

ない国土の有効活用ということで、公益性の高い事

業に10年間の利用権を与えるための法改正をすると

いう動きがありますが、それは認識されていますか。

○下地常夫管財課長 今、委員がおっしゃった、全

国的に問題になっている、全国的な所有者不明土地

につきましては、登記簿上に所有者は記載されてい

るが、その所有者やその相続人の居場所がわからな

い。または相続の際に登記がなされていないという

形で発生しています。一方、私たちが管理している

復帰特別措置法に基づいて管理している所有者不明

土地であります。これは、沖縄戦で公図や登記簿類

が全部消失したことによって発生したものですから、

登記簿上に所有者という名前がないので、管理者と

して沖縄県、または管理者を市町村としているので、

私たちは所有者を見つける作業を頑張っているとい

う形になります。

○上原章委員 それは理解します。ただ、国がそう

いう動きをしている中で、今後、県にそういった登

記簿上は記載されているが、実質それが不明である

と。全国的な部分で、今後、沖縄県がどういう形で

かかわってくるか、その辺はどうですか。

○下地常夫管財課長 全国的には、そういった所有

者の居どころがわからないということで、利用権の

設定を10年以内、しかも建物などはないという形で

返すということを検討されているようです。しかし、

沖縄県のものについては、私たちからすれば、所有

者が見つかれば、当然すぐ返さないといけない。今、

賃借等をしているものについても、基本的には５年

契約で、借地借家法の権利が発生しない形で契約し

て、賃借している形になります。実際に使われてい

ない土地等についても、実際利用権という形で設定

するというのも、なかなか国のものによるのがいい

のかどうか、私たちとしても今の時点では、はっき

りしておりません。できるだけ貸すことで収入が入っ

てくれば、管理費用に充当できますので、そういう

ことも考えられるのです。ただし、実際に所有者が

見つかった場合には、すぐ返すというスタンスでい

るので、全国の動きを見ながら、今後どのようにやっ

ていくべきか、内閣府とも調整しているところであ

ります。

○上原章委員 今、国では、例えば、その利用権を

行使した後に、所有者があらわれたときにどうする

のかとか、いろいろな議論をしているようなので、

もし、沖縄県において、具体的な動きが出た場合は、

沖縄県が不明な土地を今後どう管理するかにかかわ

るので、その辺はしっかりとよろしくお願いします。

次に、公安委員会の新規事業で、沖縄県の国際化

に対応する警察基盤整備事業です。これは597万円余

りの新規事業がスタートするということで、その中

身をもう少し詳しく教えていただけますか。

○中島寛警務部長 御案内のとおり、沖縄県におい

ても訪日される外国人の方がふえていて、平成29年

度は240万人と非常に大きな数になっています。それ

に伴いまして警察が対応する業務もふえているとい

う状況です。そうした国際化に対応するために今回、
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この事業では主に３つの柱がございまして、１つ目

は、部内通訳人の育成を考えております。今、部内

通訳人は警察の中で７言語で、91名おりますが、そ

ういった部内通訳人の講習とか、自主学習の助成と

かいったものがございます。２つ目が、各種資料の

翻訳等でございまして、例えば、いろいろなモール

でありますとか、そういうところに防犯カメラ作動

中であるとか、万引きは犯罪であるとか、最近外国

人の方がレンタカーを運転されるケースも多いので

すが、交通反則金を払う場面等も多くなります。そ

ういったときに、交通反則金が何であるかをきちん

と理解してもらう必要があるので、そういったもの

を英語、中国語、韓国語などに翻訳して、スムーズ

に理解していただく、そういった資料の整理を行う

のが２点目になります。３つ目は、災害対策という

ことで、多言語メガホンを購入しようと思っていま

す。これは、英語、中国語、韓国語でタッチパネル

を押すと自動的に、「避難してください」とか、「落

ち着いて行動してください」とか、そういったもの

が流れるメガホンでございまして、これを整備する

ものです。こういった３つの柱で597万円を計上して

おります。

○上原章委員 今、県内でレンタカーを運転してい

る外国人の方が結構いるのですが、以前にも少し話

をしたと思います。バスレーンで違反したアジアの

人だったと思いますが、中国語で警察官と押し問答

している場面をそばで見ていました。レンタカーを

かりて沖縄を楽しもうとして、多分、レンタカー会

社からもいろいろな言語の資料で説明を受けて……。

しかし、日本の交通規制がわからない中で捕まって

いたと思います。この場合、通訳がそこにいれば一

番いいのですが、それがいない中で、押し問答して

いる場面がありました。この辺の外国人への対応と

いうものについて、もう少しスマートなやり方はな

いのでしょうか。

○中島寛警務部長 今、おっしゃたように交通反則

金制度の概要を翻訳し、その場で交付して理解して

もらうこともあります。また、現在進めているのが

警察官、特に地域の警察官はスマホの携帯を所持し

ており、その中にアプリを入れております。これは

ボイストラという翻訳アプリですが、これで外国の

方、例えば、中国、韓国の方が話していただくと、

それが自動的に日本語で翻訳されると。日本語で話

したことも外国語に翻訳できるというアプリをスマ

ホに入れておりまして、基本的に地域の警察官が持っ

ております。そういうものを通じて円滑なコミュニ

ケーションを図っていきたいと考えております。

○上原章委員 本来ならば、レンタカー会社がいろ

いろな説明をして、いろいろな資料がある、コール

センターもいろいろなサービスがあります。私たち

も県外に行ったときにいろいろな特殊な地域の事情

を知らないで、無意識のうちにそういうことになる

こともあります。私はもう少し、お迎えする側の沖

縄県の人たちが、そういう違反をさせない。例えば、

国道58号のバスレーンを見ると、この時間はバスレー

ンであることは地元の人は大体わかりますが、初め

て来た人はわかりません。本当にもう少し丁寧に、

のぼりを立てるなど、何かインパクトがある仕組み

がつくれないかなと思いますが、いかがですか。

○梶原芳也交通部長 バスレーンのお話が出ました

が、これは県外から来られた方がわかりづらいとい

うことで、国道58号であれば、第１通行帯は、路面

自体の色を変えて、ここはバスレーンですと、路面

標示することによって注意喚起できるようになって

います。加えまして、可変標識という、道路標識の

上に時間になると標識が変わって、バスレーンが標

示できるようになっていて、これも注意喚起できる

ようになっています。あわせて、バスレーンに関し

ては、沖縄県レンタカー協会が、事故の多い交差点

をドライブマップに入れて、その情報を提供してい

ます。加えまして、私どもで、県内のバスレーンの

路線や時間につきましてはチラシをつくりまして、

パンフレットの中に入れて、レンタカーを貸し出す

際には、同協会で利用者にお配りして、間違ってバ

スレーンに入らないようにという取り組みも行って

おります。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 歳入面における自主財源の割合と

依存財源の割合を教えてもらえますか。

○宮城嗣吉財政課長 平成30年度当初予算の自主財

源が県税等で34.2％で、依存財源が地方交付税等で

65.8％になっております。

○當間盛夫委員 歳入について、今度、県税が1200億

円を超えたということですが、これは経済的要因が

大きな部分です。ですからこの自主財源をどう上げ

ていくかということは大変大事なものがあって、観

光税などの形があるのですが、目的税をつくるとか、

この県税をもっと伸ばしていくということで、この

沖縄の新たな財源的な部分はどのように考えられて

いますか。

○金城武総務部長 委員が御指摘されている自主財

源の確保は非常に重要です。県としての取り組み、
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まさに県税収入の確保がまず大きなものがあろうか

と思います。県税収入の中でも、課税自主権の行使

ということで、県民法人税割の超過課税もやってい

ます。それから徴収率の向上、これも本県は全国で

10位以内に入ってきたということで、非常に改善し

てきている。それから、新たな自主財源の確保とい

うことで、県有施設へのネーミングライツの導入。

それから自動販売機の設置を公募し、それによって

管理収入が上がっているという状況もございます。

それから、使用料及び手数料の見直しについても、

定期的にこれを見直して、収入が上がってきている

状況でございます。それから未利用地の売却があり

ます。最終的には、経済活性化により産業振興の推

進による税源の涵養を図るということが、一番大き

な自主財源の確保につながるのものと考えています。

○當間盛夫委員 今、総務部長からもありました、

使用料及び手数料を伸ばすということがあります。

また、ファシリティマネジメント推進事業の中でも、

積極的な総量縮小の推進ということで売却を促進し

なさいということがありますが、今、県が管理して

いる未利用地といいますか、利用されていない土地

の面積はどれくらいありますか。

○下地常夫管財課長 平成29年３月末時点の県有地、

全体で約4187万平方メートルありますが、そのうち

未利用地は約380万平方メートルとなっており、全体

に占める割合は、約９％となっています。

○當間盛夫委員 このうちで大きなものというと、

皆さんからいただいた資料を見ると、下地島空港の

残地ということになりますが、それでいいのでしょ

うか。

○下地常夫管財課長 おっしゃるとおりです。主な

未利用地で一番大きいのは、下地島空港残地が約

297万2000平方メートルで、未利用地のうち約78％を

占めております。

○當間盛夫委員 総務部で所管している未利用地に

ついて、主なものを教えてください。

○下地常夫管財課長 総務部で管理している未利用

地については25万2000平方メートル余りで、未利用

地の約６％となっています。その中の主なものとし

ては、旧名護商業高校跡地で、これは名護市にあり

ますが、約４万6592平方メートルです。あと農業試

験場園芸支場跡地、これはうるま市兼箇段にありま

すが、３万7927平方メートルです。また那覇市の西

町の旧運転免許試験場跡地で、１万6497平方メート

ルで、その他細かいものがあります。売却予定が１万

314平方メートルで、利用可能が大体11万2000平方

メートルです。崖地や無道路地などの利用困難地は、

大体14万平方メートル余りとなっています。

○當間盛夫委員 売却予定地が１万314平方メートル

であるということですが、西町の旧運転免許場の１万

6000平方メートルも、基本的には最初に行政で使う

というようなことがあって、そこで使わないものを

売却するというような方向性を持っている。そうで

はなくて、その土地がある周辺がどう利用されてい

るのかということもしっかりと考慮してやっていか

ないと。西町の県有地はホテルが周りに建っている

のに、下水道処理場があるから、それを処理場の一環

として使うということでは、私は単純にそうはなら

ないと思います。今言われているファシリティマネ

ジメントでも、積極的に売却を促進しなさいと。別

に、行政が第一にそれを使って、その地域に合わな

いようなものに使うよりは、やはりその地域に合っ

たものを、民間に売却してでも、まちづくりに生か

していくということが大事だと思います。積極的に

売却するということも含めて、総務部長どうなんで

すか。

○金城武総務部長 基本的には未利用地といいます

か、行政財産として使わないものは売却するのが基

本です。ただし、西町の運転免許試験場跡地につき

ましては、下水道事務所那覇浄化センターが隣にあ

りますが、これは何年か使用すると使えなくなる。

そうすると、これは敷地を回しながら管理していか

なければならない状況がございます。そういう意味

で今のところ、浄水場として活用するということで、

土木建築部とその方向で調整を進めているところで

ございます。

○當間盛夫委員 やはり自分たちで使っていない未

利用地は、しっかりと売却促進をしていくというこ

とは大切だと思っていますので、しっかりと対応し

ていただきたいと思っております。

歳入の部で、基金を取り崩して、収支不足を補っ

ているということがありますが、今、３基金の残高

の状況はどうなっていますか。

○宮城嗣吉財政課長 この基金の推移ですが、三位

一体改革で交付税が減らされた時期が平成16年度、

平成17年度、平成18年度ごろですが、そのころの３基

金は、300億円台で推移しておりました。平成20年度

以降に回復傾向になりまして、直近では、平成26年

度が727億円、平成27年度が705億円、平成28年度が

698億円で、ここまでが決算になります。平成29年度

は２月補正後ということで、599億円。平成30年度は

当初予算で取り崩したベースでありますが、375億円
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ということで、一定程度は基金が維持されている状

況であります。

○當間盛夫委員 それと並行して、県債の残高を教

えてください。

○宮城嗣吉財政課長 県債残高につきましては、平

成23年度の6774億円が最近のピークになっており、

その後、微減傾向にあります。同じく平成26年度か

ら見ますと、6657億円、平成27年度が6592億円、平

成28年度が6517億円で、同じくここまでが決算です。

平成29年度が6353億円、平成30年度が6303億円で、

横ばいの状況になっております。

○當間盛夫委員 歳入の面で、やはり借金をふやさ

ないのは大事だと思っています。この３基金、貯金

にかわるような基金がふえる形で、微増でもいいの

で、ふえているというこの財政状況をつくり上げて

いくことは大事だと思っているので、ぜひその辺も

踏まえてやっていただければと思います。

次に、歳出の部です。今回、人件費は1990億円と

いうことで、皆さんの資料を見ると、職員増が435名

になっています。この大半が教育関係ということで

すが、これを含めて説明していただけますか。

○宮城嗣吉財政課長 職員数435名のほとんどが教職

員の増になっております。教職員の定数増が334人で、

平成29年度中の増が90名ほどありまして、435名の増

となっています。

○當間盛夫委員 次に、歳出について知事公室にお

伺いします。ワシントン駐在のことで議論ありまし

た。これは答弁というよりも、ぜひやってもらいた

いのは、いろいろな報告だとかがあったと言いまし

た。知事公室長、このワシントン駐在について、ど

ういうような形で、どのようなシンポジウムがあっ

て、どういう報告書が出ているということも、ぜひ

我々県議会議員にもその提出をお願いしたいと思い

ます。これはどうでしょうか。

○謝花喜一郎知事公室長 先ほど来、ワシントン駐

在の報告のあり方等、いろいろと議論になっていま

す。ワシントン駐在の事業活動につきましては、県

はホームページを開設いたしまして、沖縄県ホーム

ページの中で、ある意味目立つようなところでワシ

ントン駐在というものの報告がわかるような形にし

てございます。我々事務方には毎週、週報が来ます

し、また、月報も来ます。ただ、これを多くの県民

の方々にホームページをごらんになってくださいと

いうのも、なかなかパソコン等もない方もいらっしゃ

いますので、今、委員からございました報告のあり

方については、先ほども基地対策課長からありまし

たが、我々として検討しなければならないことだろ

うと思っています。今後、お時間をいただいて検討

させていただきたいと思います。

○當間盛夫委員 次に、不発弾に関しては、ほとん

どの委員皆さんが質疑していますが、この不発弾は

今回、約２億円余り増額してもらっていますが、こ

の不発弾の県内の業者、県内の磁気探査業者の状況

というか、それを教えていただけますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 知事公室が広域探査

発掘加速化事業を発注する場合、土木建築部が作成

した平成29年度、平成30年度測量及び建設コンサル

ト等業務入札参加登録業者名簿の中から、磁気探査

を希望している業者を我々がつくった指名基準に基

づいて指名しておりまして、その件数といたしまし

て、現在、沖縄本島は44社ございます。あと、離島

地区の宮古島は16社で、石垣島については12社の業

者がございます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から名簿の件数が違う

のではではないかとの指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

○上原孝夫防災危機管理課長 現時点では、我々が

指名する業者については、不発弾の専門の業者とい

うことで44社おりますが、コンサルタントにつきま

しては、地質調査とかをやるときには、コンサルタ

ントも入れております。

○當間盛夫委員 その中で、資格要件というものが

ありますよね。資格要件とはどういうものなのです

か。

○上原孝夫防災危機管理課長 登録されている業者

のうち、経験年数、従業員の数、あと資格者を勘案

しながら、選定しておりますが、その基準の具体的

なことについては、公表しておりません。

○當間盛夫委員 皆さん、これはどういうような形

で、何をもって確認されておりますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 先ほども申し上げま

したが、土木建築部が本来持っている名簿の中から、

そこにある従業員の数、資本金とか、その辺を確認

しながら、我々のオリジナルの名簿をつくっている

ところです。

○當間盛夫委員 この不発弾は、平成28年度で約28億

円、今は32億円というものがあって、これはもう、

これから処理すると70年かかるというもので、決し

て、この事業は磁気探査の業者のためにやっている

事業ではないわけですから、その辺は、皆さんがこ

の業者がしっかりと資格者がいる、機器を持ってい
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る。それがペーパーカンパニーではないというもの

をどう確認できているのかを伺います。

○謝花喜一郎知事公室長 まず、住宅等開発磁気探

査支援事業の中では、雇用形態を確認するための資

料といたしまして、技術者の資格要件に係る登録書

と健康保険被保険者証等を提出していただいていま

す。それから磁気探査機の性能証明についても提出

していただいて、これは磁気探査機のリースも含ん

で認めていますが、その品質証明もいただいている

ところです。あと、事故発生等の不測の事態に備え

るための生産物賠償責任保険ですとか、労働災害保

険の写しを提出させています。そういったことで委

員からありました、しっかりとした資格を持って、

会社として従業員にもしっかりと責任が持てるよう

な事業者を選定しているところでございます。

○當間盛夫委員 しっかりと、その事業者としての

のものもやってもらいたいと思うし、基本的に需要

は旺盛なんですよね。沖縄県は観光が伸びていて、

これからホテルを建築するということも、沖縄本島

だけでも70カ所から80カ所ある。今、離島でも数多

くのホテル建設の需要があるというようなことです

ので、ますます磁気探査に関する業者を含めて、地

主さんからは要望があるはずですから、対応をよろ

しくお願いしたいと思っています。

次に、特定地域特別振興事業、旧軍飛行場用地問

題になります。残りあと４カ所ということですが、

これは進行中で、今回４億2000万円計上されていま

す。これは那覇飛行場の大嶺地区ですが、もう少し

細かく教えてもらえますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 今回計上している

平成30年度の予算は、先ほど御説明いたしました旧

軍飛行場用地問題で、これは那覇市が実施している

大嶺の地主会に係る事業になります。今回、計上し

ている金額については、建設予定地には現時点で、

那覇市保健センターがございます。その保健センター

を解体して新たに再築することが予定されています

ので、その解体経費。もう一つ、ともかぜ振興会館

の建物工事の着手を予定しています。それ以外に、

別の施設として、大嶺の振興活性化に資する施設と

して基本設計の策定を予定しております。これまで

の簡単な経緯を申し上げますと、まず、ともかぜ振

興会館につきましては、平成25年度から着手いたし

まして、基本構想の策定、基本設計、それと平成29年度

では実施設計業務を行っている状況でございます。

それを受けて平成30年度に建設に着手する予定に

なっております。一方、大嶺の振興活性化に資する

施設、先ほどのともかぜ振興会館とは別の施設にな

りますが、これについては平成29年度に基本構想の

策定業務を行っております。その次に、平成30年度

に先ほど御説明いたしました基本計画策定業務に取

りかかるという状況です。

○當間盛夫委員 今まで４カ所、旧軍飛行場のもの

が出ているのですが、那覇市鏡水、宮古島、読谷村、

伊江村。この総事業費と、皆さんが補助として出し

た予算が幾らなのか、別々で教えてください。

○金城典和参事兼基地対策課長 那覇市の鏡水関係

で、コミュニティーセンター整備事業が平成21年度

から平成23年度にかけて実施されており、総事業合

計額で８億9500万円となっております。一方、特定

コミュニティ再構築活性化事業、これは宮古島で実

施している事業ですが、この総額につきましては、

４億7800万円となっております。続きまして、産業

連携地域活性化事業は読谷村で行った事業で、これ

については９億4200万円となっています。あと、伊

江島フェリーの建造事業が行われており、そこに対

する補助事業は９億3800万円となっています。

○當間盛夫委員 それでは戻って、この大嶺地区の

２カ所ということがあります。この２カ所の事業費

の配分はどうなるのですか。ともかぜ振興会館でど

う、地域振興という部分でどれだけの予算で考えら

れていますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず、ともかぜ振

興会館、これは仮称でございますが、その総事業費

は17億3500万円程度です。さらに、大嶺地区の振興

活性化に資する施設の総事業費は約３億5400万円を

予定しております。

○當間盛夫委員 ともかぜ振興会館は総事業費が

17億円かかるということですが、この事業ではどれ

だけ予算が出るのですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 先ほどのともかぜ

振興会館と大嶺の振興に資する施設は総事業費で

20億8964万3000円という額になっていますが、その

施設ごとの補助の最終額は、確定していない状況で

はありますが、20億8964万3000円に対する補助額と

しては、トータルで約15億4000万円を予定しており

ます。

○當間盛夫委員 この１事業の２施設で15億円とい

うことで、特別にこういう形でやっているのですが、

伊江島もフェリーに係る総事業は16億円くらいに

なっているのですよね。16億円かかって、その補助

事業は９億3000万円しか出していない。皆さん、こ

のときの上限は、約10億円、9億4000万円が上限だと。
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それでやっているはずなんです。今回は、なぜ15億

円出せるのですか。

○謝花喜一郎知事公室長 今、委員からありました

ように、これまでは交付対象事業費９億4000万円の

範囲内で行うこととなっていました。ただその後、

平成24年度以降の人件費の上昇等に伴う建築単価の

高騰、それから消費税率の引き上げに伴う経費増に

よりまして、９億4000万円では、これまでに整備し

た施設と同程度の施設整備は困難ということがあり

ました。そういったことで地主会の方々の慰謝にも

つながらないのではないかというような意見があり

ました。そういったことから、実施済みの事業との

公平性を保つ観点から、交付対象事業費を15億円程

度まで引き上げる方向で内閣府と調整し、御理解い

ただいたところでございます。

○當間盛夫委員 私は、読谷村の皆さんは怒らない

といけないと思っています。先にやって９億4000万

円で終わっていると。後々にやっていたら、15億円

ぐらいもらえたのかもしれない。読谷村の仲宗根委

員は、これを地主に言ったほうがいいですね。今か

らでもそれだけのものができるわけだから、もう一

つの事業を自分たちでやりたいというようなことを

言われたら、皆さんは、どうするのかという思いが

ある。

今、資材高騰というようなお話がありましたが、

それを踏まえて、次に移りますが、私立学校施設改

築事業がありますよね。現在の状況がどうなってい

るのか教えていただけますか。

○永山淳総務私学課長 県の単独事業として実施し

ている私立学校に対する助成の主なものとして、私

立学校施設改築促進事業を行っています。この内容

は、県内に私立小・中学校を設置している学校法人

が行う建築後30年以上経過した施設改築の場合、ま

たは建築後20年以上経過した施設の大規模な改造に

要する経費として、１学校法人当たり１億円を上限

に補助をしています。この事業は平成25年度から実

施しているもので、これまでも３法人に対して補助

を行ったところであり、平成30年度は２法人に対し

て補助を行う予定としております。

○當間盛夫委員 これは平成24年度から始まり、１学

校法人に１億円と決めているわけです。知事公室に

おける旧軍飛行場用地問題は、資材高騰、人件費、

そういった部分も含めて高騰しているからこうなる

ということであれば、この私立学校の施設改築に関

しても、それが当てはまるのはないですか。そういっ

た高騰分を上げるというような形があってしかるべ

きではないですか。

○謝花喜一郎知事公室長 これは我々と内閣府が大

分、膝づめで議論したところですが、例えば、これ

は国土交通省が公表している建築着工統計調査とい

うものがございます。平米当たりの単価を算出しま

して、平成24年度、平成28年度の単価で比較したわ

けですが、例えば、平成24年度は16万9300円。平成

28年度が21万9900円ということで、４年間で５万円

余り上昇していることがございます。それに人手不

足の状況というのが、日銀那覇支店とか沖縄総合事

務局等々いろいろとやりましたら、しばらくは人手

不足の状況が続くものと考えられるという状況があ

る。また消費税率も平成26年４月に、５％から８％

に引き上げがあったと。そういったことをもろもろ

計算しまして、そういったものを９億4000万円と比

較した場合の予算として、およそ15億円程度まで引

き上げるのが相当だろうということで内閣府と調整

して、そういう方向で落ちついたところです。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、防災危機管理課長から答弁の訂

正の申し出があり、委員長が了承した。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

先ほどの當間盛夫委員の質疑に対する答弁で、防

災危機管理課長から答弁を訂正したいとの申し出が

ありますので、発言を許します。

上原孝夫防災危機管理課長。

○上原孝夫防災危機管理課長 先ほど、當間委員か

ら名簿登載の事業者数の件で御質疑がありましたが、

知事公室の持っている名簿を修正するために指名の

基準を若干変えました。次年度から不発弾を探査す

る業者を専業者に限っていたものを建設コンサルタ

ントとかも入れるということで、数字的には、今年

度沖縄本島で44社だったものが、次年度は94社にな

り、50社ふえます。あと、宮古島については16社で

変わりませんが、石垣島については10社から12社に

変更になるということで、訂正させていただきます。

○當間盛夫委員 だから事前にもらっている資料と

違うと言ったときに、そこで確認すればいいのに。

44社だったのが３社追加するというので47社になる

わけで、そしてコンサルタントが47社ふえるわけで、

これまでコンサルタントはなかったんですよね。

○上原孝夫防災危機管理課長 なかったです。

○渡久地修委員長 以上で、知事公室、総務部及び

公安委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月９日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月８日（木曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後４時38分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び商工労働部所管分）

２ 甲第２号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成30年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成30年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第９号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

６ 甲第10号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

７ 甲第11号議案 平成30年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

８ 甲第12号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

９ 甲第14号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

10 甲第15号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 西 銘 啓史郎君 山 川 典 二君

島 袋 大君 大 城 一 馬君

新 里 米 吉君 親 川 敬君

嘉 陽 宗 儀君 金 城 勉君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 島 尻 勝 広君

農 林 水 産 総 務 課 長 美 里 毅君

農林水産総務課研究企画監 宮 城 克 浩君

流通・加工推進課長 幸 地 稔君

営 農 支 援 課 長 屋 宜 宣 由君

園 芸 振 興 課 長 前 門 尚 美さん

糖 業 農 産 課 長 喜屋武 盛 人君

畜 産 課 長 池 村 薫君

村 づ く り 計 画 課 長 大 村 学君

農 地 農 村 整 備 課
安仁屋 智君

施 設 管 理 班 長

森 林 管 理 課 長 崎 洋 一君

水 産 課 長 平安名 盛 正君

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

産 業 政 策 課 長 喜友名 朝 弘君

アジア経済戦略課長 仲栄真 均君

ものづくり振興課長 神 谷 順 治君

中 小 企 業 支 援 課 長 金 城 学君

企 業 立 地 推 進 課 長 平 田 正 志君

情 報 産 業 振 興 課 長 盛 田 光 尚君

雇 用 政 策 課 長 下 地 康 斗君

労 働 政 策 課 長 宮 平 道 子さん

労働政策課技能五輪・
仲 里 勉君

アビリンピック準備室長
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○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案から甲第４号議案まで、甲第

９号議案から甲第12号議案まで、甲第14号議案及び

甲第15号議案の予算議案10件の調査を一括して議題

といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働

部長の出席を求めております。

なお、平成30年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

島尻勝広農林水産部長。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部の平成30年度

予算編成に当たりましては、沖縄21世紀ビジョン基

本計画に基づく取り組みの進捗状況や成果指標の検

経済労働委員会記録（第２号）
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証結果を適切に反映させ、施策事業の効果的、効率

的な推進を図っております。

沖縄県の農林水産業の全体的な課題としては、農

業従事者減や高齢化、担い手の不足、台風など気象

災害への対応、農林水産物の出荷や飼料移入に係る

割高な輸送費などがあります。こうした課題に対応

するため、沖縄21世紀ビジョンにおける農林水産部

門の基本施策である亜熱帯性気候等を生かした農林

水産業の振興を図るため、平成24年度から沖縄振興

一括交付金などを活用した施策・事業を展開してい

るところであります。

農林水産業における課題の解決に当たっては、継

続的な施策・事業の実施が不可欠であり、７本の柱

を基本施策として、生産拡大や高付加価値化などに

よる農林水産業の振興に取り組んでまいります。

それでは、平成30年度農林水産部関係予算の概要

につきまして、お手元にお配りしてございます抜粋

版平成30年度当初予算説明資料農林水産部に基づき、

御説明させていただきます。

１ページをお開きください。

県全体の平成30年度一般会計歳出予算額における

部局別の歳出予算額です。

表の最下段の合計の金額になりますが、沖縄県全

体の平成30年度一般会計歳出予算額7310億4800万円

のうち、農林水産部所管分は、８行目の金額になり

ますが、533億3289万3000円となっております。

前年度の農林水産部の予算額582億7980万7000円と

比較しますと、49億4691万4000円、率で8.5％の減と

なっております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の平成30年度一般会計歳出予算額に占

める農林水産部の割合は7.3％となっております。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

たします。

２ページをお開きください。

平成30年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の最下段の合計の金額になりますが、

385億9462万8000円となっており、前年度当初予算額

428億1964万8000円と比較しますと、42億2502万円、

率で9.9％の減となっております。

それでは、その内容について款ごとに御説明いた

します。

７、分担金及び負担金６億7092万3000円は、土地

改良法に基づく水利施設整備事業等に係る受益者の

分担金及び負担金等であります。

その下の８、使用料及び手数料１億2222万2000円

は、農業大学校授業料、漁港区域使用料及び漁港施

設用地目的外使用料等であります。

その下の９、国庫支出金319億6120万2000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興特別推進交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等であります。

その下の10、財産収入３億7653万9000円は、県営

林野の土地貸付料及び試験研究機関等で生産された

農林生産物の売り払い代等であります。

次に、２行下の12、繰入金２億6154万7000円は、

沿岸漁業改善資金の貸し付け原資に係る国への元金

返済に伴う一般会計への繰入金等及び農業構造改革

支援基金に係る基金繰入金等であります。

次に、２行下の14、諸収入14億2239万5000円は、

中央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験

研究機関の受託試験研究費及び雑入等であります。

その下の15、県債37億7980万円は、公共事業等及

び災害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要であります。

次に、一般会計歳出予算の内容について款ごとに

御説明いたします。

３ページをお開きください。

６、農林水産業費は514億8991万8000円となってお

り、前年度予算額563億446万7000円と比較しますと、

48億1454万9000円、率で8.6％の減となっております。

主な事業としては、県産農林水産物を県外向けに

出荷する場合の輸送費に対して補助を行う農林水産

物流通条件不利性解消事業、高度な衛生管理・品質

に対応した県産鶏肉の処理施設を整備する食鳥処理

施設整備事業、農業用貯水池及び用排水路の整備等

を行う水利施設整備事業、及び漁港施設と漁場・養

殖場等の一体的な整備に要する水産生産基盤整備事

業等であります。

11、災害復旧費は18億4297万5000円となっており、

前年度予算額19億7534万円と比較しますと、１億

3236万5000円、率で6.7％の減となっております。

主な事業としては、農地農業用施設災害復旧費、

漁港漁場災害復旧事業費及び団体営林道施設災害復

旧事業費等であります。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要であります。

次に、平成30年度農林水産部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明いたします。

４ページをお開きください。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は8001万

6000円となっており、前年度予算額5132万7000円と



－127－

比較しますと、2868万9000円、率で55.9％の増となっ

ております。

増となった主な理由は、農業改良資金貸付事業費

の増などによるものであります。

５ページをお開きください。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

３億1170万1000円となっており、前年度予算額5193万

2000円と比較しますと、２億5976万9000円、率で

500.2％の増となっております。

増となった主な理由は、沿岸漁業改善資金貸付事

業費の増などによるものであります。

６ページをお開きください。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

４億2349万9000円となっており、前年度予算額３億

9057万8000円と比較しますと、3292万1000円、率で

8.4％の増となっております。

増となった主な理由は、中央卸売市場管理運営費

の増などによるものであります。

７ページをお開きください。

林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は1596万7000円となっており、前年度予算額1578万

6000円と比較しますと、18万1000円、率で1.1％の増

となっております。

増となった主な理由は、林業・木材産業改善資金

取扱事務費の増によるものであります。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

予算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

次に、商工労働部長から商工労働部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

屋比久盛敏商工労働部長。

○屋比久盛敏商工労働部長 平成30年度の商工労働

部当初予算について御説明いたします。平成30年度

当初予算説明資料概要をお開きください。

現在、沖縄経済は、観光や情報通信関連産業等が

牽引し好調に推移する一方で、１人当たりの県民所

得や労働生産性、雇用の質などさまざまな課題を抱

えております。

これらの課題や国内外の社会経済情勢の変化に適

切に対応し、県経済を持続的に発展させるためには、

産業振興等の取り組みを戦略的に進める必要がござ

います。

このため、商工労働部では、資料の１ページに示

してありますように、情報通信関連産業や航空・物

流関連産業の振興等、アジア経済戦略構想の推進に

重点的に取り組むとともに、雇用情勢の抜本的な改

善を図ってまいりたいと考えております。

具体的には、ＩＴの活用による成長戦略を提言し

実行する沖縄ＩＴイノベーション戦略センターを設

立し、産業全体の生産性向上や高付加価値化を推進

してまいります。

また、情報通信関連産業の立地促進や国際物流拠

点の形成、戦略的な再生医療産業の創出等により、

新たな産業の柱を構築していくとともに、県内既存

産業の着実な成長を図るため、国内外への販路拡大

やブランド力の強化等、企業の競争力強化や高度化

等を推進してまいります。

これらの産業振興策による雇用機会の拡大とあわ

せて、正規雇用化や非正規労働者の処遇改善等にも

努めてまいります。

これらの取り込みにより、産業の高付加価値化及

び移輸出型産業の振興等、自立型の産業構造を構築

し、県経済の持続的発展を図るとともに、県民所得

や雇用の質の向上等を促進してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、２ページをお開きください。

商工労働部の一般会計予算について御説明いたし

ます。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が377億

6436万 1000円で、前年度と比較して９億2209万

5000円、2.5％の増となっております。

予算増の主な理由としましては、１の（２）の主

要事業であります航空機整備基地整備事業等の増に

よるものであります。

アジア経済戦略構想関連としまして137億7964万

4000円、沖縄の雇用情勢の抜本的な改善関連としま

して45億5620万6000円、中小企業等の着実な成長発

展関連としまして154億5279万6000円、経済発展を担

う多様な人材の育成関連としまして１億3720万

8000円、成長可能性を秘めた新産業の創出関連とし

まして８億8871万2000円、伝統工芸産業の持続的発

展関連としまして１億8087万5000円、エネルギー使

用に伴う環境負荷の低減関連としまして５億4155万

7000円、防災体制の強化による災害に強い県土づく

り関連としまして1608万6000円となっております。

続きまして、３ページをお開きください。

商工労働部の特別会計予算について御説明いたし

ます。

商工労働部所管の特別会計は６つございますが、

そのうちの１つは県債返還のための特別会計となっ
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ておりまして、平成30年度は予算計上しておりませ

ん。

この特別会計も全て含めますと、商工労働部の特

別会計予算は、合計が51億3277万9000円で、前年度

と比較して22億868万8000円、30.1％の減となってお

ります。

次に、各特別会計を個別に説明いたします。

小規模企業者等設備導入資金特別会計は、独立行

政法人中小企業基盤整備機構からの高度化資金借り

入れに対する償還等に要する経費であります。

中小企業振興資金特別会計は、公益財団法人沖縄

県産業振興公社が、中小企業者へ機械類設備を貸与

するのに必要な資金の同公社への貸与等に要する経

費であります。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計は、中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲

に要する経費や、事業実施に伴い借り入れた県債の

償還等に要する経費であります。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

国際物流拠点産業集積地域那覇地区の運営に要する

経費や、同地域施設建設資金借入金の償還等に要す

る経費であります。

産業振興基金特別会計は、地域特性を生かした戦

略的産業及び人材の育成等を支援するための事業へ

の補助金等に要する経費であります。

公債管理特別会計は、基金事業（ＯＫＩＮＡＷＡ

型産業応援ファンド）の終了に伴い、中小企業基盤

整備機構からの貸付金40億円を返還するために昨年

度創設した特別会計であり、返還が完了したため平

成30年度は公債管理特別会計はありません。

以上で、商工労働部所管の平成30年度一般会計及

び特別会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月９日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

御報告いたします。

島袋大委員から、質疑時間を西銘委員に５分、山

川委員に５分、それぞれ譲渡したいとの申し出があ

りましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要があるので、御

承知おき願います。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 平成30年度予算の前に、平成30年

３月５日現在の執行状況が出ていると思いますが、

両部の執行状況を教えてください。予算に対して、

支出負担行為済額、支出済みの率でお答えいただけ

ますか。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部における平成

29年度予算の執行状況について、平成30年２月末現

在ですが、予算額696億5489万8000円に対しまして、

配当額が696億733万3000円、負担行為済額が604億

566万1000円、支出済額、いわゆる執行額が299億

6272万2000円となっております。予算額のうち、負

担行為済額は86.7％、同じく支出済額、いわゆる支

出済率は43％となっております。前年度同期の平成

29年２月末と比較いたしまして、予算額のうち負担

行為済額が85.9％、支出済率が43.2％となっており

ますので、前年度と同程度の執行状況になっている

と思います。なお、当該金額については、２月定例

会に提案されている補正額は反映されておりません。
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○喜友名朝弘産業政策課長 商工労働部の執行状況

は、平成30年１月末でございますが、予算総額369億

431万9000円、配当額が368億8604万8000円、支出負

担行為済額が332億5679万7000円、支出済率が71.1％

となっております。

○西銘啓史郎委員 今、１月末現在とおっしゃいま

したか。数字が全然違う気がします。もう一度、支

出済率は幾つかお答えください。

○喜友名朝弘産業政策課長 支出負担行為済額が

332億5679万7000円となっております。支出済率は

71.1％でございます。

○西銘啓史郎委員 持っている資料と率が違うので

すが、財政課が出している資料を見ていますか。

○喜友名朝弘産業政策課長 １月末の電算資料であ

ると聞いております。

３月７日に補正予算が議決されまして、私どもが

御説明したのは１月末ですので、補正予算が入って

いない数字となっております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員が財政課から配付され

た資料は３月５日現在のものであるが、こ

れについて補正予算は加味されていないの

かと執行部に確認を行った。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

屋比久盛敏商工労働部長。

○屋比久盛敏商工労働部長 財政課から出てきた数

字の出どころといいますか、我々が台帳で抱えてい

るものを積み上げた数字との差が出ているようです。

その差が何なのか、今すぐには答えられません。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から財政課の配付資料

と商工労働部の配付資料の数字の違いにつ

いて確認して、報告するよう指摘がされた。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 農林水産部については、支出済

率が２月末現在で43％で、前年度と変わらないとい

うことですが、これは県全体で見ると非常に低い数

字ですが、毎年、同じ理由があるのですか。県全体

では53.5％で、高いところでは89％や90％もありま

すが、農林水産部の支出済率が毎年43％である理由

は何ですか。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の予算は、

普通建設事業費の割合が大きく、繰り越しが多い傾

向にあることから、繰越率の縮減が農林水産部の執

行上の課題となっております。また、農林水産部の

事業は農畜産物、水産物等を扱い、農業、漁業従事

者に直接対応することから、自然状況や生産状況、

作物の発育状況等によって、事業実施の段階で調整

に多くの時間が必要になる場合や、設計変更が必要

になる場合があります。その結果、生産量の減少に

伴う執行額の減少や、計画変更に伴う事業執行のお

くれ等が生じ、繰り越し等、執行率が低い要因となっ

ております。

○西銘啓史郎委員 支出負担行為済額自体は２月末

現在で86.7％なので、県全体より高いわけです。支

出負担行為はしているが、支出済みができてないと

いうことは、何らかの理由で支払いが終わっていな

いということですね。他部局と比べて数字が低いの

は、今、答弁された農林水産部特有のことと理解し

ていいですか。

○美里毅農林水産総務課長 契約はしていますが、

事例によっては繰り越しが出てくるということで、

支出済額が少なくなっております。

○西銘啓史郎委員 今年度の予算に対して執行率が

どのぐらいなのか気になったわけです。それによっ

て新年度予算を組んでいると思うのですが。必要な

繰り越しはいいと思いますが、この数字を見る限り、

なぜそうなるのかと気になったものですから。今年

度の最終的な執行率も低くならないという理解でい

いですか。どのくらいを見込んでいますか。

○美里毅農林水産総務課長 ２月補正予算を反映さ

せて見込んだ場合ですが、農林水産部の一般会計に

おける２月補正後の平成29年度繰越明許費計上額は

146億8788万1000円となっており、平成28年度の195億

4437万9000円に比べ、48億5649万8000円の減で、マ

イナス24.8％となっております。予算全体も減って

おりますが、繰越額がさらに減っているため、昨年

度よりも繰り越しの改善が見込まれております。今

後の決算に向け、できるだけ年度内執行に努め、繰

り越しの縮減、執行率の向上に努めていきたいと考

えております。ちなみに、平成27年度は執行率が

80.5％、平成28年度は執行率は78.3％ということな

ので、例年以上に執行率を上げていきたいと考えて

おります。

○西銘啓史郎委員 次に、両部に共通する部分で、

平成29年度の一括交付金の予算額と執行状況を教え

てください。

○島尻勝広農林水産部長 先ほど１月の部分もあり

ましたが、ソフト交付金との違い等もあるので、１月

末現在で報告させていただきます。農林水産部の平

成30年１月末の執行状況は、国庫ベースで、ソフト
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交付金の予算額、これは交付決定額ですが、138億

5654万 5000円、支出負担行為済額が121億 7230万

9655円で、施行率は87.8％です。支出済額が33億

6976万円、執行率は24.3％。繰越計上額が13億9578万

2000円、繰越率は10.1％。不用見込み額が３億154万

6000円で、不用割合は2.2％です。次に、ハード交付

金ですが、予算額、交付決定額は133億6217万2000円、

支出負担行為済額が116億3610万3000円、執行率は

87.1％です。支出済額執行額が48億7495万1000円、

執行率は36.5％。繰越計上額が39億9037万1000円、

繰越率は29.9％。不用見込み額が1429万7000円、不

用割合は0.1％となっております。平成29年度の繰越

額、不用額については現時点ではわからない状況で

すが、今回、２月補正予算で要求しております繰越

額を繰越計上額としております。不用見込み額につ

いては、予算額から負担行為済額、契約済み額と繰

越計上額を除いたものとしております。

○喜友名朝弘産業政策課長 昨年度１月末時点の商

工労働部の執行率については、予算額に対する支出

負担行為済率で捉えております。昨年度は１月末時

点で86.7％でしたが、今年度は90.1％を見込んでお

ります。

○西銘啓史郎委員 額も含めてお願いします。

○喜友名朝弘産業政策課長 予算現額は131億7810万

5000円で、執行額が112億9866万5000円、繰越見込み

額が8391万5000円となっております。

○西銘啓史郎委員 執行率も教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 86％でございます。

○西銘啓史郎委員 不用額を教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 不要見込み額が１億

9589万3000円でございます。

○西銘啓史郎委員 パーセンテージで見ると、何パー

セントですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 ２％です。

○西銘啓史郎委員 決算のときに常に言われるのが、

執行率を上げなさい、不用額を減らしなさいなど、

特に一括交付金についてはいろいろあると思います。

去年は県全体の不用額の平均が2.2％ぐらいだったの

で、不用額を減らす努力もしているとは思いますが、

予算執行に当たっては、残り数日ですが、きちんと

執行するようにしてもらいたいと思います。

続いて、平成30年度予算に入ります。両部におけ

る職員費の数字を教えてください。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部は、平成30年

度一般会計当初予算額の533億3289万3000円のうち、

職員費は70億6906万1000円、構成比にして13.3％と

なっております。ちなみに、平成29年度の職員費71億

2738万7000円と比較いたしますと、5832万6000円、

率にして0.8％の減となっております。

○喜友名朝弘産業政策課長 商工労働部の職員費は

22億1127万7000円でございます。

○西銘啓史郎委員 全体における割合はどれくらい

ですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 予算総額が377億6436万

1000円で、割合は5.9％です。

○西銘啓史郎委員 人件費の割合が農林水産部と全

然違うのですね。それから、私が確かめた数字では

23億円ぐらいになるのですが、22億円で合っていま

すか。今じゃなくていいので、もう一回、職員費の

数字だけ検証してください。

職員数についてもお伺いしたいのですが、今、農

林水産部の職員の人数はどうなっていますか。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部全体の定数

は885名となっております。

○西銘啓史郎委員 885名の職員費が、先ほど言った

70億円ぐらいという理解でいいですか。

○美里毅農林水産総務課長 平成30年度は全体で

873名となります。

○西銘啓史郎委員 一般質問で大城議員が質問して

いたと思いますが、農林水産部の人数が減ることに

対して危惧しているという話がありました。私も久

米島などいろいろと回る中で、農林水産部関係の人

員が正当な理由で減るのは構わないのですが、地域

整備等、いろいろなものがある中で人数が減る、人

件費が減るということは、当然いろいろな改革もし

ているのでしょうが、きちんとした対応はできてい

るのでしょうか。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部は、出先機関

を含めて、技師についても農業、畜産、農業土木、

林業、水産ということで、幅広い分野の技師が配属

されております。さらに、離島駐在、あるいは宮古、

八重山地域等で出先機関を多く抱えているものです

から、この辺については我々としても関係部局と連

携をとりながら、必要な分はしっかりと説明し、措

置するようにお願いしているところです。先ほど農

林水産総務課長が説明したように、今回も少し減に

なっておりますが、その辺を含めて、今の組織体制

も強化しながら、さらに資質の向上を図りながらしっ

かりと対応していきたいと思っています。

○西銘啓史郎委員 商工労働部の人数は何名ですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 平成29年４月１日現在

の職員数は284名です。
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○西銘啓史郎委員 新年度の予定人数は何名ですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 正確な数字は持ってい

ないのですが、若干の増員ということになります。

○西銘啓史郎委員 今回、商工労働部も予算的には

ふえていますね。新規事業もあるとは思いますが、

職員全体の負担が大きくなっていないかすごく気に

なるわけです。先ほどの農林水産部も一緒ですが、

ただ人を減らすことが目的ではなく、いろいろな事

業を行うときに、事業の遂行に影響が出ないかどう

かが気になったので、そういう質疑をしています。

ぜひいろいろな意味で、平成30年度予算もきちんと

執行してもらいたいと思います。

次に、一括交付金の予算を教えていただけますか。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部においては、

平成30年度の一般会計当初予算額533億3289万3000円

のうち、ソフト交付金が117億3280万3000円、構成比

は22.0％となっております。ハード交付金につきま

しては114億3854万5000円、構成比は21.4％となって

おります。これらを合わせた一括交付金の合計は

231億7134万8000円、構成比は43.4％となっておりま

す。

○西銘啓史郎委員 前年度比はわかりますか。

○美里毅農林水産総務課長 前年度比ですが、ソフ

ト交付金は25億6785万5000円の減、18.0％の減となっ

ております。ハード交付金は16億2195万3000円の減、

12.4％の減となっております。一括交付金の合計は

41億8980万8000円の減、15.3％の減となっておりま

す。

○喜友名朝弘産業政策課長 商工労働部における

一括交付金の額は、140億5663万1000円となっており

ます。今年度の一括交付金の額は125億3100万8000円、

前年度比で約15億円の増となっております。

○西銘啓史郎委員 農林水産部にお聞きしますが、

平成26年度からの人員の推移を教えてください。

○美里毅農林水産総務課長 平成26年度が918名、平

成27年度が905名、平成28年度が896名、平成29年度

が885名、平成30年度は873名、５年間で45名の減少

となっております。

○西銘啓史郎委員 いろいろな事情があるのでしょ

うが、ぜひ必要な人員はきちんと確保するようにし

ていただいて、事業に支障が出ないように、職員の

働く意欲の向上も含めてお願いしたいと思います。

それから、今年度の予算書にポンチ絵がついて、

わかりやすくなりました。この中で、農林水産部の

目標として、農林業産出額、水産業産出額が平成33年

度で1540億円ということですが、今年度の見込みは

どんな感じですか。

○島尻勝広農林水産部長 マスコミ等でも報告させ

てもらっておりますが、農業産出額については12月

に沖縄総合事務局から公表されており、林業につい

ても15億円相当という速報値が出ております。ただ

し、漁業関係は３月中旬に発表されるということな

ので、今、直近の数字は出ておりませんが、我々が

想定していた数字はほぼ達成できるのかと思ってい

ます。ポンチ絵にある1540億円について、我々とし

ては水産業、林業も含めて、農業については土地利

用型のサトウキビ、畜産業もそうですが、その辺も

加えて収益性の高い園芸品目を重点的に施設整備等

を行い、県外、海外展開もできるような形で、安定

的な出荷体制の強化をしていきたいと思っています。

目標値に向けてしっかりと対応してきたいと思いま

す。

○西銘啓史郎委員 農業産出額の内訳ですが、畜産

はどれくらいですか。

○美里毅農林水産総務課長 平成27年度の数字で

426億円となっております。

○西銘啓史郎委員 半分くらいになるのですか。

○島尻勝広農林水産部長 畜産については、養豚や

肉用牛がメーンを占めておりますが、鶏肉が少し落

ちていたので、名護市で食鳥処理施設等の生産等施

設をしっかりと整備していきたいと思っています。

養豚についても、施設の老朽化、環境衛生の面で課

題を抱えておりますが、今はソフト的な意味で事故

率が高くて、この辺は獣医を中心に地域での養豚団

地にモデル的な調査を入れて、獣医の指導のもとで

事故率を下げていくということで、農林水産業の目

標値とされている44万トンの達成に向けてソフト的

にも取り組んでおります。また施設整備については、

環太平洋戦略的経済連携協定―ＴＰＰ関連のクラス

ター事業など、必要なものについてはしっかりと整

備していきたいと思っています。

○西銘啓史郎委員 畜産の件で少し気になることが

あります。病気で死亡した豚、鶏、馬は、県内では

沖縄本島の１カ所で処理しているのですか。その実

態と状況を教えてください。

○池村薫畜産課長 死亡した家畜は産業廃棄物とな

るので、認可を受けた施設で処理することになりま

す。沖縄本島では南部の有限会社沖縄化製工業とい

う施設で処理されております。

○西銘啓史郎委員 離島はどうなっていますか。

○池村薫畜産課長 離島では宮古島に施設がありま

すが、コンテナで保管して沖縄本島の施設に送る体
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制をとっているところもあります。

○西銘啓史郎委員 年間どれくらい処理されている

のか御存じですか。

○池村薫畜産課長 今、年間で死亡する家畜につい

ての正確な数字はわかりません。

○西銘啓史郎委員 農林水産部に電話をしたら、そ

れについては把握していないと言われたので、先ほ

ど説明があった会社に直接聞きました。牛、豚、ヤ

ギなど全部を合わせて、平成25年度が１万6000頭、

平成26年度が３万6500頭、平成27年度が３万5500頭、

平成28年度が３万9500頭、直近の平成29年度が現段

階で４万4000頭らしいのです。石垣市からは冷凍に

して運ぶこともあると聞きましたが、畜産はこれか

らも重要になると思うので、こういった処理施設が

１カ所で充分かどうかということも含めて―国頭村

に聞くと、３時間かけて運ばないといけないので、

できればあの辺にあったらいいということもあった

ので、これはまたどこかで議論したいと思います。

次に、農業大学校について伺います。平成26年度

の県立農業大学校移転整備外部検討委員会で議論に

なったことを教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 沖縄県立農業大学校移転

整備の調査検討を行うために、沖縄県立農業大学校

移転整備外部検討委員会を平成26年度に設置し、そ

のときにありました６つの候補地について評価を

行っております。平成27年度には同外部検討委員会

の評価を踏まえて、移転先となる可能性の高い３つ

の候補地を選定し、市町村にも説明を行ってきたと

ころです。

○西銘啓史郎委員 スケジュール的には、何年度に

どのようにしようとされていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 移転整備の計画について

は、県立農業大学校は沖縄県の農業を支える担い手

育成の中核機関として重大な役割を有しております。

その整備については、行財政的な面を考慮しながら

全庁的な施策の中で推進する必要があると考えてお

り、引き続き、関係機関と連携しながら、調整を図っ

た上で取り組んでいきたいと考えております。

○西銘啓史郎委員 移設を検討したのは、どのよう

な理由によるものですか。

○屋宜宣由営農支援課長 １点目に、老朽化してい

ること。２点目に、施設の分散化と周辺の市街化が

進んでいるといったことが理由になります。

○西銘啓史郎委員 この件も、平成26年度に議論さ

れてから４年間ほとんど動いてないというような話

を聞いたわけです。ですから、一般質問でも質問し

たのですが、いろいろなものを動かして、跡地利用

も含めてきちんとしてほしいということなのです。

結論がいつ出るのかは別にしても、検討して移設先

を３つに絞り、その３つについて調整しながら、移

設した後に、その跡地はどう使うのか。こういった

一連の流れでやっていかないと問題があると思いま

す。例えば、北部農林高校は国道沿いにありますが、

同校をどこに移設するのが一番いいのかを含めて、

名護市と議論したり、せっかく持っているいろいろ

な財産を活用するという意味も含めて、平成30年度

以降も予算化するのであれば、ぜひ考えてほしいと

いうことを要望します。

続いて、商工労働部にお聞きします。来年度の予

算について、県内企業に対する予算と、県外から誘

致する予算の内訳を概算で教えてください。

○喜友名朝弘産業政策課長 県外企業誘致関連で

100億円、県内事業者育成支援関連で199億円でござ

います。

○西銘啓史郎委員 199億円が県内の企業に対するも

のであると聞きましたが、県内の企業数、従業者数、

常用雇用者数について、企業規模ごとに教えてくだ

さい。

○金城学中小企業支援課長 平成29年度の中小企業

白書によりますと、県内の企業数は全体で４万

9231社、従業者数が38万8150人、常用雇用者数は30万

6897人となっております。また、企業規模ごとの従

業者数及び常用雇用者数につきましては、中小企業

が４万9158社、従業者数は33万9038人、常用雇用者

数は25万9327人。中小企業については、これは中小

企業の内数になりますが、企業数が４万2259社、従

業者数は12万9677人、常用雇用者数は６万7832人と

なっております。一方、大企業につきましては73社、

従業者数は４万9112人、常用雇用者数は４万7570人

となっております。

○西銘啓史郎委員 圧倒的に中小企業、小規模企業

が多いという中で、県単融資事業で130億円ぐらいの

予算があると思いますが、過去５年間の実績を億単

位で教えてください。

○金城学中小企業支援課長 県単融資事業費の平成

25年度以降の融資件数及び融資金額につきましては、

平成25年度が750件で86億円、平成26年度が660件で

73億円、平成27年度が899件で115億円、平成28年度

が945件で114億円、平成29年度１月末現在が921件で

113億円となっております。

○西銘啓史郎委員 今のは融資した事業の件数です

ね。申込件数はどれくらいになりますか。
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○金城学中小企業支援課長 融資に係る平成25年度

以降の申し込み件数と申し込み金額について、沖縄

県信用保証協会に確認したところ、平成25年度が

933件で118億円、平成26年度が780件で93億円、平成

27年度が970件で131億円、平成28年度が1008件で

125億円、平成29年１月末現在が1001件で131億円と

なっております。

○西銘啓史郎委員 今の数字は、平成25年度で見る

と、933件、118億円が申込件数で、融資した実数が

750件ということで理解していいですか。

○金城学中小企業支援課長 そうです。

○西銘啓史郎委員 約１割近くが融資を受けられて

いないという理解でいいですか。

○金城学中小企業支援課長 そうです。

○西銘啓史郎委員 融資を受けられなかった理由は

いろいろあると思いますが、県としては地元企業の

育成は大きな柱です。もちろん県外からの誘致もい

いのですが、自立型経済においては地場産業を強化

しないと県の収入も入ってきませんので、土台を固

めるという意味では、今回も130億円近くの予算を計

上しているようですから、可能な限り、地場産業を

育成するという視点を常に持ち続けていただきたい。

また、融資が100％できるかどうかは別にしても、枠

といいますか、それについて決して緩めることはな

いにしても、育成という観点を持っていただくこと

をお願いします。

次に、商工労働部について、新規事業が幾つかあ

りますが、その概要と目的を説明してください。

○喜友名朝弘産業政策課長 商工労働部の新規事業

は６件ございます。１つ目に、沖縄型オープンイノ

ベーション創出促進事業。２つ目に、正社員雇用拡

大助成金事業。３つ目に、グローバル産業人材育成

事業。４つ目に、ＩｏＴ利活用促進ネットワーク基

盤構築実証事業。５つ目に、アジアスマートハブ環

境形成促進事業。６つ目に、展示会等総合推進事業

となっております。

○西銘啓史郎委員 いろいろな部署の資料を見てい

ると、なかなか新規事業がない中で、今回、商工労

働部は予算もふえていますので、新たな取り組みに

ついてはきちんと成果を残せるように頑張ってほし

いと思います。それから、継続事業でも大幅に予算

が増加したり、減額したりしているものがあります

が、商工労働部の中で議論されていると思いますの

で、継続事業についても必ず結果を出すように頑張っ

てほしいと思います。

続いて、沖縄県の海外事務所について、配置人員

とその役割を説明していただけますか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 海外事務所の配置

人員は、北京が３人、上海は福州駐在所も含めて６人、

香港が５人、台北が４人、シンガポールは３人となっ

ております。各事務所は、県職員の所長１名に加え

て現地スタッフなどで構成されております。役割と

しては、海外における経済交流の推進、海外事務所

を中心としたネットワークの強化と拡充、県内企業

の海外展開の支援、観光誘客ということで、本県の

産業振興に資する取り組みなどとしております。

○西銘啓史郎委員 今の人数は、ローカルスタッフ

も含めた人数という理解でいいですか。所長は県か

ら行っているということですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 そのとおりでござ

います。

○西銘啓史郎委員 委託駐在員もいるようですが、

何名いるのか教えてください。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 委託駐在員につい

ては、６カ所にそれぞれ１名、または、法人契約も

ございますので１企業を配置しております。北米に

１カ所、ヨーロッパに１カ所、オセアニアに１カ所、

アジアに３カ所、合計６カ所でございます。

○西銘啓史郎委員 国名は、オーストラリア、イン

ドネシア、ベトナム、タイ、フランスでいいですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 はい。

○西銘啓史郎委員 海外事務所運営費として１億

7000万円ぐらいの予算を計上していますが、その中

身は、答弁された事務所と委託駐在員のコストとい

うことでよろしいでしょうか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 現地のスタッフ、

委託駐在員の費用は含まれておりますが、県職員で

ある所長については、本庁の人件費として計上して

おります。

○西銘啓史郎委員 それから、公益財団法人沖縄県

産業振興公社を通して配置しているということです

が、これはどうしてですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 例えば、香港、北

京、中国は外国の地方自治体が事務所を設置するこ

とを認めていないという経緯がございます。台湾に

ついては、我が国がこれを国として認めていないと

ころがあり、そういう事情で配置が難しいというこ

とがございます。そういうことで、産業振興公社を

通じて配置しております。シンガポールについては

直接、配置できるのですが、一括的にノウハウがあ

る産業振興公社であれば効率的に運営できるのでは

ないかということで、そこを通じた配置をお願いし
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ております。

○西銘啓史郎委員 次に、日本貿易振興機構―ジェ

トロと県の関係がどうなっているのか教えてくださ

い。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 ジェトロについて

は、御存じのように海外、国内、それぞれネットワー

クの拠点がございますが、県の海外事務所との連携

については、双方が保有する現地の経済や地域情報

等の共有、交換などの面で連携するとともに、県内

企業が海外展開するに当たっても連携して支援する

ことになっております。

○西銘啓史郎委員 ジェトロは海外54カ国に74事務

所、国内に45の地方事務所を持っていると聞きまし

た。沖縄の所長とも話をしたのですが、沖縄県は単

独で沖縄のために動くわけですよね。私が申し上げ

たいのは、ジェトロや自治体国際化協会―クレアも

含めて、海外に進出しているいろいろな企業を支援

するという目的であれば、そこに人を出向させるこ

とを考えたことありますか。例えば、単独で事務所

を持たないで、そこに出向したり、人事交流すると

いうことが、商工労働部として過去にあったのかど

うか教えてください。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 委員のおっしゃる

ような考え方がございまして、香港事務所は、平成

６年度から平成16年度までジェトロの香港共同事務

所で活動しておりました。その中で、県産品の販路

拡大や観光誘客を行っていましたが、おっしゃるよ

うに、オールジャパンの立場として海外に展開する

のとは少し―我が県では強化したいという話で、ほ

かにも賃借料や人件費等が割高であるということな

どもあって、平成17年度に単独事務所に移行した経

緯がございます。

○西銘啓史郎委員 いろいろな意味でコスト削減が

求められるときに、先に手をつけなくてはならない

のが海外の事業所であったりするケースが民間では

多々あると思います。その効果がきちんとあらわれ

ているところは継続しても構わないと思います。特

にシンガポールについては、以前、事務所を閉めて

いましたが再開していますね。ですから、その辺の

メリットが本当に出ているのかどうか、私たちには

よく見えませんが、今、いろいろなコスト削減が求

められている中で、その効果が出ているのかきちん

と検証していただくことを要望します。効果が出て

いれば継続で結構ですし、国の出先機関やジェトロ

のような団体と協力することも必要であれば検討し

てほしいことを申し上げておきます。

それから、もう一つ、クレアという団体があるよ

うですが、そことの接点はありますか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 御存じのとおり、

クレアは海外７カ所、国内68カ所をネットワークし

て、地方公共団体を中心とした海外展開を図ってい

る団体として認識しております。県の海外事務所と

の連携という意味では、地方自治体を中心とした団

体でございますので、沖縄県以外の団体、地方自治

体の活動情報の共有や、現地における沖縄からの物

産、観光イベントの周知等に御協力をいただくとい

うような点で連携しております。

○西銘啓史郎委員 沖縄県の窓口は文化観光スポー

ツ部にあって、パリ事務所にも県職員が行っている

と聞きましたが、これは商工労働部の管轄ではない

ということですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 委員のおっしゃる

ように、交流推進課で所管しております。

○西銘啓史郎委員 文化観光スポーツ部の予算で人

を派遣しているということでいいですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 当方では持ってい

ないので、文化観光スポーツ部が所管していると思

います。

○西銘啓史郎委員 次に、海洋資源開発関連予算で

すが、過去５年間の予算の推移と今後の考え方につ

いて説明をお願いします。

○喜友名朝弘産業政策課長 昨年度と今年度の資料

しか手元にございませんが、予算額は平成29年度が

2169万3000円、平成30年度が1896万9000円となって

おります。

○西銘啓史郎委員 資料がないということは、予算

はあるが見つからないということですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 予算はございます。

○西銘啓史郎委員 なぜ事前に調べられないのです

か。私の質疑の内容は事前に渡していますよね。手

元に資料がないということは、私の質疑に対して答

えを準備していないということではありませんか。

○屋比久盛敏商工労働部長 聞き取り表はあるので

すが、この事業については抜けているようです。

○西銘啓史郎委員 いずれにしても、平成30年度は

平成29年度より減っているということと、過去５年

間がどうかわかりませんが、商工労働部については

経済産業省の管轄になると思いますが、久米島沖や、

伊是名島、伊平屋島も含めて非常に大きい事業にな

る中で、県としての取り組みがよく見えないのです。

今後、どのような取り組みを行っていくのですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 海底鉱物資源について
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は、毎年度、予算を計上させていただいています。

その中身は、周知活動や今後どのようにして沖縄県

がかかわっていくのかという調査などに使わせてい

ただいています。その中で、経済産業省や文部科学

省の関係機関と情報交換等を行っています。ただし、

ようやく昨年度、掘削実証試験が始まった段階なの

で、それを受けて国から平成30年代後半から民間事

業化できるのではないかという調査報告が出てくる

ことを期待しています。そういう意味では、その間

に我々が何ができるのかということを調査し、例え

ば、掘削船の寄港地である本部町にもお願いしてい

ます。まずは、そういうことを行っており、事業の

実施については、中長期的な話になると思っていま

す。

○西銘啓史郎委員 とにかく両部に対してお願いし

たいことは、平成30年度は今年度よりも、さらに沖

縄県が発展していくように、職員の皆さんが頑張っ

てほしいと思います。

○瑞慶覧功委員長 山川典二委員。

○山川典二委員 西銘委員の質疑にもありましたが、

経済産業大臣も沖縄の近海に眠る熱水鉱床の資源に

ついては、例えば、銅について見ると、陸上の鉱山

より数倍も含有率があるので、かなりのポテンシャ

ルがあるという話をしています。そういう意味では、

商工労働部長から説明があったように、情報収集も

含めて、もう少し取り組みを具体的にしていかなけ

ればならないと思いますし、それとあわせて、日ご

ろから本会議などで何度か質問していますが、水溶

性天然ガスについても、県の取り組み状況が見えに

くいのです。これについて現状はどうなっています

か。

○屋比久盛敏商工労働部長 先ほども説明したとお

り、熱水鉱床については中長期的な取り組みをして

います。天然ガスについては、県において南城市、

那覇市、宮古島市の３カ所を掘削しましたが、その

利用については地域的な利用を図らないといけない

ということで、市町村と連携して、これを使ってい

ただけないかという申し込みをしています。今、具

体的に動き出しつつあるのが宮古島市です。天然ガ

スや温水などが出てきたところに、これに関連する

施設をつくるという検討をしていると聞いています。

○山川典二委員 その３カ所だけでなく、民間の国

内大手の掘削事業会社や、西原でもこれを行ってい

ますね。それについても、なかなか県とのかかわり

が見えないのですが、現状はどうなっていますか。

○喜友名朝弘産業政策課長 多分、委員がおっしゃっ

ているのは千葉県の大手の会社です。今年度、沖縄

総合事務局と沖縄県でその会社に伺って、意見交換

を行ってまいりました。その後、事業者と地元市町

村、沖縄総合事務局、県で活性化のための委員会を

つくって、意見交換しているところです。

○山川典二委員 むしろ、沖縄総合事務局、今、国

のほうがいろいろなサポートも含めて非常に積極的

に取り組んでいますね。ぜひ具体的な県の取り組み

を進めていただきたい。熱水鉱床も含めて将来の沖

縄の大きな産業化の一翼を担うようなエネルギー事

業だと思いますので、検討していただくようお願い

します。

農林水産部長に伺います。21年ぶりに2016年度の

農業産出額が1000億円を超えたと聞きました。1025億

円ということで、天候的な好条件も重なってサトウ

キビの生産がふえたことなど、いろいろなことがあ

ると思いますが、これが伸びた理由は何ですか。今

年度の見通しも含めて、御説明をお願いします。

○島尻勝広農林水産部長 マスコミや沖縄総合事務

局から公表されているとおり、1025億円ということ

で、農業産出額が21年ぶりに1000億円を超えていま

す。その主な内容としては、まずサトウキビの生産

量が17年ぶりに90万トン台を超えたことです。それ

から、生産量だけではなく品質もよかったことで、

200億円近い金額が出たと思います。また、肉用牛の

素牛については、東日本大震災などの影響から福島

県を初め、全国的に素牛が不足して高値で推移して

いるということがあって、初めて200億円を超えまし

た。これが非常に押し上げているという気がします。

もう一つ、平成24年度からの取り組みの中で、園芸

関係を含めた施設整備を支援することによって、安

定的な生産、出荷が図られてきていると思います。

また、３月の中旬ごろに発表しますが、水産につい

ても数量的にある程度ふえるという見通しを持って

います。平成28年度において、一定の生産量を上げ

ることができたのは、天候等に加えて、関係者の努

力の成果によるものと思っています。平成29年度に

ついても、サトウキビはがた落ちしていません。素

牛も高値で推移しておりますので、一定程度、1000億

円台はキープできると思っています。また、水産、

林業についても、引き続き好調であるという話を聞

いていますので、平成29年度も同じような傾向にな

るものと見ています。ただし、畜産については、肉

用牛以外の豚肉や鶏肉において、まだ弱いところが

あります。名護市では食鳥処理施設が整備されたこ

とで、増頭も含めてやっていきたいと思います。豚
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については、先ほど説明したように事故率を改善す

ること。それから施設が中南部に集中していること

について、環境に配慮した施設整備等も含めて関係

機関と連携して、しっかりと整備していきたいと思っ

ています。

○山川典二委員 要するに、今年度も1000億円をキー

プできる見込みであると理解していいですか。

○島尻勝広農林水産部長 これは国が公表するもの

ですから。我々の試算では大丈夫だと思っています

が、統計的には国が出すものですから。見通しとし

ては、いけるのではないかと思っています。

○山川典二委員 生産農家の農業所得も全国８位に

上がったということです。これは先ほど農林水産部

長が説明したことと関連してきますか。

○島尻勝広農林水産部長 先ほど御説明したとおり、

素牛の子牛が高値で推移していることと、サトウキ

ビについても生産量だけではなく品質が非常によ

かったということもあり、１トン当たり２万2000円

から２万4000円の範囲ということで、単純に言えば

２万円の手取り額になります。基準糖度以上に品質

がよかったということで農家の手取り額がふえたと。

それから、農家の努力で経営費のコスト削減を行っ

ているという気がいたしますので、この辺はソフト

的な意味合いも含めて、ただ単に生産量だけではな

く農家の所得向上のために、普及員の指導を含めて

ＪＡと連携しながら、取り組んでいきたいと思って

います。

○山川典二委員 県の関与が非常に効果的に、結果

としてあらわれたものと理解していいですか。

○島尻勝広農林水産部長 平成24年度からの一括交

付金によって、本来の補助事業とは異なる、必要な

部分において施設整備が図られたと思います。例え

ば、平張りと強化型ハウスについては120ヘクタール

ぐらい整備できました。また、加温機を整備するこ

とでマンゴーなどの果樹も気象条件で変動しない安

定的なものができたということを考えれば、一括交

付金による大きな成果が現場で出ております。農林

水産物流通条件不利性解消事業については、県外に

インセンティブが働くような出荷について、農家の

意識が高まっていると思います。従来の補助事業と

違う、必要なところに事業が展開できたことは、農

家自体といいますか、地域に大きな効果があったも

のと思っています。

○山川典二委員 一括交付金が非常に有効であった

という認識だと思いますが、これが減ってきている

ことに関しては、いかがですか。

○島尻勝広農林水産部長 当然、予算については、

必要なところに措置していきたいと思っています。

今、減額されているところもありますが、例えば、

平成28年度に補正予算を組み、できるだけ平均的に、

前倒ししたところもあります。ただし、現実として、

平成30年度においてはこれだけ減額されていますの

で、関係機関と連携をとって、必要な部分について

はしっかりと整備していきたいと思っています。

○山川典二委員 少し話が大きくなりますが、我が

国とＥＵとの経済連携協定―ＥＰＡが、ことしの中

ごろに署名して、2019年に発効します。そうなると

世界のＧＤＰのたしか28％、世界の貿易額の37％で、

一大経済圏ができるわけです。そうなることによっ

て、自動車の輸出は90％以上も関税が撤廃され、逆

にワインやチーズなどの乳製品が入ってくるのです

が、その影響についてどのように考えていますか。

○島尻勝広農林水産部長 これについては、年末に

農林水産省から影響額等も含めて公表されており、

国は、ＴＰＰ、ＥＰＡについて、補正予算や当初予

算で国内対策を行うことにしています。農林水産部

としてもＴＰＰ、ＥＰＡ対策事業について補正予算

や当初予算も組んでいますので、この辺については

国の動向を見きわめながら、関係機関とともに対応

していきたいと思っています。当然、ＴＰＰ、ＥＰ

Ａについては、国際的な情勢の中で基盤整備は必要

ですが、それ以前に沖縄県は本土復帰前の影響で、

基盤整備が少しおくれていることから、ＴＰＰなど

の国際的な情勢も踏まえながら、生産基盤をしっか

りとつくっていきたいと思っています。

○山川典二委員 今の流れでいくと、ＥＰＡが発効

された後に、今度はＴＰＰが追いかけてくるわけで

す。近々、そういうことが考えられるわけです。こ

れに対して、沖縄の農業が影響を受けますよね。そ

れについて、具体的に試算していたのですか。

○島尻勝広農林水産部長 以前からＴＰＰについて

は国内対策ということで価格対策あるいは生産対策

として畜産クラスター事業や産地パワーアップ事業

等を行っています。詳細については担当課長から説

明させていただきます。

○池村薫畜産課長 畜産については、既にＴＰＰの

話が出た段階から、畜産クラスター事業で、各地域

での中心的な経営者の収益力を上げるということで、

牛舎の整備などに取り組んでおります。

○前門尚美園芸振興課長 産地パワーアップ事業は、

畑作、野菜、果樹、園芸、水田作について、地域の

営農戦略として定めた産地パワーアップ計画に基づ
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き、意欲ある農業者などが高収益な作物・栽培体系

に転換するための取り組みを支援する事業となって

おります。具体的には、平成29年度は国頭村のほか

７市町村において、カボチャやパイナップルなどの

品目について農業機械のリースや生産資材の導入を

行っております。

○山川典二委員 取り組みはわかりましたが、数年

後にＴＰＰが発効したときに、沖縄県の農業や畜産

に影響がありますよね。現在の産出額や生産額に与

える影響があると思いますが、その試算はされてい

ますか。

○島尻勝広農林水産部長 ＴＰＰもそうですが、国

はＥＰＡについてもある程度の大枠を出しています。

ただし、沖縄県の場合は対象品目として関税率10％

以上かつ国内生産額10億円以上の品目が試算されて

いないことから、この辺の数字的な捉え方について、

ＪＡなど関係機関と調整しています。国は、基本的

には国内対策をしっかりと行うということで、我々

が想定している以上の影響はないという数字が出て

いますが、今、委員がおっしゃるように、当然、二

次的、三次的な影響が出ると思いますので、その生

産基盤は、国の対策を含めて関係機関とともにしっ

かりと取り組んでいきたいと思います。

○山川典二委員 数字についても科学的なデータに

基づいて、取り組みをしっかりとしていかないとだ

めだと思うのですが。

○島尻勝広農林水産部長 国の試算なので、こちら

の評価は控えたいと思います。まず、ＥＰＡについ

ては国内対策をしっかりと行うということで、生産

額については少し幅がありますが、約600億円から

1100億円ほど減少するものと試算されています。ま

た、ＴＰＰについては、900億円から1500億円ほど減

少するものと試算されております。我々としては、

例えば、サトウキビやパイナップルについては、国

内対策、糖価調整制度を堅持することで影響額がゼ

ロということが出ていますので、この辺については

国の動向を踏まえていかないと、単純に国内対策を

行うから大丈夫ということでは不安があるものです

から、関係機関と連携をとっていきたいと思ってい

ます。

○山川典二委員 サトウキビの生産は、鹿児島県の

一部を除くと、ほとんど沖縄県ですね。そういう意

味では、直接的な打撃を受ける可能性があるわけで

す。

少し話をかえますが、国家戦略特区における外国

人の農業分野における就労の取り組みについて、沖

縄県も申請されていると思いますが、その状況をお

聞かせください。

○屋宜宣由営農支援課長 海外農業研修生の受け入

れ支援事業につきましては、平成29年度まで実施し

てきたところです。現在、特区とは別に、研修とい

う形で受け入れを行っております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、山川委員から特区の申請状況に

ついて答弁するよう指摘がされた。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

島尻勝広農林水産部長。

○島尻勝広農林水産部長 現在、国家戦略特区の農

業支援外国人受入事業については、事務方で申請し

ています。実は、きのう国の国家戦略特別区域会議

―区域会議が予定されていましたが、今回、沖縄は

外されているものですから、この辺については県企

画調整課と調整していきたいと思っています。これ

に関する情報収集を行っているところです。

○山川典二委員 なぜそういう状況になっているの

ですか。

○島尻勝広農林水産部長 今、企画調整課を窓口に

して国との調整を行っていますが、我々は農業支援

外国人受入事業を申請しており、きのうその会議が

予定されていたのですが、月曜日に国から沖縄県に

ついては待つようにということで、今回は会議に出

席しておりません。我々としては、できるだけ早目

にとお願いしている手前、事務方で確認していると

ころでは、３月中には区域会議を行うという話をし

ているようです。ただし、定かな情報ではないもの

ですから、これから連絡、調整していきたいと思っ

ています。

○山川典二委員 ＥＰＡやＴＰＰに関連して、直接

サトウキビが影響を受ける対象になります。そうい

う中で、今、国会で働き方改革が議論されています

ね。新年度に法案が通る見込みで進めているようで

すが、平成31年度にこれが施行されるとして、本県

離島のサトウキビ工場の現状―たまたま、ある離島

について厚生労働省、農林水産省、沖縄総合事務局、

内閣府沖縄振興局に確認して資料をいただきました。

この中で、時間外労働の規制が見直されたときに、

正規労働者では、年収から割り出すと月51万円もらっ

ている人が、上限で16万円の減になるそうです。そ

れから、12月から３月までの三、四カ月間、季節労

働者が来ます。毎年、冬場に北海道から来ますので、

業務に熟達している皆さんで、今、最高10時間労働

ですから収入が約43万円あるそうですが、これが上
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限で14万円減少するそうです。つまり、２交替が

８時間労働によって３交替になりますので、それを

国は５割から８割を上限にして、ある一定期間を補

填しようという話なのです。特にサトウキビは限ら

れた期間でしかできませんので、３交替になると人

がいない。ハローワークで募集しても来ない。そこ

で、外国人労働者を受け入れようという話があると

聞いております。そういう働き方改革への対策も含

めて、ＥＰＡ、ＴＰＰの大きな流れが来る中で、県

としてそのような議論はなされているのですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 外国人の雇用について

は商工労働部が持っているわけではなく、それぞれ

の業界に近い部を集めまして、連絡会議をうちで行っ

ています。その中で、各部の取り組みはそれぞれ違

いますので、情報を持ち寄ってお互いで共有し、ど

うしようかという話がよく行われています。介護関

係は、先ほど言った技能実習制度の中に、新たに外

国人労働者に関連するものが入ってきましたので、

それを活用するとか。ただし、農林の場合はＪＡが

管理団体となって技能実習制度を行うということで、

それでも足りないのであれば国家戦略特区に行こう

かと。商工労働部の場合も、情報系の高度人材の滞

在期間については国家戦略特区で進めようという話

をしており、そういう動きをしている段階です。

○山川典二委員 ＪＡや大手の人材派遣会社が受け

皿になって派遣していくということですが、例えば、

サトウキビの製造工場は、ＪＡ系列であればマンパ

ワーやいろいろな仕組みがあるのかもしれませんが、

小規模離島を含めた離島は単体で行っているので、

その辺が今後の大きな課題になっています。その辺

は県として、横の連携や情報収集を行いながら、しっ

かりと対応していただきたい。これについて農林水

産部としてはいかがですか。

○島尻勝広農林水産部長 去年３月ごろからその話

が出て、我々としても、地元の製糖工場においては

東北、北海道を中心に季節工という形で熟練の方々

がリピーターで来ていたと聞いております。ただし、

国が特例を認めない、適用除外を認めないというこ

とで、随分、国とは調整したのですが、結果的には

働き方改革がこういう形になっていく話になってい

ます。我々としては、３交替にしたときに改めて人

数を確保しないといけない中で、離島においては宿

泊施設等の確保が非常に厳しいこともあって、内閣

府、農林水産省と調整していたところ、内閣府が宿

泊施設については、平成30年度から地域でできると

いう話を含めて、現在、検討させてもらっています。

しかし、製糖工場については、季節的に見るとかな

り偏っているところもあるので、操業の安全性など

を考えると、しっかりとした体制を整えていくべき

であると思っています。ただ、施行から３年間ぐら

いは猶予があると聞いておりますので、その間に関

係機関と連携をとりながら、しっかりと条件整備を

していきたいと思っています。

○山川典二委員 サトウキビは沖縄の農業の基幹産

業なので、猶予期間を３年ないし３年半から、これ

を５年ないし７年にしなさいということを、県とし

て言うべきだと思います。

次に、那覇市の泊魚市場について、これまでも何

回か質疑させていただいておりますが、その現状を

教えてください。

○平安名盛正水産課長 県では糸満漁港が本県唯一

の第三種魚港であることから、県内外の漁船の水揚

げ及び県外出荷を行う産地として位置づけています。

一方、泊漁港は那覇市を中心とする消費地市場とし

ての機能を有していることから、市民や観光客など

の消費者ニーズに対応した施設整備を進める計画で

す。計画を推進するためには、関係者の合意形成を

図る必要がありますが、泊の生産団体の合意が得ら

れていない状況です。そのため、生産団体の合意形

成に向けた直近の取り組みとして、平成30年２月５日

に泊漁港の再開発推進委員会と、泊漁港及び泊魚市

場の整備について、県と協議する形で意見交換を行っ

ております。県としては、泊漁港再開発委員会との

意見交換を継続して行うことについて、双方で合意

していますので、合意形成に向けて努めていきたい

と考えております。

○山川典二委員 今月中に関係者を集めた会議があ

ると聞いていますが、具体的にそこで何を議論しよ

うとしていますか。

○平安名盛正水産課長 予定として、３月22日に県

主催で３回目のワーキングチームによる会議を開催

して、その中で新市場の収支案―高度衛生管理荷さ

ばき施設となるので、ランニングコストの問題など、

そういうものを関係者の方々は非常に気にしていま

すので、その点について説明しながら、意見交換を

行うことを考えています。

○山川典二委員 今、前向きに行っているようなの

で、なお一層の取り組みをお願いします。

もう一つ、私は那覇市選出議員なので、質疑しな

ければいけません。那覇市の魚、市魚はマグロです。

以前から、拠点産地認定について質疑させていただ

いておりますが、現在どのような状況ですか。
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○平安名盛正水産課長 那覇市から申請されている

マグロ類の拠点産地認定については、去る２月８日

に開催した農林水産部の調整会議において進言した

ところです。その中で、申請の際に提出された関係

書類について、沖縄21世紀農林水産業振興計画との

関連性を確認する必要があるということで、文書に

より確認を求めたところ、３月５日に那覇市から回

答がありました。県としては早急にこの内容を精査

し、判断を急ぎたいと考えております。

○山川典二委員 これは去年の８月に那覇市から県

に要望があったようですが、半年間かかったのはな

ぜですか。それから、拠点産地について調整会議で

どういう議論がなされたのですか。

○平安名盛正水産課長 半年以上の時間を要したと

いうことに関しては、事前調整が進まない中で、那

覇市から申請書及び関係書類の提出がありました。

県として書類の内容を確認しましたが、他地区とは

異なり那覇市は関係する漁協が３漁協あります。ま

た、それに流通団体が２団体加わっているというこ

とで、複数の組織として協議会を立ち上げているこ

とから、書類の内容確認等に時間を要したというこ

とがあります。また、記載不備や補足説明等が必要

となる箇所もあったので、その調整に時間を要した

ということです。

○山川典二委員 農林水産部の調整会議の中でも議

論があったと思いますが、その内容について教えて

ください。

○平安名盛正水産課長 繰り返しになりますが、調

整会議の中では、沖縄21世紀農林水産業振興計画と

の関連性が不十分ではないかという話があり、那覇

市にその部分の補足説明を求めたという経緯があり

ます。

○山川典二委員 現在、那覇市との調整は順調に進

んでいるわけですね。

○平安名盛正水産課長 私どもから沖縄21世紀農林

水産業振興計画との関連性の質問を求めたところ、

３月５日に那覇市からこれに対する回答がありまし

たので、調整については順調に進んでいるものと考

えております。

○山川典二委員 県内の漁業の生産量、漁獲高に占

めるマグロの量や割合は幾らですか。

○平安名盛正水産課長 平成27年ですが、県全体で

１万332トン、那覇市は4839トンとなっております。

○山川典二委員 パーセントはどれぐらいですか。

約半分くらいですよね。それから、糸満市の漁獲量

との割合は幾らぐらいですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から県全体に占める那覇

市と糸満市の漁獲量と割合、県全体の漁業

生産量に占めるマグロの漁獲量について説

明がされた。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

山川典二委員。

○山川典二委員 糸満市は781トンで、マグロの拠点

産地になっています。一方、那覇市は4839トンで、

拠点産地申請をしていますが、いまだにその認定を

受けていません。しかし、今の説明を聞くと、調整

が順調に進んでいるということですから、ぜひ一日

も早く拠点産地として認定していただきたいと思い

ますが、いかがですか。

○島尻勝広農林水産部長 水産課長から説明があっ

たように、那覇市の場合は、ほかの産地と違って生

産団体と流通団体が幾つかあって、本来ならば、拠

点産地については産地協議会があり、生産と販売、

流通を一定の方向で整理していくということがあり

ました。今回、那覇市については、以前からそうい

う話がある中で、産地協議会の整理がなかなかうま

くいっていなかったと聞いております。今回、マグ

ロ祭りやお魚フェアなど、いろいろな面で流通団体

だけではなく、生産団体も一緒にやっていこうとい

う協議会のスキームができたと聞いていますので、

一定のブランド力を高めるためにも、産地協議会の

中で、生産、流通、販売に必要となるブランド力を

高めていくということで、我々も那覇市と調整させ

てもらっています。この辺についてはしっかりとやっ

ていきたいと思っています。

○山川典二委員 那覇市の生産漁業者を初め、那覇

市民の願いですから、ひとつ、夢をかなえていただ

きますようお願いします。

先日、沿岸漁業の落ち込みが報道されていました。

今回も予算で出てきていますが、これについては、

もう仕方がないという話なのか。あるいは、できる

だけ応援できることはやらなければいけないと思う

のですが、その辺の実態と対応策について、今後、

どのように取り組むのかについてお聞かせください。

○平安名盛正水産課長 本県における平成27年の漁

業生産量は３万2581トンで、生産額は194億6000万円

となっています。海面漁業の生産量は１万5472トン

で、そのうち約83％がマグロ類、イカ類、カジキ・

カツオ類といった沖合漁業で占められています。沖

合漁業の生産量が平成23年から平成27年の５年間で

約17％増加している中で、沿岸漁業の生産量は４％
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の減少となっています。このため、沿岸海域の水産

資源の増大を図るために、漁業者が主体となった資

源管理型漁業の普及啓発を進めるとともに、モズク

養殖の生産安定など、つくり育てる漁業の推進に取

り組んでいるところであります。

○山川典二委員 次に、日台漁業ルールについては

なかなか進展がなくて、沖縄の漁業従事者の皆さん

の不安も頂点に来ていると思います。これについて

は、なかなか難しいと思いますが、いかがですか。

○平安名盛正水産課長 県では、関係団体と連携し、

平成30年２月５日に副知事と一緒に、農林水産省、

外務省、国土交通省などに要請しております。その

中で、八重山北方三角水域での操業ルールの見直し

と、安定的かつ継続的な基金事業の実施について要

請してきたところであります。

○山川典二委員 鋭意、取り組みをお願いします。

次に、93ページの野菜振興対策事業費の中に、ゴー

ヤー増産対策事業とあります。ゴーヤーのゲノム、

遺伝子を解読したということですが、具体的にどの

ように活用していくのか教えてください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 ゴーヤーゲ

ノム解読の情報を使って、これまでにＤＮＡマーカー

を作成しております。これによって、ゴーヤーにつ

いては収量性の高い短太型のニガウリや、苦みのあ

るゴーヤーなどの品種のゲノム情報を使ってＤＮＡ

マーカーを作成し、品種育成に活用していくという

ことになります。

○山川典二委員 具体的なスケジュールなどはあり

ますか。目標でもいいので教えてください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 研究中とい

うこともありまして、手元に詳細なデータを持って

いないので、お答えできません。

○山川典二委員 研究中でも、想定があるでしょう。

何年後ぐらいからこれを活用していこうという議論

もあったと思いますが、それはわかりませんか。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 済みません。

今の質疑に対する回答は難しいです。

○山川典二委員 次に、商工労働部にお伺いします。

事項別積算内訳書の19ページ、技能向上普及対策費

について、具体的に技能五輪には何人ぐらいの技術

者が全国から来て、どういう形で行うのか。また、

波及効果的なものとして、その後の沖縄の技能者に

対する影響などについて、どのようにお考えなのか、

概要でいいので、説明をお願いします。

○仲里勉労働政策課技能五輪・アビリンピック準備

室長 11月２日から５日にかけて、技能五輪全国大

会と全国アビリンピックを沖縄県で初めて開催しま

す。これは沖縄本島中南部の会場を中心に実施され

ます。出場選手と関係者は、全国から約3200名を見

込んでいます。沖縄県からは、見学者などを含めて

約15万人を想定しているところです。また、アジア

からも招聘しておりまして、技術交流を行っていき

たいと考えているところでございます。

○山川典二委員 技能五輪を開催した後、沖縄県に

どういう影響を残したいと考えていますか。

○仲里勉労働政策課技能五輪・アビリンピック準備

室長 まず児童生徒に実際に見ていただくことに

よって、職業観が形成されるという目的がございま

す。また、今後の技能の向上が図られることや、障

害者の雇用促進を図ることを目的としております。

○山川典二委員 地元の技能修習の専門学校や工業

高校との連携はどうなっていますか。

○仲里勉労働政策課技能五輪・アビリンピック準備

室長 推進協議会の総会には95団体入っていまして、

教育庁に加えて専門学校についても各代表に入って

いただき、全ての情報を共有しながら、事前学習や

見学を行っていくことで調整しているところです。

○山川典二委員 例えば、教育庁と相談して、ボラ

ンティアでもいいので、野球でいえばバットボーイ

のような感じで、子供たちにそばで技能の技術を見

せていくということも必要だと思うのですが、その

辺の考え方はありますか。

○仲里勉労働政策課技能五輪・アビリンピック準備

室長 それにつきましても、希望の学校を調査して

いるところです。何校ということについて、今、具

体的にお答えできませんが、シャトルバスを巡回さ

せて、親子見学を行うなどということを考えている

ところです。

○山川典二委員 人材教育という観点からも、大変

重要な技能オリンピックだと思いますので、開催に

向けた取り組みをお願いします。

○瑞慶覧功委員長 先ほど、山川委員の質疑に対す

る答弁で、農林水産総務課研究企画監から追加して

答弁したいとの申し出がありますので、発言を許し

ます。

宮城克浩農林水産総務課研究企画監

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 追加して説

明させていただきます。ゲノム情報を使ってＤＮＡ

マーカーを作成すると、例えば、野菜であれば、こ

れまで品種育成に10年かかっていたものが、ＤＮＡ

マーカーは遺伝子レベルで評価できるということで、

苗の段階でＤＮＡを評価することによって選抜をか
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けることができますので、従来の交配して選抜する

育種に比べて約３年ほど期間が短縮すると聞いてお

ります。ですから、交配して７年の間には品種が育

成できるということになるかと思います。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時８分 休憩

午後１時29分 再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

先ほどの西銘委員の質疑に対する答弁で、産業政

策課長から答弁を訂正したいとの申し出があります

ので、発言を許します。

喜友名朝弘産業政策課長。

○喜友名朝弘産業政策課長 午前の西銘委員の質疑

の際に答弁いたしました金額等に修正がございます

ので、答弁を訂正させていただきます。

商工労働部の２月末時点の一般会計予算執行状況

は、予算総額が409億431万9000円、配当額が408億

8604万 8000円、支出負担行為済額が339億 3775万

4000円、支出済率が68％となっております。

○瑞慶覧功委員長 午前に引き続き、質疑を行いま

す。

大城一馬委員。

○大城一馬委員 まず農林水産部に質疑します。県

産農林水産物輸出体制構築事業について、その概略

を説明してもらえませんか。

○幸地稔流通・加工推進課長 県では農林水産物の

海外輸出促進について、一括交付金を活用した県産

農林水産物輸出体制構築事業により、１つ目に、香

港、台湾、シンガポールにおける見本市等への出店

と現地インストアショップの設置。２つ目に、香港

での県産畜産物の販売促進。３つ目に、輸出品目の

ブランド化に向けたパッケージデザイン等の改良。

４つ目に、輸出産地と海外バイヤーとのマッチング

などを実施します。県としましては、生産団体、輸

出事業者等と連携し、引き続き、海外輸出の促進に

取り組んでまいります。

○大城一馬委員 この事業は新規ですが、その前の

事業がありますね。一旦打ち切って、継続する事業

であると認識しておりますが、前回は平成27年から

平成29年まで、前身の事業として販路拡大の定番化

という形で実施しています。その中で、課題につい

て説明してほしいのですが、まず、テストマーケテ

ィングとして、沖縄を訪れる観光客に対する県産農

林水産物消費につなげる仕組みの検討。もう一つは、

香港等の市場で豚肉以外の県産食肉の定番化が進ん

でいないということ。さらに、輸出による利益を実

感できないこと。この３点の課題について、解決す

るためにどういう手法をとるつもりですか。

○幸地稔流通・加工推進課長 県産農林水産物の定

番化に向けまして、１番目に、海外における見本市

等への出店と現地インストアショップの設置。２番

目に、県産食肉の定番化に向けて、現地量販店や飲

食店に対する英語、中国語によるＰＲビデオや、チ

ラシ、ブランドブック等を活用した販売促進及びレ

ストランのシェフや現地販売員向けに県産畜産物を

使用したメニューの展示会の開催。３番目に、輸出

品目のブランド化に向けた輸出品目のパッケージデ

ザイン等の改良やテストマーケティングの実施。４番

目に、輸出産地等への支援として、産地に対する輸

出情報発信及び産地と海外バイヤーのマッチングを

予定しております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大城委員から県産農林水産物の

輸出体制の構築に向けた課題解決のための

取り組みについて答弁するよう指摘がされ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

幸地稔流通・加工推進課長。

○幸地稔流通・加工推進課長 課題につきましては、

先ほど説明したように、農家所得の向上に結びつい

ていないという課題があるのですが、それに対して、

定番化やブランド化を推進していきたいと考えてお

ります。それから供給が難しいということがありま

すので、生産者とバイヤーとのマッチング等を行っ

ていきたいと考えております。

○大城一馬委員 次に、県産水産物の海外市場拡大

事業について、概略の説明をお願いします。

○平安名盛正水産課長 県産水産物の海外市場拡大

事業については、県産水産物の海外市場拡大戦略を

構築するとともに、水産物の輸出に際し、基盤とな

る資源量の把握や輸送技術を確立し、海外市場の拡

大と定番化を図るものです。県内漁協と連携した上

で、民間企業に業務を委託することによって、１つ

目に、輸出量増大に向けたナマコの資源量の調査を

実施しております。２つ目に、マグロなどの県産水

産物の輸送技術の確立を図っております。３つ目に、

海外市場拡大戦略の構築などの取り組みを、現在、

実施しております。

○大城一馬委員 決算特別委員会でも2016年の収穫

量の問題について質疑しましたが、2017年の魚介類

の輸出に係る数字は出ていますか。

○平安名盛正水産課長 平成28年度の水産物の総輸
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出量は203トンで、そのうちマグロが53トンと最も大

きくなっています。続いて、イカが35トン。ナマコ

が25トン。その他の水産物は66トンとなっています。

○大城一馬委員 アジア向けの魚介類は非常に伸び

ていて、2016年の数値では対前年度比46倍くらいの

大幅な伸びとなっています。この中で、特にマグロ

は順調であるものと理解しておりますが、ナマコは

相当減少しています。久高島も結構な産地でしたが、

近年、禁漁になって、規制がかけられています。そ

ういった資源の調査等は非常に大事ではないかと思

います。とりわけ、ナマコについては沖縄本島では

乱獲されており、中国の大手の業者が中国向けに輸

出しているというような話も聞きます。やはり高級

食材ですから、そういった対策をしっかりととるべ

きではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○平安名盛正水産課長 委員がおっしゃるとおり、

平成24年をピークにナマコは激減しており、需要に

ついては、中国からの要望が非常に高かったことか

ら、乱獲されたということを聞いております。その

ため、当該事業を活用して、どのようなナマコが減

少しているのかということで、現在、資源の調査を

含めて取り組んでいるところです。

○大城一馬委員 アジアに向けた農水産物の拡大は、

沖縄の農業振興においても、極めて重要な位置づけ

ではないのかと思います。平成28年９月に６名の県

議会議員で八重山に行きました。そのときに、八重

山の漁業組合といろいろな意見交換を行いました。

その際に、漁民の方々が20名くらい参加していまし

たが、そのときに出たのは鮮度の問題です。離島か

ら持っていくと、マグロでも18時間ほどそのまま置

いていると。そして、夜になって飛行機で空輸する

ということで、これをグレードアップするためには、

鮮度保持の対策が大事ではないかと。例えば、冷蔵

冷凍施設を那覇空港に設置してはどうか。この件に

ついては、９月定例会において、社民・社大・結連

合の代表質問の中で、当山議員からも問題提起して

います。そういう施設の整備は極めて重大で、急を

要するような事業ではないかと思うのですが、その

辺の検証や検討は行われていますか。

○平安名盛正水産課長 今年度から当該事業を活用

して、那覇空港に隣接する民間業者の敷地内に設置

したストックヤードを用いて、現在、シンガポール

と上海や香港に、マグロや車エビなどの梱包手法を

用いて、集出荷の試験を実施しているところです。

○大城一馬委員 その民間の施設を利用して十分に

対応できるものと認識していいですか。

○平安名盛正水産課長 対応が可能なものとなるの

かについて、現在、事業の中で検証しているところ

です。

○大城一馬委員 次に、沖縄型オープンイノベーショ

ン創出促進事業について、ＩＴ産業の振興のためと

なっていますが、実際にそうなっていますか。

○盛田光尚情報産業振興課長 ＩＴ産業の振興も当

然ですが、ＩＴ産業と沖縄のほかの産業を沖縄型オー

プンイノベーション創出促進事業でマッチングさせ

る。これは３つぐらいの細かい事業がございますが、

その中でマッチングしていくということで、ＩＴ産

業も振興するし、県内のほかの産業も振興していく

というものでございます。

○大城一馬委員 県内のＩＴ産業の振興について、

県はどのような位置づけで、今後、この事業を展開

しようとしているのですか。

○盛田光尚情報産業振興課長 ＩＴ産業の振興につ

いては、平成２年度から、観光に次ぐリーディング

産業として、ＩＴ企業の集積、振興に取り組んでお

ります。我々としては、現在、売上高が4000億円を

突破していますし、県を代表するリーディング産業

に育っていると思っています。さらに、今、第４次

産業革命と言われている中で、ＩＴ技術、先端技術

を使って、産業構造を含めていろいろな産業が変わっ

ています。そこをうまく取り入れて、もちろんＩＴ

産業も伸びていくし、ほかの産業もＩＴを使って伸

ばしていきたいということです。

○大城一馬委員 次に、沖縄ＩＴイノベーション戦

略センター設立推進事業について伺います。このセ

ンターを設立することで、企業誘致や雇用拡大の数

値目標は出していますか。

○盛田光尚情報産業振興課長 沖縄ＩＴイノベー

ション戦略センターは、ＩＴを活用して県内産業全

体の振興を図るという産業支援のための機関です。

このセンターの設立によって、具体的に企業がどの

くらいふえるとか、雇用がどのくらいふえていくか

ということは、センターの直接的な効果としては出

しておりません。ただし、沖縄21世紀ビジョン実施

計画の中で、平成33年度の目標値として、立地企業

数が560社、売上高が5800億円、立地企業による雇用

者数が４万2000名という目標を立てております。

○大城一馬委員 ぜひ、目標達成に向けて頑張って

ください。

○瑞慶覧功委員長 新里米吉委員。

○新里米吉委員 農林水産部から質疑します。当初

予算説明資料の25ページ、新規事業の災害に強い高
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機能型栽培施設の導入推進事業。これは８億2730万

円ですが、この事業内容について説明をお願いしま

す。また、平成28年度の主要施策の成果に関する報

告書の中に、災害に強い栽培施設の整備事業があり

ますが、その違い、あるいは関連について説明して

ください。

○前門尚美園芸振興課長 新規事業の災害に強い高

機能型栽培施設の導入推進事業は、一括交付金を活

用して、災害に強い栽培施設と施設内の環境制御装

置を一体的に整備することとしています。具体的に

は、施設とこれに付随する環境制御施設として、加

温器、循環扇、自動巻き上げ装置などを一体的に導

入することで、園芸作物に適した環境を維持し、安

定生産や品質の向上による園芸産地の生産供給体制

の強化を図ることを目標としています。前身事業の

災害に強い栽培施設の整備事業は、平成24年度から

実施していました。この事業は、台風等の自然災害

に適応した栽培施設ということで、具体的には強化

型パイプハウスや平張り施設を整備し、園芸産地の

生産供給体制の強化を図ってきたところです。今回

の新規事業は、前身事業で導入してきた栽培施設に

加えて、施設内の環境制御を一体的に整備する計画

としております。

○新里米吉委員 より高度なものになったと理解し

ました。補助率や補助額はどうなっていますか。

○前門尚美園芸振興課長 補助率は10分の８以内と

なっております。

○新里米吉委員 次に、平成28年度の主要施策の成

果に関する報告書７の５ページ、沖縄型農業共済制

度推進事業について、その効果として、平成29年３月

31日時点で、園芸施設共済加入率は20.1％から24.6％

に改善したと書かれていますが、改善したといって

も余りにも加入率が低過ぎると思います。その効果

が不十分ではないかと思っています。その原因を説

明してください。

○喜屋武盛人糖業農産課長 沖縄型農業共済推進事

業については、本県は台風等の災害が多いことから、

共済掛金率が高く、特に園芸施設共済では全国平均

の3.8倍となっています。このため沖縄型農業共済制

度推進事業によって農家の負担軽減を行い、加入率

の向上を図っております。委員から御指摘がある園

芸施設共済ですが、平成27年２月に全国的な制度改

正があり、補償が拡充されたと。被害が出た際の共

済組合からの補償がこれまで以上に支払われること

になったのですが、それに伴って農家負担率が少し

高くなったと。このことが原因なのか、平成26年度

には加入率が前年度の23.4％から19.8％まで低下し

ました。その後、本事業等を活用した加入の推進策

などによって、平成28年度には24.6％まで―確かに

低いという御指摘もございますが、約５ポイント回

復いたしました。県としては、平成30年度も沖縄型

農業共済制度推進事業費について、約１億3000万円

計上していますので、それを活用し、関係機関と連

携しながら共済の加入率向上を図ってまいりたいと

考えております。

○新里米吉委員 事業内容が加入促進活動の支援と

なっています。この事業で共済掛金に対する補助は

できないのですか。

○喜屋武盛人糖業農産課長 掛金については国の補

助が入っていますので、この事業で掛金の補助はで

きません。そこで、園芸施設共済の場合に、加入さ

れる農家が使う営農資材等に補助するということで

す。

○新里米吉委員 次に、当初予算説明資料の29ペー

ジ、航空機整備基地整備事業について、平成30年度

が90億1723万円、平成28年度が49億円余り、平成29年

度が41億円余りですので、ほぼ倍の予算額になって

います。平成28年度、平成29年度の事業実績と、平

成30年度に実施される事業の内容について伺います。

それと関連して、たしか去年の新聞に出ていたと思

いますが、企業が職員を採用しているようです。こ

れについても説明してください。

○平田正志企業立地推進課長 航空機整備基地整備

事業の実績として、平成28年度は格納庫を整備する

地域の造成工事を実施しました。平成29年度は、格

納庫及び事務所等の軀体を整備しています。平成30年

度は、格納庫工事で軀体に附属している拡大階段等

の鉄骨工事、内部工事、外壁、天井クレーン等の施

設の中の工作物等を整備する予定です。また、事務

所等も整備しており、内部工事とその他の外構工事

等が実施される予定になっています。それから、企

業の職員採用について、平成28年度は19名、平成

29年度は23名を採用しております。平成30年度は25名

を採用する予定であると聞いています。

○新里米吉委員 航空関連産業の集積、誘致も視野

に入っているわけですね。その集積や誘致の見通し

はどうなっていますか。

○平田正志企業立地推進課長 現在、県が整備して

いる航空機整備施設そのものは、入居予定の企業と

して、ＭＲジャパン株式会社の入居が決まっていま

す。今後の企業誘致については、県において平成28年

度から今年度にかけて航空関連産業クラスター形成
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に向けたアクションプランを策定するための調査を

実施しております。次年度は、このアクションプラ

ンに沿って、関連企業の集積のための誘致活動や航

空関連産業人材の育成に向けた取り組みを進めてい

くことを予定しております。平成30年度予算には、

航空関連産業クラスター形成の実現に向けた周知広

報に関する経費等も計上して、取り組みを進めてい

くことにしています。

○新里米吉委員 次に、説明資料の29ページ、新規

事業として正社員雇用拡大助成金事業で２億11万円

が計上されています。この事業内容を説明してくだ

さい。

○下地康斗雇用政策課長 正社員雇用拡大助成金事

業は、新卒者を除く35歳未満の若年者等を正社員と

して雇用し、６カ月間の定着につなげた企業に対し

て、１人当たり60万円の助成金を支給する事業です。

これによって、正社員の就職機会の創出や職場定着

の推進を図るものとなっております。

○新里米吉委員 平成28年度の正規労働者処遇改善

事業、あるいは平成29年度の正規雇用化企業応援事

業を見ると、額が全然違うわけです。そのときには

正規雇用にするために講師を派遣したり、セミナー

などを行っていたはずですが、今回は雇用する企業

に対する具体的な支援があるということですね。

○下地康斗雇用政策課長 これまでは非正規社員を

正規社員に転換する取り組みに対する支援でしたが、

新規事業については、最初から正社員として雇用し

て、これを定着させる企業の取り組みに対する支援

ということになります。

○新里米吉委員 次に、沖縄県アジア経済戦略構想

の産業成長戦略の中で、地場産業、地域基盤産業に

対する主な取り組みとして、工芸縫製・金細工技術

者養成、工芸感性価値創造人材の育成など、豊富な

伝統的工芸品を生かした産業の振興に資する人材を

育成するということです。工芸縫製・金細工技術者

の養成や工芸感性価値創造人材の育成などについて、

よくわかりませんので、それぞれ説明してください。

○神谷順治ものづくり振興課長 工芸縫製・金細工

技術者養成事業は平成29年度の事業であり、県内染

織物を活用したバッグや財布などの縫製品を製作す

る技術者と、主に銀や銅、しんちゅうを使用した金

属加工技術者をそれぞれを養成しているところです。

同じく、工芸感性価値創造人材育成事業は、本県の

伝統織物、紅型、漆器、金細工に施される紋様を活

用した新たな工芸品の開発を行う人材を育成してい

ます。ともに高度な技術を持つ県内外の専門技術者

を講師として招き、技術力及び製品開発力を習得す

るための研修を工業振興センターにおいて実施して

いるところです。

○新里米吉委員 講習会や商品開発の技術調査など

を行ってきたということですが、新商品の開発とし

て、何かできていますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 ことしは既に実施

しましたが、毎年、習得した技術を浦添美術館など

で展示し、これを周知をすることで販路拡大につな

げていくということを行っております。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 歳出予算事項別積算内訳書の中から

質疑いたします。まず17ページです。去年も聞きま

したが、平成30年度に予定している、多面的機能増

進活動と体制整備活動実施地区について伺います。

○大村学村づくり計画課長 中山間地域等直接支払

事業については、中山間地域等が抱える農業生産面

の不利性を補正し、適切な農業生産活動が継続的に

行われるよう、農業者などが作成する集落協定に基

づく取り組みを支援する目的で実施しております。

当該事業における多面的機能増進活動といたしまし

ては、景観作物の植えつけ、堆肥の投入、環境に配

慮した性フェロモンの利用による害虫防除、防風林

帯の下草刈りなどを11の市町村で実施する計画と

なっております。また、体制整備活動は、高齢化等

により農業生産活動の継続が困難となった農用地が

発生した場合に備え、農地集積や農作業受託などに

より、補完できるような体制整備を行う活動となっ

ており、名護市を含めて６市町村で実施する計画と

なっています。平成30年度の地区別の県からの補助

としましては、北部地域においては３市町村で2022万

1000円、中部地域では１市で43万8000円、南部地域

では４町村で717万9000円、宮古地域では１村で684万

円、八重山地域では２町で1288万5000円となってお

ります。

○親川敬委員 次に、33ページの高付加価値茶生産

技術開発事業について、去年、ベニホマレの周年多

回数収穫技術の開発ということで、事業目的、予定

を聞きましたが、その結果はどうなっているのか。

そして、平成30年度ではどこまで広げようとしてい

るのか、その辺を教えてください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 ベニホマレ

の周年多回数収穫技術の開発及び収穫期の移動技術

の開発については、これまで収穫期別の紅茶品質及

び収量調査を行っています。それから、揉捻条件別

の紅茶製造試験を行いまして、官能審査による評価
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を終えたところです。結果については、データがご

ざいませんので、詳しく述べることはできませんが、

そういった試験を終えているということです。

○親川敬委員 結果は、いつごろわかりますか。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 平成30年度

が終期ですので、平成30年度中にはわかると思いま

す。

○親川敬委員 沖縄型天敵利用のための基盤技術開

発事業について、平成29年度と平成30年度を比較し

たときに、どこが強化されようとしているのか。あ

るいは、何を高めようとしているのか、その辺を教

えてください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 これまでの

進捗状況ですが、沖縄県の春夏期における有望な天

敵温存植物について、ヒメハナカメムシにはソバ、

マリーゴールドフレンチ、スイートバジルなどの天

敵温存植物が適していると。それから、チリトゲカ

メムシ類については、ソバとスイートバジルが適し

ていると。それから、タバコカスミカメは、ホーリー

バジルとバーベナ、加州菊が有用であるということ

で、その可能性がわかっています。平成30年度も引

き続き、春夏期の天敵温存植物の評価と秋冬期の天

敵温存植物の評価を行っていくこととしております。

○親川敬委員 実際に農家で活用されるのは、いつ

ごろをめどにしていますか。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 この事業は

平成31年度に終了しますので、それまでには天敵温

存植物を農家へ普及し、活用できればと考えており

ます。

○親川敬委員 43ページの、世界一おいしい豚肉作

出推進事業について、去年はゲノムの解読やＤＮＡ

チップを用いた効率的な育種改良法を確立するとい

う説明がありました。平成29年度と比較したときに、

平成30年度はどこを目指しているのでしょうか。こ

れまでの説明では、アグー専用のＤＮＡチップの開

発やＤＮＡチップを利用した効率的な育種改良法の

確立ということでした。その辺がどこまで進んでい

るのか、お聞かせください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 ＤＮＡチッ

プについては、平成29年度中に開発が終了しまして、

平成30年度からは実際にこれを活用して、アグーの

肉質能力等を評価していくことになります。その後、

アグー個体の遺伝能力評価及び選抜を行い、肉質の

向上に努めていくと。能力が高いと評価されたアグー

豚については、家畜改良センターに導入して、優良

アグー豚を生産農家に供給する予定です。時期につ

いては、平成33年度を予定しています。

○親川敬委員 次に、53ページの県産魚介類の美味

しさを科学する事業について、前回の説明では、う

まみ成分や歯ごたえなどに及ぼす適切な条件とは何

か解明していきたいという話がありました。その辺

についてはどうなったのでしょうか。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 これまでの

進捗状況ですが、まず、ソデイカの黄変に係る調査

分析におきましては、ソデイカの黄変に関してメイ

ラード反応、糖とタンパク質、酵素による反応が起

きている可能性があると思われるため、筋肉中の全

糖量の測定と糖組成について分析を行っているとこ

ろです。それから、アカマチの煮えたような身質に

係る調査分析において、マグロ等の焼けと言われて

いる状況と似ていることから、アカマチの筋肉組織

の組織切片の顕微鏡観察及びペアの分析、乳酸の分

析を行っているところです。

○親川敬委員 ぜひ、それを進めてください。

次に、66ページです。以前は、海外研修生受け入

れによる農業農村活性化事業がありました。今回か

ら海外農業研修生受入支援事業になっていますが、

この２つの違いは何ですか。

○屋宜宣由営農支援課長 海外農業研修生受入支援

事業は、今年度まで実施する研修生受け入れによる

農業農村活性化事業の後継事業として平成30年度に

実施する予定となっています。これまでは管理団体

への委託事業ということで、技能実習生の受け入れ

を行う農業者を支援してきましたが、平成30年度か

らの後継事業では、補助事業により実施する予定と

なっております。

○親川敬委員 そうすると、管理団体はどうなるの

ですか。

○屋宜宣由営農支援課長 今年度までの事業は、公

益財団法人オイスカ―ＯＩＳＣＡだけが加入対象に

なっていました。次年度は、市町村が事業主体とい

うことで、それぞれの市町村において技能実習生を

受け入れる管理団体として、ＯＩＳＣＡ、農業協同

組合、一般財団法人沖縄美ら島財団の３団体を想定

しております。

○親川敬委員 研修生の受け入れまでの手続と研修

生受け入れの条件があれば、教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 受け入れまでの手続とし

ては、技能実習生の選定になります。これは主に管

理団体等を通じて行っていただきますが、農家と実

習に来られる方の雇用契約と技能実習計画書を作成

します。この作成と認定の申請は外国人技能実習機
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構へ提出する書類となりますので、しっかりした管

理団体が行うことを想定しております。それが終わ

ると、入国管理局での在留資格認定の審査、次に在

留資格認定書が交付されて、技能実践された暁に入

国ということになっています。

○親川敬委員 予定でいいので、平成30年度の国別

の研修生の受け入れ地域がわかれば教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 平成30年度の技能実習生

の受け入れ予定は、インドネシアから15名、フィリ

ピンから７名、ベトナムから57名、合計で79名の予

定です。市町村別に見ると、国頭村、東村、名護市、

金武町、浦添市、南風原町、豊見城市、糸満市、南

城市、八重瀬町、南大東村、石垣市で受け入れる予

定になっております。

○親川敬委員 ほとんどのところがアジアです。ア

ジアの皆さんに沖縄に研修に来てよかったと絶対に

言っていただきたいのです。そのためには、この方

々がそれぞれの国に帰られた後の沖縄との連携とい

いますか、今後、この方々の帰国後に農業や技術を

フォローしていくような体制も必要であると思いま

す。帰国後の状況把握の手段はあるのでしょうか。

○屋宜宣由営農支援課長 直接、県の調査というこ

とではないのですが、ＯＩＳＣＡなど管理団体を通

じた調査の結果、まず、農業関係で従事されている

方で、帰国後に連絡がとれた方が48名おり、そのう

ち30名が実際に実習の成果を生かして農業に従事さ

れています。

○親川敬委員 次に、93ページです。ことしの予算

書では島ヤサイ産地拡大推進事業という名称になっ

ていますが、これも前年度までは、うちなー島ヤサ

イ商品化支援技術開発事業だったと思います。まず、

その確認をさせてください。

○前門尚美園芸振興課長 島ヤサイ産地拡大推進事

業は、平成27年度から平成29年度まで実施していた、

わったー島ヤサイ産地力強化事業の後継事業となっ

ています。これは、平成30年度から平成32年度まで

実施する計画です。

○親川敬委員 去年、幾つか島野菜の種類を挙げて

説明していただきましたが、今、産地の拡大という

ことになっていますので、28品目ある島野菜の中か

ら、どの地域にどの品種を拡大しようとしている計

画なのか、説明してください。

○前門尚美園芸振興課長 島ヤサイ産地拡大推進事

業は、市町村で島ヤサイ推進基本方針を策定した地

区で事業を実施することにしています。これは市町

村で島野菜の産地化を目指す方針が明確に定められ

ている地区が対象となります。大宜味村、伊江村、

本部町、中城村等の９地区でその方針を策定してお

り、例えば、伊江村では島ラッキョウの産地化とい

うことで、機械を入れて省力化したり、島野菜の販

売促進などに取り組んでいます。また、中城村は島

ニンジンということで、島ニンジンは緑化といって、

店頭に置いたときに黄色の部分が緑色になるもので

すから、黄色のまま保持するフィルムをつくったり、

島野菜の生産力を上げるための実証展示圃に取り組

んでおります。

○親川敬委員 次に、126ページのいっぺーまーさん

パインアップル強化事業について、農家へ配付して

いくという説明がありましたが、その状況はどうなっ

ているのか教えてください。

○前門尚美園芸振興課長 いっぺーまーさんパイン

アップル強化事業は、生食用のパイナップルの産地

化に向けて優良種苗の緊急増殖を委託したり、高品

質の果実生産に向けた技術開発を図る事業となって

います。具体的には産地協議会における輪切り、増

殖などを行って、種苗の増殖等を行ったり、農業研

究センターにおける高品質の安定生産技術の確立に

向けた試験を行っています。平成29年度は、東村ほ

か３市町村の産地協議会において、新品種の種苗増

殖の委託を行っております。平成30年度は、石垣市

ほか７市町村の産地協議会を対象に、種苗増殖の委

託を予定しております。

○親川敬委員 製品としては、まだ市場に出回って

いないのですか。

○前門尚美園芸振興課長 産地に配付した後、パイ

ンは２年ほど市場に出ないのですが、一部、沖農Ｐ17、

サンドルチェで商標登録をとっている沖縄県で一番

新しい生食用の品種がございます。それは販売テス

トということで、ファーマーズマーケットや東京で

バイヤーに試食していただいております。それを、

いっぺーまーさんパインアップル強化事業で産地に

増殖を緊急的に行って供給できるように、今後、産

地協議会と連携して進めてまいりたいと考えていま

す。

○親川敬委員 私たち県民の口にも入るように、頑

張っていただきたいと思います。

145ページ、ヒージャーの振興対策についてですが、

前年とことしの違いと、ことし予定していることが

あれば教えてください。

○池村薫畜産課長 平成27年度から今年度まで取り

組んでいる、おきなわ山羊生産振興対策事業におい

て、県が推奨しているボア種という大型の種ヤギを
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生産農家に110頭導入し、増殖を図っております。こ

の事業の中で、初めてヤギの経営手法をつくって、

体重の増加がヤギ農家の収益性において重要な要因

であるということを明らかにしたので、平成30年度

からは、新たに収益性を高め、体重増加の改良を推

進するために、県外、海外も含めて大型のヤギ種の

導入を計画しております。そのヤギを導入すること

によって、農家の産肉能力向上につなげていくもの

が新規事業でございます。

○親川敬委員 ことしの数字は確認していませんが、

去年までは北部地域が出場頭数が多いという話もあ

りました。ただし、もう少し改善が必要ではないか

と思うのが、競り市が南部地域で行われていること

です。北部地域も一部では行われていますが、飼育

頭数の多い北部地域、特に今帰仁村での競り市が少

ないということについて、県としてはどのように考

えていますか。

○池村薫畜産課長 ヤギの競り市は、糸満市の南部

家畜市場と今帰仁家畜市場で開催されています。南

部家畜市場が歴史が古く、偶数月に定期的に開催し

ており、北部地域の今帰仁家畜市場では年３回で、

最近から定期的に開催されています。これまでは、

どちらの市場に持っていくのかは、生産者の自由な

ので、北部地域の生産者も南部家畜市場に持って行

くという実態がありましたが、こういった形で定期

的に競りが開催されるようになると、生産者もそれ

に合わせて出荷することができると思います。

○親川敬委員 ヤギ飼育農家の話を聞くと、南部家

畜市場まで持っていくのに経費がかかるとのことで

す。その辺を競り値で埋めていかないといけないと

いうことであれば、そこはもう少し改善が必要であ

ると思います。北部地域のヤギは北部地域で競りが

できるように、ぜひその辺の対策もとっていただき

たいと思います。

次に、187ページの名護市の眞喜屋ダムの事業の関

連ですが、現在、その水質はどうなっているのか。

そして、この事業による管理施設の補修計画の進捗

はどうか。それから、関連すると思われる215ページ

のため池の事業ですが、工事費のところにも金額が

入っていますが、そことの関連がおわかりでしたら、

あわせて説明していただくようお願いします。

○安仁屋智農地農村施設管理班長 眞喜屋ダムの水

質管理の状況については、ダムの上流域において大

小さまざまな土砂崩壊が生じており、大雨の際に崩

壊した多量の土砂が赤水となってダム湖に流れ込み、

水質が悪化することから農業用水の取水制限を引き

起こしていました。このため平成25年度に県営ため

池等整備事業の新規地区として採択され、現在、そ

の対策工事を実施しております。近年においては、

農業用水の取水制限を引き起こすような赤水は発生

しておらず、水質自体に特段の問題はありません。

県営ため池等整備事業眞喜屋地区は、平成25年度に

採択され、平成31年度完了する予定です。総事業費

が５億7840万円で、平成29年度までに２億8013万

1000円、進捗率は48.4％です。平成30年度の予算は

7030万円となっております。

○親川敬委員 次に、商工労働部に質疑いたします。

22ページです。これは浦添市とうるま市にも関係す

ると思いますが、去年も経済労働委員会で議論にな

りました。その中で浦添職業能力開発校の自動車整

備科の定員の検討状況について、お聞かせください。

○宮平道子労働政策課長 浦添職業能力開発校の自

動車整備科については、沖縄県立職業能力開発校整

備基本計画に基づきまして、平成31年度に具志川職

業能力開発校へ統合し、廃止することになっていま

したが、雇用情勢の変化等を受けまして、計画の見

直しも視野に検討することとしております。現在、

具志川職業能力開発校及び浦添職業能力開発校の両

校との意見交換を行うとともに、外部有識者等から

意見を聴取するということで、検討委員会の開催に

向けて調整しているところです。

○親川敬委員 次に、94ページの先端医療産業開発

拠点実用化事業について、これも事業名が変わった

ようですが、事業内容の説明をお願いします。

○神谷順治ものづくり振興課長 本事業では、那覇

空港近くにアジア等への展開を見据えた細胞培養加

工施設を核とする再生医療拠点を整備し、その周辺

に企業の集積を進めたいと考えております。また、

これまで沖縄工業高等専門学校―沖縄高専と連携し

て研究を進めてきた臨床用バイオ３Ｄプリンターに

ついては、県内医療機関と連携して、安全性試験や

効果検証を行い、実用化に取り組んでまいります。

○親川敬委員 これは去年とどこが違うのですか。

平成30年度では何をやろうとしているのですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 去年まで沖縄高専

等と連携して研究を進めてきた臨床用バイオ３Ｄプ

リンターについて、平成30年度は、県内医療機関と

連携して安全性の確認や効果検証を行い、実用化に

向けて取り組んでいくことを考えております。

○親川敬委員 専門家ではないので、よくわからな

いので、詳しく説明してもらえますか。実用化とい

うからには、何か期待できるものがあるのかと思い
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ますが。

○神谷順治ものづくり振興課長 今年度は、３Ｄプ

リンターを沖縄バイオ産業振興センターに設置して、

今は犬などの動物で実験しているところです。次年

度は、これを踏まえて人の細胞を培養し、人の試験

をしていくことを想定しているところです。

○瑞慶覧功委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 まず、農林水産部関係から質疑

いたします。新年度予算は前年度と比べると減額に

なっていますが、その大きな要因は何ですか。

○美里毅農林水産総務課長 減の主な要因は、ソフ

ト交付金で約25億7000万円の減、ハード交付金で約

16億2000万円の減となっており、そのほかにも、事

業量が大きいために減っているものとして、農業研

究センター名護支所施設整備事業で８億2421万

8000円の減となっています。また、水産生産基盤整

備事業で５億2590万円の減で、これは南大東漁港の

整備費の減です。これらが主な減の要因となってお

ります。

○瀬長美佐雄委員 農林水産部の大きな課題として、

農業従事者の高齢化に伴う生産量の減少をどう防ぐ

のかということだと思います。この中で、食糧自給

率を正面に据えた対応が、目標として見えないので

すが、現状はどうなっていますか。

○美里毅農林水産総務課長 食糧自給率について、

県では平成33年度の食糧自給率の目標値をカロリー

ベースで45％と設定し、各種施策に取り組んでいる

ところです。その実績としては、平成27年度の食糧

自給率がカロリーベースで26％、生産額ベースで54％

となっております。また、自給率の向上に当たって

は、経営感覚にすぐれた担い手の育成や多様な新規

就農者の育成確保、自然災害や気象変動に対応した

耐候性ハウス等の栽培環境の整備、農業用水源の確

保やかんがい施設等の生産基盤整備の促進などに取

り組んでおります。

○瀬長美佐雄委員 目標の平成33年度に照らしても

大分開きがあると思います。この課題に向けて、ど

のような対策を打っていますか。

○美里毅農林水産総務課長 本県の主要な農林水産

物は、肉用牛、サトウキビ、豚、菊等となっており、

主食である米など穀物の生産量が低いことも食糧自

給率が低くなる要因となっております。

○瀬長美佐雄委員 この間、農家の平均年齢は高く

なっているのか。それとも、新規就農者がふえて、

平均年齢が低くなっているのか。これについては、

どういう傾向ですか。

○屋宜宣由営農支援課長 青年農業者の数について

は、この間、いろいろな施策を実施してきたことも

あって、平成24年度に1261名であったものが、平成

25年度に1299名、平成26年度に1761名、平成27年度

に1781名、平成28年度に1869名と増加傾向にありま

す。

○瀬長美佐雄委員 青年農業者がふえているのは、

いい傾向ですが、実際に今の平均年齢はどのぐらい

になっていますか。

○島尻勝広農林水産部長 平成17年度の農業従事者

２万8224名の中で、65歳以上は54％です。平成27年

度現在では１万9916人ということで、こちらも同じ

ように65歳以上が54％なので、農家の人口数は減っ

ていると思いますが、他県に比べて、高齢化は少し

おくれているのかもしれません。ただし、高齢化に

ついては、離島地域に行けば行くほど深刻であると

いうことは認識しております。

○瀬長美佐雄委員 食料生産という観点から、きち

んと農地を耕して生産に結びつけるという対策を見

ると、遊休農地の状況は改善していて、これが少な

くなくなっているのですか。

○大村学村づくり計画課長 平成28年度の荒廃農地

は、全体で3279ヘクタールです。その中で、平成21年

度から平成28年度までの間に耕作放棄地再生利用緊

急対策事業で改善したのが316ヘクタールとなってお

ります。今後も耕作放棄地の再生に向けて、農地中

間管理機構や市町村の関係機関と連携して、担い手

への農地集積などに取り組んでいきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 新規就農者の支援によって、年

300名ぐらいコンスタントにふやしている状況がある

のですが、新年度の予算が前年度に比べて減ってい

るのはどういう理由によるものですか。

○屋宜宣由営農支援課長 新規就農一貫支援事業等

の事業について、予算額が前年度から減っている理

由ですが、予算については、前年度において市町村

に要望調査を行い、予算額を算出することにしてお

ります。平成30年度の予算が減少している主な要因

としては、農業機械及び施設等の整備支援を行うス

タートアップ支援において、平成29年度に実施予定

だった助成対象者の中で、農地の確保が困難になっ

たこと等により取り下げがありました。また、平成

30年度に実施予定だった方々を、平成29年度に６名

繰り上げて支援を実施したところです。その結果、

平成30年度の実施予定件数が26件から20件となり、

その分が減少しているということもあります。

○瀬長美佐雄委員 目標としては、年に300名ぐらい



－149－

ということなので、新年度は300名に届きますか。

○屋宜宣由営農支援課長 新規就農実態調査につい

ては、現在、市町村を通じて集計しているところで

す。その結果については、まだ届いておりませんの

で、取りまとめ次第、報告したいと思います。

○瀬長美佐雄委員 次に、63ページの農業次世代人

材投資事業について、説明してください。

○屋宜宣由営農支援課長 農業次世代人材投資事業

は、次世代を担う農業者となることを志向している

青年新規就農者の増加と就農定着を図るため、就農

前の研修期間、また経営を開始して間もない経営が

不安定な就農直後の所得を確保するために、農業次

世代人材投資資金を交付する事業となっております。

同事業には、準備型と経営開始型の２つのタイプが

あり、いずれも就農時に原則45歳未満であるという

要件がついております。準備型については、県が交

付することになっています。農業大学校、先進農家、

研修を受ける施設等で研修をしている就農希望者に

対して、最長２年間、年間当たり最大で150万円の資

金を交付する事業となっています。経営開始型につ

いては、市町村が交付主体となっています。これは

市町村が策定する人・農地プランに位置づけられて

いる、または位置づけられることが確実であると見

込まれる独立自営就農者に最長５年間の資金を交付

します。これも最大150万円となっています。これま

での成果については、沖縄21世紀ビジョン基本計画

に基づき新規就農者を確保するということで、これ

に対して大いに貢献している事業であると考えてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 何名ぐらい適用されていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 平成30年度は、準備型で

50名。経営開始型につきましては１年目、２年目と

いうように給付期間中の方もおりますが、新規で87名

を予定しております。

○瀬長美佐雄委員 県立農業大学校は養成機関とし

て重要な学校です。今度、卒業する皆さんの進路に

ついては、どのような状況かわかりますか。

○屋宜宣由営農支援課長 きのう、県立農業大学校

の卒業式がありましたが、就農率としては、ことし

卒業する学生のうち62％が就農するということです。

今、手元に資料がないので、定かではありませんが、

自営就農が３名で、農業生産法人等における就農が

残りの方々であったと記憶しております。

○瀬長美佐雄委員 次に、離島型の植物コンテナ事

業が、去年から企画部と連携しているということで

すが、その状況はわかりますか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、農林水産部長から同事業につい

ては未実施との説明がされた。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 観光客がふえ続けている中で、

観光客に県内産を供給することは、農家にとっては

生産面、所得もふえるということです。観光分野と

の連携について、県内産や県外産の供給体制につい

て、どのような状況なのか把握されていますか。

○幸地稔流通・加工推進課長 農林水産部では、観

光分野と連携して、食に関連する情報発信やグリー

ンツーリズムの推進に取り組んでおります。食に関

する情報発信としては、県産の農林水産物を積極的

に活用しているホテル、飲食店等を沖縄食材の店と

して登録し、観光客に情報発信しています。また、

マンゴーの日やパインの日などの農林水産物記念日

にイベントを開催し、観光客に広くＰＲしています。

さらに、おきなわ花と食のフェスティバルを開催す

ることで、県産農林水産物及び加工品の魅力発信、

県産農林水産物を使用した観光土産品の開発支援、

県内ホテルでのインバウンド向け県産食材のテスト

マーケティング、ＪＡＬやＪＴＡ協力のもと機内や

空港ラウンジでの県産品の提供などを実施していま

す。グリーンツーリズムの推進については、グリー

ンツーリズム活動組織の育成及び連携強化を図る研

修会、ネットワークの設立支援、体験交流プログラ

ムのブラッシュアップ、ホームページによる情報発

信などに取り組んでおります。平成30年度において

も、これらの取り組みを継続し、観光分野との連携

による農林水産業の振興に努めてまいります。

○瀬長美佐雄委員 私が聞いているのは、そういう

事業の実施によって、実はどうなっているのだろう

かと。離島などは特に連携を強化しないといけない

と思います。実態としてどれだけの供給量が必要で、

そのうち県外からの輸入で供給している部分がどれ

だけあるのかということだと思うのです。その実態

を踏まえて、より連携した形で県内産を供給できる

仕組みをつくると。県内産でどのくらいの量を賄え

ているのかという状況もわからずに、その対応がで

きるのかという思いで聞いています。実態の掌握に

ついてはどうなっていますか。

○幸地稔流通・加工推進課長 県内ホテルにおける

県産農林水産物の利用状況については、県内ホテル

に対して県産農林水産物の利用状況とニーズ、地産

地消の取引拡大、取り扱い拡大に向けた課題を把握



－150－

するための調査を実施しています。この中で、平成

27年度の県産農林水産物の利用状況は33.6％になっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、県産農林水産物の利用率

を引き上げる方向で、連携を強化してほしいと思い

ます。

次に、営農体制について質疑します。農林水産部

全体で職員が少なくなっているということですが、

実際に農家を支援をする体制、研究機関、営農指導

という部分は厚くすべきという思いがあります。こ

ういう部分の人材の配置については、ふえているの

か、あるいは減り続けているのか。どのような状況

ですか。

○美里毅農林水産総務課長 平成26年度と平成30年

度を比較すると、本庁の定数は、平成26年度が267名、

平成30年度も267名で、その増減はありません。農林

水産振興センターは、平成26年度が221名、平成30年

度が215名ということで、６名の減です。研究機関は

平成26年度が222名、平成30年度が202名ということ

で、20名の減となっています。また、農業研究セン

ター以外の出先機関につきましては、平成26年度が

208名、平成30年度が189名ということで、19名の減

です。トータルで見ると、45名の減という状況になっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 生産を上げない限り、食糧自給

率が上がらないという観点から、指導的な研究機関

を含めて、そこは位置づけて強化すべきであると思

いますが、いかがですか。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産業については、

自然、植物や動物などが対象ということで、技術的

に確立するときには、新規就農を含めて技術の定着

が必要であると思っています。そのためには、末端

にいる普及員を初めとして、研究機関、出先機関は

農家などとの接触が多い職場なので、適正な技術の

指導、関係機関との連携が必要であることから適正

な人員措置を行うべきであると思っています。この

辺については県庁全体のバランスもありますので、

技術や指導的な資質向上を含めて、研修体制の強化、

関係機関との連携をしっかりと図っていきたいと思

います。

○瀬長美佐雄委員 続いて、商工労働部に質疑しま

す。好調な県経済において、課題として所得の向上

や、雇用形態として正規雇用をふやすことが求めら

れていますので、そこに対する新年度の強化方向や

目標がどういう形になるのか説明してください。

○下地康斗雇用政策課長 先ほど新規事業の概要を

説明いたしましたが、この事業を通して正規求人の

数をふやすということで、沖縄労働局と沖縄県は雇

用対策協定を結んでおり、その中で正社員の就職件

数について、毎年、目標値を掲げて取り組んでおり

ます。次年度からの新規事業でも、目標値と実際の

就職件数の差を埋めるということで、約300人に助成

して、全体的な正社員の求人数と正社員の就職件数

を伸ばしていくことを考えております。

○瀬長美佐雄委員 今の答弁は、正社員の雇用拡大

を図るための新しい事業ということですか。

○下地康斗雇用政策課長 新規事業である、正社員

雇用拡大助成金事業でございます。

○瀬長美佐雄委員 これについては、ぜひ300名を超

える支援を行ってほしいのですが、手続のあり方な

ど、事業者にどのように周知して、いつの時点で企

業に助成金が支払われるというような流れは、どう

なりますか。

○下地康斗雇用政策課長 周知につきましては、ハ

ローワークを通じて正規の求人を行っていますので、

ハローワークや沖縄助成金センターに協力を依頼し

て、沖縄労働局と連携して周知を図っていくと。ま

た、本助成金の業務自体は委託する予定ですので、

委託先に専任のコーディネーターを配置して、商工

会議所や個別企業への訪問等で周知を図り、さらに、

観光、福祉、保育など各種業界団体への周知も関係

部局を通じて依頼していきたいと思います。さらに、

新聞広告等での周知を図っていきたいと考えていま

す。手続の流れですが、ハローワークを通じて正社

員を求人して、正社員として雇用した時点で、正社

員の定着に向けた取り組みに係る企業の計画を事前

に県に出していただきます。その後、６カ月間しっ

かりと取り組んで、定着につなげたという実績報告

によって交付申請を行い、その実績報告と交付申請

を県で審査して、助成金を支給するという流れにな

ります。

○瀬長美佐雄委員 ぜひこれを有効に活用して、正

規雇用をふやしてください。正規雇用をどのように

してふやすのかということは、県政を上げて取り組

むべきことであり、この事業は思い切った事業とし

て評価しています。県全体の公共事業の中で、これ

をふやしていくということが提起されています。例

えば、教育分野において少人数学級をふやすことに

伴い、職員採用の数がふえていくと。これは教育サ

イドですが、県全体でそういった事業の中で雇用を

ふやしていくというところを掌握する必要があると

思います。全体の正規雇用をふやすという中で、県
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にかかわる部分で、各部署でこれぐらいの採用を広

げて進めていくということも必要であると思います

が、どうですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 正規雇用については、

我々としては、どちらかというと県全体ということ

で、先ほど説明があった正規化のための助成金や、

これまで取り組んできた正規化サポート事業など幾

つかございます。それで正規化を進めていこうと考

えておりますし、沖縄労働局とは平成27年に協定書

を締結して、できるだけ正規雇用の求人も受け入れ

る。それから、きちんと成果として雇用させるとい

う目標値を立てました。先ほど答弁があったとおり、

七千幾らかの目標ですが、少し足りない部分を正規

化雇用助成金で賄うという取り組みでございます。

これを加えたことで目標に達するのではないかと。

これを続けていけば、正社員化が進んでいくと考え

ております。ただし、県庁内における成果の話とし

ては、今のところ余り上がっていない状況でござい

ます。

○瀬長美佐雄委員 次に、65ページのスマートエネ

ルギーアイランド基盤構築事業の説明の中で、ハワ

イとの連携とありますが、予算上は大分減っている

理由について説明してください。

○喜友名朝弘産業政策課長 スマートエネルギーア

イランド基盤構築事業は、再生可能エネルギーの普

及促進を図ることを目的として、ＩＴ技術などを活

用して、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた事

業となっております。具体的な取り組みとしては、

宮古島で農業用ポンプや電気給湯器をコントロール

して、太陽光エネルギーの効率的な利用を図るシス

テムを構築すること。波照間島でディーゼル発電機

にかわり再生可能エネルギーを動力源としたモー

ターを駆動して発電するシステムを構築し、島内の

電力を供給する実証事業でございます。また、ハワ

イ州知事と沖縄県知事、また国が協定を結んでおり、

お互いに島嶼であるということや、ハワイでは

2045年に100％再生可能エネルギーを目指していると

いうことなので、お互いに連携しながら技術的な面

も高めていこうとするもので、会議を開催したりし

ているところです。

○瀬長美佐雄委員 県の計画としてエコアイランド

化を目指すなどの目標があるのですが、今、言われ

たように、ハワイが100％再生可能エネルギーを目指

すという大がかりな取り組みをしているわけですか

ら、それこそ連携をとって、そこから学んで、沖縄

でどう具体化するのかと。当然、実証実験は行うべ

きですが、それを踏まえた目標を立てて、再生可能

エネルギーをどのようにして普及するのかという点

では、具体的な計画を持たなければならないと思い

ます。農業の分野でも、太陽光発電などの再生可能

エネルギーをどのように普及させるのかと。考え方

次第では、電気の供給源を自然エネルギーとリンク

させて、農業生産にも寄与できると思うのですが、

そこら辺はもっと具体的な計画について研究すべき

ではないでしょうか。

○喜友名朝弘産業政策課長 農業関係につきまして

は、宮古島では地下水を電気で吸引しています。そ

こで昼に余った再生可能エネルギーの電力を活用し

ようということで、農業関係とも連携していきたい

と考えています。

○瀬長美佐雄委員 全県に普及することが期待され

ています。

次に、グローバル産業人材育成事業について、そ

の狙いや目的など、どのような中身なのか教えてく

ださい。

○喜友名朝弘産業政策課長 グローバル産業人材育

成事業は、県内企業の海外展開などを牽引するグロー

バル人材を育成するため、海外展開に積極的な県内

企業などに対し、海外企業への実務研修派遣、また

海外専門家等の招聘や海外ビジネスに必要なスキル

習得のためのセミナーなどを行う事業です。これに

よって県内企業のグローバル化を目指し、海外展開

や所得の向上を図っていける企業の育成に取り組ん

でいきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 まず、49ページの森林資源研究費

について説明してください。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 森林資源研

究費の中のリュウキュウマツを天敵で守る技術開発

事業につきましては、リュウキュウマツをマツクイ

ムシから守るため、農薬を使用せず、在来の天敵昆

虫を利用した低コスト防除技術を開発するものであ

ります。これまでに沖縄産の天敵であるクロサワオ

オホソカタムシ卵接種法による殺虫効果試験を行っ

ております。また、ドローンを使ったクロサワオオ

ホソカタムシ卵の散布による殺虫効果試験に取り組

んでおります。平成30年度も引き続き、自然の景観

と経済的価値の高いリュウキュウマツをマツクイム

シの被害から守る技術開発に取り組んでまいりたい

と考えております。

○嘉陽宗儀委員 天敵でリュウキュウマツを守るこ

とは大変すばらしいと思いますが、具体的な中身は
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どうなっていますか。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 天敵のクロ

サワオオホソカタムシの成虫がマツクイムシの成虫

に卵を産んで、マツクイムシを駆除していくもので

す。その天敵の卵を放飼する技術を研究開発してい

るところでございます。

○嘉陽宗儀委員 マツクイムシ防除の中身はどう

なっていますか。

○崎洋一森林管理課長 マツクイムシ防除につきま

しては、国庫補助事業による公益的機能が高い保全

松林の防除と、沖縄振興特別対策推進交付金による

その他松林の防除を実施しております。被害の状況

につきましては、現在、名護市及び本部半島地域に

おいて被害が集中しており、県全体の約７割の被害

量が出ております。被害の最北端は、国頭村比地及

び東村高江となっております。防除は被害の多い地

域において、文化財や景勝地等の守るべき松林に対

して、樹幹注入を主体とした防除や伐倒駆除を実施

しており、選択と集中による対策を行っております。

なお、被害の先端地域では、被害が拡大しないよう

に、詳細な被害調査と徹底した駆除を目指して取り

組んでおります。

○嘉陽宗儀委員 天敵の中身について説明してくだ

さい。

○崎洋一森林管理課長 平成29年12月末時点の県全

体の被害量は2266立方メートルで、前年同月の被害

量4150立方メートルの５割程度となっております。

○嘉陽宗儀委員 私はマツクイムシについて、長年

やってきていますが、一向に抜本的な駆除するため

の体制が組まれていない。せいぜい松の幹に農薬を

まいて駆除することなどがありますが、本当の意味

で、マツクイムシの天敵で駆除するまでには至って

いないですね。ですから、改めてその分野の研究開

発に取り組まないと、リュウキュウマツはなくなり

ます。私は、マツクイムシの駆除法について特許を

とりました。これが全国で評判になって、松平伊豆

守の時代からある貴重な松が枯れそうだということ

で、大分助けることができましたが、改めて沖縄の

リュウキュウマツの希少さを皆さん方も重視して、

農薬に頼るのではなく、本当に天敵を皆さん方が開

発できればすばらしいことであると思います。です

から、すばらしい意見が出てきたと思ったのですが、

中身は従前と変わらないので、本当に県民が納得で

きるように試験や研究開発をしないと、いつまでたっ

ても同じことの繰り返しではないのですか。これに

ついて決意すべきではないですか。

○崎洋一森林管理課長 私は決意する立場ではござ

いませんが、先ほど答弁したとおり、これまでも試

験研究機関が新たな研究開発を行っていますので、

マツクイムシの天敵であるクロサワオオホソカタム

シの培養を踏まえて、これが確立するまでの間、こ

れまでの事業も行っていくということです。

○嘉陽宗儀委員 天敵で守る技術を開発したら、松

だけではなく、沖縄の亜熱帯性の植物は全部助かり

ますね。デイゴやバショウなど全部助かってきてい

ます。私、個人でこういうことを行っているわけで

すから、皆さん方は研究機関で予算もつくし、人材

もいます。今のままではだめになるので、本格的に

取り組んでもらえませんか。

○島尻勝広農林水産部長 貴重なリュウキュウマツ

や沖縄の植物等を含めて、自然に優しい天敵防除も

大事だと思いますし、それ以外の効果的な防除も大

事だと思っています。試験研究機関との連携やこれ

までの技術を踏まえるとともに、委員からの提案も

含めながら、研究に取り組んでいきたいと思ってい

ます。

○嘉陽宗儀委員 特殊病害虫の問題について、現在、

ウリミバエの対策はどうなっていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 御質疑の内容は、ミカン

コミバエのことかと思います。本年度、宮古、八重

山地域でミカンコミバエの誘殺が相次いで確認され

ました。その後、病害虫防除技術センターと地元市

町村の共同による積極的な対策の実施によって、平

成29年12月の初旬に竹富町で１匹誘殺が確認されま

したが、年明け以降はずっとゼロで、対策の効果が

確認されております。

○嘉陽宗儀委員 イリムサーの駆除状況はどうなっ

ていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 ゾウムシ類の防除、根絶

事業については、平成13年度より久米島で、平成19年

度より津堅島において実施しているところです。ア

リモドキゾウムシは、平成25年に久米島で根絶し、

津堅島については、現在の調査において寄生率がほ

ぼゼロとなっております。根絶対策の最終段階に至っ

たということで、県や国による確認調査を行うため、

沖縄県特殊病害虫防除条例に基づく防除地区として

平成29年10月30日付で津堅島を指定して、寄主植物

の移動規制を実施しているところです。

○嘉陽宗儀委員 結局、ウリミバエ、アリモドキゾ

ウムシは両方ともきちんと駆除しなければだめです

ね。ところが、今、それが中途半端になっています。

久米島については駆除したということですが、津堅
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島はどうなっていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 先ほど、ゾウムシ類と申

し上げましたが、アリモドキゾウムシについては、

久米島では根絶できました。津堅島では平成31年度

をめどに根絶を目指せるところまできております。

ただし、別の種類のイモゾウムシについては、まだ

根絶に至るまでのさまざまな課題を解決する段階に

あるというところです。

○嘉陽宗儀委員 私なりにずっと調査してきていま

すが、ここでそれを出して議論する必要はないと思

うのでやりません。ただし、私がウリミバエ問題を

取り上げてから20年以上になりますが、これまでずっ

と同じ答弁です。予算をきちんとつけて、研究体制

も整えて、個人的な名前をいろいろと挙げるわけに

はいきませんが、みんな一生懸命やってきました。

しかし、それだけでとまっているのです。すばらし

い学者、研究者も大分育ちました。しかし、このま

まではまずいので、改めて沖縄の農業を守ると。も

し、イモゾウムシ、アリモドキゾウムシ、ウリミバ

エをみんな駆除できたら、世界の飢餓、餓死がなく

なると言われているぐらい重宝されています。それ

だけ皆さん方の責任、世界からの注目度は大きいの

です。歴史を変える男になってください。

○瑞慶覧功委員長 先ほどの親川委員の質疑に対す

る答弁で、村づくり計画課長、また嘉陽宗儀委員の

質疑に対する答弁で、農林水産総務課研究企画監か

ら答弁を訂正したいとの申し出がありますので、発

言を許します。

大村学村づくり計画課長。

○大村学村づくり計画課長 先ほどの答弁で、平成

30年度の地区別の県補助金としまして、南部地区を

717万9000円と申し上げましたが、訂正いたします。

正確には7170万9000円です。申しわけございません。

○瑞慶覧功委員長 宮城克浩農林水産総務課研究企

画監。

○宮城克浩農林水産総務課研究企画監 先ほど嘉陽

委員の天敵に関する質疑で、マツクイムシの幼虫の

天敵であるクロサワオオホソカタムシの成虫が卵を

産みつけると答弁いたしましたが、マツクイムシの

媒介昆虫であるマツノマダラカミキリの幼虫に卵を

産みつけるということですので、おわびして訂正い

たします。

○瑞慶覧功委員長 引き続き質疑を行います。

金城勉委員。

○金城勉委員 水産課長、頑張っていますか。私は

沖縄県もずく養殖振興協議会から沖縄モズク大使を

拝命されておりますので、真っ先にモズクについて

お伺いいたします。ここ数年のモズクの生産高の推

移はどうなっていますか。

○平安名盛正水産課長 平成25年度が約21億2000万

円、平成26年度が約26億5000万円、平成27年度が約

20億8000万円となっております。

○金城勉委員 トン数で言うとどうなりますか。

○平安名盛正水産課長 平成25年度が１万5336トン、

平成26年度が１万9305トン、平成27年度が１万

4445トンとなっております。

○金城勉委員 平成27年度が大きく減っているのは、

どういう理由によるものですか。

○平安名盛正水産課長 平成27年度の生産量が落ち

ている原因といたしましては、２月の時期に日照不

足があり、雨が多かったことから、成長が余りよく

なかったということがあると聞いています。

○金城勉委員 県としては、生産高の目標を設定し

ていますね。それは幾らですか。

○平安名盛正水産課長 ３万トンを目標としており

ます。

○金城勉委員 いつごろを目標にしていますか。

○平安名盛正水産課長 目標年度については、平成

33年度としております。

○金城勉委員 今、２万トン弱で推移していますが、

これまでの数字を見ると、２万トンを超えたのは何

回かしかないですね。そういう中で３万トンの目標

達成に向けて、具体的にどういう生産体制を構築す

れば、それが可能になりますか。

○平安名盛正水産課長 県では、今、オキナワモズ

クの生産底上げ技術開発事業によって、生産性にす

ぐれた新品種を育成するための交雑技術の開発や効

率的な養殖技術の開発、普及及び生産の底上げを目

指しております。また、最近は早摘みモズクの需要

が高まっており、早摘みをすることで２回以上の収

穫が可能となり、それに伴う生産量の増大が期待さ

れております。そのほかにも機能性成分の活用によ

るフコイダンなどの成分で、胃に優しい海藻として

モズクを工業原料とする利用が可能になれば、３万

トンという目標に向けて、今後、取り組んでいける

のではないかと考えております。

○金城勉委員 素人ながら考えると、１万トンもふ

やしていくという目標であるならば、それだけ栽培

面積を拡大して生産高を上げるというイメージがあ

るのですが、そうではないのですか。

○平安名盛正水産課長 栽培面積というよりも、網

の張り方を従来よりも多目に入れる方法で、現在、
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漁業者も自身の生産量を上げるために取り組んでい

るので、そのような方法で回数をふやしていくこと

も可能であると考えております。

○金城勉委員 平成29年度から平成30年度になって、

平成33年度までに１万トンを増産するということで

すが、先ほど説明された栽培技術は完成しているの

ですか。

○平安名盛正水産課長 繰り返しになりますが、県

としては安定性や生産性にすぐれた新品種を確立す

るために交雑技術開発に取り組んでいるところです。

この技術をきちんと普及まで持っていくことができ

れば、３万トンの目標達成に向けて、漁業者が取り

組んでいけるものと考えております。

○金城勉委員 ですから、そういう技術開発のめど

はついていますか。

○平安名盛正水産課長 これについてはまだ研究途

中ということで、めどがついているというレベルに

は至っていないものと考えております。

○金城勉委員 そうであれば、１万トンを増産する

というのも、確定的な見通しではなくて、希望的観

測として理解すればいいのでしょうか。

○平安名盛正水産課長 現状においては、目標とし

て取り組んでいく数字であると考えております。

○金城勉委員 ぜひ頑張ってください。今は２万ト

ン弱の生産高ですが、皆さんが頑張っていただいた

おかげで、幸いにして需要に間に合わない状況になっ

ています。10年くらい前に、私が県議会で、毎回叫

び続けていたときは、在庫を抱えていて、価格は低

迷しているなど大変な状況であったのですが、その

ときから比べると本当に覚醒した感があって、モズ

クのよさも、フコイダンの研究も、さまざまな効能

も認識されるようになって、県外やアジアからも引

き合いがあって、逆にそれに応えられていない状況

があります。それはうれしい悲鳴ですが、そういう

意味でも、ぜひ頑張って３万トンの目標を達成して

いただくよう期待しています。

次に、現在の沖縄におけるモズクの出荷のあり方

はどうなっていますか。生産されたモズクはどうい

うルートで、どういう形で販売されていますか。

○平安名盛正水産課長 産地である漁協が一元集荷

し、加工業者に販売していくというやり方と、漁協

が全部の量を対応しきれない分については、加工業

者に相対売りというやり方で販売している状況です。

○金城勉委員 関係者から話を聞くと、もっと工夫

することで付加価値をつけたり、あるいは販売額に

ついては、もっと生産者が潤うような数字になるの

ではないかと。私が知っている範囲では、生産者が

直接、浜売りで仲買業者に渡してしまって、ある意

味で、買い値を抑えられて買い上げをされている。

また場合によってはルートを抑えられているという

現状があると聞いています。モズクを加工すると付

加価値がつき、雇用も生まれ、販売価格も有利な形

になって、より利幅がふえるという話も聞きます。

沖縄の場合は生産者から直接本土の仲買業者に渡し

てしまう量が多いので、なかなか歩どまりがよくな

いという指摘もあります。この辺はどうですか。

○平安名盛正水産課長 委員がおっしゃるとおり、

相対売りをしても加工業者に安値で買われてしまう

こともあります。そのため、県としては平成29年度

から一括交付金を活用して、おきなわ海藻消費拡大

事業に取り組んでおります。この事業は、生モズク

を各漁協で加工して出していくというやり方で、生

産から商品開発を含めて行うことができれば、商品

開発の部分で各漁協にお金を落とすことができるの

ではないかということです。現在、勝連漁業協同組

合のほか２つの漁協において、生モズクを使った商

品開発に取り組んでいるところです。

○金城勉委員 ぜひ、もっと積極的に進めていただ

きたいと思います。以前にも取り上げたことがあり

ますが、県内における学校給食への提供については

どうなっていますか。

○平安名盛正水産課長 学校給食への提供について

は、沖縄県漁業協同組合連合会で、一部ではありま

すが、活用してもらうために取り組んでいると聞い

ております。

○金城勉委員 具体的な量について把握しています

か。

○平安名盛正水産課長 具体的な数字については、

把握しておりません。

○金城勉委員 ぜひ具体的な数字を把握していただ

いて、もっと戦略的に、積極的に学校給食に提供す

る形をとっていただいきたいと思います。そうする

ことで、子供たちにモズクを身近な食材として、誇

りある県産食材としての認識も深まるし、子供たち

が育っていったら、その分、モズクの消費につながっ

ていきます。加工に回す分量をふやせばふやすほど

付加価値も高まると聞いていますので、漁協と一緒

になって、ぜひ取り組みをお願いします。

次に、ＥＶ自動車製造の取り組みについて、現状

をお聞かせいただけますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 ＥＶの開発、制作

に当たっては、沖縄県が整備した素形材産業振興施
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設を拠点に、工業技術センターや周辺企業が連携し

てＥＶ開発に取り組んでおります。県では、モーター

やコントローラーの開発など、ＥＶ関連技術を強化

する戦略的基盤技術導入促進事業を実施しておりま

す。観光やレジャー施設等で利用され、景観やデザ

インなど、多様なニーズに対応できる少量多品種生

産のＥＶの研究開発を行うことで、県内企業の基盤

技術を強化する取り組みを行っているところです。

少量多品種生産は、大手が参入しにくく、比較的、

優勢があると考えることから、さらなる製造技術の

向上に取り組むこととしております。

○金城勉委員 以前からそういう取り組みを進めて

いると思いますが、事業化のめどはどうですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 戦略的基盤技術導

入促進事業は、平成28年度から平成30年度までの事

業でございます。実際の取り組みとしては、例えば、

ＥＶのシャーシなどについて、金秀アルミ工業など

の県内の製造業者と連携しながら、まさに今、取り

組んでいるところでございます。

○金城勉委員 中城湾港新港地区でモデルケースを

進めているようですが、県内のあらゆる自動車関連

の工場でもつくれるような体制を目指しているとい

うことを聞いたことがあります。技術的にはそんな

に難しい技術ではないと聞いていますし、世界的な

流れを見ても、ガソリンから電気へとダイナミック

に動いていますね。そういう意味でも、この事業は

非常に有望な事業ではないのかと思います。民間で

事業化する見通しはどうですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 例えば、県内のホ

テルでは、いわゆる６人乗りのゴルフカートのよう

なもので実際に導入が始まっています。そういった

県内の観光施設やホテルなどにおいて、今後の需要

が期待されるところでございます。

○金城勉委員 どういう形で、どこで生産されてい

ますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 先ほど御説明いた

しました素形材整備事業によって、ネットワーク等

々が製品開発をしており、工業技術センター等とも

連携しながら、うるま市の素形材産業振興施設で組

み立てて販売しているところでございます。

○金城勉委員 そこはモデル事業として行っている

のですか。つまり民間の業としてスタートしている

のですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 素形材産業振興施

設は入居施設であり、賃貸工場です。そこで組み立

てて、販売まで行っているということです。

○金城勉委員 これも非常に有望だと見ております

ので、ぜひ積極的に強化していただきたいと思いま

す。

次に、琉球泡盛再興プロジェクト支援事業につい

て質疑します。この10年間、泡盛の消費量がずっと

減り続けています。業界としては、いろいろな工夫

や取り組みをしてもなかなか消費が回復しないとい

う状況にあって、大変な悩みの種かと思います。こ

れを何とか再興する手だて、まさにこのプロジェク

ト事業がそうだと思いますが、その内容、取り組み

について説明してください。

○神谷順治ものづくり振興課長 本事業は、泡盛業

界の厳しい状況を克服し、引き続き、地域経済の振

興を担うとともに、再び経営基盤の安定及び輸出産

業として成長させることを目的に、平成30年度当初

予算として7819万9000円を計上しているところです。

具体的には、沖縄県酒造組合が実施するプロモーショ

ン等の出荷拡大策への補助に加え、主体的に取り組

む個別酒造所への支援として、リーディング産業を

育成するためのマーケティング強化に対するハンズ

オン支援や、経営状況の厳しい離島を含めた泡盛酒

造所への経営改善計画の策定等を実施することとし

ています。

○金城勉委員 全国的に見ると、例えば、霧島酒造

が１社でもすごい生産高を誇っています。つい最近

までは、いいちこが全国に名をはせていたし、そう

いうところの手法などを参考にすることも考えてい

ますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 いいちこは、４社

が統合してできたのですが、県としては、全部で46社

ある酒造所について、リーディング産業としてマー

ケティングを強化していく。それから、弱いところ

―２年前に組合が発表したところによると、離島を

含めて15社が赤字経営であるということで、そうい

うところに経営基盤を強化するために診断士等を入

れて、どのコストが高いのかなど、まさに９月補正

予算で対応しているところでございます。

○金城勉委員 沖縄の文化の大きな柱ですから、さ

らにバックアップをしていただきたいと思います。

第４次産業革命のさなかにあって、ＩＴイノベー

ションセンターが、いよいよ本格化すると思います

が、県としてもＩＴイノベーションセンターを新年

度に設置して、それを迎え撃つということだと思い

ます。先ほどの質疑の中で、平成33年度を目標にし

て誘致企業、生産高や雇用等々、非常にすばらしい

数字が目標として掲げられていましたが、新年度に



－156－

設置するＩＴイノベーションセンターの規模や場所

などはどうなりますか。

○盛田光尚情報産業振興課長 同センターについて

は、ことし中ごろの設立に向けて、現在取り組んで

いるところです。場所につきましては、那覇市との

調整がありますが、那覇市内のＩＴ創造館を予定し

ております。センターの基本財産となる出捐金の規

模でございますが、全体で３億円程度の規模を想定

しております。それから、職員は30名弱からスター

トしようということで、そのための準備を進めてお

ります。

○瑞慶覧功委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 歳出予算事項別積算内訳書の

15ページです。先ほども質疑があった農業大学校に

ついて、どうしようとしているのですか。

○屋宜宣由営農支援課長 県立農業大学校は、農業

の担い手の育成機関として重要な役割を担っており

ます。移転整備については、行財政的な側面を考慮

しながら、全庁的な施策の中で推進する必要があり、

引き続き庁内での調整等を踏まえて進めていきたい

と考えているところです。

○大城憲幸委員 去年の予算と比べると、大分減額

になっているし、これを検討するために必要な委員

会の予算も今回はゼロですね。先ほど質疑があった

ように、老朽化、施設の分散の問題。そして、生活

環境が畜舎や畑まで近くなっているという理由から、

ぜひ移転が必要であるということで、検討委員会で

議論があって、平成26年に３候補まで絞ったわけで

す。それで、当該市町村は誘致活動なども行ったわ

けです。それから４年たって全庁の公共施設の再編

で耐震基準を満たす、満たさないということで判断

しているということは、主体性がないといいますか、

農業大学校について、農林水産部としてどのように

したいということをもっと伝えないといけないと思

います。内部での議論はどうなっているのですか。

○屋宜宣由営農支援課長 ３つの候補に絞ったとこ

ろで、今、全庁的な施策の中での調整を続けており

ます。３カ所の候補地からどのようにして絞るかと

いうことについて、内部で調査等を進めている段階

です。

○大城憲幸委員 ですから、その辺が不十分なので

す。今のままだと、当然、老朽化した施設から順番

に改築していくことが、全庁的な話となるわけです。

そうではなく、農林水産部としては老朽化の問題だ

けではないと。農業や地域にとって、あるいは県の

財産としてもっとうまく活用する方法があるとか、

もっと主体的に農林水産部から、こうしたいと提案

するようなものがあってもいいと思います。平成26年

度から平成30年度にかけて、その部分が伝わってこ

ないものですから、ここは少し反省して前に進める

必要があると思いますが、いかがですか。

○島尻勝広農林水産部長 農業大学校については、

教育環境も含めて機能アップを図るということで、

今、営農支援課長が答弁したように、農業大学校が

後継者育成のために重要な施設であることは認識し

ているのですが、全庁的に建てかえ、老朽化の部分

について、ある程度めどを立てないとできないとい

う意見も一部ありました。その辺を踏まえて、事務

的にはしっかりと進めているものと認識しておりま

す。ただし、この辺については、財政的な負担や全

体的なスタミナの部分もあるかと思いますので、農

林水産部としては前向きに取り組んでいきたいと思

います。

○大城憲幸委員 事務方に任せると、全体の議論の

中ではそのようにしかなりませんので、担当部局と

して、こうしたいということをもっとアピールする

必要があるということを指摘しておきます。

次に、平成30年度予算概要の中で、目標としては

持続的な農林水産業の振興とフロンティア型という

部分があります。１つ目の、持続型農林水産業の振

興という意味では、ＴＰＰや日欧のＥＰＡなど、生

産基盤としては非常に厳しい状況があります。この

１週間ぐらい農業新聞や日経新聞にも出ていました

が、豚肉の輸入が急増して価格が低迷するという厳

しい状況の中で、持続可能な農林水産業の振興のた

めに、平成30年度予算としてどういう取り組みをす

るのかというところの説明をお願いします。

○美里毅農林水産総務課長 平成30年度の農林水産

部の予算策定に当たっては、７本の柱をもとにこれ

を策定しております。これは、沖縄21世紀農林水産

業振興計画の基本施策における７本の柱であり、沖

縄ブランドの確立と生産供給体制の強化として49億

9321万円、流通販売加工対策の強化として68億

8119万円、農林水産物の安全安心の確立として54億

458万円、農林漁業の担い手の育成・確保及び経営安

定対策等の強化として24億8019万円、農林水産技術

の開発と普及について14億2078万円、亜熱帯島嶼性

に適合した農林水産業の基盤整備として226億9791万

円、フロンティア型農林水産業の振興について20億

8685万円を予算計上しております。

○大城憲幸委員 結論から言うと、今回の予算につ

いては不満です。農業の部分では、子牛部門の生産
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基盤として、災害に強い基盤づくりというものは非

常にいいと思いますし、着実に成果を上げていると

考えます。ただし、畜産の部分に関しては、今のト

ン当たりの価格が400円前後で続くと、養豚農家は確

実に悲鳴を上げます。それから、肉用牛は非常に調

子がいいということですが、最近、新聞報道でもあっ

たように、肥育専門のもとぶ牧場が繁殖を始めると

いう話があります。九州各県の肥育農家と話をして

も、自分たちで肥育基盤を持とうという話になって

いるわけです。それは想像できることで、70万円か

ら80万円もする素牛を入れて肥育が成り立つわけな

いというところから、そうなっていくわけです。そ

ういう意味では、ことしは畜産にとって厳しい年に

なるのではないかと非常に危惧するわけです。だか

らこそ、配合飼料を100円でも200円でも安くする努

力を早急に、危機感を持ってやらないといけないし、

生産基盤という意味では、肥育を充実させて繁殖農

家の買い支えをすると。また、養豚については、農

林水産部長は事故率を改善すればいいと言いますが、

今のままではハードの部分についても限界がありま

す。そういう意味では、生産基盤については危機感

を持って頑張ってほしいと思うのですが、その辺に

ついての所見を述べてください。

○島尻勝広農林水産部長 以前からＴＰＰ問題があ

りましたし、畜産については、県外に比べて生産基

盤が弱い。なので、ＴＰＰ以前から生産基盤は大事

にしないといけないということで、105億円の事業費

なども含めて、さまざまな関係機関等で生産基盤の

整備を図ってきているものと認識しております。た

だし、十分な規模の拡大が進んでいないし、経営自

体も非常に厳しい状況が続いている中で、ＥＰＡや

ＴＰＰの関係を考えると、さらに生産基盤を強化す

べきであるという認識は持っております。我々とし

ては、肥育について、導入や施設の支援なり、まだ

まだ小さい支援ではありますが、石垣牛のようなブ

ランドを考えたときに、今後、外国からの観光客や

地元で石垣牛を食べたいという方々がいらっしゃる

中で、需給のバランスを考えると肥育もしていかな

いといけないと思います。もとぶ牧場についても、

畜産クラスター事業で牛舎を整備していますので、

この辺についても関係機関としっかりと連携してい

きたいと思います。養豚については、確かに事故率

だけではないということもありますので、畜産クラ

スター事業の中で必要なところについては整備して

いきたいと思います。鶏肉、ブロイラーについても、

今、名護市でしっかりと整備するということで進め

ていますし、これがある程度整備できれば、海外、

県外を含めてしっかりとできるのかと考えています。

また、飼養戸数、飼養羽数をふやしながら、沖縄ら

しい鶏肉として、安全、安心に出荷できるのかと思っ

ています。ただし、畜産については、県外で企業化

が進んでいる中で、沖縄の場合はまだまだ個別経営

が多くなっています。この辺については、個別農家

だけへの支援だけではなく、ＪＡなどへの支援も必

要になるのかと。また、配合飼料についても、しっ

かりと生産環境を整えていかないと、なかなか基盤

強化にならないと思いますので、この辺は関係機関

で意思統一がなされていると思いますので、関係機

関と一緒にしっかりとやっていきたいと考えていま

す。

○大城憲幸委員 もう一つの目標として、フロンティ

ア型農林水産業の振興について伺います。皆さんが

策定した沖縄21世紀農林水産振興計画の中で、フロ

ンティア型の目標として、農林水産物の食品輸出26億

3600万円、県産食肉100トンという目標値があります。

そういう目標に向けて、今年度予算も含めてどうい

う取り組みをするのか、説明をお願いします。

○幸地稔流通・加工推進課長 輸出目標に向けた取

り組みとして、一括交付金を活用した県産農林水産

物輸出体制構築事業を実施いたします。その中で、

香港、台湾、シンガポールなどにおいて見本市の出

展、現地インストアショップの設置、香港での県産

畜産物の販売促進、輸出品目のブランド化に向けた

パッケージデザイン等の改良、輸出産地と海外バイ

ヤーとのマッチングなどを予定しております。県と

しましては、引き続き、生産団体や輸出事業者等と

連携して、海外輸出の促進に取り組んでまいりたい

と考えております。

○大城憲幸委員 本会議でも議論したので、余り多

くは申し上げません。商工労働部のアジア経済戦略

構想の中にありますが、牛肉の輸出については、今

後さらに輸出促進が見込まれるということで、施策

展開として食肉処理、加工処理施設の輸出体制を構

築するということで、輸出食肉取り扱い施設の認定

や、ハラル認証を取得した処理場をやりますと書い

てあります。ですから、ＨＡＣＣＰに基づけば、ど

こにでも出せるというようなざっくりとした議論で

はなく、香港であれば出せるが、シンガポールは

ＨＡＣＣＰだけではだめだとか、国によって細かい

輸出基準があると思うのです。そういうものがきち

んと議論されているのか、なかなか見えてこない。

そういう議論を前提にして、県が主導権を持ってい
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ただきたい。一般の処理場、屠畜場は株式会社です

から、100トンまで持っていくので、国に対してこう

いう手続をしてくれないかという提案を県がすべき

であると思うのですが、その辺についてはどうです

か。

○池村薫畜産課長 委員のおっしゃるとおり、国別

や品目ごとの取り組みがあって、今、我々がターゲッ

トにしているのは香港です。香港では沖縄の認知度

が高くて、本県から半分以上は香港に豚肉を輸出で

きています。ただし、香港は牛肉のハードルが非常

に高くて、今の体制ではできないと。ですから、香

港に対しては、豚肉以外の鶏肉や牛肉について、ど

のようにしてアプローチしていけるのかがポイント

です。香港以外のところは、逆に主力である豚肉を

どうやって出していくかということで、各国によっ

て肉ごとで基準が違うものですから、それぞれ認可

をとらなければならないと。そのベースとなるのが

ＨＡＣＣＰなので、畜産においては香港について、

そういった形で考えながら、台湾、シンガポールと

どんどん広げていく形で進めていきたいと思ってい

ます。

○大城憲幸委員 現場の声としては、今、牛１頭を

屠畜するのに１万5000円から１万6000円ほどかかる

が、ＨＡＣＣＰを得るための体制をつくるには人を

もっとふやさないといけないと。そういうことを積

み上げていくと、株式会社としては１頭の屠畜料が

４万円から５万円にもなるのではないかという話も

あるわけです。そうすると、輸出だけがそこを通す

わけではなく、一般の農家もそこを通さないといけ

ないわけです。そういう課題も含めて、現場からそ

ういう声が出るということは、県とのやりとりが不

十分であると感じています。そこは厚生労働省が

ＨＡＣＣＰを義務化して、戦略的に100トンに向けて、

何年後には何トン、どこの国にこれを出すから、株

式会社や食肉センターも頑張ってくれと。そのため

の支援をするということが、現場には見えていない

のではないかと感じるので、その辺の取り組みをしっ

かりとお願いしたいと思います。

それから、青果市場についてもアジア戦略構想の

中にあります。発展するアジア市場を取り込む、千

載一遇のチャンスが訪れている中で、さまざまな取

り組みが必要になってくるのです。今、民間の経済

が元気なので、何でもかんでも一括交付金に頼るの

ではなく、民間につくってもらって貸し出すとか、

そこからさまざまなデータを活用して生産者から販

売までつなぐとか、そのような議論が不足している

気がします。そういうものは何十億円もかける必要

がないので、数百万円、1000万円かかるのかわかり

ませんが、しっかりと予算措置して取り組むべきだ

と思っているのですが、その辺はどうですか。

○島尻勝広農林水産部長 中央卸売市場については、

機能強化や環境の面などについて、関係機関と調整

しながら進めているところです。委員がおっしゃる

ように、市場の状況については、海外を含めた視点

を入れるということも必要であると認識しておりま

すし、関係機関との意見交換の中でもいろいろな意

見が出ております。我々もこれだけの施設を一気に

整備するということになると、一定の理解と関係機

関の合意形成が必要であると思っています。正式な

会議の場を設定させてもらって、先進地視察や事例

調査を行っていきながら、現在、予算措置されてお

りませんが、将来に向けて我々もしっかりと議論す

べきであるということで、去年の末ごろから、その

ような認識を持っております。予算措置されていま

せんが、その辺は関係機関の意見も聞きながら、将

来のメリットなど、トータルで議論しながら、でき

るだけその辺の予算措置も含めて検討していきたい

と思います。

○大城憲幸委員 一括交付金が170億円も削られるの

は、間違いなく厳しいことです。部局間でも人や予

算を奪い合うくらいの気持ちでやらないと、全部、

商工労働部に持っていかれますので、農林水産部長

は総務部長のテーブルをたたくぐらいの気合いで、

ぜひ予算や人も確保するようにお願いします。

次に、アジア経済戦略構想推進・検証事業ですが、

どのような議論をして、今年度どう生かしているの

か、その辺の説明をお願いします。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 御質疑の内容は、

この事業で行っているアジア構想の推進検証のため

の委員会の提言に係るものだと思います。これにつ

いては、構想の実現に向けて国内外の有識者で委員

会を開催しており、今年度11月に４つの分野として、

１つ目に、物流貿易。２つ目に、観光ＭＩＣＥ。３つ

目に、ＩＴスマート。４つ目に、新たなものづくり

の分野について、これらを議論し、提言がありまし

た。その中で、今、行っている施策の拡充など早期

に集約すべき事項。そして、これまで行っていない

新たな取り組み事項などについて、知事に対して提

言されたところです。平成30年度予算については、

この提言を踏まえて重点的に反映したと思います。

現在実施している施策で、拡充、注力すべき事項と

しては、航空コンテナスペース確保事業の継続。こ
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れについてはいい制度であるが、よくわからない方

々もいるということで制度の周知を強化します。ま

た、先ほどから質疑されているＩＴイノベーション

戦略センターの産業連携機能の確保や、ＩＴを活用

した産業全体の活性化などが挙げられました。これ

らを踏まえて、次年度予算としては国際物流関連ビ

ジネスモデル創出事業に2.6億円ほど。そして、沖縄

ＩＴイノベーション戦略センター設立推進事業に

1.8億円。沖縄型オープンイノベーション創出促進事

業に１億円などの事業拡充を行っております。一方

で、新たな取り組み事項においては、産業界の課題

把握と産業連携強化のためということで、ＩｏＴ情

報集積とオープンデータの利活用の推進。そして、

細胞培養加工施設を核とした再生医療拠点の整備等

々の提言があり、これについて年度予算では、ＩｏＴ

利活用促進ネットワーク基盤構築・実証事業に0.6億

円ほど。また、先端医療産業開発拠点実用化事業に

1.7億円等々、重点的に予算配分したところでござい

ます。

○大城憲幸委員 さまざまな取り組みをしていて、

非常に楽しみな分野も多いのですが、国際物流ハブ

の活用に限って見ると、例えば、ロジスティクスセ

ンターやコンテナを確保する事業など、そういうも

のは非常にふえていると思いますが、やはり勝負は

メイド・イン・沖縄をどのように外に出すのかと。

そういう意味で、その割合がどうなるのかというこ

とが気になるのですが、その辺の実情はどうですか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 おっしゃるように、

沖縄ＡＮＡＣａｒｇｏにつきましては、いろいろな

課題がございます。その一つが、今、１％に届かな

いぐらいの量しかない沖縄発の貨物をいかにしてふ

やしていくか。もう一つが、ＡＮＡの貨物ネットワー

クの中で、沖縄を経由する貨物をいかにしてふやし

ていくかという課題がございます。今、ＡＮＡが苦

心しているのは、インバウンドの観光客がふえてい

る一方で、ＡＮＡは貨物に特化した貨物便ですが、

旅客便の貨物スペースにも貨物を乗せて国内外へ運

ぶというものが出て、価格競争に陥っているという

状況がございます。県では、沖縄を経由する貨物を

いかにしてふやしていくかということについて、新

年度の事業として、商流や物流をふやす実証実験を

入れています。沖縄発の貨物をふやすのは、当該ハ

ブ事業とともに、製造業等の高付加価値を有する企

業を誘致し、国内外からうるま市を中心に立地して、

そこからつくった製品を乗せて運ぶ。これが沖縄発

の荷をふやしていく取り組みになるのかと思ってい

ます。

○大城憲幸委員 沖縄国際物流ハブ活用推進事業の

中にコンテナを確保する事業がありますが、以前に、

非常に需要が高いということで補正増もしましたね。

それには何割ぐらいメイド・イン・沖縄があるので

すか。

○仲栄真均アジア経済戦略課長 コンテナ事業で申

し上げますと、平成28年度は重量ベースで509.6トン。

その内訳は、沖縄を中心とした県産品の物流ハブに

係る事業によるものが409.1トン。それ以外の全国特

産品を中心としたものが100.4トンで、４対１ぐらい

の割合だったのですが、平成29年度は１月までの実

績で、全体で617.4トンのうち県産品等が365.4トン。

全国特産品を中心としたものが252トンという割合に

なっております。

○大城憲幸委員 サザンゲートの活用について、平

成30年度は、新たな取り組みがありますか。

○平田正志企業立地推進課長 国際物流拠点那覇地

区の４号棟に、いわゆるサザンゲートということで

企業に入居いただいているところでございます。こ

の施設は、１企業に１棟全て借りてもらって、活用

していただいているところでございます。企業側と

しては、沖縄国際物流ハブ活用推進事業を活用した

アジアへの翌日配送といった付加価値の高いサービ

スの提供を目指すということで、荷主との契約に取

り組んでいただいております。今年度も化粧品メー

カーや通販関係など、新たに複数の企業と契約を結

んで貨物の取り引きを始められたと聞いていますし、

まだ商談中の案件もあり、事業拡大に向けて取り組

んでいただいているところでございます。県として

は、企業活動に対して、毎年、県の主催で東京や大

阪で開催している企業誘致セミナーにおいて、当該

施設の紹介や当該企業のサービスの御案内といった

ものに場所を提供し、プロモーションについて御協

力させていただいているところです。これについて

は、引き続き行ってくことを考えております。

○大城憲幸委員 国も那覇軍港側への拡大の議論を

しているという話があるのですが、県に対して国か

らの相談はありませんか。

○屋比久盛敏商工労働部長 旧那覇自由貿易地域は、

４号棟までつくると、ほとんど土地がありません。

その土地自体が那覇軍港との共用施設であり、そこ

をあけてもらったと。そういう意味では、そこを拡

張するためには、もう少し土地がほしいということ

で、具体的には、シーメンズクラブの後ろ側あたり

の土地を活用させていただけないかという国に対す
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る知事名の要請文を出している状況でございます。

○大城憲幸委員 農林水産省が提案した、全国のお

いしい物を沖縄に集めてアジアに出すという計画も、

まだ具体的に提案できていないようなので、ぜひ前

向きな議論をよろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 以上で、農林水産部及び商工労

働部関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月９日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月８日（木曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後３時59分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育委員会所管分）

２ 甲第６号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 亀 濱 玲 子さん

比 嘉 京 子さん 平 良 昭 一君

金 城 泰 邦君

欠席委員

次呂久 成 崇君

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 金 城 弘 昌君

福 祉 政 策 課 長 金 城 賢君

青少年・子ども家庭課長 友 利 公 子さん

子ども未来政策課長 喜舎場 健 太君

子 育 て 支 援 課 長 大 城 清 二君

障 害 福 祉 課 長 與那嶺 武君

消費・くらし安全課長 長 嶺 祥君

平和援護・男女参画課長 大 濱 靖君

教 育 長 平 敷 昭 人君

総務課教育企画室長 賀 数 朝 正君

教 育 支 援 課 長 登 川 安 政君

施 設 課 長 佐次田 薫君

学 校 人 事 課 長 古 堅 圭 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 半 嶺 満君

義 務 教 育 課 長 當 間 正 和君

保 健 体 育 課 長 平 良 朝 治君

生 涯 学 習 振 興 課 長 城 田 久 嗣君

3ii4

〇狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案及び甲第６号議案の予算議案

２件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

なお、平成30年度当初予算議案の総括的な説明等

は、きのうの予算特別委員会において終了しており

ますので、本日は関係部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算議案の概要の説明を求めます。

金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部

所管の平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出予

算の概要について、お手元の抜粋版平成30年度当初

予算説明資料子ども生活福祉部に基づき、御説明い

たします。

説明資料の１ページをごらんください。

平成30年度一般会計部局別歳出予算でございます

が、太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係

る歳出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は813億

5593万円で、県全体の11.1％を占めております。

また、前年度と比較しますと11億5392万8000円、

1.4％の増となっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費、障害者介護給付費等事業費及び介護給付

費等負担事業費などの増によるものであります。

２ページをごらんください。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

平成30年度予算額の県全体の歳入予算の合計

7310億4800万円のうち、子ども生活福祉部所管の歳

入合計は178億4516万6000円で、県全体の2.4％を占

めております。

また、前年度と比較しますと28億8868万1000円、

13.9％の減となっております。

減となった主な要因は、地域医療介護総合確保基

金繰入金及び老人福祉施設整備に係る県債などの減

文教厚生委員会記録（第３号）
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によるものであります。

次に、歳入予算の主な内容について款ごとに御説

明いたします。

７の（款）分担金及び負担金の3986万5000円は、

生活困窮者就労準備支援事業等負担金や児童福祉施

設負担金などであります。

前年度と比較しますと644万2000円、13.9％の減と

なっており、これは主に東日本大震災の避難者救助

に係る災害救助費負担金の減によるものであります。

８の（款）使用料及び手数料１億780万7000円は、

平和祈念資料館の観覧料などであります。

前年度と比較しますと167万8000円、1.5％の減と

なっており、これは主に証紙収入の減によるもので

あります。

９の（款）国庫支出金134億5915万6000円は、生活

保護扶助費や待機児童対策特別事業などに係る沖縄

振興特別推進交付金などであります。

前年度と比較しますと3980万3000円、0.3％の増と

なっており、これは主に障害児者福祉施設等整備費

の増によるものであります。

10の（款）財産収入4623万8000円は、土地貸付料

などであります。

前年度と比較しますと538万8000円、10.4％の減と

なっており、これは主に災害救助基金利子収入の減

によるものであります。

12の（款）繰入金34億5972万6000円は、沖縄県安

心こども基金や地域医療介護総合確保基金などから

の繰り入れであります。

前年度と比較しますと20億7745万3000円、37.5％

の減となっており、これは主に地域医療介護総合確

保基金繰入金及び沖縄県安心こども基金繰入金など

の減によるものであります。

14の（款）諸収入５億7457万4000円は、介護給付

に係る市町村からの介護給付費負担金の償還金など

であります。

前年度と比較しますと7587万7000円、15.2％の増

となっており、これは介護給付費負担金の償還金の

増などによるものであります。

15の（款）県債１億5780万円は、性暴力被害者ワ

ンストップ支援センター体制整備事業などでありま

す。

前年度と比較しますと９億1340万円、85.3％の減

となっており、これは老人福祉施設整備事業の減な

どによるものであります。

以上で、歳入予算についての概要説明を終わりま

す。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページをごらんください。

子ども生活福祉部所管の歳出予算は、14ある款の

うち２の総務費、３の民生費、７の商工費の３つの

款からなっております。

それでは款ごとに御説明させていただきます。

２の（款）総務費は10億2664万4000円で、前年度

と比較しますと１億1028万9000円、12.0％の増となっ

ております。

増となった主な要因は、男女共同参画センター維

持修繕事業の増によるものであります。

また、総務費のうち主な事項は、平和祈念資料館

の運営等に要する経費である平和推進事業費が２億

780万1000円、男女共同参画行政の諸施策に要す

る経費である男女共同参画行政推進費が５億

5343万5000円となっております。

３の（款）民生費は、802億6680万1000円で、前年

度と比較しますと10億4808万7000円、1.3％の増と

なっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費のほか、障害者介護給付費等事業費などの

義務的経費の増によるものであります。

また、民生費のうち主な事項は、介護保険事業の

費用の一部を介護保険法に基づき負担する介護保険

福祉諸費が160億4683万4000円、市町村が支弁する障

害者の介護給付費、訓練給付費等の一部を関係法令

に基づき負担する障害者自立支援給付費が120億

118万9000円、市町村が保育所等へ支弁する施設型給

付費等について、関係法令に基づき負担する子ども

のための教育・保育給付費が126億2991万8000円、生

活保護の実施に要する経費である生活保護援護費が

88億6658万9000円となっております。

７の（款）商工費は、6248万5000円で、前年度と比

較しますと444万8000千円、6.6％の減となっており

ます。減となった主な要因は、職員費（計量検定所）

の減によるものであります。

また、商工費のうち主な事項は、計量検定所職員

の給与等に要する経費である計量検定所運営費が

4852万7000円となっております。

４ページをごらんください。

次に、子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父

子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算について御

説明いたします。

母子父子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算額

２億520万6000円は、母子福祉資金と父子福祉資金及
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び寡婦福祉資金の３種類の貸し付け等に要する経費

であります。

前年度と比較しますと4181万1000円、16.9％の減

となっております。

これは主に母子福祉資金に係る貸付金の減による

ものであります。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終ります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係予算議案の概要

の説明を求めます。

平敷昭人教育長。

〇平敷昭人教育長 教育委員会所管の平成30年度

一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元の平

成30年度当初予算説明資料（抜粋版）により、御説

明いたします。

説明資料の１ページをお開きください。

平成30年度の一般会計部局別予算でありますが、

太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る歳出予算

となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は1655億

5305万5000円で、県全体の22.6％を占めております。

また、前年度と比較して62億992万5000円、率にし

て3.9％の増となっております。

２ページをお開きください。

教育委員会が所管する平成30年度一般会計歳入予

算について、御説明いたします。

表の一番下の合計になりますが、県全体の歳入予

算の合計7310億4800万円のうち、教育委員会が所管

する歳入予算の合計はその右側にある463億7647万

6000円で、県全体の6.3％を占めております。

前年度と比較して23億3861万1000円、率にして

5.3％の増となっております。

次に、歳入予算の主な内容について、各款ごとに

御説明いたします。

中段にあります、８の使用料及び手数料をごらん

ください。

８の使用料及び手数料51億7963万円は、全日制高

等学校授業料などであります。

前年度と比較して1349万8000円の減となっており

ます。これは主に生徒数の減に伴う全日制高等学校

授業料の減によるものであります。

次に、９の国庫支出金368億3854万2000円は、義務

教育費国庫負担金、公立高等学校就学支援金、沖縄

振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金な

どであります。

この国庫支出金は前年度と比較しまして17億

4590万2000円の増となっておりますが、これは給与

改定などに伴う義務教育給与費の増、新県立図書館

の施設整備に伴います沖縄振興特別推進交付金の増

などによるものであります。

次に、10の財産収入でありますが、教育委員会分

の１億7956万6000円は、土地貸付料、実習生産物売

払代などであります。

前年度と比較して1713万4000円の増となっている

のは、県立学校における建物や土地の貸付料の増に

よるものであります。

次に、14の諸収入５億553万8000円は、人材育成財

団貸付金元利収入、文化財発掘調査に係る国からの

受託金などであります。

前年度と比較して１億8062万7000円の減となって

おり、これは文化財発掘調査に係る受託金の減など

によるものであります。

次に、15の県債36億7320万円は、県立学校の施設

整備に係るものなどであります。

前年度と比較して７億6970万円の増となっていま

すのは、新県立図書館の施設整備事業の増及び特別

支援学校施設整備事業の増などによるものでありま

す。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

３ページをごらんください。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10の教育費及

び、11の災害復旧費の２つの款から成り立っており

ます。

それでは、款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は1654億8673万1000円でありま

す。前年度と比較して62億992万5000円、率にして

3.9％の増となっております。

増となった主な要因は、給与改定などによる教職

員給与費の増、新県立図書館の施設整備を行う沖縄

振興「知の拠点」施設整備事業の増などによるもの

であります。

教育費の内容については、右の説明欄をごらんく

ださい。

（項）教育総務費158億2412万9000円は、沖縄県教

育委員会の運営や児童生徒の健全育成、学力向上対

策などに要する経費であります。
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主な事業として、修学支援金等支出事業や公立学

校施設整備事業（公共投資交付金）がございます。

次に、（項）小学校費525億1600万6000円は、公立

小学校教職員の給与費や旅費に要する経費でござい

ます。

次に、（項）中学校費317億1550万4000円は、公立

中学校教職員の給与費や県立中学校施設の管理運営

及び施設整備等に要する経費でございます。

次に、（項）高等学校費434億9040万8000円は、県

立高等学校教職員の給与費や高等学校施設の管理運

営及び施設整備等に要する経費であります。

次に、（項）特別支援学校費170億2898万7000円は、

特別支援学校教職員の給与費や特別支援学校施設の

管理運営及び施設整備等に要する経費でございます。

次に、（項）社会教育費43億792万3000円は、生涯

学習の振興及び文化財の保存・継承等に要する経費

でございます。

主な事業として、新県立図書館施設を整備する沖

縄振興「知の拠点」施設整備事業及び国から委託を

受けて文化財発掘調査を行う受託事業費でございま

す。

次に、（項）保健体育費６億377万4000円は、保健

管理、学校体育及び学校給食の指導等に要する経費

であります。

主な事業として、平成31年度全国高校総体開催準

備事業及び学校保健事業費がございます。

以上が、（款）教育費の概要であります。

続きまして、11の（款）災害復旧費6632万4000円

は、学校施設等の災害復旧に要する経費であり、前

年度と同額で計上しております。

以上で、教育委員会所管の平成30年度一般会計予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員会から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月９日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

〇新垣新委員 待機児童の解消は、保育士の確保な

くしてあり得ないものと理解しております。その件

で保育士対策事業費に関して、平成29年度はどのよ

うな成果を出せたのか。平成30年度はどういう取り

組みをするのか述べてください。

〇大城清二子育て支援課長 保育士確保対策事業に

つきましては、２つの細事業を実施しております。

１つは保育士試験受験者支援事業、もう一つは保育

士の年休取得の支援事業を実施しております。

保育士試験受験者支援につきましては、平成29年

度の実績として、12市町村に交付決定を行って、受

講者数は延べ772人を見込んでいるところです。

次に、年休取得支援事業につきましては、11市町

村、41施設に対して交付決定を行っております。そ

の結果、保育士１人当たりで約４日の年休の増を見

込んでいるところでございます。

平成30年度の予算につきましては、この保育士試

験受験者支援と年休取得支援事業に加えて、新たに

保育士の休憩取得の支援事業を実施することとして

います。これは保育団体との意見交換を定期的に行っ

ており、その中で、昼休みの休憩時間がなかなか取

得できないという意見があったので、そういった保

育士の処遇改善を行っていくものです。加えて、そ

の休憩時間帯が潜在保育士のパートとして希望する

時間と一致しますので、そういった潜在保育士の掘

り起こしを図っていくという２つの目的で、平成30年
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度の新規事業として予算計上しているところです。

保育士試験受験者支援事業につきましては、平成

30年度当初予算で5850万円、13市町村で768名の受講

者を見込んでいるところです。

保育士の年休取得事業に関しては、2172万6000円、

40施設に対する補助を見込んでおります。

今回、新たに実施します保育士の休憩取得の支援

事業につきましては、30施設に対する補助を見込ん

でおり、予算額は2886万8000円を計上しているとこ

ろです。

〇新垣新委員 一番大事なことは、待機児童解消は、

保育士の資格がないとできないということです。私

も親ですから。

本土と沖縄の取り組み、やり方の違いについて、

本土はボランティアとして小学校や中学校の先生を

引退した方などが保育士としてアルバイトしている

と聞きました。沖縄県は補塡のような形での優遇措

置、条例などについて、どういった形の検討モデル

を考えていますか。

〇大城清二子育て支援課長 県は、保育補助者の配

置に対する支援事業を実施しています。保育士の資

格を有していない方も保育業務に従事することで関

心を持っていただいて、ひいては資格を取得してい

ただき、保育士として勤務をしていただこうと。あ

わせて保育士の業務軽減にもつながります。そういっ

た形で補助事業を実施しています。また、子育て支

援の研修事業も実施しており、資格を持たない方に

ついても、保育に関心のある方は子育て支援員の研

修を受講していただき、資格を取得していただいて、

保育現場で保育業務に従事してもらえるように取り

組んでいるところです。

〇新垣新委員 今述べた取り組みをぜひ必死になっ

て頑張っていただきたいと。また、市町村と心を一つ

にして、これを普及し、拡大してください。

続きまして、子どもの貧困対策について伺います。

１点目は、平成29年度の取り組みはどうであった

のか。２点目に、平成28年度と平成29年度は実態調

査を行うと言っていました。その実態調査の結果を

お聞かせください

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 委員の質疑は、

２つの事業にまたがっております。まず、沖縄子供

の貧困緊急対策事業につきまして、平成29年度の実

績で見ると１億2000万円です。これについては、い

わゆる貧困対策支援員が市町村に配置されておりま

す。貧困対策支援員と子供の居場所は県の事業では

ありませんので、県の予算には計上されていません

が、貧困対策支援員を支援するための支援コーディ

ネーターを配置しております。おおむね２週間に一

遍、この支援コーディネーターが、現場にいる貧困

対策支援員の課題などに対する助言等を行っており

ます。もう一つ、貧困対策支援員を支える研修を県

で４回開催するなど、現場にいる支援員と子供の居

場所の向上に努めたことが、平成29年度の実績です。

次に、平成29年度調査は76番の子ども貧困対策推

進基金事業に関係しますが、就学前の１歳児と５歳

児の子供の生活実態を把握するための調査を行って

いるところであり、現在、その分析中です。これに

よって、ある程度の情報は得ています。

〇新垣新委員 分析中ということはわかりますが、

市町村教育委員会や児童家庭課などは、ある程度情

報を持っています。確かにデリケートなところがあ

ることはわかっています。公表できない部分がある

こともわかります。しかし、今後どうするのかとい

う取り組みが―平成28年度、平成29年度の実態調査

といっても、一向に前進していないのではないかと

懸念しているのです。その件について、市町村など

との取り組みの状況はどうなっていますか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 しっかりと実態

を把握せよという質疑と受けとめました。

県は最初に、小・中学生を２年前に、昨年は高校

生、ことしは就学前ということで、どちらもライフ

ステージごとによる初めての調査で、マクロ的な、

全体的な実体を把握したいということで調査を行っ

ております。一人一人の困り感などを市町村が把握

している実態をしっかりと把握して、施策を打つべ

きではないか。そのマクロ的な調査とは別に市町村

との意見交換が必要であることについては、現場の

貧困対策支援員から課題を上げてもらって、施策を

打っていくことが必要であると認識しているところ

です。

〇新垣新委員 今、マクロと言いましたが、日本語

に言いかえると、大まかということです。細かくや

らないと大まかな対策を打てないのです。ですから、

市町村との連携が大事ということが伝わってこない

のです。私は糸満市民ですが、それがわかっている

と。市教育委員会、教育長との意見交換はできてい

ます。同じく児童家庭課長もわかっています。そこ

をどうするのか。きちんと県がおりて、市町村教育

委員会や市町村の児童家庭課と向き合うべきではな

いですか。そうでなければ、県に市町村を１回集め

て、南部、中部、北部とそれぞれ地域性もあります。

それをどう考えていますか。圏域ごとの会議は何回
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行いましたか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 今年度は、圏域

ごとに１回市町村との意見交換を行っているところ

です。あと、私が、全ての市町村というわけにはい

きませんが、幾つかの市町村に複数回赴いて、課題

を聞くなど、県としてできることについて、意見交

換をさせていただいているところです。

〇新垣新委員 ぜひ意見交換だけではなく、現場を

知るための数値、データまで把握していただきたい

と思います。

子ども生活福祉部長と教育長に伺います。

文教厚生委員会でフィンランドに行ってきました。

そこでネウボラ施設が、日本でいうところの母子包

括支援センターとなっています。それに加えて、沖

縄の改良版をつくるべきだと。母子包括支援センター

が沖縄県で３つスタートしていると聞いております。

親がしっかりしないと子供もしっかりしていかない

のは当たり前のことなのです。子供の貧困対策に携

わる市町村などの関係者が現場を見に行って、ぜひ

この貧困対策を含めた改良版を―このネウボラに通

わないと児童手当がもらえないのです。そこでは親

がどこで働いているという情報もしっかりと持って

いるのです。50年間データを記録して保存するので

す。正直に言って、一部の者が、こういった困って

いる子供たちにまた負の遺産を残していくことを、

沖縄県は本当に断ち切らないといけないのです。そ

の辺はどうですか。知事を先頭に関係市町村も一緒

に視察に行くべきだと思いますが、いかがですか。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 いろいろな社会福

祉施策を含めて、市町村単位や他県で先進的にやっ

ているところもあります。また、おっしゃるように、

フィンランド等の外国でいろいろな社会福祉制度の

先進国と言われているところもあります。その取り

組み状況を施策に反映していくという意味では、大

変貴重な御提言だと思っています。ネウボラなどそ

れぞれの施策については、所管する部局が展開して

いきますので、いろいろな必要性等を含めて県で判

断していくことになると思います。ネウボラについ

ては、特にこれまでハイリスクアプローチだったも

のが、ポピュレーションアプローチで全体的に子供

たちを見ていくことで、早い段階で施策を打てば、

貧困といったこともなくなります。また、教育の質

も上がってくる取り組みということで、国を挙げた

フィンランドなどをモデルにした形として、以前に

は、子育て世代包括センターと言われていた母子総

合生活センターなどについて取り組んでいこうとい

うことになっています。これについては、貴重な御

提言ということで承りたいと思います。引き続き、

社会施策の自立に向けて取り組みを進めていきたい

と思います。

〇平敷昭人教育長 フィンランドのお話の中で、親

がしっかりしないと子供もしっかりしないというお

話がありました。そのような意味でも、教育委員会

では家庭教育力の支援事業も行っているところです。

御提言の中の施設につきましては、子ども生活福祉

部長からも説明がありましたように、その調査の仕

方も含めてさまざまな角度から検討する必要がある

かと思います。また国の体制についても、税構造な

ど、さまざまな点で違うところがあろうかと思いま

す。社会福祉に充てる財源も高率の税を取っている

と思います。その辺の状況について、詳しいことは

存じ上げておりませんが、御提言を踏まえていろい

ろと検討したいと思います。

〇新垣新委員 我が党もこれをしっかりと―島尻安

伊子元大臣を初めとした歴代の沖縄担当大臣が沖縄

の自立発展のためにこの問題は是が非でも一生懸命

予算をつけるから、下から要望を上げてきてくれと。

江崎前大臣も今の大臣も一緒です。ですから、しっ

かりとした厳しさも与える社会主義のように、親が

しっかりしないと子もしっかりしないといったもろ

もろを理解してほしいのです。また、健康診断につ

いても、ネウボラ施設を中心とした沖縄独自のもの

に改良して、健康でいてくださいと。親が健康でな

ければ、その子供の御飯も食べさせられないと。健

康診断といったものも含めて厳しいペナルティーを

私は与えるべきだと、社会主義を見てきてそう痛感

しております。ぜひその御検討とあわせて視察を行っ

ていただくようお願いします。

続きまして、教育委員会に移らせていただきます。

非常にデリケートな問題なのですが、先ほど教育

長に説明していただきました教育費、特に高等学校

における屋外練習場、運動場において、今、トイレ

の設置を求める父母の声も多くなっています。これ

は県全体の問題です。トイレが近いところは構わな

いのですが、トイレが遠いところは練習試合を初め

として子供たちが大変なことになっているのです。

暑さが昔と今とでは全然違います。以前は日射病と

言いましたが、昔と今の暑さでは全く違うという熱

中症の問題。また、運動場において建蔽率の規制と

いう問題もあります。規制緩和することについては、

仮設トイレというすばらしいものがあります。今は

東日本大震災の教訓で便利な、維持管理費が出ない、
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太陽光を使う、下水道が必要ない、水道料金も出な

いという、いいものがあります。そこら辺も含めて、

子供たちの屋外練習、運動場へのトイレの設置を国

に求めたいのですが、今回は保健体育費の中に予算

として組まれていません。きちんと予算の中身につ

いては目を通しています。その件に関して、補正予

算や次年度の高率補助をとりにいくという取り組み

を含めて、教育長の所見を伺います。

〇佐次田薫施設課長 ただいまの屋外トイレの件で

すが、各学校における施設の状況によって違いがあ

るということで、それがある学校とない学校がある

ことについては認識しております。基本的には、屋

外にトイレが必要かどうかということは改築等の工

事をやる際に確認していくという状況でございます。

全学校にということは、必要性などいろいろと検討

しないといけないので、これは基本的には少し難し

いのかと。やはり、改築する際に屋外トイレの必要

性については考えていきたいと思っております。

〇新垣新委員 財政措置についてはわかります。国

から高率補助で沖縄振興特別措置法―沖振法の中に

入れて、うまく最小の財源で成果を出していくやり

方でという県の言い分も、また財政的な措置もわかっ

ています。ただし、これはデリケートな問題ですの

で、ぜひ教育長、施設課を中心に県教育委員会とし

て検討していく。これは男の子も女の子もデリケー

トな問題で、困っていていじめになっているという

ことを―２週間、学校に行かなかったという問題が

あるものですから、ぜひ教育長、これを６月までに

国に上げると、そういった意気込みをお聞かせくだ

さい。

〇佐次田薫施設課長 屋外トイレをつくる際は、校

舎等の面積の中に入る場合には、文部科学省の補助

がいただけます。ただし、そうではない、委員がおっ

しゃっている仮設トイレの場合は補助対象になるの

かどうかということは、少し国とも相談しないとい

けません。それについては国と意見交換させてくだ

さい。

〇新垣新委員 ぜひ頑張ってください。

次に、いじめの問題に移らさせていただきます。

これについては予算が組まれていると思います。こ

れに関して、平成29年度はどのような問題が起こっ

て、どのようにして解決に向かったのかをお聞かせ

ください。

〇當間正和義務教育課長 平成28年度のいじめは

１万2314件となっております。いじめの増加要因と

して、学校や市町村教育委員会がいじめに対する未

然防止の取り組みに力を入れたことで、いじめはい

けない行為、絶対に許さないという意識が児童生徒、

教職員、保護者の中で高まり、いじめの定義がより

一層周知され、ささいないじめも見逃さず、積極的

に認知した結果、認知件数がふえております。それ

から、いじめの原因としては、いじめる側である加

害生徒の家庭や学校等における心理的なストレス、

集団内の異質なものへの嫌悪感情、嫉妬感情、それ

から遊びやふざけ意識、そしていじめの被害者にな

りたくないということで加害者に加わるとかいった

ことであると認識しております。県教育委員会とい

たしましては、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーと連携しながら、子供たちの実態把

握や相談などを行うことで、いじめの解決に努めて

いるところでございます。

〇新垣新委員 それはわかります。どこまでがいじ

めになるのかといっても、幅広い、複雑なものとい

うことはわかっています。

小学校、中学校、高校の中で、いじめはどこがひ

どいのですか。大まかなパーセントでいいですから

教えてください。どういった数値が出ていますか。

〇當間正和義務教育課長 平成28年度における小学

校のいじめが１万1180件で、1000人当たり114.3件。

それから中学校が961件で、同じく20.5件。高等学校

が173件で、同じく3.8件。そして特別支援学校が８件

で、同じく3.4件という数字になっております。本県

は、小学校においては全国の平均よりも高い傾向が

ございます。

〇新垣新委員 特に市町村教育委員会と県教育庁が

連携をとってほしいことがあります。いじめはだめ

だよではなくて、いじめは犯罪ですといった厳しさ

を、ぜひ声を大にして、スローガンのような形でつ

け加えていく。ＰＴＡにも親にも言っていくことが

大切だと思っています。私も命を落とした子供を見

てきているものですから。子供たちには犯罪とまで

言わないと、直らないのです。親や学校の先生から

も言うと。そういった厳しさを教えることも親とし

て社会人としての責任だと思いますが、教育長いか

がですか。今回、踏み込んで質疑しています。

〇平敷昭人教育長 いじめにつきましては、件数が

非常にふえたということがございます。これについ

ては、少しこづいたとか、からかったというものも

いじめとして申告されたことによって増加したとい

うこともございました。ふえたということは、逆に

言うと、察知して対策をとることに努めた成果でも

あると思います。いじめというものは、受けた側が
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どう思うかということが大切な部分です。本人がい

じめていないつもりでも、それを不快に感じたとか、

学校に行きたくないとか、そのように感じることが

いじめと捉えています。個人的な話になりますが、

私も小学校のころにいじめられた経験がございます。

期間は短かったのですが不登校になった経験もござ

います。そういう意味でも、いじめはやはり人権侵

害でもありますし、場合によっては子供の将来にも

影響があることで、これは絶対にいけないことだと、

学校の取り組みの中で子供たちに理解をさせていき

たいと考えております。

〇新垣新委員 私もそのような経験があります。い

じめとしごきという。どこまでがいじめなのかとい

う経験があります。その中で、教育長にお願いがあ

ります。余りにも度がひどい、どこまでがという線

引きをつくった条例をつくっていただきたい。教育

委員会として、学校に行けず、最悪の場合は自殺で

あるとかいったことを未然に防ぐためにも、沖縄県

の小・中学校、高校に対する何らかの厳しい条例を

つくるべきだと思います。いじめの被害者を守るた

めに提言いたします。

〇平敷昭人教育長 御提言でございますが、条例と

いう形がいいのか、それとも学校の取り組みになり

ますので、条例という形で規定して、それを行使す

る方法が妥当なのか。教育的な観点など、さまざま

な観点から少し検討をさせていただく必要があるの

かと思います。いじめは深刻なものだと重く受けと

めていますので、さまざまな取り組みの中でしっか

りと対応していきたいと考えております。

〇新垣新委員 なぜ、このようなことを言うのかと

いうと、条例をつくって市町村の小・中学校がこれ

をしっかりとやりなさいという形でやらないと、も

う直りません。学校の取り組みにだけ任せているか

ら何も成果が出ていません。ですから、被害者を守

る厳しい条例をつくらない限り、一向に未然にいじ

めを防げない、予防できないということを提言をし

ますので、ぜひ検討をお願いします。

糸満市の心理治療施設が、知事の所信表明にもなっ

ています。その方向性はどういったもので、平成30年

度はどのように取り組むのか、予算も計上されてい

ると思いますので、お聞かせください。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 児童心理治療

施設につきましては、４月に開設するということで、

現在、運営法人においても看護師や心理療法士、児

童支援員などの正規職員を配置し、入所児童の受け

入れ体制を整えているところです。県といたしまし

ては、引き続き関係機関と連携して、社会生活への

適応が困難な児童に対する支援の充実を図ってまい

りたいと考えております。

平成30年度予算については、開設に伴う措置費と

いうことで、児童心理治療施設の運営について２億

4250万5000円を計上しているところです

〇新垣新委員 この問題は本当にデリケートで、先

生方もやめていく。これを全国的に見ると県立学校

という形であって、沖縄県はおくれていて、糸満市

立という形でやらせていくことに不快感を持ってい

ます。糸満市がいやだということであれば、県立と

して引き取っていただきたいと思います。これにつ

いて、教育長の見解をお願いします。

〇平敷昭人教育長 昨年に糸満市長とお会いして意

見交換させていただきました。その中で、糸満市と

しては、当面の４月１日は市立として受けるという

ことですが、希望としては県立というお話をされて

いました。現在の法律の仕組み上、特別支援学校の

対象とする障害の程度に関する学校教育法施行令の

第22条の３に当たる生徒であれば、当然、特別支援

学校で教育することになります。他県において県立

でやっている学校は、特別支援学校になっておりま

す。特別支援学校の対象になる児童生徒がいるので

あれば、当然県立の学校という形で引き受けていく

ことになると思います。ですから、入所される児童

生徒の構成の状況を見ながら、糸満市などの関係者

とよく連携し、県立か、通常の学校対象であれば市

町村立という形で対応していきたいと思っています。

〇狩俣信子委員長 末松文信委員。

〇末松文信委員 まず議会資料の57ページ、事業番

号79番の待機児童解消支援基金事業です。これは相

当減額になっていますが、その理由をお聞かせくだ

さい。

〇大城清二子育て支援課長 待機児童解消支援基金

事業は、待機児童解消に向けて市町村が実施する取

り組みを支援する事業でございます。具体的には、

保育所等の施設整備に係る市町村負担分への支援で

す。それから市町村の保育士確保及び事務執行体制

の強化のための臨時職員配置等に要する経費などを

支援しております。

平成30年度予算につきましては、保育所等の整備

箇所の減によりまして、前年度に比べ４億7625万

9000円減の６億9183万9000円を計上しているところ

です。

〇末松文信委員 そうなると待機児童が大体クリア

されたという理解でよろしいのですか。そうであれ
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ば、今、待機児童がどの程度残っているのか、何パー

セントぐらい実績が上がっているのかということに

ついて教えてください。

〇大城清二子育て支援課長 県におきましては、こ

れまで黄金っ子応援プランに基づきまして、平成29年

度末までに約１万8000人の保育定員を拡大し、待機

児童の解消を図っていくということで、その取り組

みを進めてまいりました。同プランの中では、平成

29年度末の保育所等の利用児童数を約５万5000人と

見込んでおりました。それに対して、新たに約１万

8000人の保育定員を確保することによって、保育所

等を利用する児童数約５万7000人を上回る受け皿が、

平成29年度末までに確保できるだろうということで、

その取り組みを進めてきたところでございます。平

成27年度から３年間で１万8000人の保育定員の確保

をほぼ達成できるものと見込んでいるところでござ

います。しかし、整備を行うことによって潜在的な

ニーズの掘り起こし、それから女性の就業率の上昇

等といった要因などもございまして、今回、市町村

で中間年の事業計画の見直しを行って、当初見込ん

でいた利用児童数を５万5000人から６万人に修正し

ております。それに伴いまして、平成31年度末まで

に必要な受け皿が約６万3000人ということで計画の

見直しを行ったところでございます。県といたしま

しては、平成31年度末の待機児童解消を目指して、

平成31年度末までに約6000人分の受け皿の確保が必

要となりますので、その確保に向けて、市町村と連

携して取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。

〇末松文信委員 それについて地域的な格差がある

のかどうかです。沖縄県全体としては、今クリアさ

れているという話ですが、地域的に見ると、沖縄本

島北部は待機児童の解消がまだ十分ではないという

状況があるのかどうか教えてください。

〇大城清二子育て支援課長 地域的な待機児童の状

況について、特筆する部分は詳しく分析しておりま

せんが、やはり市部で待機児童数が多いということ

です。また、今、中部や南部の町村部で待機児童の

数が比較的多いと見ているところです。

〇末松文信委員 教育委員会に伺います。

議会資料の75ページ、事業番号224の県外進学大学

生支援事業の予算が今回増になっておりますが、そ

の計画がどうなっているのか教えてください。

〇登川安政教育支援課長 県外進学大学生支援事業

は、平成28年度から創設した給付型奨学金でありま

す。毎年度25名の大学生を採用していく事業であり、

新年度においても新たに25名を採用していくことと

しており、予算は2100万円増となっています。これ

は本年度採用した25名と来年度４月から進学する

25名を合わせた50名に対する奨学金として、総額

5013万8000円を計上しております。平成30年度も６月

ぐらいに各高等学校等に対して募集をかけまして、

10月末には内定者等を選定していく予定です。

〇末松文信委員 中高一貫の進学校についてですが、

今設置されている高校のその後の状況を教えていた

だけませんか。

〇半嶺満県立学校教育課長 連携型中高一貫教育校

では、中学校と高等学校を接続し、６年間の学校生

活の中で計画的、継続的な教育課程を展開すること

により、生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的と

して教育活動に取り組んでいるところです。各学校

では、中学校と高校の教諭の交流事業を実施するな

どの学力向上に取り組んでいるところであります。

その結果、平成28年度においては、連携型中高一貫

校３校の平均の進路率は91.8％で、県平均の85.8％

を上回っている状況です。３校とも地域と一体となっ

た教育活動を通して、連携型中高一貫校の教育の目

的達成に向けて取り組んでいるところです。

〇末松文信委員 中高一貫校設置の効果が出ている

との報告がありました。そこで以前から質疑させて

いただいている名護高校のフロンティア科の設置効

果とその現状を教えてください。

〇半嶺満県立学校教育課長 名護高校のフロンティ

ア科につきましては、北部地域の大学進学に特化し

た学科であり、平成27年度に設置しています。特色

ある教育課程を編成し、カナダでの海外研修、高校

と大学の接続の推進、週４日間の７校時授業、早朝

講座や各講座の実施、さらに課題研究を通した探究

心やプレゼンテーション能力の育成を図るなど、さ

まざまな教育活動に取り組んでいるところです。生

徒たちは、勉強、部活動、学校行事に全力で取り組

んでおりまして、早朝講座から７校時まで前向きに

自分の進路実現に向けて努力しております。各学年

の平均点もとてもいいと聞いています。平成30年３月

卒業生79名の進路実績につきましては、３月５日現

在で、金沢大学や熊本大学などの国公立大学に24名、

慶應大学や上智大学など県外私立大学に10名が合格

している状況です。また、２月15日現在、名護高校

全体で国公立大学合格者は昨年度と比較して32名か

ら47名となっていて、15名増加している状況です。

〇末松文信委員 名護高校のフロンティア科の設置

効果については、かなりいい状況であることがよく
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わかりました。今回の入試で定員割れはなかったの

ですか。

〇半嶺満県立学校教育課長 平成30年度の入試につ

いては、推薦入試が1.88倍、一般入試は0.88倍になっ

ています。平成29年度の一般入試が0.59倍でしたの

で向上している状況です。

〇末松文信委員 次に、用地購入の項目がありまし

た。事業番号がわかりませんが、先日、質疑する旨

のお話をさせていただいております。今回購入を予

定している学校名とその面積について教えていただ

けますか。

〇佐次田薫施設課長 これは高等学校用地取得事業

費でございます。高等学校用地については、一部で

借地がございまして、年次的に借り上げを行ってい

います。今回、購入を予定しているところは、南部

農林高校ほか２校を予定しています。

○末松文信委員 面積はどれくらいありますか。

〇佐次田薫施設課長 1716平米です。

〇末松文信委員 借地料を払っているものについて、

これを年次的に順次買い上げていく計画のようです

が、現在、借地料を払っている面積は全体でどのく

らいになりますか。

〇佐次田薫施設課長 有償で借り受けているものは、

37万2000平米となっております。

〇末松文信委員 37万2000平米の賃借料は幾らに

なっていますか。

〇佐次田薫施設課長 賃借料全体としては、１億

1265万7000円となっております。

〇末松文信委員 毎年１億円にも上る借地料を払っ

ているわけですね。教育庁としては、その用地をで

きるだけ早目に買い上げたいという意向があるよう

ですが、その計画についてどのように考えているの

かを教えていただけますか。

〇佐次田薫施設課長 先ほど説明しましたが、年次

的に買い上げていくということです。かなりの借地

が残っていますので。ただし、個人有地から優先し

て購入していきたいと考えております。

〇末松文信委員 お尋ねしているのは、計画はどう

なっているのかということです。

〇佐次田薫施設課長 借地全体を購入するとなると、

かなりの年数がかかるということで、現在、6000万

円規模で毎年少しずつ買い上げていくという計画で

ございます。

〇末松文信委員 説明のとおり毎年6000万円をかけ

るとすると、37万2000平米を買い上げるには何年か

かるのですか。

〇佐次田薫施設課長 おおよそですが、その金額で

すと約200年ということになります。

〇末松文信委員 何を申し上げたいのかというと、

この毎年の6000万円とはいっても、6000万円はお金

ですから利息もつくわけです。早く買い上げたほう

が財政的によくなるのか。あるいは200年かけてその

まま利息のついたお金を払っていくのか。この辺に

ついてどう思っていますか。

〇佐次田薫施設課長 金額というよりも、学校運営

の円滑化ということから見れば、借地ではなくて県

有地にしていくこと、買い上げていくことで教育効

果が上がると考えております。

〇末松文信委員 例えば、名護高校もそうですが、

学校用地は後援会の土地がたくさんあります。北部

農林高校も後援会の土地がたくさんあります。そこ

は借地させていますが、民間であれば、借地ではな

く、早目に売却したいという意向の方もいると聞い

ております。そういったことを調査して、できるだ

け早目に買い上げることを考えたほうがいいのでは

ないかと思いますが、いかがですか。

〇佐次田薫施設課長 基本的な考え方としては、個

人有地を優先している状況です。まず、個人有地を

買い上げた後に、市町村や後援会有地については検

討していきたいと考えております。

〇末松文信委員 私が申し上げているのは、毎年

6000万円ではなくて、もう少し予算を上乗せして早

目に買い上げたらどうかと申し上げているのですが、

いかがですか。

〇平敷昭人教育長 予算を増額して、その買い上げ

を促進してはどうかというお話でございますが、こ

れは県全体の予算、財政的な観点もあります。その

辺の財政負担との兼ね合いもにらみながら、総合的

に検討してまいりたいと思っております。

〇末松文信委員 教育長の御答弁ですが、やはり毎

年マンネリ化してこの程度の予算しか要求していな

いのではないかと思います。次年度しっかりと要求

することについては、いかがですか。

〇平敷昭人教育長 予算額の増額等については、教

育委員会の予算全体に影響等を及ぼす可能性があり

ますので、その辺も踏まえながら、県の中でそれが

可能なのかどうか、いろいろな角度から検討してま

いりたいと思っています。

〇末松文信委員 購入に200年もかかるということ、

借地に200年も利息がつくわけですから。そういうこ

とについてはぜひ考えていただいて、早目の購入に

向けて頑張ってほしいと思っています。
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〇平敷昭人教育長 御質疑の中で、利息というお話

がございましたが、これについて利息という形では

つかないのかと思います。ただ、ずっと賃借料を支

払っているのは恒常的な財政負担になります。これ

を買い上げすれば、確かに賃借料はなくなりますの

で、そういう意味で利息という御指摘かと思います。

いずれにいたしましても、長期にわたる賃借料と購

入する際の大きな金額の支出分の財源との比較をし

ながら、ずっとこの状態で行くのか、ある時期に増

額して何らかの形にするのかということを全体の検

討の中で取り組みの方法をさまざまな角度から検討

してまいりたいと。次年度すぐに増額するとかとい

うことについては、今は発言しかねるところであり

ますが、御指摘の点も踏まえて、いろいろな角度で

検討してまいりたいと思っています。

〇末松文信委員 利息がつかないというお話でした

が、これは一般財源です。この一般財源に利息はつ

きませんか。

〇佐次田薫施設課長 学校用地購入費については、

起債が充てられていまして、一般財源は１割となっ

ております。

〇末松文信委員 今の答弁では理解できませんので、

もう一度お願いします。

〇佐次田薫施設課長 6200万円余りの予算の財源内

訳としましては、県債が5600万円余りで、あと一般

財源が630万円ということで、一般財源は１割の負担

となっています。

〇末松文信委員 お金に色はついていないと思いま

すが、県は起債も相当やっています。この起債には

利息がつくわけです。たまたま、これは起債対象で

はないと言うかもしれませんが、これを起債対象に

すると利息がつくわけです。ですから、トータルで

見るとお金は必ず利息がついているということです

から、その辺もぜひ勘案して、早目に買い上げたほ

うがいいのか、借地料を払ったほうがいいのか、そ

の検討をやってほしいということです。

〇狩俣信子委員長 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 予算に係る委員会質疑ですが、県

の退職金の支払いの、これは県の予算に係る件です。

その前提となる口ききの件がありました。これは教

育委員会で発生して、特に現教育長も口ききについ

ては認めてきたと私は思っております。その観点か

ら教育委員会の所管の部分について質疑させていた

だきます。

今回、口ききが断定されないという形で退職金が

支払われることになりました。教育長はこの対応に

ついて、どう考えていますか。

〇平敷昭人教育長 退職金の支払いの可否につきま

しては、総務部を含め最終的には知事が判断されて

おります。私から直接退職金の支払いの可否につい

てどうだということは発言しづらいというところで

ございます。

〇照屋守之委員 退職金の支払いについては、これ

は所管ではないから、知事の裁量です。しかし、私

が聞いているのは口ききが断定されないという判断

についてどうかということです。

〇平敷昭人教育長 この判断の経過については、私

では直接答弁しにくいのです。第三者委員会の報告

書の中では口ききが存在した可能性が高いことから、

これを踏まえた対策について提言するという表現を

なされておりました。そういうことも踏まえて判断

されたのかと。ただ、こちらは直接判断には関与し

ておりませんので、第三者委員会の意見、提言等を

踏まえて判断されたかと考えています。

〇照屋守之委員 諸見里前教育長が口ききがあった

ということで具体的に説明していました。それを受

けて平敷教育長が聞き取りをして、そうだったと。

平敷教育長になってからも安慶田前副知事から口き

きがあったと裁判所に対しても事実として証言した

わけでしょう。先ほどありましたように、第三者委

員会からも口ききの可能性が高いということがあり

ます。そうであるにもかかわらず、なぜ今回退職金

を払うのに、口ききが断定されないという判断に至っ

たのかという―担当の教育委員会としては、これに

対してどうかということをしっかりと持っておかな

いといけない。今まで皆さん方が証言してきことが、

やってきたことが覆されているのです。それについ

てはどうですか。

〇平敷昭人教育長 前教育長に対する、いわゆる口

ききにつきましては御本人から書面が提出されまし

た。それを踏まえて、教育委員会では職員が御本人

と当時の幹部の皆さんにお会いして、その事実確認

をして、書面の内容について確認をさせていただき

ました。それによって、書面の内容を肯定する証言

があったということで、これは昨年の１月24日に記

者会見をさせていただきまして、教育委員会として

は、そのような働きかけがあったと考えざるを得な

いという見解を、記者会見を開いて報告させていた

だきました。その後、文教厚生委員会でもその経過

を御説明させていただきました。その際に、前副知

事からは否定するという話がございまして、教育委

員会の見解の出し方というのがどうなのかという御
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指摘もいただいたかと思います。関係者からの証言

等もなしに拙速ではなかったのかという意見もあり

ました。加えて、文教厚生委員からも第三者委員会

を開いて、そこで検証すべきではないかという御指

摘もありました。そして、総務部とも連携しながら

第三者委員会を立ち上げていただいて、関係者の聞

き取り等を踏まえて、第三者委員会ではさまざまな

角度から検討した結果、先ほどの報告に至ったもの

と考えております。その報告では、口ききがあった

可能性が高いという内容になったわけですが、それ

について私も間接でしか聞いていません。総務部で

は、そういう状況も踏まえて、法律相談もやった中

では、この状況だけでは断定もできないし、支払わ

ないことはできないのではないかという話をされた

のではないかと考えております。ただ、その具体的

な判断内容は、私では申し上げにくいのですが、教

育委員会としては、一旦１月24日に働きかけがあっ

た可能性が高いという見解を出した中で、第三者委

員会でそういう報告が出たことを踏まえて最終的に

は総務部、知事で判断されたということで、それは

そちらの判断だと受けとめているところでございま

す。

〇照屋守之委員 この口ききがあったかどうかを断

定できないという意思決定が知事サイドでされたと

きに、県教育委員会として抗議しましたか。私は２月

20日の記録も２月８日の文教厚生委員会記録も全部

参考までに持っていますが、第三者委員会も口きき

の可能性が高いという結論を出して、皆様方や前教

育長も一緒に調べたのでしょう。そのようなことが

あったということはしっかりと参考人招致の際に記

録されています。にもかかわらず、口ききが断定さ

れないという。このような意思決定をする県があり

ますか。皆様方が調べたら、そういう口ききがあっ

たということを言ってるわけでしょう。第三者委員

会もなかったとは言ってません。口ききの可能性が

高いと言いました。教育長は裁判でも証言したので

はないですか。どういう証言をしましたか。

〇平敷昭人教育長 裁判所からの調査がありまして、

それにつきましては、前副知事から１次試験の合格

者だから何とかならないかという話があった記憶が

ありますと。その場で採用試験は、制度上、恣意的

な要素が入り込む余地がないことを説明したところ、

合否結果でいいからと言われて合否結果に合わせて

前副知事に結果を伝えたことを回答させていただい

たところであります。

〇照屋守之委員 ですから、そういうことも含めて、

要するに口ききがあった、なかった。これはそれが

成功した、成功しなかったかは別問題です。皆様方

はそういう形で口ききはあった。でも、これは仕組

み上はできないという形できっぱりと断った。教育

委員会としてのそのような対応でやっているにもか

かわらず、口ききが断定されないことが非常におか

しいのです。皆様方もしっかりとその口ききで、何

とかならないかという働きかけがあったことを言っ

ていて、より具体的に諸見里前教育長は証言してい

ます。ですから、そのような教育委員会サイドがこ

ういう口ききがあったということを言っているにも

かかわらず、知事部局で断定されないという。この

沖縄県の意思決定は何なのですか。ですから、これ

を抗議しましたか。しっかりと根拠を確認しました

か。皆様方は、きちんとそれを公に県民にも裁判所

にも証言している以上は大変な責任があるのではな

いですか。断定できないというこの結果は、大きな

責任問題ですよ。いかがですか。

〇平敷昭人教育長 第三者委員会の報告書の中身で

ございますが、教員採用試験への口きき行為につい

てはメモなどの明確な証拠もなく、また前教育長な

ど重要な関係者から直接聞き取りができなかったこ

となどにより口きき行為が存在した可能性が高いと

するにとどまり、当該行為があったと認定するまで

には至らなかったということもあって、法律相談等

を行った結果、前副知事による教員採用試験への口

きき行為の存在を認定することは難しいと判断した

ということでございます。

県教育委員会は抗議したのかという御質疑でござ

いますが、第三者委員会の報告を踏まえて、最終的

には総務部、知事で判断されたということですので、

法律相談も含めて、それについては、その所管の判

断のとおりであろうということで、こちらとして抗

議等は行っておりません。

〇照屋守之委員 教育委員会は知事サイドの言いな

り機関ですか。教育委員会は、学校の先生方も含め

て何名の職員がいますか。沖縄県の教育を背負って

いるというプライドがあるでしょう。幾ら知事から

任命されたといっても、教育長としてこれだけの口

ききがあったという―いいですか、口ききの犯罪性

とかを問うているわけではないのです。口ききがあ

りながら、その断定ができないというこの意思決定

に対して何とも思わないのですか。教育行政のリー

ダーとして何とも思わないのですか。あなたは直接

口ききがあったと言っているのでしょう。県知事は

断定できないと言っているのでしょう。クレームを
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つけるのが当たり前の話ではないのですか。前教育

長も皆さん方職員がやったものについて、県知事が

そのようにやれば、本来は職員をかばうでしょう。

職員がやったものを認めるでしょう。自分が言った

ことを主張するでしょう。自分が言ったことと全く

真逆の、断定できないと意思決定をされて、本当に

教育委員会、教育行政として黙っていられるのです

か。

〇平敷昭人教育長 私が裁判所に対して出したこと

について県議会でも質疑等を受けました。その際に、

副知事からあった際のやりとり―その場で説明して

合否結果でいいからということで納得してもらった

と理解したことから、口ききに当たると断定、判断

することが難しくて、働きかけとは断定できないと

いうことをお答えさせていただいたのですが、私の

場合は、そういう判断をさせていただきました。仕

組み上できないということで納得してもらったとい

うことで、私の場合の働きかけは判断しにくいとい

うように申し上げました。ただ、前教育長の件につ

いては、働きかけがあった際に持ち帰られて、その

後、合否結果には影響しない形で対応されたという

ことでございます。そういうことについて、その書

面等が出されて関係者の証言もあったものですから、

これは働きかけがあったと考えざるを得ないという

ことで、記者会見で報告させてもらったところでご

ざいます。それについて抗議しないのかということ

については、こちらの判断と違う、こちらの記者会

見したものとは違うということについては、私とし

ては一定の責任は感じているところでございます。

〇照屋守之委員 これは大変大きな問題です。今、

県教育委員会と学校の先生方も含めて、職員は何名

いるのですか。

〇平敷昭人教育長 概数で１万4000名余りでござい

ます。

〇照屋守之委員 １万4000名のトップ、リーダーで

すよ。実はこういう口ききの問題は、やり方もある

のでしょうが、恐らく本来ならば、安慶田前副知事

がそのようなことをやらなければ、表に出てきませ

ん。前教育長もこういうことを余り表に出したくな

いわけでしょう。やむを得ずそのような文書をつくっ

て、皆様方に訴えて、教育行政をゆがめたらだめだ

ということも含めて戒めとしてやったわけでしょう。

本来はこういうことやりたくないのです。一緒にやっ

た幹部のことを一々どうのこうのとやりたくないが、

それをやった。皆様方はそれを調べた。そこで先ほ

ど言ったように、働きかけがあったわけでしょう。

これが成功した、成功しなかったではない。口きき

があった、働きかけがあったという事実があるにも

かかわらず、口ききとして断定できないという、な

ぜ、沖縄県は２つの意思決定になるのですか。この

前、総務部長がこのように言っているのです。「安慶

田前副知事が、口ききがなかったと言っている」と。

口きき問題でやめた人を信用して。本来は平敷教育

長も諸見里前教育長も口ききがあったという、働き

かけがあったと言っているのですから、退職金につ

いてはそういうことも含めて金額をいろいろと調整

する。これが本来の行政のあり方でしょう。口きき

がなかったといって満額払うというやり方。幾ら知

事から任命されている教育長でも、少しひどいです。

１万4000名の学校の教職員はプライドを持って教育

しています。みずから証言したものについて、何も

クレームをつけない、このような県の行政がありま

すか。これからでもいいですから、やってください。

確認してください。

〇平敷昭人教育長 その支払いについての判断は総

務部、知事で最終的に行ったと考えております。そ

の判断の考え方については、実は私も総務部長とな

ぜそうなったのかということについて意見交換をし

てみました。そうしたら、法律相談上で明確な証拠

がないと支払わないわけにはいかないという話をさ

れていたと。そういう法律相談をした結果の所管部

署と知事の判断ということで、こちらの調査結果と

は異なっておりますが、その結果を受けとめたとこ

ろでございます。受けとめたというか、こちらの調

査結果と異なるところでありますが、法律相談も踏

まえたものだというように認識しております。

〇狩俣信子委員長 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 教育委員会から質疑させていただ

きます。

ことしは、また少人数学級の拡充をされるという

ことで、これを評価するのですが、これは予算を21億

円にされていると思います。この推進事業によって、

これまで小学校１年生から小学校６年生、中学校１年

生までの事業がされていると思いますが、その総額

は幾らですか。

〇古堅圭一学校人事課長 小学校１年生から中学校

１年生までを実施した場合の財政負担見込み額は

21億6200万円となっております。

〇比嘉京子委員 この21億円余りは、小学校１年生

から中学校１年生までの負担増の分だという理解で

よろしいですか。

〇古堅圭一学校人事課長 おっしゃるとおりです。
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〇比嘉京子委員 それはどういう財源でしょうか。

〇古堅圭一学校人事課長 義務教育国庫負担制度に

よりまして、３分の１が国庫、残りが県の負担とい

うことになります。

〇比嘉京子委員 常に教育の質の問題も含めて、や

はり40人学級は―世界的に見ても教育の後進国だと

言われているのが日本の実情だと思います。それで

都道府県単位で、また市町村では15人というところ

も出てきたりするわけです。その負担を財源から出

しながらやっていることを考えますと、やはり国に

対して各都道府県の教育長が一緒になって40人以下

学級の見直し等の提言をしていると思いますが、そ

の現状はどうなっていますか。

〇古堅圭一学校人事課長 全国都道府県の教育長連

絡協議会等を通じて、加配定数の措置等も含めて教

職員の定数の増につきましては要望しているところ

です。

〇比嘉京子委員 やはり大もとである国のあり方に

ついては、１クラスの人数を減らしていくというよ

うに変えていく。財源があるところがやる、ないと

ころはやれないという話ではなくて、やはりそこに

切り込んでいくことが、教育の大きな改革の一つで

はないかと思いますが、そういう働きかけはしてい

ないのですか。

〇古堅圭一学校人事課長 法令の規定によりまして、

義務教育の場合は40人が標準になっておりますが、

先ほど出た全国都道府県教育長協議会等を通じまし

て、公立学校義務教育諸学校の学級編成及び教職員

定数の標準に関する法律―義務標準法の改正による

35人以下学級の早期拡充等々について改善、充実を

求めております。引き続き、県としても要望してま

いりたいと考えております。

〇比嘉京子委員 次に、図書館行政について伺いま

す。せんだって石垣市に行きました。県立図書館八

重山分館廃止後の状況が、なかなか外からは見えな

いのですが、たしか2010年から2012年あたりで非常

に大きな議論があったと記憶しています。その閉館

後、蔵書と資料等はどのような状況になっています

か。

〇城田久嗣生涯学習振興課長 県立図書館旧八重山

分館の蔵書につきましては、閉館後これまで旧図書

館で保存してまいりましたが、基本的に八重山圏域

で活用していただくという観点から石垣市、竹富町、

与那国町に対して、無償譲渡する方向で調整を進め

てまいりました。その結果、昨年から今年度にかけ

て与那国町に1400冊譲渡いたしました。それから、

竹富町に2128冊譲渡しております。これはおのおの

の町が希望した図書でございます。また、石垣市に

つきましては、先月２月に約５万5000冊を石垣市立

図書館に移管しています。それとともに市内の学校

等へ約2200冊を譲渡しております。そして、３市町

が譲渡を希望しなかった文庫本とか一般図書が約

２万6000冊残っております。我々としては、これに

つきましても地元で活用してもらうという視点から、

今後可能な限り早目に引き取り先を検討してまいり

たいと考えております。

〇比嘉京子委員 この蔵書について、ここまで引っ

張ってきていると。当初は８万冊あったと思います。

その議論がかなりあって、受け取る側もそういうス

ペースはないという回答からきょうまで引きずって

いるのかと思っております。

次に、離島の読書活動充実事業費が1000万円、今

回予算化されているわけなのですが、その実施内容

について伺いたいと思います。

〇城田久嗣生涯学習振興課長 離島読書活動充実事

業は、沖縄振興特別推進交付金―ソフト交付金を活

用している事業でございます。館外協力利用図書と

称している県立図書館で実施している移動図書館と

か、一括貸し出しで利用するための図書を購入する

ための事業で、平成27年度から実施しております。

今、委員は1000万円とおっしゃっていましたが、正

確には平成30年度予算は1340万1000円となっており

ます。

〇比嘉京子委員 もう少し詳しく、年何回とか具体

的に答弁してください。

〇城田久嗣生涯学習振興課長 この事業は基本的に

は館外協力用図書を購入する事業でございます。図

書を購入して登録を行ったりしますので、若干の人

件費も含まれておりますが、購入を主体とした事業

でございまして、特に何回とかということはござい

ません。

〇比嘉京子委員 これは離島県である沖縄県の、あ

る意味では離島の定住条件にも相反する、逆行する

のかという議論になると思いますが、市町村は図書

館行政に対してどのような役割を持っているのか。

県がこのようにずっとやり続けていくのかというこ

とがよくわからないのです。離島の学校であれば、

そこに充実した図書が常にあることが大事ではない

のかと思います。巡回して行くのではなくて、常に

身近に図書があることが大事ではないか。そういう

ことからすると、やはり離島の定住条件の整備とい

うことも含めると、どうなのだろうかと思うのです
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が、図書における市町村の役割についてはどうなの

ですか。

〇城田久嗣生涯学習振興課長 明確な基準等は持ち

合わせておりませんが、当然ながら市町村では地域

住民の読書活動を推進するという観点から、地域に

根差した住民のための図書の整備等を行うことにな

ります。一方、県としましては、それを県全体の大

きな観点から、県内の読書行政を推進するという形

での業務を行うことになります。地元の責任という

観点で申し上げますと、そういうところも十分にあ

りますが、やはり島嶼県でもございますし、現状か

ら見た場合、整備といいますか、その環境が不十分

であるという実態でございます。そういう観点から

ソフト交付金も利用しながら支援しているところで

ございます。

〇比嘉京子委員 次に、幼児教育についてお聞きし

たいと思います。改めてですが、幼児教育の重要性

について県はどのように認識しておられるのか伺い

たいと思います。

〇當間正和義務教育課長 幼児期における教育は、

生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ

ると考えております。

〇比嘉京子委員 もう少し充実した答弁ができませ

んか。

〇當間正和義務教育課長 幼児教育の重要性につい

ては十分認識しております。そのため、さらに市町

村と連携し、これを充実させていくために、県にお

きましては、黄金っ子応援プランにおいて幼児教育

の重要性について明記しています。そして、市町村

と県の認識を一致させるために、同プランを踏まえ

た市町村における幼児教育政策プログラムの策定と、

それに基づく施策の展開を促しております。

〇比嘉京子委員 県がどのように認識しているかと

いうことはすごく大事だと思います。通り一遍のこ

とではなく、どう重要なのか、なぜこの時期なのか

ということについてもっと深い議論ができたらいい

かと思います。今の義務教育課長のお答えによると、

市町村がその担い手になっていますが、この質を上

げるためにどういうことがあるのかというと、やは

り人的配置が大きいと思います。今、国は幼児教育

を３歳から５歳としておりますが、保育園には３歳

児、４歳児、５歳児までいるわけです。この人的配

置において、保育所と幼稚園の配置基準が違います

が、その人数の違いを述べていただいて、その認識

について伺いたいと思います。

〇當間正和義務教育課長 初めに幼稚園の配置基準

について申し上げます。幼稚園の１学級の幼児数は、

文部科学省令幼稚園設置基準により35人以下を原則

とすると定められております。一方、保育所は国の

基準を参酌して、満４歳以上は30人、満３歳以上で

満４歳に満たない幼児は20人と、県の条例施行規則

で定めております。県教育委員会としましては、現

在、全国都道府県教育長協議会を通して国に要望し

ているところでありますが、引き続き、国に対して

要望していきたいと考えております。

〇比嘉京子委員 これは教育と福祉が絡んでいるこ

とだと思います。その観点から言いましても、厚生

労働省と文部科学省の一元化ができない理由の一つ

になっていると思います。そういう違いが生じてい

ますが、その基準はあるのですか。県の基準として、

今説明した要望している国の基準はどういうもので

しょうか。

〇當間正和義務教育課長 県で、幼稚園の１学級の

配置人数についての基準は定めておりませんが、全

国都道府県教育長協議会においては、幼児教育の振

興ということで、１学級の幼児数、それから教員当

たりの幼児数について改善を図っていただきたいと

要請しているところです。

〇比嘉京子委員 その内容がよくわからないのです。

ともかく今小学校１年生で30人以下学級をやってい

るところに、幼稚園の配置基準を見ると５歳児が35人

なわけです。そこら辺から考えても、やはり見直さ

ないといけないわけです。保育の担当者がいらっしゃ

ると思いますが、保育園での３歳児、４歳児、５歳児

の配置基準を教えてください。

〇大城清二子育て支援課長 保育所の場合は、３歳

児につきましては20対１。それから４歳児以上につ

きましては30対１の配置基準となっております。

〇比嘉京子委員 ここも含めて、やはり配置基準は

質につながることなので、ぜひとも見直しをお願い

するのと、一元的にすることをお願いしたいと。こ

こでも、やはり幼保の一元化を県庁内で図っていく

必要性をぜひとも推進していただければと思います。

それから幼稚園の先生方の正規雇用率について現

状でどうなっているのか。また、担任が正規でない

場合は、それがどれぐらいの割合になっているのか

教えてください。

〇當間正和義務教育課長 平成29年５月現在で、公

立幼稚園教諭の本務率は35.1％となっております。

それから、担任の本務率につきましては65％となっ

ております。

〇比嘉京子委員 幼児教育は重要だという前提があ
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る中で、担任が正規ではないことが35％もあるとおっ

しゃいました。小・中学校、高校を見てもあり得な

いことなのです。そこではたしか10％台だったと思

います。そのことを踏まえると、重要ではないとい

う扱いをしているのではないのかと。しかも、市町

村がそれを主体的にやらなければいけないところで

すが、県としては、どういうかかわり方ができるの

でしょうか。

〇平敷昭人教育長 幼稚園教育の担任の本務率が

65％、全体では35.1％です。質の高い幼児教育を保

障するということでは、教諭の本務採用は重要な課

題であると考えております。県教育委員会でも幼稚

園教諭の本務採用の促進について、黄金っ子応援プ

ランで示しているところではございますが、今後も

幼稚園の設置者である市町村に対して本務採用につ

いて助言等を行って本務率を上げていただくように

努めてまいりたいと。それに伴う財源措置、予算措

置への課題はありますが、これは質の向上のために

は重要ですので、ぜひとも本務の採用を進めていた

だくように、いろいろな研修会とかさまざまな場面

で促して、働きかけてまいりたいと考えております。

〇比嘉京子委員 なぜ、正規雇用がずっと進んでい

ないかということは、多くのところで採用試験をやっ

ていないからです。ですが、地方交付税交付金―交

付金がとよく言います。例えば、公立幼稚園の場合、

きちんと交付金が財源に入っているのです。子供１人

当たりを調べると36万9000円入っています。これに

30名掛けただけで、1000万円以上が入っています。

この金額で何名の採用、臨時雇用者でやっているの

かという話なので、切り込まないといけないと思い

ます。

そして今、50代の人はいるが、40代や30代がいな

いという空洞化が生まれています。そのような流れ

において、幼児教育が重要だということを唱え文句

にしていてはいけないと思います。そういうことを

もっと切り込んでいくこと、その決意を聞きたいと

思いますが、いかがですか。

〇平敷昭人教育長 地方交付税のお話かと思います。

基準財政需要額の中で幼稚園児を測定単位というか

基礎数値にして算定している部分がございます。そ

の中で、確かに36万9000円という数値がございます。

地方交付税が、さまざまなところで議論される中で、

この算定した額のとおり予算措置をするということ

が、実は義務づけられているわけではなくて、一般

財源の計算過程になっております。ただ、それでも

一つの目安という形にはなります。最終的にはその

予算措置をどうするかということは、市町村が一般

財源である交付税をどのように予算化するのかとい

うことになります。一般財源である交付税や市町村

税も含めて、その財源をどのように割り当てるかは

主体的な判断と責任のもとで選択していくわけです。

交付税措置されている部分を踏まえながら、こちら

としては本務化に必要となる適切な予算措置とその

本務化は進めていただきたいということを、さまざ

まな場面でお願いしてまいるということかと思いま

す。

〇比嘉京子委員 先ほど、新垣委員も質疑されてお

りましたが、いかにここに投資するかということが、

後々の投資効果に大きく反映されることがわかって

いるのです。

障害児を幼稚園に受け入れるときの人的加配は、

市町村で義務化されているのですか。

〇當間正和義務教育課長 平成29年５月現在、公立

幼稚園における特別支援の担当者が556学級中410学

級に配置されております。これにつきましては、市

町村で必要性とかを含めて配置しているものと判断

しているところです。県教育委員会としましても、

特別支援教育に対する関心が非常に高まっておりま

すので、必要に応じて、どの園でも対応できるよう

な体制づくりを推進していく必要があるものと認識

しております。今後も質の高い幼児教育の実現のた

めに市町村に対し働きかけをしてまいりたいと考え

ております。

〇比嘉京子委員 同じ質疑を子ども生活福祉部に行

います。保育園で障害児を受け入れるための保育士

加算は、市町村において義務的な措置とされている

のかどうかお聞きします。

〇大城清二子育て支援課長 市町村の認可保育所で

障害児を受け入れる場合は、受け入れに係る加配職

員の配置率について市町村が独自に基準を定めてお

ります。市町村の多くは、受け入れ児童２人または

３人に対し、１人の保育士を加配するというような

対応をしているところです。ただ、保育士の加配に

要する経費につきましては、地方交付税の措置が行

われております。その地方交付税では受け入れ児童

２人に対し保育士１人を加配するという内容になっ

ておりますので、県といたしましては市町村には説

明会を通して、受け入れ児童２人に対し保育士１人

を加配するように促しているところです。新聞報道

によりますと、平成30年度から国において障害児の

受け入れに係る地方交付税措置を拡充するというよ

うなこともございますので、市町村に対しては障害
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児２人に対し保育士１人を加配するよう働きかけを

引き続き行ってまいりたいと考えております。

〇比嘉京子委員 これを徹底してお願いしたいのは、

去年もことしもその予算をカットしている市があり

ます。ですから、そういう市があった場合はどのよ

うに指導なさるのでしょうか。

〇大城清二子育て支援課長 繰り返しになりますが、

県といたしましては、障害児の加配につきましては、

地方交付税で措置されておりますので、障害児受け

入れ児童２人に対し保育士１人を配置していない市

町村に対しては適切に障害児加配の配置を行うよう

に、引き続き促していきたいと考えております。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後１時24分再開

〇狩俣信子委員長 再開いたします。

亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 まず、子ども生活福祉部からです

が、配付されている説明資料の番号で質疑をさせて

いただきます。

説明資料の92ページ、男女共同参画推進費の性暴

力被害者ワンストップ支援センター体制整備事業に

ついてお聞きします。この事業ですが、補正予算の

ときに２億7000万円が減されまして、当初予算で２億

9000万円が計上されておりますが、この内容につい

てお答えください。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者ワ

ンストップ支援センター体制整備事業は、ワンストッ

プ支援センターを24時間、365日対応可能な病院拠点

型のセンターへ移行するために、県立中部病院の中

に病院拠点型としてのワンストップ支援センターの

専用施設を整備する事業です。

〇亀濱玲子委員 きちんと24時間の支援が可能にな

るためには、相談員の確保、拡充が必要だと思いま

すが、それはどうなっていますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 24時間、365日の

相談支援体制の実現へ向けましては、現在の相談支

援員30名を50名まで増員する必要があります。この

ため養成研修を本年度も実施しておりまして、その

人材確保を進めているところでございます。

〇亀濱玲子委員 この支援員を拡充するためにぜひ

力を入れていただきたいのですが、その支援内容に

ついて確認したいと思います。例えば、内容によっ

ては自宅に戻れないケースがあると思いますが、そ

のときの対応や、その後のケアの連携はどのように

とられていくのでしょうか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者に

必要な支援を、相談支援員が支援する機関へつなげ

ていくことになっております。そういう保護が必要

な被害者につきましては、保護施設につないで支援

していくことになります。

〇亀濱玲子委員 これは相談員が移動して支援する

予算もそれに入っているという認識でよろしいです

か。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 同行して支援す

ることを行っておりまして、そういう予算も計上し

ています。

〇亀濱玲子委員 この中核になる、拠点病院が充実

することはとても大事なことですが、それとあわせ

てどこにいても支援が受けられる体制をきちんとと

ることが、その次のステップだと思います。県立病

院が中心ですが、各圏域の病院の連携あるいは産婦

人科医などの協力病院の構築はどのように進められ

ていますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 医療支援を受け

られるように、現在県立病院を含めて７つの病院と

協力病院ということで、連携を密にとるような体制

ができております。今後も引き続き、そういう連携

ができる協力病院をふやしていきたいと考えていま

す。

〇亀濱玲子委員 これは、本県にある産婦人科と開

業医院、開業医も含めて考えていただきたいのです。

例えば、医療費がここにきちんと宛てがわれる仕組

みは、既にできているということでよろしいのです

か。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 協力病院との連

携の中で、医療費支援も実施しております。

〇亀濱玲子委員 どこにいても24時間、ＳＯＳがしっ

かりと受けとめられる体制を充実させていただきた

いと思います。

続いて、説明資料の69番の子育て総合支援事業対

策費の中の被虐待児等の地域療育支援事業です。こ

れが前年度比1000万円増になっておりますが、事業

と予算増の内容を教えてください。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 本事業は、虐

待を受けたことなどで特別なケアを必要とする要保

護児童や、その里親家庭等へのきめ細やかな支援を

行うことを目的に、平成25年度から実施しておりま

す。平成30年度当初予算において約4700万円を計上

しており、約1000万円の増額となっております。そ

の4700万円の内訳としては、補助金が4400万円余り、

委託料が225万2000円になっています。今回予算がふ
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えているのは、その支援拠点に里親会を追加するこ

とで、1000万円の増額になっています。

事業の内容を説明いたしますと、児童養護施設及

び里親会を地域の社会的養護の支援拠点と位置づけ

まして、本事業を専門に対応する心理療法士及び療

育支援コーディネーターを配置するほか、専門医療

機関からは医師を派遣して相談、援助、指導を行い

ます。このような専門的な支援を通じまして、養育

者の負担軽減や養育技術の向上を図るとともに、そ

のほかの機関、例えば、児童相談所や医療機関、学

校等における連携体制の構築を図るという事業内容

になっています。

〇亀濱玲子委員 これは施設や里親も、あるいは地

域で四、五人預かっているグループホームのような

形もあると思いますが、直接子供が助けを求める、

相談したい場合は、どういう形になりますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 この場合、里

親と子供が一緒に相談を受ける形になります。

〇亀濱玲子委員 例えば、里親と子供を切り離して、

つまり子供独自で相談を受けられる形がどこかでと

れないかということが、私のイメージなのです。里

親の相談と子供の相談は別々であったりするのです。

ですから、その子供からのＳＯＳはどこで受けとめ

られるのかを教えてください。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 子供のＳＯＳです

が、施設であれば、例えば、意見箱のようなものが

あって、そのまま入れられるようになっています。

それ以外には、児童相談所の職員が定期的に施設を

訪問しますので、その際に施設担当者に話を聞くと

かです。里親の場合は、それぞれ里子として子供を

預かっていますので、例えば、里親会の中で自分た

ちで意見交換をしながら、こういう困ったことがあ

るという声も聞きつつ、子供たちも同じように集まっ

たりしますので、そこでお話を聞いて、児童相談所

の職員がキャッチしたりといったことになるのかと

思っています。また、施設サービスに対する第三者

機関もありますので、そういったところで対応して

いくことになるのかと思います。

〇亀濱玲子委員 一般質問でも聞かせていただきま

した。調べてみると、今41市町村の中で17市町村し

か、その庁舎での手話通訳を実施していない。沖縄

県が率先して総合案内や子ども生活福祉部等にまず

スキルを持った方を配置することは、すぐにやれる

のではないかと思います。まず一歩を踏み出してい

ただくためには、これに取り組んでいただきたいと

思います。これについて聞かせていただきたいと思

います。

〇與那嶺武障害福祉課長 委員がおっしゃるとおり、

現状では手話通訳が必要な方が来庁された場合には

十分な対応ができないという状況があります。今後、

障害福祉課としても、例えば非常勤を採用する際、

採用要件を満たしている場合には、手話や点字等の

技術を習得している職員の優先採用等を検討してい

きたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 できるだけ受け入れる体制を、行

政の側でもまず何ができるかということの努力、工

夫をしていただいて、そこからまた見える課題があ

ると思いますので、ぜひいつでも来てくださいと言

える体制をとっていただきたいと思います。

続いて、説明資料63番の民生費の生活保護費です。

これは通告していないのですが、質問聴取が終わっ

た後に、これについて新聞に出たので、答えられる

範囲での答弁をお願いします。宮古島市で２年５カ

月分の生活保護費の支給漏れがあったと。それを訴

えたら、３カ月分しか遡及できないという対応があっ

て、それが市町村でばらばらなのだそうです。答え

られる範囲でいいのですが、県管轄の中でも、これ

までに支給漏れがあったのかお聞かせください。

〇金城賢福祉政策課長 過去に支給漏れがあったか

ということにつきましては、先の委員会でも御指摘

がありました。浦添市等において出産費に係る出産

証明書等にかかる2000円ほどの額ですが、その支給

漏れがありました。

〇亀濱玲子委員 厚生労働省の指針には３カ月分し

か支給漏れは対応できないとなっている。でも、こ

れは、自治体によってはきちんと対応してるところ

もあるということなのです。県の方針としてはどの

ように対応されているのか、聞かせてください。

〇金城賢福祉政策課長 御質疑の３カ月程度という

ものは、厚生労働省からの課長名による通知の中で、

基本的な考え方ということで、生活保護費は現在あ

るこの生活状況に着目して支給されるという性質に

鑑みて、３カ月程度の遡及が適切であろうという考

え方が示されています。その考え方については、生

活保護の実施機関である市町村や福祉事務所によっ

て対応が異なるということではなくて、おのおのの

生活保護自体の遡及が生じた内容によって、例えば、

他県においては遡及して全て支払った事例があると

聞いています。

〇亀濱玲子委員 これは要望なのですが、県下41市

町村自治体の支給漏れがないように、例えば、県に

おいて適正支給といいますか、きちんと襟を正すよ
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うな、担当者講習のようなものを県で実施すること

が考えられないでしょうか。

〇金城賢福祉政策課長 生活保護については、11市

です。郡部については県の所管ということになりま

すので、実施機関は16機関ということになります。

この実施機関において、生活保護の実施が適正に行

われるようにという御質疑ですが、県においては、

例えば、新任のケースワーカーを初めとした研修、

査察指導員の皆さんを対象とした研修、また毎年度

県の監査がございます。16の福祉事務所に対して監

査を実施しておりますので、こういったものを通し

て適切な生活保護が行われるよう、助言等を行って

いきたいと考えています。

〇亀濱玲子委員 県が管轄する町村だけではなく、

生活保護費の最低基準が守られない、支給漏れがあっ

てはならないと思いますので、できればそのあたり

のスキルアップについては、ぜひ県も11市に対して

力をかしていただきたいと思います。

続いて、教育委員会に関する質疑を行います。

予算書の287ページ、教育総務費の教職員福利厚生

費の中に労働安全衛生管理委員会の整備があると思

います。まず、県立高校に関して伺いますが、その

取り組みの状況についてお聞かせください。

〇古堅圭一学校人事課長 労働安全衛生管理体制に

つきましては、労働者の安全と健康の確保、それか

ら快適な職場環境の形成を図るということで、労働

安全衛生法の規定に基づきまして、所要の体制を整

備することが義務づけられています。例えば、常時

50人以上の教職員が働いている学校の場合、産業医

や衛生管理者の専任、あるいは衛生委員会の設置等

が法律上義務づけられています。県立学校の場合は、

特別支援学校も含めた全ての県立学校で産業医、衛

生管理者、衛生委員会が設置されて、所要の体制が

整備されているという状況になっております。

〇亀濱玲子委員 そうです。100％設置されているに

もかかわらず、沖縄県の教員の休職率はとても高い。

ですから予防的にはその委員会があるわけです。講

習、悩み相談とかいろいろあると、産業医もいると

思います。しかし、なぜ沖縄県で、これほど休職、

中でも精神性疾患が多いのかということが問題にな

るのかと思います。できれば市町村も含めてですが、

県が率先して、これへの対応について取り組んでい

ただきたいと思っております。その改善への取り組

みがどうなっているのかお聞かせください。

〇古堅圭一学校人事課長 病気による休職者が依然

として、全国的に見ても非常に高い割合、非常に多

い状況になっています。ただし、休職の主な原因と

なっている精神性疾患につきましては、さまざまな

要因等がありまして、原因究明等の調査を行うこと

はなかなか難しい面がございます。そういうものが

課題としてありますが、県の対策としては大きく３つ

あると考えております。１点目に、保健指導による

相談窓口の設置。それから、相談窓口の設置とあわ

せて学校訪問によるメンターです。２点目に学校訪

問による面談です。３点目に、ストレスチェックの

受検の促進を対策として講じているという状況です。

それから平成21年４月から、復職支援プログラムに

基づく復職の支援という取り組みも行っております。

これは、関係者が集まって協議した上で、円滑に職

場復帰ができる計画を策定した後に、その計画に基

づいて、休職されている方が出勤になれることから

始めて、徐々に職場復帰に向けていろいろなサポー

ト等を行っているという状況です。

〇亀濱玲子委員 教育長に伺います。県だけではな

くて、市町村教育委員会についてもきちんと全体の

底上げをしていただきたいと思います。復職に向け

た支援プログラムの話が出ましたが、人事担当と本

人との間にあるコーディネーターや、この支援プロ

グラムの充実が、県職員だけでなくて市町村もセッ

トで取り組まなければいけないと思います。市町村

教育委員会全体も含めた改善への取り組みの働きか

けが必要ではないかと思いますが、いかがでしょう

か。

〇平敷昭人教育長 県教育委員会では７月１日から

の１週間の全国の安全週間とか、10月の最初の週の

全国労働衛生週間に合わせて、市町村教育委員会に

対して、労働安全衛生管理体制の整備の重要性等に

ついて周知を行っているところでございます。また、

県立学校、市町村教育委員会の担当者を対象とした

安全衛生管理者の研修会も開催しており、職場にお

ける労働安全性の理解の促進に努めているところで

ございます。さらに、小・中学校の教職員等を対象

として、臨床心理士によるメンタルヘルスの研修会

を、各教育事務所における経年研修や管理職研修に

組み入れて実施をしているところです。県教育委員

会では、市町村教育委員会に対して、教職員の健康

確保の観点から労働安全衛生の管理体制の整備、メ

ンタルヘルス対策を推進するためのさまざまな取り

組みを行っているわけですが、今後とも市町村教育

委員会と情報交換等も行いながら、さまざまな助言

等を行ってその体制整備の強化に努めてまいりたい

と考えております。
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〇亀濱玲子委員 市町村教育委員会では、労働安全

委員会が設置されていないところが多いので、ぜひ

配慮というか、その充実に向けて働きかけをしてい

ただきたいと思います。

離島の読書活動充実事業が、1700万円から1300万

円に減額されているのです。その減の理由を教えて

ください。

〇城田久嗣生涯学習振興課長 先ほども答弁しまし

たが、これは図書を購入する事業でございます。御

存じのとおり県立図書館は、現在新図書館を建設中

で、ことし12月をめどに開館予定です。このため開

館準備のために一定期間休館いたします。休館中は

引っ越し業務に多少専念する必要もありまして、一旦

業務を停止いたします。この期間は図書を購入する

ことができませんし、登録作業も滞りますので、こ

の事業も停止します。その期間の分だけ、その相当

額が予算減となっております。

〇亀濱玲子委員 それではぜひ提案させてください。

休館中でも、離島読書活動支援事業はできると思い

ます。これについては、私はどこに行っても県教育

委員会をすごく褒めています。空飛ぶ図書館。地域

にいても離島にいても、本が届けられるという活動

が実にすばらしいのです。宮古にも県立図書館から

本がやってきたというのです。離島の難病がん患者

を支援するところに、ボックスで届いてくるのです。

ですから、それをこういう形で、離島や僻地の小・

中学校の図書室に、ボックスで貸し出して、入れか

える、シャッフルすることについて、ぜひ力を入れ

ていただきたいと思います。これについて要望いた

します。

〇狩俣信子委員長 平良昭一委員。

〇平良昭一委員 子ども生活福祉部から質疑します。

昨年の予算委員会で、子どもの貧困対策に係る34の

指標の目標を立てていましたが、目標の達成あるい

は改善などがあるのか、その辺をお聞かせください。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 沖縄県では、子

どもの貧困対策計画を定めております。その中で34の

指標、目標値を設定しております。平成28年度の実

績を、平成29年12月にまとめております。34の指標

のうち23の指標が改善の方向に向かっています。具

体的な例としては、放課後児童クラブ、平均月額利

用料などが改善しています。

〇平良昭一委員 34の指標のそれぞれの達成度、あ

るいは改善すべきところがあります。こういう資料

をぜひ委員全員に配付していただければ、また、こ

としの目標がどういうものであるかということを提

示していただければ助かりますが、いかがでしょう

か。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 34の指標の進捗

につきましては、子どもの応援未来特別委員会で、

12月に御報告させていただいておりますが、この予

算特別委員会についても、後ほど資料を御提供した

いと思います。

〇平良昭一委員 ひとり親家庭生活支援モデル事業

は2000万円近くの減ですが、その理由をお聞かせく

ださい

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 ひとり親家庭

生活支援モデル事業は、いわゆる、ゆいはぁと事業

です。この事業では、ひとり親家庭の生活の安定と

その子供の心身の健全な発達等を支援するために、

民間アパートを借り上げまして、住宅支援を中心に

生活就労、子育て、子供への学習支援等の総合的な

支援を行っているところです。

今年度４月から県内の３拠点で事業を実施してい

ますが、この執行状況を踏まえまして、平成29年度

当初から、主に利用者の民間アパートの借り上げ料

が今年度も残があるということで減額補正したとこ

ろです。前年度から減少した理由は、このような実

績を踏まえた額に見直したためです。例えば、支援

期間として全ての世帯に対して４月から支援が入る

わけではありませんので、半分ぐらいは平均をとっ

て５月という計算をして、その分のアパートの借り

上げ料が減ったことによって2000万円減となってお

ります。ただ、母親等へのパソコン講座など就労支

援に係る経費や、子供の学習支援に係る経費などの

附帯事業についての減額はありません。

〇平良昭一委員 このアパートの借り上げは大変重

要なことであります。いろいろと現場の方々に聞い

てみると、なかなか独自にアパートを見つけるのは

難しいという話をしているのです。そういう面では、

利用者が少ない、相談者が少ないというわけではな

くて、それに対応する力がないと私は受けとめてい

ます。そういうことからすると、市町村の福祉課な

ど地域の窓口にそういうシステムをつくって、例え

ば、不動産業者とのつながりを持ちながらサポート

していくシステムがぜひ必要になると思いますが、

いかがでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 本事業では、

居宅支援を行う民間アパートの借り上げについては、

子供の数や通学等地理的な利便性なども考えまして、

できる限り利用者のニーズを考慮して決定しており

ます。本部町や今帰仁村などで居宅支援している、



－182－

ゆいはぁと北部でも、基本的には不動産会社を通し

てアパートを探していますが、不動産会社に依頼し

てもあきがない時期があるため、その場合は個人で

経営しているアパートを探して決定している状況で

す。以上のことから、御指摘のとおり地域の市町村

からの物件情報を収集するなどして、利用者のニー

ズに適切に対応してまいりたいと考えています。

〇平良昭一委員 アパート借り上げのための家賃の

上限はありますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 原則として

６万円を上限としております。

〇平良昭一委員 ６万円は、中部や南部ではいかが

なものでしょうか。それで見つかりますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 現在、ゆいは

ぁとを利用している方の平均家賃を調べてみたとこ

ろ、ゆいはぁと南部が５万7895円、ゆいはぁと中部

が５万5650円、ゆいはぁと北部は４万3470円という

ことで、いずれも６万円以内でおさまっている状況

です。

〇平良昭一委員 そうであれば、やはりアパートを

見つけるための手段がある程度必要になってくると

いうことですので、その辺は行政との窓口も大事に

していかないと。また、不動産業者の協力もないと

いけないと思います。ただ、各市町村は公営住宅を

持っています。それに優先的に入れるような仕組み

づくりは、難しいのでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 公営住宅の優

先利用については、子育て世帯優遇枠等が各自治体

にあります。したがって、各自治体の事情に合わせ

まして、その取り扱いが地域で異なるのですが、利

用者に対しては支援終了後の選択肢として、必要な

情報提供を行っているという状況でございます。

〇平良昭一委員 やはり各町村の理解を得ないとい

けないということもあります。その辺の指導につい

ても、これから県が考えていかなければならないと

思います。大変いい状況でありますが、ただ2000万

円の減が、これからの新しい事業に関して、モチベー

ションが下がるものであったら困るということだけ

は伝えておきたいと思います。新しく事業に取り組

みたいということであれば、どんどんやらせていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 2000万円は、

アパートの借り上げ料の減ですので、そのほかの附

帯事業には影響がないようにやっております。それ

から、北部の例ですが、ゆいはぁと北部は地域の相

談機関としての役割なども果たしておりまして、拠

点がある本部町以外のほかの市町村に居住するひと

り親家庭の親からも、さまざまな相談を随時受けつ

けております。また、遠方から相談があった場合に

は、ゆいはぁと北部のスタッフが出かけて対応して

いるということで、機能としては大変充実してきて

おります。今後ともこの機能を十分果たせるように

頑張っていきたいと思います。

〇平良昭一委員 これから離島の問題も含めながら、

余りにも広域すぎるという状況もありますので、そ

の辺は努力していただきたいと思います。

午前中にも質疑がありました待機児童解消支援基

金事業と待機児童対策特別事業について、大幅減の

説明がありましたが、実際に実績が上がっているの

か確認させてください。

〇大城清二子育て支援課長 県は、これまで黄金っ

子応援プランに基づきまして、平成27年度からの

３カ年間で約１万8000人の保育定員を確保するとい

うことで取り組みを進めてまいりました。その３カ

年間で、約１万8000人の保育定員の確保については、

ほぼ達成できる見込みです。市町村では、当初は29年

度末で約５万5000人の利用児童数を見込んでいて、

その受け皿として約５万7000人分を確保するという

ことで取り組みを行ってまいりました。今回、保育

所整備等の推進によるニーズの掘り起こし、女性の

就業率の上昇等もございまして、その計画の見直し

を行ったところでございます。その結果、平成31年

度末までに約６万人の利用児童数が見込まれると。

そのために、平成31年度末までに約６万3000人の保

育定員を確保する必要があるということで、当初の

５万7000人の保育定員では、約3000人の受け皿が足

りないと。その受け皿の確保に向けて、平成30年度、

平成31年度の２カ年間で約6000人の受け皿の確保を

取り組んでいくということで、県も市町村と連携し

て取り組みを行っていきたいと考えているところで

す。

〇平良昭一委員 単刀直入に聞きますが、実績が上

がっていない市町村はありますか。

〇大城清二子育て支援課長 実績が上がってないと

いうか、これまで市町村においては待機児童解消に

向けて取り組みをしてまいりました。平成29年４月

１日現在、41市町村のうち22市町村で待機児童が発

生している状況でした。平成30年４月１日の待機児

童数については、これから調査することになります

が、今回、27市町村で市町村の子ども・子育て支援

事業計画の見直しを行っているところです。いろい

ろな取り組みを市町村で積極的に進めていただいて
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いるのですが、見込んでいたよりもニーズが大幅に

上回っている状況です。平成30年４月１日現在の待

機児童数の調査はこれからですが、その結果を見て

みないと何とも申し上げにくいです。

〇平良昭一委員 やはり予算減ということになると、

いかにも達成している形になりがちなのです。それ

ぞれの市町村の中でさまざまな状況がありますので、

県がどのような対応、支援、指導をしていくかとい

うことが重要になってくると思います。市町村間で、

かなりのばらつきがあると見ていますが、その辺に

対する県の指導のあり方についてどういう考えを

持っていますか。

〇大城清二子育て支援課長 県におきましては、待

機児童が生じている市町村に対しては、平成27年度

から子ども生活福祉部長が市町村を訪問し、直接、

首長に待機児童解消に向けた施設整備等について働

きかけを行ってきました。当然、県でも市町村と同

じように平成31年度末の待機児童解消を目指して今

後取り組んでいくことになりますので、引き続き子

ども生活福祉部長を先頭にそういった市町村に対し

て働きかけを行ってまいりたいと。当初30億円の待

機児童解消支援基金事業の基金を積み立てましたが、

その活用によって市町村の整備が進んで、大分その

残高が減ってきておりましたので、平成30年度、平

成31年度の２カ年間で整備を行う事業費に係る県の

支援として、２月補正予算で約７億1400万円の積み

増しを行ったところでございます。そういった基金

の事業等を活用しながら、子ども生活福祉部長を先

頭に待機児童解消に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

〇平良昭一委員 次に、沖縄戦の次世代への継承と

いうことで、かなり以前から質疑していますが、対

馬丸以外の戦争遭難船舶の継承に着眼点を当ててい

ただきたいと思います。対馬丸以外にも25隻の船舶

が被害に遭っています。その対馬丸以外の船舶に関

して、どのようにして継承していくか考えていらっ

しゃいますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 平和記念資料館

は悲惨な戦争の教訓を後世に伝え、世界の恒久平和

の実現に寄与するため、沖縄戦に関する調査研究や

戦争体験の継承に関する事業などを行っています。

同資料館の常設展示室におきまして、戦時船舶の犠

牲についても展示しております。また、沖縄戦を理

解し悲惨な体験をしっかりと受けとめ、次の世代に

継承していくための指針とすることを目的として、

昨年３月に発刊された沖縄県史各論編第６巻におき

ましても、第５節戦時撃沈船舶の諸相が掲載されて

おります。

〇平良昭一委員 どうしても対馬丸だけが表に出て

くる形になっているのです。それぞれのお子さんた

ちがほかの船舶で犠牲になったり、また、生き残っ

ている方々もまだ御健在であります。そういう面で

は、慰霊祭等にかかわって、そういう方々に対する

配慮もしていくべきだと思います。そういう観点か

ら今後どう対応していくのか。継承していくことも

大事ではありますが、現在の遺族に対してもある程

度の支援が必要だと思いますが、その辺をどう考え

ていますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 遺族等に対する

支援というところでは、対馬丸以外の遭難船舶に対

する慰霊祭を毎年６月23日の慰霊の日に、那覇市の

旭ヶ丘公園内にあります海鳴りの像において、戦時

遭難船舶遺族会の主催で執り行われております。こ

れに県も毎年参加して、慰霊しております。

〇平良昭一委員 この25隻もあったのだということ

をどうにかもう少しアピールしてほしいのです。ア

ピールというと大変な言い方かもしれませんが、や

はりそれぞれの思いがあって、対馬丸ばかりがいつ

も表に出てくることに引け目を感じている遺族の方

々がいらっしゃるのも事実です。そこをどうにかも

う少し私たちもその犠牲者であったのだということ

を言える状況づくりをしていただきたいということ

を要望します。

次に、消費・くらし安全課の被災者再建支援事業、

福島の件ですが、現在どのような状況になっている

のかお聞かせください。

〇長嶺祥消費・くらし安全課長 被災者再建支援事

業は、東日本大震災に伴いまして災害救助法に基づ

く応急仮設住宅の供用から、福島県の新たな支援策

である家賃補助制度へ移行した世帯のうち、県内で

居住を継続する世帯に対し、家賃の一部として月額

１万円を補助しております。平成29年度の補助金交

付状況は、平成30年２月１日現在での交付決定世帯

数は84世帯となっています。

〇平良昭一委員 昨年と比べてどうなっていますか。

〇長嶺消費・くらし安全課長 今の被災者再建支援

事業は平成29年度から始まった事業でございます。

現在、平成29年度の事業を実施しているところでご

ざいます。

〇平良昭一委員 聞き方がおかしかった。避難して

いる方々について、数値的に変わりがありますか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、執行部から家賃補助制度を受け

ている人数で説明したい旨の発言があり、

平良委員がこれを了承した。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

長嶺祥消費・くらし安全課長。

〇長嶺祥消費・くらし安全課長 平成28年11月の時

点で、応急仮設住宅の供用を受けた世帯が135世帯で

ございます。現在の県の家賃補助制度を受けている

ものが、先ほど申し上げました84世帯ということで

す。

〇平良昭一委員 この135世帯と84世帯は、対象外に

なっているということですか。

〇長嶺祥消費・くらし安全課長 県で現在進めてお

ります家賃補助制度については、収入要件を設けて

おります。この収入要件は福島県で設定されており

まして、本県の補助金は福島県の補助制度を受けて

いるものが対象になっていますので、福島県の収入

要件に照らすと支給対象外となる世帯がございます。

〇平良昭一委員 教育委員会に伺います。

過去５年間の高校の中途退学者の実績を伺います。

〇半嶺満県立学校教育課長 県内高等学校の過去

５カ年の中途退学者数及び中退率は、平成24年度が

902人で1.9％、平成25年度が1209人で2.4％、平成26年

度が1144人で2.2％、平成27年度が963人で1.8％、平

成28年度は1098人で2.1％という状況になっていま

す。

〇平良昭一委員 1000人余るのですか。これは少し

びっくりする数字です。この退学者の方々は、その

後どういう形になっているのか、追跡したことはあ

りますか。

〇半嶺満県立学校教育課長 学校におきましては、

安易な退学につなげるのではなく、スクールカウン

セラーとの面談を通して、できるだけかかわり続け

る指導をしております。最終的には学校長が判断し

ますが、個々の生徒に希望等に応じて進路相談を行っ

ています。例えば、ハローワーク等の職業紹介を行

う、あるいは子どもみらい相談プラザｓｏｒａｅや

高等学校の生徒就学支援センターがございます。ま

た、定時制高校、通信制高校など、本人の希望によっ

て、相談をしながら次につなげる指導を行っている

ところです。

〇平良昭一委員 いろいろな関係者がいらっしゃい

ます。ミスマッチ、自分が勉強したいということだっ

たが、入学してみて違うということで、通信制高校

を出た方がいました。県内で、県立高校や私立高校

以外の高校の卒業資格を取れるこの学校について、

皆さんは把握されていますか。

〇半嶺満県立学校教育課長 県立高校や私立高校以

外で、高校卒業資格が取れる学校については、県教

育委員会で所管しておりませんが、関係機関に確認

しましたところ、沖縄県の認可学校として４校ある

ことを確認しています。

〇平良昭一委員 意外にこの４校が、非常に専門的

な分野の中で就職に結びつくような授業をしている

状況で、そういうシステムがあるらしいのです。そ

うであれば、高校や県教育委員会でもつなげるため

に、そのような学校を紹介するシステムをつくった

ほうがいいと思います。意外に生き生きとしていて、

新しいものに出会ったという形の中で、一時期在籍

した学校よりも非常に豊かに育っているような状況

があるし、今後はこういう着眼点を持ちながら子供

たちを伸ばしていくことも必要になるのかと思いま

す。その辺を県立高校あるいは私立高校と一緒にで

きませんか。

〇半嶺満県立学校教育課長 子供たちが将来の自己

実現を図っていくためには、退学後もしっかりとつ

なげていくことが大事だと思っています。学校では、

先ほども申し上げましたが、子供たちと進路相談等

を行いながら、このような高校卒業の資格が取れる

学校や機関等も紹介しているところでございますの

で、しっかりと進路相談を通して、そのように心が

けていきたいと考えております。

〇平良昭一委員 人事管理費の中で、管理職候補者

選考試験の免除規定に対して、私は本会議の中で法

律違反の可能性があることを指摘してきました。そ

の実施要項の見直しも提言しましたが、今、実際に

県はどのような対応をなさっていますか。

〇古堅圭一学校人事課長 管理職選考試験につきま

しては、昨年の９月定例会以降、さまざまな御意見

が寄せられていました。これまで、公立学校の校長

の採用及び昇任につきましては、関係法令の規定に

よりまして教育長が選考をすると定められておりま

して、法律の規定に沿って管理職選考試験を実施し

てきております。ただ、そういうことではあります

が、管理職試験について特定の職員の免除に係る制

度につきましては、今後廃止する方向で調整してい

るところであります。

〇平良昭一委員 ということは、この試験免除制度

を見直すものと理解していいわけですか。私は平等

性に欠けるということを指摘してきました。そうい

う観点から、平等性に問題があったと認識されたの

ですか。
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〇平敷昭人教育長 平等性に欠けるという御指摘も

ございましたが、これまで免除規定を設けていたの

は、管理職候補者選考試験の事務担当主幹について

は、試験に携わるということもありまして、試験を

受けるということもまた不公平になりかねないとい

う。そうかといって、その担当者を確保する必要が

あって、その辺の調整過程の中で、これまでその職

については免除するという形でやってきたわけなの

ですが、県議会でもさまざまな意見がございました。

そういうこともありまして、そういう公平性に欠け

るのではないのかという御意見もありますし、さま

ざまな意見もありますので、教育委員会としてはそ

の職に係る免除規定をなくしまして、その職は教員

の管理者、選考試験にかかわるような職種ではない

行政職で担当する形で、組織的な面の見直しも行っ

た上で、この免除規定について廃止することを考え

ています。

〇平良昭一委員 いわゆる管理職選考試験事務担当

主幹は試験免除だったわけですね。それはもう撤廃

するということで理解してよろしいですか。

〇平敷昭人教育長 最終決定という手続はあります

が、そういう形で進めたいと考えております。

〇平良昭一委員 平成31年度の試験からそうなるの

ですか。

〇平敷昭人教育長 平成30年度実施の試験からです。

〇平良昭一委員 体裁を整えて、そういうことに踏

み切ったことを大変評価したいと思います。

次に移ります。中高一貫教育についてですが、連

携型中高一貫教育における、それぞれの学校の課題

についてお聞かせください。

〇半嶺満県立学校教育課長 連携型中高一貫の課題

ということでございますが、高校入試で学力検査を

課さないということによって、より学力低下を招く

という声も聞かれます。連携型入試においては適性

検査等を実施している学校もありまして、各校にお

いては中学、高校による教員による交流授業等を実

施することなどによって、学力の向上に取り組んで

いるところでございます。

〇平良昭一委員 各学校から、この中高一貫教育に

関して、今後も継続したい。あるいは改善してほし

いという要望等はありますか。

〇半嶺満県立学校教育課長 中高連携一貫校につき

ましては、学校長や学校などとこれまで意見交換を

しているところでございます。例えば、本部高校に

おきましては、連係型中高一貫制度の見直しについ

て、校長と意見交換しておりましたが、現在の制度

を維持したままで魅力ある学校づくりに取り組みた

いという校長の意向がございまして、現在当校にお

いては修学旅行の実施、選択科目での韓国語の設定、

学び直しの導入、あるいは中学生と高校生の生徒間

連携などに取り組んでおりまして、その結果として

平成30年度の連携入試においては志願者が増加する

傾向にあります。そういう面では成果が上がってき

ていると思いますので、引き続き、学校と連携しな

がら活性化に向けた支援に取り組んでいきたいと考

えているところでございます。

〇平良昭一委員 伊良部高校と久米島高校はどうで

しょうか。

〇半嶺満県立学校教育課長 伊良部高校と久米島高

校については、今は、基本的に学校長との意見交換

の中では、中高一貫の見直しというようなことは上

がってきておりません。例えば、伊良部高校では中

高の相乗り授業といったことに取り組んでいて、中

学生に対して中高一貫の行事として、パワーポイン

ト講座等を実施して活性化を図っていると聞いてお

ります。申しわけございません。久米島の取り組み

等については資料を持ち合わせておりませんが、活

性化に向けて学校を挙げて取り組んでいるようなこ

とを聞いています。

〇平良昭一委員 県は、伊良部高校については、大

変深刻な状況だという認識を持っていただきたい。

中高一貫教育で学校の存続をかけるのか、それとも

それ以外のもので存続をかけていくのかという議論

を絶対に始めないといけない。橋がかかれば人口が

多くなるのが普通ですが、逆に減っているという現

実があるわけですから、そこを教育の立場からどう

いう形の中で進めていくのかということは、大変重

要です。橋がかかって高校がなくなったという話で

は大変困りますから、そういうことがないようにしっ

かりとこの中高一貫校については、皆さんのこれま

での実績を踏まえながら、現場に入りながらやって

いただかないといけません。その辺の努力を聞かせ

ていただけますか。

〇賀数朝正総務課教育企画室長 現在、伊良部高校

とは学校長を初めさまざまな方々と意見交換を行っ

ているところであります。去る２月６日にも、地元

の方やＰＴＡ代表の方などと意見交換してまいりま

した。そのときにさまざまな御意見をいただいてお

ります。その中で、今地元としては存続したいとい

う意向がかなり強いというところもあって、今後も

意見交換を行ってまいりたいところです。次年度も

入学希望者が減っていく傾向にございますので、新
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年度に入って、すぐにその辺の対策について意見交

換を行っていきたいと考えています。

〇平良昭一委員 いよいよ、抜本的な改革が必要に

なるわけです。両方で真剣に考えて、魅力ある学校

をつくる努力をしていただきたいと思います。

18歳からの選挙権の件ですが、学校現場の取り組

みをお聞かせください。

〇半嶺満県立学校教育課長 学校現場における18歳

の選挙権の取り組みについては、平成28年夏の参議

院選挙から18歳以上の高校生も初めて選挙権を行使

することになりました。それに伴って、全ての県立

高校において、授業を中心に県選挙管理委員会等の

関係機関と連携しながら、主権者教育に取り組んで

いるところです。具体的な内容としては、文部科学

省作成の副教材などを活用した選挙制度等に関する

授業、ディスカッションや講話、模擬選挙などの体

験型学習、主権者教育に関する公開授業等を実施し

ているところでございます。

〇平良昭一委員 とにかく、18歳から選挙に行きた

いと思うような教育をしないといけないのです。そ

ういう面では授業の一環として取り組むことも大事

ですが、とにかく選挙に行けばどういう形になると

いうこともあわせて勉強する機会がないといけない

と思います。その辺は学校関係者との連携、また地

域等の声も聞きながら対応していただきたいと思い

ます。

〇狩俣信子委員長 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 子供の貧困についてお尋ねします。

沖縄県が全国で初めて子どもの貧困実態調査を行っ

て、その対策を行っています。これについて全国で

はどう評価されていますか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 県が実施してい

る子どもの貧困実態調査については、これに協力し

ていただいた学識者の皆様から、日本の子供の貧困

対策において非常に意義があるという評価をいただ

いております。また、その対策なども含めまして、

現在、全国各地から視察調査が多数あります。今年

度３月現在で、大学や県議会、市議会議員など29団

体が、本県へ視察調査のために訪れています。

〇西銘純恵委員 いろいろな視察や問い合わせもた

くさんあったのではないかと思います。

新年度における子どもの貧困対策の施策と額の対

前年度比について伺います。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 お手元に配付し

てある11.8億円につきましては、子どもの貧困対策

を主管している子ども未来政策課の平成30年度当初

予算です。具体的に見ると11億7821万3000円となっ

ており、前年度の９億9375万6000円と比較しますと、

１億8445万7000円の増となっております。

〇西銘純恵委員 施策の内容でふえたものはありま

すか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 事業の内容とし

て非常に伸びているものとして、平成28年３月に設

置した子どもの貧困対策推進基金事業がございます。

この事業が約１億3000万円ほど増額となっています。

あわせて内閣府の全面的な支援を受けています沖縄

子供の貧困緊急対策事業も約5000万円ほど増額と

なっています。

〇西銘純恵委員 県全体の子どもの貧困対策予算は

どうなっていますか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 沖縄県では子ど

もの貧困対策計画を定めており、これに事業が全て

ぶら下がっております。それを集約しますと、平成

30年度当初予算額は約187億円となり、平成29年度の

当初予算額175億円と比べて12億円の増となっており

ます。

〇西銘純恵委員 この事業の開始は、平成28年度途

中からであったと思いますが、そのときの予算額と

比べて平成30年度はどうなりますか。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 平成28年度の子

どもの貧困対策に係る予算につきましては、約162億

円となっております。平成30年度予算が187億円です

ので、25億円の増となっております。

〇西銘純恵委員 新たな施策も出てくるのでしょう

か。

〇喜舎場健太子ども未来政策課長 拡充ということ

になりますが、現在、県立高校における居場所事業

について１カ所で実施しているところです。これに

ついて内閣府の全面的な支援を受けまして５校に拡

大をしていくものが主な事業になっております。

〇西銘純恵委員 25億円の増ということは、大きな

支援になると思います。沖縄県が子どもの貧困対策

を進めていることについては、本当に我々県議会と

しても評価したいと思います。

次に、説明資料の25ページの児童相談所、若夏学

院、石嶺児童園の施設費について、新年度はどうな

りますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 まず、若夏学

院の運営費ですが、平成30年度の当初予算が8357万

7000円で、平成29年度当初予算に比べまして、744万

8000円の増となっております。増額の主な理由とし

ては、農場管理を行う用務員を配置するための報酬
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費の増、老朽化した公用車の買いかえによる増、そ

れから毎年度九州各県の持ち回りで行われる九州児

童自立支援施設協議会の少年野球大会、バドミント

ン大会が沖縄県で開催されることに伴うもろもろの

費用があります。

石嶺児童園については、平成30年度の当初予算が

３億5301万1000円で、平成29年度当初予算と比べて

1669万2000円増となっています。増額の主な理由は、

石嶺児童園の指定管理料の算定根拠となる沖縄県児

童福祉施設措置費支弁基準の単価が、国の支弁基準

の単価改正に伴い増額したことで委託料が増になり、

この増が1481万4000円となっています。また、石嶺

地区の路線価の上昇に伴い、土地の賃借料が上がっ

たことで、192万8000円の増となっております。

次に、児童相談所に関する予算はいろいろと分か

れておりまして、児童相談業務運営費について、扶

助費は実績を踏まえた予算計上を行いましたので、

同運営費は減となっています。ただし、その他の児

童相談所維持管理費、児童虐待防止対策事業費、里

親支援事業費が増加していますので、児童相談所の

運営に要する主要事業についてトータルで見ますと、

平成30年度当初予算は３億5829万8000円で、平成29年

度当初予算よりも1612万円の増となっております。

〇西銘純恵委員 児童相談所の職員体制は強化され

たのか、その推移を伺いたいと思います。正規職員

の割合、職員の専門性の拡充など、そこら辺につい

てはどうでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 正規、非正規

の割合については、今資料を持っていないので、数

字だけお答えさせていただきます。

まず、職員体制の強化という点で、平成30年度か

ら中央児童相談所の宮古分室の児童指導員として正

職員が１名増員になっています。それから、中央児

童相談所及びコザ児童相談所には各１名ずつを非常

勤職員ですが、里親等委託調整員として増員するこ

とになっています。里親委託調整員は、子供と里親

とのマッチングや、個々の子供の状況を踏まえ、課

題解決等に向けて適切な養育を行うために必要とな

る支援計画を策定するための専門員となっておりま

す。これまで平成21年度から平成30年度までの10年

間で、正職員27名、一般非常勤37名、計64名の増員

を行って体制強化を図っております。

両児童相談所における平成29年４月１日現在の職

員の数は、正規職員82名、再任用や臨時的任用職員

が11名、そのほかの非常勤職員が77名で、両方の合

計で170名体制となっております。

〇西銘純恵委員 64名の増員ということは結構な体

制強化をなされているのですが、児童虐待そのもの

が減ってきているのかというところがとても気にな

ります。それについて過去５年間の推移をお尋ねし

ます。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 児童虐待相談

件数は、平成24年度が363件、平成25年度が348件、

平成26年度が478件、平成27年度が687件、平成28年

度は713件となっております。

〇西銘純恵委員 市町村に寄せられている虐待につ

いては何件ですか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 その件数は、

平成24年度が855件、平成25年度が918件、平成26年

度が919件、平成27年度が1088件、平成28年度は951件

となっております。

〇西銘純恵委員 施設の職員による虐待の状況はど

うなっていますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 施設で虐待が

行われた件数は、平成24年度が２件、平成25年度が

３件、平成26年度が３件、平成27年度が３件、平成28年

度は６件となっております。

〇西銘純恵委員 先ほどの３つの施設は、委託を含

めて公立という考え方でいいのかと思いますが、民

間の施設は何カ所ありますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 児童養護施設

については、石嶺児童園以外に民間で７カ所ありま

す。

〇西銘純恵委員 それ以外にもグループケアとかい

ろいろあると思いますが、民間と合わせるとどれだ

けですか。お尋ねしたいことは、そこの関係者の虐

待もあるのかということです。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 非措置虐待等

については、児童養護施設以外では行われておりま

せん。

〇西銘純恵委員 民間施設の職員体制も結構厳しい

のではないかと思いましたが、いずれにしても施設

の中で、平成28年度に６件の虐待があるということ

でした。この大事な養護をしなければならない現場

でも、そういうことが起こっているということを、

もっとシビアに受けとめなければいけないと思って

います。

要保護支援事業の里親とは、どのようなものです

か。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 これは被虐待

児等地域療育支援連係体制構築事業になります。こ

の事業は、特別なケアを必要とする被虐待児等の要
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保護児童や、その里親家庭等に対するきめ細やかな

支援を行うことを目的に、平成25年度から実施して

います。平成30年度当初予算で約4700万円を計上し

ております。事業の概要は、児童養護施設及び里親

会を地域の社会的養護の支援拠点として位置づけて、

本事業を専門に対応する心理療法士及び療育支援

コーディネーターを配置し、専門医療機関から医師

を派遣して、相談援助や指導を行い、その他の機関、

児童相談所、医療機関、学校等における連携体制の

構築を図るものであります。

〇西銘純恵委員 里親は全県で何名いらっしゃるの

ですか。里親による虐待もあるのでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 登録されてい

る里親数は、平成28年度末で236名いらっしゃいます。

その中で、実際に児童を受託している里親の方は

131名いらっしゃいます。

里親による虐待は、先ほどの数字の中の１件です。

〇西銘純恵委員 そういう者を里親から外すことは

当然だと思います。

児童相談所の正規職員と非正規、いろいろな臨時

職員や嘱託職員を入れて合計で88名になります。こ

れを見ると体制は相当拡充されていますが、やはり

正規職員で採用していくことが、とても重要ではな

いのかと思います。そこら辺についての見通しをど

のように持っていますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 特に児童相談

所等の職員の体制が厳しいことから増員要求などを

行っているところです。今回、宮古分室に１人つい

たということで、それはよかったのですが、それ以

外は認められなかったので、なかなか厳しい体制で

あるかと思います。ただ、非常勤職員といっても、

専門職の方もいらっしゃいます。そこは正職員では

できないような専門的なところを続けてやっていた

だけるということで、連携しながら児童福祉の向上

が図っていけるのではないかと考えております。

〇西銘純恵委員 児童虐待の数は、県がつかんでい

るだけでも700人を超えて３倍近くになっているので

はないかと。そして、市町村の虐待数が855名から

951名ということは、かなり激増していると思います。

そういう意味では、沖縄の社会状況そのものが厳し

いことの反映だと思います。ぜひそういう子供たち

をケアをしなければいけないという立場で、職員体

制については、きちんと質の向上や正規職員もふや

してください。

次に、教育庁に移ります。

戦中戦後の義務教育未修了者の教育について、そ

の事業目的と珊瑚舎スコーレのこれまでの実績につ

いて伺います。

〇當間正和義務教育課長 義務教育未修了者事業の

目的についてお答えします。昭和７年から昭和16年

生まれの戦中戦後の混乱している時期に、公立中学

校に通えなかった方に対し、公立中学校に籍を置き

ながら、珊瑚舎スコーレ等の支援団体で授業を行い、

卒業に相当する認定を行うという事業でございます。

その実績は、珊瑚舎スコーレにおいて、平成24年度

が14名、平成25年度が16名、平成26年度が12名、平

成27年度が13名、平成28年度が６名、平成29年度は

２名の方が学んでおります。

〇西銘純恵委員 この事業を廃止するということで

すが、これは実施要綱等に基づいてやってきたと思

います。その要綱はもうなくなったのですか。

〇當間正和義務教育課長 事業の実施要綱は、まだ

生きております。

〇西銘純恵委員 実施機関についてはどうなってい

ますか。そして、実施形態についても教育庁の義務

教育課内に職員を置くとかという予算上の配置があ

るのかと思います。それと先ほどの珊瑚舎スコーレ

の実績と予算額もあわせてお尋ねします。

〇當間正和義務教育課長 まず、珊瑚舎スコーレに

係る予算について御説明します。平成23年度が550万

5000円、平成24年度が672万5000円、平成25年度が

710万7000円、平成26年度が755万4000円、平成27年

度が697万6000円、平成28年度は618万4000円となっ

ています。平成29年度はまだ終了しておりませんが、

395万3000円の予算額となっております。

それから、義務教育課内に事務職員を置いてとい

う質疑がございましたが、事業を開始した平成24年

度に、調査研究ということで義務教育課に職員を置

いていましたが、それ以降では職員の配置はござい

ません。

〇西銘純恵委員 これは戦後処理の一環だというこ

とで、沖縄振興特別措置法の関係もあると思います。

それで平成29年度は２名の方が学んでいるというこ

となのですが、実際にその対象者の皆さんが通って

いるということはつかんでいますか。

〇當間正和義務教育課長 平成29年度の対象者とし

ては２名の方が通っています。それ以外の方につい

て珊瑚舎スコーレに問い合わせたところ、昭和７年

から昭和16年生まれの人のうち入学した方は、平成

28年度が３名、平成29年度は１名であると伺ってお

ります。それ以外の年代の人数については把握して

おりません。
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〇西銘純恵委員 きのう現場に行ったのですが、今

年度は１年生が１人。もう一人の方は休んだ形で次

年度も１年生として残る。２年生が４名。３年生が

２名ということです。現在勉強している何名かの方

と帰るときに会いました。平成29年度に事業を打ち

切るということで、１年生、２年生については措置

していないということが実態だと思います。先ほど

説明があった要綱が生きていることを見ると、まだ

この対象者がいるにもかかわらず、なぜ打ち切るの

かと。そして実際に勉強している方がいるのに、な

ぜそれに対して補助しないのかということについて、

説明できないのではないかと思います。いかがです

か。

〇當間正和義務教育課長 当初は平成25年度の入学

者が卒業する平成27年度末を本事業の区切りと捉え

ておりましたが、平成27年度末時点で、２カ所の事

業所に支援対象者が残っていたことから、この方々

が卒業する平成29年度までは事業が必要であると考

えて延長してまいりました。県教育委員会といたし

ましては、これまで３事業所で延べ120人に対して支

援を行い、当初の目的はおおむね達成できたものと

考えております。平成28年度につきましては、支援

対象者の進級に伴い対象となる２年生、３年生に対

し支援を行い、平成29年度は対象となる３年生に対

してのみ支援を行ってまいりました。平成29年度で

事業を終了することにつきましては、平成27年度か

ら継続して説明を行い、事業所の理解は得られたも

のと考えております。なお、この間においても事業

所からの事業継続についての要請等はありませんで

した。

〇西銘純恵委員 実際に、事業者は生徒を受け入れ

ていると。次年度以降もそうです。でも、県が打ち

切りますと言ったことについて、それを理解してい

ないということであったと思います。この事業が本

当に戦中戦後の皆さんを支援し、教育させるという

ことの目的からいえば、県は本当にこの事業を終了

できるのですか。対象となる方が、実際に勉強して

いるのに打ち切りができるのかということが、今問

われていると思います。ですから、平成26年度以降

は検討するということになっているのだから、勉強

する方がいる限り、これに対して補助すべきではな

いですか。

〇平敷昭人教育長 この事業に関しまして、珊瑚舎

スコーレと県教育委員会は意見交換をいたしました。

その際に、先方からは、戦後補償としての本事業の

終了はいたし方ないと考えているが、夜間中学を続

けていく方策を模索していきたいと。また、国の動

きとして夜間中学に関する法律の制定があったと。

珊瑚舎スコーレのこれまでの経験をうまく利用して、

官と民で連携してやっていきたいという話です。ま

た、珊瑚舎スコーレは県から補助を受けて、今、無

料塾をやっているということで、これと連携をとっ

ていく方法がないかという趣旨のお話がありました。

そういうこともあって県教育委員会としては、先ほ

ど義務教育課長から、この事業の当初の目的がおお

むね達成されたという答弁がありました。今後、希

望者がいる場合に対して、これまでの戦後補償とい

うことだけではなくて、戦中戦後の方だけではなく

て、それ以外も対象とした夜間中学の設置が国でも

進められております。県教育委員会の中でも公立中

学校夜間学級等設置検討委員会というものがござい

ます。その中で、どのような受け入れ方法があるか

など、全体的に議論して、検討していきたいと考え

ているところです。

〇西銘純恵委員 夜間中学はまだ開校していないの

です。そしてこの設置目的は、夜間中学に包含され

るにしても、戦中戦後の未修了者の皆さんを含めて

卒業できなかった皆さんをどうするのかという、設

置や事業の目的が全く違います。だから、これを継

続してやるべきではないかと。これについては強く

再検討を求めます。

次に、教員の負担軽減策ですが、これに係る予算

の説明をお願いします。

〇古堅圭一学校人事課長 平成30年度の教育委員会

所管に係る当初予算の中の教員の負担軽減について

は、３点の主要事業がございます。１点目に、スクー

ルサポートスタッフ配置事業で4000万円を計上して

おります。２点目に、部活動外部指導者の配置事業

に2000万円を盛り込んでおります。この部活動外部

指導者については、部活動指導の負担軽減を図るた

め、外部指導者の配置時間を拡充するものでありま

す。３点目に、勤務時間管理の適正化といたしまし

て約1000万円を盛り込んでおります。この内容につ

きましては、県教育委員会が所管する県立学校に対

して、勤務管理システムを導入する新規事業となっ

ております。

〇西銘純恵委員 金額は答弁されましたが、何名と

いうことは答弁していません。スクールサポートス

タッフ事業の詳細についても触れていません。書い

てあるものを読んでいるだけです。

〇古堅圭一学校人事課長 スクールサポートスタッ

フ配置事業については、平成30年度は県内公立小・
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中学校のうち、おおむね19学級以上の学校を対象に

して、37校に１名ずつ配置する予定でございます。

〇西銘純恵委員 外部指導者の人数はわかりますか。

〇平良朝治保健体育課長 外部指導者活用事業で、

現在中学校に10名、高等学校に10名派遣しておりま

す。これまでの時間は、１人当たり20時間でしたが、

先ほど学校人事課長から答弁がありましたとおり、

１人当たり20時間から240時間に大幅に拡充していき

たいと考えております。

〇西銘純恵委員 少しでも負担軽減策ができたとい

うことで、拡充もお願いしたいと思います。

今年度から教職員の評価を踏まえた昇給が実施さ

れていますが、これに伴い給与費はどれだけふえて

いるのでしょうか。

〇古堅圭一学校人事課長 学校職員に係る人件費の

増額につきましては、平成29年度と比較しまして、

42億8274万3000円の増額になっております。

〇西銘純恵委員 平成29年度から導入されたと思い

ますが、評価方法と昇給との関連をお尋ねします。

〇古堅圭一学校人事課長 現在の教職員の評価につ

きましては、業績評価と能力評価の２本立てで行っ

ております。業績評価につきましては、各被評価者

に求められる役割を踏まえた上で、年度当初に設定

した目標の達成状況と職務遂行状況を把握して、達

成した役割の程度を評価するものであります。それ

から能力評価については、その発揮した能力の程度

を評価することになっておりまして、ともに絶対評

価で評価を行う仕組みになっています。

この評価方法が、どのようにして給与に反映され

るのかについて、平成29年度を例に見ると、平成28年

度に実施した人事評価の結果を平成29年４月１日の

昇級に反映をさせる。それから、業績評価について

は、平成29年度中に２回の特別給がありますので、

その中の勤勉手当に成績率として反映させる仕組み

になっております。なお、業績評価、能力評価は、

管理職層と管理職層以外の項目に分けており、それ

ぞれ５段階評価となっております。

〇西銘純恵委員 42億円が、それに関する給与費が

ふえたと言われますが、一番高い評価をとって、１年

間で多くの給与等をもらった人、もらえなかった人

についてお尋ねします。

〇古堅圭一学校人事課長 人事評価でどれだけの格

差が出るかということにつきましては、教育職給料

表２表を例に見ると、月額8100円の差が最大値とし

て算出されています。それから、先ほど42億円の給

与費の増との関係ですが、この42億円は昨年10月の

給与勧告における職員のベースアップと教職員定数

の増によるものでございます。

人事評価の結果で、給与反映にどれぐらい差がつ

くのかについては、先ほども御説明しましたとおり、

管理職層と管理職以外の２つに分別されています。

それぞれＡからＥまでの５段階で評価することに

なっていて、まず管理職層は昇級区分Ａで最も高い

区分になりますが、Ａの区分が８号級、昇給区分Ｂ

が６号級、昇給区分Ｃ―これが標準になりますが、

管理職層については３号級、それから昇給区分Ｄに

つきましては２号級、昇級区分Ｅにつきましては

ゼロ号級で、これは昇給なしということになります。

それから管理職層以外の主査級もしくは主事、主任

級の職員区分では、昇級区分のＡは７号級、昇給区

分Ｂは５号級、それから標準は４号級、昇給区分Ｄ

は２号級、Ｅがゼロ号級で、管理職層と管理職層以

外の区分の両方とも給与費が減額するということは

ございません。ただし、例えば、評価期間中に懲戒

処分等を受けた場合には、標準の成績率が適用され

ない結果、対前年に比べて特別給の額が減額すると

いう場合はあります。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から人事評価に基づく

給与額について具体的に答弁するよう指摘

がされた。）

〇狩俣信子委員長 再開いたします。

平敷昭人教育長。

〇平敷昭人教育長 御存じかと思いますが、人事評

価については、平成26年の法律改正でこれを行わな

ければいけないと地方公務員法が改正されて、その

評価を昇給に反映させることになっております。委

員の御質疑の昇級の区分は、これまでは基本的にみ

んな一緒に上がっていくという形になっていました。

人事評価で言いますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという

評価があるわけです。真ん中の標準がＣで、それが

これまでの標準の上がり方だったわけです。それが

すごくすぐれてＡになった場合は、これまでは管理

者以外の場合、４号級の昇級であったものが、７号

ぐらい上がるとかです。あとはその普通の真ん中の

一番多い層は、これまでと同じような標準の上がり

方です。これがＤとかＥの場合は上がり方が低く、

要するに４号だったものがＤだと２号になるし、Ｅ

だとゼロという形です。したがって給与費の全体に

対しては中立になります。全体的に見ると、ふえる

とか減るということではないのですが、評価によっ

て昇級の幅に差が出るという仕組みになっています。
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ただし金額は、号級の幅、金額が職員の等級によっ

て違いますので、一概に何円というものは出しにく

いところがありますが、その号級の昇給幅に差があ

るという形です。

〇西銘純恵委員 給与費は変わらないが、高いほう

に持っていくために下から削って出しているという

形であることは間違いないです。このような教師に

対する選別を行っていくという今の教育のあり方は、

文部科学省に制度を変えるぐらいのことを言わない

と、もっと教育現場が大変になると思いますから、

声を上げていただきたい。

教職員の残業や休日勤務手当は支給されています

か。支給されていないと聞いていますが、これは何

に基づいているのですか。見直しが必要ではありま

せんか。

〇古堅圭一学校人事課長 教職員に対する休日勤務

手当、時間外勤務手当につきましては、公立の義務

教育小学校の教職員の給与等に関する特別措置法、

いわゆる給特法ですが、その委任を受けまして条例

によって給料月額の100分の４に相当する額を基準と

して教職調整額を支給しなければならないと。あわ

せて時間外勤務手当、休日勤務手当についても支給

しないという法令上の仕組みがございます。そうい

うこともございまして、県教育委員会ではその条例

に基づきまして、教職員に対して時間外勤務手当等

の支給にかえまして、給料月額の４％に相当する額

の教職調整額を支給しています。

〇西銘純恵委員 見直しについても聞いたのですが。

〇古堅圭一学校人事課長 この教職調整額を含む教

職員の処遇のあり方につきましては、平成29年の６月

に文部科学大臣から中央教育審議会―中教審に諮問

がなされております。県教育委員会としましては、

今後、中教審の議論を注視してまいりたいと考えて

おります。

〇西銘純恵委員 教員が青天井で時間外勤務がふえ

た理由、原因も大きくそこにあると思いますから、

見直しを徹底してやっていただきたいです。

〇狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

〇金城泰邦委員 皆さんからいただいている歳出予

算事項別積算内訳書などを見ながら、昨年度に要望

した点の確認なども含めて質疑いたします。

内訳書の34ページに社会福祉諸費ということで、

災害時の要支援者、避難計画推進事業が計上されて

おります。昨年度も、特に医療的ケアが必要な方々

に対する災害時の避難支援が必要であると申し上げ

てきたところですが、平成30年度の取り組みについ

て、御説明いただきたいと思います。

〇金城賢福祉政策課長 災害時における高齢者や障

害者等、災害に対して支援を要する住民に対する支

援を具体的に行うために、平成30年度も避難行動要

支援者の支援体制に精通したアドバイザー―これは

自治体の防災、減災対策の支援を専門的に行ってい

る機関ですが、そういった機関に対して市町村に対

する名簿の作成支援、個別計画の作成支援等を行う

事業を引き続き実施していきたいと考えております。

加えて平成30年度においては、災害支援チームの発

足に向けて２カ年事業ですが、社会福祉職、介護福

祉士などで構成される支援チームの発足に向けた取

り組みを推進していきたいと考えております。

〇金城泰邦委員 この新たな支援チームの取り組み

について詳しく教えてください。立ち上げた後はど

のように動いていくのか御説明をお願いします。

〇金城賢福祉政策課長 災害によって避難生活を余

儀なくされる被災者については、例えば、避難生活

が長期化された場合において、二次被害や避難疲れ

などによって、いろいろと支障が出るということで、

災害における課題になっております。災害における

課題については、県でも災害時における被災者への

福祉相談、避難所の環境の向上を図るといったこと

を含め、やはり適切な移送の支援といったものが重

要であると考えています。さらに、本県は島嶼県で

すので、大規模災害の発生に際して、他県から支援

がなかなか得られにくい、時間がかかるといったこ

ともあります。このような条件下でも被災者が安全

に避難生活を送れるように支援を行うということで、

現在、20県程度が被災害時の福祉派遣チームを発足

しています。沖縄県においても介護職や社会福祉士、

あるいは保育士等を構成員とするチームを発足して

いきたいと考えております。

〇金城泰邦委員 こういった災害時の支援は、災害

が起こってからやるのでは遅いと思います。日常的

にそれに備えた連携が必要だと思いますが、その辺

については検討されていますか。

〇金城賢福祉政策課長 このチームを発足した暁に

は、災害が発生した場合の対応だけではなくて、平

時において地域の防災リーダーとしての役割という

ことで、日常的な支援として防災訓練を実施したり、

研修の講師を務めることなどを考えているところで

あります。

〇金城泰邦委員 内訳書の58ページに、重度心身障

害者児の医療費助成事業費があります。この重度心

身障害者・児の医療費の支払いや精算方法といった
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ものについての軽減策がどのようになるのか、御説

明をお願いします。

〇與那嶺武障害福祉課長 今のところは、重度心身

障害者医療費助成事業については、償還払いという

方式をとっています。そして県が実施した調査では、

平成30年８月から宜野湾市ほか８市町村において、

受給者の利便性等を考慮し、現行の償還払い方式か

ら市町村窓口へ来所する必要がない自動償還方式の

導入を予定しているところです。県としましても、

そのためのシステム改修費等の予算計上を行ってい

るところでございます。

〇金城泰邦委員 これは、今年度何月からスタート

するのか、もう少し御説明をお願いします。

〇與那嶺武障害福祉課長 現時点で最も早いところ

では、平成30年度８月から宜野湾市がスタートし、

８市町村において自動償還払い方式が導入される予

定になっております。

〇金城泰邦委員 今、８市町村や宜野湾市だけと説

明していましたが、それ以外はどうなっていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 宜野湾市以外で申し上げ

ますと、那覇市、石垣市、浦添市、沖縄市、うるま

市、金武町、国頭村、南風原町となっております。

〇金城泰邦委員 その８市町村以外の市町村も今後、

随時導入がされていくのかと思っていますが、その

ような方向であると理解してよいでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 今のところ、この自動償

還払い方式の導入を希望していないところとして、

南・北大東村と与那国町があります。それ以外の38市

町村については、平成30年度から平成31年度にかけ

て、準備が整い次第、自動償還払い方式へ順次移行

していくことになると考えております。

〇金城泰邦委員 福祉サービスをしっかりと拡充さ

れていることに感謝申し上げます。

次に、91ページに遺族援護事務費が計上されてい

ます。その中でも特別弔慰金については、これまで

も事務的な手続になかなか時間がかかっているとい

うことで、当事者からはさまざまな御要望があるの

かと思います。平成30年度はどのような取り組みに

なりますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 第10回特別弔慰

金の請求につきましては、平成27年度から平成29年

度までの請求期間となっております。平成30年２月

末現在の特別弔慰金の請求件数は約５万1000件と

なっています。５万1000件の約８割に当たる約４万

件が、請求期間、初年度の平成27年度に集中したこ

とにより、採点に時間がかかりまして、手続が遅い

というようなことがありました。

平成30年２月末現在、約５万1000件の請求件数の

うち、採点済み件数が約４万9000件で、処理率が約

96％になっております。県としましても、引き続き

採点事務が迅速に行えるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

〇金城泰邦委員 ４万9000件までいっているという

ことは、あと少しですので、ぜひ頑張って全ての方

に対応できる形になっていければと思っています。

次に、待機児童対策等を含めて保育士確保対策事

業等々が盛り込まれております。この待機児童解消

という角度から考えても、夜間保育は大事な取り組

みであると思っております。文教厚生委員会でフィ

ンランドに視察調査に行ったときにも、夜間保育の

受け入れをしっかりとやっているところを見まして、

県内でもそういった夜間保育の受け入れについては

しっかりと充実すべきではないかと思っています。

夜間保育を行っている認可園もしくは認可外保育園

の数について把握していたら、御説明いただけます

でしょうか。

〇大城清二子育て支援課長 平成29年12月１日現在

で、夜間保育所は３施設。それから夜間保育を行っ

ている認可外保育施設は12施設となっております。

このほかに、延長保育で夜８時以降も開所している

保育所が３施設ございます。

〇金城泰邦委員 夜間保育は認可園で３施設。認可

外で12施設あるということですが、それだけあると

いうことはそれなりにニーズがあると思っています。

ちなみに夜間保育を利用している中で、母子家庭な

どのひとり親家庭の比率やそういった方への補助メ

ニュー、母子福祉対策費等などがあるかと思います

が、その比率と補助メニューがあれば教えてくださ

い。

〇大城清二子育て支援課長 夜間保育を利用してい

るひとり親家庭の比率については、平成29年４月１日

現在で、市町村に確認した数字として、夜間保育所

を利用している子供の数が92人。そのうちひとり親

世帯の子供の数は22人で、率にいたしますと23.9％

となっています。また、補助メニューですが、ひと

り親世帯の子供につきましては、生活保護世帯及び

市町村民税非課税世帯については現在無償になって

おります。また、年収360万円未満の相当世帯につい

ては、第一子が6000円、第二子以降は無償というこ

とで保育料の負担軽減が図られているところです。

〇金城泰邦委員 続きまして、障害児の保育園の受

け入れに関する加配の設置率です。全県的に障害児
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受け入れの加配について、認可外保育所及び認可園

ともにどれくらい配置されているのか把握されてい

ますか。

〇大城清二子育て支援課長 認可保育所等における

障害児の受け入れに係る加配職員の配置率について

は、市町村が基準を定めていて、その多くは受け入

れ児童２人または３人に対して１人の保育士を加配

するということで対応している状況です。また認可

外保育所については、加配職員の配置基準が定めら

れていないことから、保育士等は加配されていない

ということを聞いています。県といたしましては、

平成30年度から国においても地方交付税による障害

児受け入れの交付税の算定額拡充の報道もございま

す。これまでもこの障害児保育の保育士加配につい

ては２対１で保育士を加配するように働きかけを

行ってきましたが、平成30年度は交付税の拡充もご

ざいますので、引き続き、市町村に対して受け入れ

児童２人に対し保育士１人を加配するように働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

〇金城泰邦委員 ぜひ働きかけをお願いしたいと思

います。

これまでの事例の中では、加配保育士なしの状態

で障害児を受け入れていたケースなどはありました

か。これについて皆さんは把握されていますか。

〇大城清二子育て支援課長 御質疑の加配なしで障

害児を受け入れている件数について、現在、県では

把握しておりません。ただ県としましては、先ほど

御説明したように、障害児の受け入れに係る保育士

の加配に要する経費については、受け入れ児童２人

に対して保育士１人を加配できるよう地方交付税に

よる措置がなされていることから、市町村に対して

は説明会を通し、適切に保育士加配を行うよう促し

てきたところでございます。引き続き、障害児保育

の充実に向けて、市町村に対して働きかけを行って

まいりたいと考えております。

〇金城泰邦委員 ぜひしっかりとやっていただきた

いと思っています。

保育士の離職の理由として、加配がないまま、保

育士さんが障害のある子とそうでない子も一緒に見

ないといけない。そして危険な現場を担うことの負

担から離職したケースもあると伺っていますので、

そういうことがないように取り組みをお願いしたい

と思います。

教育委員会の関連ですが、通級指導教室と通級指

導教員の拡充の取り組みが国会でも議論されていて、

平成30年度予算で新たに拡充される予定であると

伺っております。その件について、沖縄県で平成30年

度の通級指導教員の教員数はどのように変化してい

くのか、御説明お願いします。

〇古堅圭一学校人事課長 平成30年度の前に、平成

29年度について御説明いたします。

通級指導教室の加配教員配置要望数と配置実績に

ついては、平成29年度、小学校では要望数69名に対

して51人を配置しています。同じく中学校では、要

望数24名に対して12名を配置しています。平成30年

度は見込み値ですが、小学校では要望数86名に対し

て51名の配置を予定しています。同じく中学校では、

要望数29名に対して19名を予定しております。平成

30年度を平成29年度と比較してみると、小学校の配

置人員数は同じですが、中学校では７名ほど増員し

て配置する予定となっています。

〇金城泰邦委員 増員によって通級指導の教室がふ

えるところはありますか。

〇古堅圭一学校人事課長 基本的に、通級指導教室

の数がふえるということになります。したがって、

教室自体がふえることになります。

〇金城泰邦委員 先ほどの答弁で、小学校が同数で、

中学校が７名増とおっしゃっていました。それに伴っ

て７教室がふえるという理解でいいのか、答弁をお

願いします。

〇古堅圭一学校人事課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。

〇金城泰邦委員 教員の負担軽減について、西銘委

員の質疑に対する答弁の中で、外部指導者の活用や

スクールサポーターも含まれるとありました。それ

以外に、例えば、秋田県などで教員の負担軽減とい

う目的で、校務支援システムを導入している事例も

ございます。そういった負担軽減策についても検討

されているのかどうか教えてください。

〇登川安政教育支援課長 校務支援システムの導入

については、教職員の業務効率化や子供たちと向き

合う時間等を増加する観点から重要であると考えて

います。そのため、県立高等学校においては、定時

制、通信制を合わせた全ての学校で、平成28年度か

ら校務支援システムが稼働しております。また特別

支援学校についても、平成30年度から運用を始める

方向で、今年度、そのシステムを構築しているとこ

ろです。さらに県内市町村の小・中学校の校務支援

システムの整備状況は、市町村によって差がありま

すが、平成29年３月現在、全県の平均が74.6％となっ

ております。具体的に見ると、全ての小・中学校に

整備されている市町村が14団体、全ての小・中学校
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に整備されていないものの県平均以上となっている

市町村が６団体、県平均以下の市町村は21団体となっ

ています。県教育委員会としましては、校務の情報

化を進めていくため、市町村情報教育担当者連絡会

議などを通して、校務支援システムの課題や改善の

工夫など、さまざまな情報交換と情報提供を行って

いきたいと考えています。

〇金城泰邦委員 こういったシステムに関しては、

県がしっかりと指導して、全県的に統一したシステ

ムであれば、安価で購入することも可能であると思

います。そういった意味でも、しっかりと指導して

いただければと思います。

同じく負担軽減の中で、学校行事等の見直しとい

う角度からですが、中学校などで陸上競技の地区大

会とかが毎年行われていると思います。その地区大

会は、沖縄県大会で終了で、その競技で優勝する子

がいたとしても、余り評価にはつながらないもので

あると伺っています。学校の先生からは、部活動を

頑張っている子が少し時間が割かれているといった

こともあると伺っておりまして、その必要性につい

ても議論する必要があると思っています。ほかの都

道府県では、既に廃止しているところも数多くある

と聞いています。沖縄県としてはどのように考えて

いるのでしょうか。

〇平良朝治保健体育課長 委員の御質疑につきまし

ては、多分、各地区の陸上競技大会のことかと思い

ます。この大会は学校対抗で実施されておりまして、

県秋季陸上競技大会の地区予選を兼ねています。地

区の上位選手が地区代表として、県大会に参加して

いくわけでございます。その上の大会、いわゆる県

の秋季陸上競技大会は、中学校体育連盟が創立され

た1959年から実施されており、約60年の歴史がある

大会です。この大会の目的が中学生の体力、競技力

の向上と心身の健全な育成、生徒の親和、融和を図

ることとなっており、教育的な意義やさまざまな効

果があるものと考えております。なお、委員からご

ざいましたように、一方で本大会や地区大会に出場

するため、多くの生徒が本来所属している部活動の

練習を中断することや、学校によっては全校生徒が

応援として参加することなどによって生徒や教員に

ある程度の負担があることも伺っております。この

ため、応援の参加については１学年のみに限定する

ことや、練習期間等を統一した方針を示して改善し

ている地区もあると伺っております。このようなこ

とも踏まえまして、県教育委員会としましては、中

体連や関係団体等と意見交換してまいりたいと考え

ております。

〇金城泰邦委員 そういった行事等は、いろいろな

趣旨があって60年間続いてきたと。今後は、そういっ

た教育のあり方もいろいろと変わってくると思って

います。

今、アクティブラーニングなどが議論されており

ます。アクティブラーニングが導入されると、教育

現場においては教員増の必要性やカリキュラムの変

更が必要になってくると思われるのですが、小・中

学校、高校のそれぞれで、このアクティブラーニン

グ導入に向けた取り組みはどうなっているのか。ま

たどのように検討されているのか、御説明をお願い

します。

〇當間正和義務教育課長 初めにアクティブラーニ

ングについて御説明させていただきます。アクティ

ブラーニングとは、児童生徒の思考力、判断力、表

現力を育成するために、教師が一方的に教え込むの

ではなく、児童生徒がみずから課題を見つけ出し、

仲間との対話などを通して課題を解決するなど、児

童生徒が主体となって学習する授業のことです。例

えば、三角形の面積の求め方を学習する授業では、

教師が初めに公式を教えて面積を計算させるという

だけではなくて、子供たちが過去に学習した内容や

生活経験をもとに面積の求め方の予想を立てて、隣

同士やグループで話し合いながら最終的に公式にた

どり着くような学習内容となっています。その時の

教師の役割としては、子供一人一人が考え、話し合

い、解決を導き出せる発問や支援を行うこととなっ

ています。学習指導要領では主体的、対話的で深い

学びとしております。アクティブラーニングとは特

定の学習の型ではなく、学習者みずからが学びに向

かう能動的学習法のことです。

次に、小・中学校の状況を説明いたします。本県

におきましては、学力向上推進プロジェクトの中で、

問いが生まれる授業を提唱し、児童生徒自身が問い

を持って学習する授業を通して主体的、対話的で深

い学び、つまりアクティブラーニングを実現したい

と考えております。小学校ではかなり進んできてい

ますが、中学校におきましては授業改善の意識は高

まりつつあるものの、個々の授業や教科によっては

その取り組みに差が見られます。県教育委員会では

学校訪問等を通して、各学校や教師にアドバイスを

行い授業改善に努めているところございます。

〇半嶺満県立学校教育課長 アクティブラーニング

導入による高校のカリキュラムの変更については、

今年度、高等学校の学習指導要領の案が出されてお
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ります。その案では、アクティブラーニング導入に

伴うカリキュラムの変更は特になく、主体的、対話

的、深い学びという、いわゆるアクティブラーニン

グの視点から授業改善を行うことで学校教育におけ

る質の高い学びを実現し、能動的に学び続けること

を目指して、現在、授業改善に取り組んでいるとこ

ろでございます。具体的には、研究校を指定してア

クティブラーニング研修等の検証授業などを実施し

ており、新しい時代に求められる資質や能力を育む

ための課題の発見、創造的な学びの研修を実施して、

その強化に関する指導方法や評価方法の研究開発に

取り組んでいるところでございます。また、平成30年

度から、進学重点拠点校授業力向上事業を立ち上げ

る予定としております。これは県内進学重点拠点校

に在籍する５教科の教員がプロジェクトチームをつ

くりまして、年間を通して単元開発、研究授業、評

価問題の作成等を行って、各教科の見方や考え方を

もとに思考力、判断力、表現力等の育成を目指した

沖縄型の授業のあり方について研究していく予定で

ございます。

〇金城泰邦委員 ２年後には大学受験の制度も変わ

るということで、そうなると高校生のときの大学受

験に向けた取り組みも変わってくるのかと思います。

その後、高校入試に向けた中学校の授業のあり方、

中学校に進級する小学校の授業のあり方も変わって

くるのかと。思考力、判断力、表現力を重視すると

いうものになっていくのかと考えます。しっかりと

我々も研究しながら、皆様と議論してまいりたいと

思います。

〇狩俣信子委員長 以上で、子ども生活福祉部及び

教育委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

〇狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変お疲れさまでした。

次回は、明 ３月９日 金曜日、午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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